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江
戸
幕
府
に
お
い
て
天
領
の
治
水
行
政
を
所
轄
し
た
の
は
勘
定
奉
行
を
ト
ッ
プ
と
す
る
勘
定
所
で

あ
り
、
そ
の
配
下
と
し
て
実
地
で
防
災
・
復
興
な
ど
の
土
木
工
事
を
担
当
し
た
の
が
普
請
役
と
い
う

下
級
官
吏
で
あ
っ
た
。
普
請
役
に
は
純
粋
に
技
術
者
だ
っ
た
者
が
い
た
半
面
、
工
事
に
従
事
す
る
農

民
を
管
理
・
監
督
す
る
だ
け
の
行
政
官
だ
っ
た
者
も
混
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

維
新
後
、
明
治
政
府
は
治
河
使
・
土
木
司
・
土
木
寮
・
土
木
局
と
い
っ
た
担
当
部
門
を
会
計
官
・

民
部
省
・
工
部
省
・
大
蔵
省
・
内
務
省
な
ど
の
下
に
位
置
づ
け
、
治
水
を
遂
行
す
る
と
と
も
に
、
西

洋
か
ら
の
新
た
な
技
術
導
入
を
は
か
っ
た
。
新
政
府
の
直
轄
県
で
治
水
を
担
当
し
た
下
級
官
吏
の
中

に
は
幕
府
時
代
に
普
請
役
だ
っ
た
者
が
お
り
、
政
権
交
代
を
経
た
後
も
現
場
レ
ベ
ル
で
は
人
的
継
続

性
が
見
ら
れ
た
。

　

七
〇
万
石
の
一
大
名
と
し
て
存
続
し
た
、
江
戸
幕
府
の
後
身
た
る
静
岡
藩
で
は
、
領
内
に
富
士
川
・

安
倍
川
・
大
井
川
・
天
竜
川
と
い
う
大
河
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
政
機
構
の
中
に
水
利
路
程
掛
（
後

に
水
利
郡
政
掛
・
水
利
郡
方
掛
と
改
称
）
を
置
き
、
治
水
に
意
を
注
い
だ
。
た
だ
し
、
実
際
に
領
内

各
地
で
展
開
さ
れ
た
治
水
技
術
は
、
蛇
籠
・
大
聖
牛
・
牛
枠
と
い
っ
た
竹
木
石
を
材
料
と
し
た
伝
統

的
な
工
法
に
と
ど
ま
り
、
近
世
と
の
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
同
掛
に
は
幕

府
時
代
に
勘
定
所
に
属
し
た
者
や
普
請
役
な
ど
、
古
く
か
ら
の
民
政
部
門
の
経
験
者
が
身
を
置
い
た

一
方
、
海
軍
士
官
と
し
て
西
洋
の
科
学
技
術
を
学
ん
だ
人
物
が
幹
部
に
就
任
す
る
な
ど
、
近
代
化
へ

の
志
向
が
見
ら
れ
た
。

　

廃
藩
置
県
に
前
後
し
て
静
岡
藩
の
人
材
は
明
治
政
府
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
水
利
路
程
掛
の

出
身
者
に
は
中
央
省
庁
や
府
県
に
お
い
て
土
木
・
治
水
行
政
を
任
さ
れ
た
者
も
い
た
。
ま
た
、
同
じ

旧
幕
臣
・
静
岡
藩
出
身
者
と
し
て
は
、
同
藩
の
藩
校
沼
津
兵
学
校
で
身
に
付
け
た
洋
算
・
測
量
な
ど

を
武
器
に
土
木
寮
の
技
師
と
な
り
、
お
雇
い
外
国
人
と
と
も
に
仕
事
を
し
た
よ
う
な
、
よ
り
若
い
世

代
の
一
群
の
存
在
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
校
か
ら
工
部
大
学
校
に
進
学
し
高
等
教
育
を
受
け
た

者
の
中
か
ら
は
、
本
格
的
な
土
木
技
術
の
専
門
家
が
輩
出
し
た
。

　

伝
統
工
法
に
も
と
づ
き
幕
府
の
治
水
行
政
を
担
当
し
た
者
た
ち
と
幕
末
に
西
洋
近
代
科
学
を
学
び

取
っ
た
幕
府
海
軍
士
官
た
ち
は
静
岡
藩
で
合
流
し
、
水
利
路
程
掛
や
沼
津
兵
学
校
を
経
由
し
て
明
治

政
府
へ
と
引
き
継
が
れ
、
世
代
交
代
や
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
真
に
近
代
的
な
意
味
で
の
治

水
行
政
の
担
当
者
た
る
土
木
官
僚
・
土
木
技
術
者
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
普
請
役
、
洋
学
、
旧
幕
臣
、
官
僚
制
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト



国立歴史民俗博物館研究報告
第 203集　2016年 12月

162

は
じ
め
に

　

災
害
は
人
と
自
然
と
の
戦
い
で
あ
り
、
災
害
史
を
研
究
す
る
視
点
も
基
本
は
そ
こ

に
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
人
と
自
然
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
災
害
を
め
ぐ
る

人
と
人
と
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
災
害
史
と
い
う
に
は
あ
ま

り
に
も
的
の
中
心
か
ら
は
外
れ
た
テ
ー
マ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
災
害
は
自
然
か
ら
の
直
接
的
な
脅
威
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て

は
人
災
の
要
素
も
は
ら
み
つ
つ
、
二
次
的
、
三
次
的
な
意
味
で
は
社
会
の
各
分
野
へ

大
き
な
波
及
効
果
を
も
た
ら
す
。人
が
存
在
し
な
け
れ
ば
災
害
と
い
う
概
念
は
な
く
、

単
な
る
自
然
現
象
で
終
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
に
つ
い
て
捨
象
す
る
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
別
箇
の
観
点
と
し
て
、
人
と
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
だ
け

を
研
究
対
象
と
し
て
も
災
害
史
は
成
り
立
つ
と
考
え
た
い
。

　

災
害
を
め
ぐ
る
人
と
社
会
を
考
え
る
際
、
被
害
の
実
態
、
被
災
者
の
対
応
、
復
興

へ
の
過
程
、
防
災
へ
の
取
り
組
み
な
ど
を
一
般
住
民
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
彼
ら
を
守
り
被
害
か

ら
立
ち
直
ら
せ
る
役
割
を
担
っ
た
為
政
者
・
行
政
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。

　

巨
大
な
災
害
発
生
時
に
は
為
政
者
と
そ
の
下
僚
た
ち
は
上
か
ら
下
ま
で
ほ
ぼ
全
員

が
そ
の
緊
急
対
応
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
小
さ
な
災
害
、
あ
る
い
は
平
時
の
日

常
の
中
で
行
わ
れ
る
防
災
・
減
災
へ
の
取
り
組
み
は
、
特
定
の
部
署
に
属
す
る
特
定

の
吏
僚
が
担
当
し
て
い
る
。
そ
れ
は
前
近
代
も
近
代
以
降
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
高
度
に
複
雑
化
・
細
分
化
し
た
現
代
の
行
政
組
織
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
前
近

代
や
近
代
の
行
政
組
織
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
長
い
発
展
と
変
化
の
歴

史
を
た
ど
る
こ
と
も
災
害
史
・
防
災
史
の
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
が
、
本
稿
で

光
を
あ
て
る
の
は
前
近
代
か
ら
現
代
へ
向
け
て
歩
み
出
す
原
初
の
段
階
、
近
代
化
の

出
発
点
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
水
害
を
防
ぐ
た
め
の
施
策
、
す
な
わ
ち
治
水
を
担
当
し
た
技
術
者
・
官

吏
た
ち
に
つ
い
て
、
そ
の
近
世
か
ら
近
代
へ
の
変
化
の
状
況
を
見
極
め
る
こ
と
を
本

稿
の
目
標
と
し
た
い
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
治
水
行
政
担
当
者
の
、
徳
川
幕
府
か
ら

明
治
政
府
へ
の
人
的
な
継
承
・
断
絶
の
様
相
を
、
静
岡
藩
と
い
う
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
置

い
て
み
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

❶
徳
川
幕
府
の
普
請
役

　

幕
府
、
ひ
い
て
は
領
主
全
般
に
と
っ
て
も
言
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
年
貢
を
確

保
す
る
た
め
に
は
農
民
の
生
産
活
動
が
故
障
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
水
害
を
防
止
し
農
地
や
宅
地
を
守
り
、
ま
た
被
害
が
生
じ
て
し
ま
っ
た

際
に
は
復
旧
・
復
興
を
行
う
の
は
一
義
的
に
は
農
民
自
身
の
責
務
と
さ
れ
つ
つ
、
そ

れ
を
指
導
・
支
援
す
る
役
割
は
為
政
者
側
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
江

戸
時
代
に
限
ら
ず
、
そ
れ
以
前
も
同
様
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
治
水
や
そ

の
周
辺
業
務
を
専
門
に
担
当
す
る
官
吏
を
常
置
し
、
領
民
に
対
し
て
よ
り
細
か
な
行

政
指
導
を
行
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

江
戸
幕
府
の
機
構
上
、
財
政
を
つ
か
さ
ど
り
、
幕
領
の
貢
租
徴
収
や
訴
訟
を
担
当

し
た
の
が
勘
定
所
で
あ
り
、
そ
の
長
官
が
勘
定
奉
行
だ
っ
た
。
農
政
全
般
も
そ
の
管

轄
下
に
あ
り
、
治
水
の
仕
事
も
そ
の
範
疇
に
含
ま
れ
た
。
本
稿
で
取
り
扱
い
た
い
土

木
官
僚
・
土
木
技
術
者
と
も
い
う
べ
き
存
在
は
、
勘
定
所
の
中
で
は
最
下
部
に
位
置

し
た
普
請
役
と
い
う
役
人
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
旗
本
で
は
な
く
、
名
目
上
家
督
相
続

を
許
さ
れ
な
い
、
抱
席
と
い
う
家
格
の
下
層
の
御
家
人
で
あ
っ
た
。

　

普
請
役
は
、
関
東
の
四
川
（
鬼
怒
川
・
小
貝
川
・
下
利
根
川
・
江
戸
川
）
を
管
理

す
る
た
め
元
禄
年
間
に
設
置
さ
れ
た
堤
方
役
を
起
源
と
し
、
享
保
年
間
に
そ
の
名
称

と
な
っ
た
。そ
の
後
、勘
定
所
詰
普
請
役
、四
川
用
水
方
普
請
役（
関
東
四
川
の
担
当
）、

在
方
普
請
役
（
東
海
道
筋
の
酒
匂
川
・
富
士
川
・
安
倍
川
・
大
井
川
・
天
竜
川
の
担
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当
）の
三
分
課
に
区
分
さ
れ
、維
新
に
至
っ
た

）
1
（

。普
請
役
の
起
源
と
変
遷
に
関
し
て
は
、

従
来
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
史
料
と
し
て
、
旗
本
の
家
に
伝
来
し
た
「
関

東
筋
四
川
用
水
方
御
普
請
役
発
端
ゟ
当
時
迄
性
名
分
限
高
増
減
等
覚
」
と
い
う
文
書

を
史
料
1
と
し
て
翻
刻
・
掲
載
し
て
お
く
。

　

安
政
六
年（
一
八
五
九
）時
点
で
、勘
定
所
詰
は
支
配
勘
定
格
普
請
役
元
〆
が
一
名
、

普
請
役
が
三
三
名
、
同
見
習
が
一
八
名
、
四
川
用
水
方
は
普
請
役
元
〆
が
一
名
、
同

元
〆
格
が
一
名
、
普
請
役
が
三
四
名
、
同
見
習
が
二
三
名
、
在
方
は
普
請
役
が
二
九

名
、
同
見
習
が
一
六
名
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た

）
2
（

。
一
五
〇
名
余
の
大
所
帯
で
あ
っ
た

が
、
あ
ち
こ
ち
の
現
場
を
飛
び
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

普
請
役
の
人
数
は
決
し
て
多
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
、
全
国
政
権
た
る
幕
府
に
は
、
江
戸
・
東
国
を
主
な
守
備
範
囲
と
し
た
普
請

役
以
外
に
も
、西
国
の
幕
領
等
に
お
い
て
治
水
を
担
当
す
る
吏
僚
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

摂
津
・
河
内
に
は
、
堤
奉
行
（
大
坂
代
官
の
兼
任
）
が
置
か
れ
、
ま
た
川
奉
行
（
大

坂
奉
行
所
の
与
力
が
つ
と
め
、
そ
の
下
役
は
同
心
が
つ
と
め
る
）
と
い
う
役
職
も
存

在
し
た

）
3
（

。

　

濃
尾
平
野
を
潤
す
一
方
、
氾
濫
を
繰
り
返
し
た
木
曽
三
川
を
治
め
る
こ
と
は
個
々

の
大
名
の
統
治
を
超
え
た
国
家
的
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。美
濃
国
の
旗
本
・

交
代
寄
合
高
木
家
は
、
川
通
掛
（
水
行
奉
行
）
を
世
襲
で
つ
と
め
た
が

）
4
（

、
そ
れ
も
幕

府
に
よ
る
治
水
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
勘
定
奉
行
配
下
の
「
諸
国
地
役
人

衆
」
の
中
に
は
、美
濃
御
郡
代
（
笠
松
陣
屋
）
支
配
と
し
て
堤
方
役
が
配
置
さ
れ
た
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
正
月
刊
行
の
『
県
令
集
覧
』
に
よ
れ
ば
、
三
〇
俵
三
人
扶

持
を
給
さ
れ
た
一
四
名
が
い
た
。
地
役
人
で
あ
る
彼
ら
は
、
在
地
の
庶
民
か
ら
取
り

立
て
ら
れ
、
世
襲
で
そ
の
職
務
を
つ
と
め
、
そ
れ
だ
け
に
専
門
能
力
に
長
け
た
人
々

だ
っ
た
。
堤
方
役
は
美
濃
流
と
称
す
る
治
水
工
法
の
担
い
手
で
あ
り
、
数
年
で
交
代

し
て
い
く
郡
代
・
手
代
ら
に
対
し
、
地
位
は
低
く
抑
え
ら
れ
つ
つ
も
高
い
プ
ラ
イ
ド

を
持
っ
て
い
た
ら
し
い

）
5
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
最
上
徳
内
・
間
宮
林
蔵
・
二
宮
尊
徳（
金
次
郎
）と
い
っ
た
人
々
も
普

請
役
だ
っ
た
。
蛮
社
の
獄
に
連
座
し
た
た
め
隠
居
し
て
医
師
と
な
り
、
高
島
流
砲
術

家
と
し
て
も
活
躍
し
た
大
塚
同
庵
も
元
は
普
請
役
で
あ
っ
た

）
6
（

。
後
述
す
る
普
請
役
佐

藤
睦
三
郎（
嘉
長
）は
、
治
水
の
プ
ロ
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ペ
リ
ー
来
航
後
の
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
）
に
は
老
中
阿
部
正
弘
の
内
命
に
よ
り
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
、
韮
山

代
官
江
川
坦
庵
の
配
下
や
同
行
し
た
職
人
た
ち
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
も
と
に
出

入
り
し
て
、
蒸
気
船
製
造
に
関
す
る
調
査
・
学
習
に
従
事
し
て
い
る

）
7
（

。
ま
た
、
嘉
永
・

安
政
期
、
ペ
リ
ー
や
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
来
航
し
た
際
な
ど
、
応
接
し
た
幕
府
側
役
人

の
中
に
は
普
請
役
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ほ
か
、
そ
の
後
幕
府
が
欧
米
に
派
遣
し
た
遣

外
使
節
の
中
に
も
普
請
役
が
加
え
ら
れ
た
。
外
交
の
場
に
立
ち
会
う
と
い
う
、
土
木

技
術
分
野
と
は
直
接
関
係
の
な
い
業
務
も
彼
ら
は
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
収
集
、
す
な
わ
ち
隠
密
活
動
や
内
部
監
察
も
普
請
役
の
任
務
だ
っ
た
。

　

普
請
役
を
つ
と
め
た
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
か
ら
そ
の
業
務
の
実
態
を
分
析
し
た
研

究
に
よ
れ
ば
、
普
請
役
は
、
本
務
と
し
た
河
川
・
用
水
関
係
だ
け
で
な
く
、「
普
請
（=

土
木
）
に
関
わ
ら
な
い
経
済
官
僚
と
し
て
の
働
き
も
ま
た
普
請
役
に
は
期
待
さ
れ
て

い
た
」、「
次
第
に
勘
定
奉
行
所
の
下
役
人
と
し
て
、
同
奉
行
所
が
担
う
様
々
な
業
務

を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」、「
そ
れ
ぞ
れ
の
普
請
役
が
歩
ん
で
き
た
経
歴

に
基
き
、
彼
ら
の
技
術
や
経
験
を
重
視
し
て
御
用
を
仰
せ
付
け
な
い
と
、
複
雑
で
専

門
性
に
富
ん
だ
勘
定
奉
行
所
の
御
用
は
処
理
し
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
」、「
普
請
役
の

御
用
は
職
名
を
超
え
た
も
の
と
な

）
8
（

」
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
多
彩
な
人
材
の
輩
出

は
、
普
請
役
が
取
り
扱
う
業
務
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
職
務
の
拡
大
と
い
う
点
で
は
な
く
、
本
務
に
お
い
て
そ
の

専
門
性
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
の
で
あ

る
。
普
請
役
を
「
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
土
木
技
師
」、「
当
時
の
日
本
で
最
高
の
土
木

技
術
者

）
9
（

」
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
一
方
、「
普
請
役
は
、
府
内
役
宅
、
橋

梁
の
営
造
、
代
官
所
の
営
築
等
を
勘
検
し
、
四
川
の
修
水
、
領
内
灌
漑
用
水
の
事
を

査
察
す

）
10
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
勘
検
」「
査
察
」
が
仕
事
で
あ
っ
た
と
い

う
解
釈
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
設
計
・
施
工
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、
農
民
に
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よ
る
そ
れ
を
管
理
・
監
督
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

治
水
を
本
務
と
し
な
い
作
事
方
の
幕
府
役
人
が
享
保
期
に
大
井
川
の
普
請
を
担
当

し
た
と
い
う
事
例

）
11
（

は
、
少
な
く
と
も
そ
の
頃
に
は
ま
だ
普
請
役
の
立
場
が
専
門
職
と

し
て
は
未
確
立
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
期
に
よ
る
差

異
で
は
な
く
そ
の
後
も
同
様
な
状
況
が
続
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

同
じ
く
地
方
で
民
政
に
携
わ
る
幕
府
代
官
の
手
代
を
つ
と
め
た
宮
内
公
美

）
12
（

は
、「
水

防
は
、
時
々
水
害
を
請
け
た
所
の
功
者
な
も
の
が
上
手
で
あ
り
ま
す
。
官
員
な
ど
に

は
容
易
に
差
図
は
で
き
ぬ
も
の
で
す
」、「
官
員
・
警
官
な
ど
は
、
人
足
の
働
か
ぬ
こ

と
を
警
め
る
位
に
て
、
差
図
な
ど
は
で
き
ぬ
事
と
思
え
ま
す

）
13
（

」
と
経
験
談
を
語
っ
て

お
り
、
自
分
た
ち
官
吏
よ
り
も
地
元
農
民
の
中
の
巧
者
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
治
水
技
術

を
心
得
て
い
た
と
い
う
証
言
に
な
っ
て
い
る
。
土
木
治
水
技
術
は
「
支
配
層
の
手
許

で
の
み
発
達
し
、
ま
た
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
「
村
々
の
「
地
方
巧
者
」
た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
駆
使
さ
れ
て
い
た
面
が

大
き
い

）
14
（

」
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

常
陸
国
の
農
民
の
子
で
あ
っ
た
間
宮
林
蔵
は
、
少
年
時
代
、
郷
里
で
行
わ
れ
て
い

た
堰
の
修
築
に
つ
い
て
卓
抜
し
た
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
工
事
を
担
当
し
て
い
た
幕

府
普
請
役
を
驚
か
せ
、
江
戸
へ
出
る
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
の
だ
と
い
う

）
15
（

。
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
普
請
役
が
農
民
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ

れ
と
も
林
蔵
の
非
凡
な
才
能
を
見
抜
く
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
か
、
ど
ち

ら
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

　

果
た
し
て
普
請
役
は
技
術
者
と
し
て
の
実
力
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら

の
真
の
姿
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
た
ぶ
ん
、
全
否
定
も
全
肯
定
も
で
き

な
い
。
勘
定
所
に
属
し
て
い
る
点
か
ら
多
く
は
算
盤=

会
計
・
計
算
に
は
強
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
全
員
が
治
水
の
理
論
や
技
術
、
つ
ま
り
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
河
川

工
学
を
学
ん
だ
技
術
者
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
普
請
役
に
は
技
術
者

的
性
格
を
持
っ
た
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
と
が
混
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。
技
術
者
と
し
て
の
性
格
を
証
明
す
る
の
が
以
下
の
諸
例
で

あ
る
。

　

天
保
期
に
遠
江
国
の
仿
僧
川
の
治
水
工
事
を
行
っ
た
犬
塚
祐
一
郎
と
い
う
普
請
役

は
、「
農
業
土
木
に
付
い
て
は
、
天
稟
の
才
能
を
持
っ
た
技
術
者
」
で
あ
り
、「
従
来

の
築
堤
に
依
る
一
方
的
な
治
水
方
式
を
改
め
て
、
新
規
に
排
、
分
水
に
重
点
を
置
い

た
工
事
を
施
す
事
が
、
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
英
断
し
た

）
16
（

」
と
さ
れ
、
自
ら
治
水
技

術
を
駆
使
し
た
と
い
う
人
物
像
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
地
震
後
の
富
士

川
堤
防
の
修
理
を
担
当
し
た
幕
臣
た
ち
に
感
謝
の
意
を
示
す
べ
く
地
元
に
建
立
さ
れ

た
不
尽
河
修
堤
碑
（
富
士
市
松
岡
の
水
神
社
に
現
存
）
に
は
、
漢
文
で
碑
文
が
彫
ら

れ
て
い
る
が
、
勘
定
奉
行
が
「
計
曹
長
」、
勘
定
が
「
計
吏
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、

普
請
役
の
こ
と
は
「
工
吏
」
と
い
う
唐
名
で
表
現
さ
れ
て
お
り

）
17
（

、
字
義
通
り
に
解
釈

す
れ
ば
普
請
役
は
技
術
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

史
料
17
と
し
て
掲
げ
た
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
起
草
さ
れ
た
「
治
大
井
水

成
功
記
」
と
い
う
大
井
川
治
水
記
念
の
文
章
草
稿
に
よ
れ
ば
、
静
岡
藩
水
利
路
程
掛

郡
方
並
内
田
惣
五
郎
は
、
佐
藤
睦
三
郎
と
い
う
人
物
に
治
水
を
学
ん
だ
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
佐
藤
と
は
、
幕
府
普
請
役
佐
藤
睦
三
郎
（
陸
三
郎
）
の
こ
と
で
あ
り
、

先
に
触
れ
た
安
政
期
の
富
士
川
堤
防
修
理
の
記
念
碑
に
「
工
吏
佐
藤
嘉
長
」
と
記
さ

れ
た
者
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ

）
18
（

、
天
保
期
に
は
信
州
埴
科
郡
で
千
曲
川
治
水

の
た
め
常
山
堤
を
築
造
し
た
り

）
19
（

、
弘
化
期
に
は
善
光
寺
地
震
の
被
害
状
況
を
報
告
書

に
ま
と
め
る
な
ど
、
各
地
で
足
跡
を
残
し
た
高
い
技
術
を
も
っ
た
普
請
役
だ
っ
た
ら

し
い
。
つ
ま
り
、
佐
藤
と
内
田
と
の
関
係
は
、
治
水
技
術
が
普
請
役
の
間
で
先
輩
か

ら
後
輩
へ
と
伝
授
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
彼
ら
が
単
な
る

事
務
官
で
は
な
く
、
技
術
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ

の
治
水
技
術
が
俗
に
言
わ
れ
る
甲
州
流
、
関
東
流
（
伊
奈
流
）、
紀
州
流
と
い
っ
た

流
派
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

彼
ら
が
学
び
伝
え
た
具
体
的
な
技
術
を
文
字
で
書
き
表
し
た
も
の
と
し
て
は
、
幕

府
普
請
役
か
ら
維
新
後
は
明
治
政
府
の
土
木
官
僚
に
な
っ
た
高
津
儀
一
（
儀
一
郎
）

が
、「
旧
幕
府
ヨ
リ
伝
リ
タ
ル
土
木
普
請
方
ノ
大
概
」
を
前
提
に
、
新
た
に
取
り
入
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れ
ら
れ
た
「
和
蘭
工
法
」
を
加
味
し
て
編
纂
・
解
説
し
た
『
土
木
工
要
録
』（
一
八
八
一

年
刊
、
内
務
省
土
木
局
）
と
い
う
書
籍
が
あ
る

）
20
（

。
高
津
本
人
が
、
自
ら
技
術
書
を
ま

と
め
る
力
量
を
有
し
た
技
術
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

　

高
津
儀
一
の
旧
幕
時
代
の
履
歴
書

）
21
（

に
は
、
祖
父
は
御
普
請
役
、
父
は
御
普
請
役
元

〆
だ
っ
た
こ
と
、
本
人
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
見
習
を
拝
命
し
て
以
来
普
請

役
を
つ
と
め
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
父
祖
代
々
の
普
請
役
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
他
に
も
数
代
に
わ
た
っ
て
普
請
役
を
つ
と
め
た
家
と
し
て
、
田
村
三

右
衛
門
義
照
―
伊
右
衛
門
義
方
―
伊
八
郎
義
智

）
22
（

、
井
上
貫
流
左
衛
門
―
廉

）
23
（

、
有
坂
勝

三
郎
―
理
十
郎
―
銓
吉

）
24
（

な
ど
、
目
に
と
ま
っ
た
個
別
事
例
は
少
な
く
な
い
。
各
年
次

に
刊
行
さ
れ
た
幕
府
勘
定
所
の
職
員
名
簿
た
る
『
会
計
便
覧
』
を
見
る
と
、
そ
こ
に

掲
載
さ
れ
た
普
請
役
た
ち
に
は
同
姓
の
者
が
少
な
く
な
く
、
世
襲
で
職
務
を
継
続
す

る
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
技
術
を
教
え
る
専
門
の
学
校
も
存

在
し
な
い
当
時
、
親
子
あ
る
い
は
同
僚
、
先
輩
・
後
輩
間
で
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
通
常
で
あ
り
、
治
水
に
関
す
る
知
識
・
技
能
も
世
襲
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
臣
と
し
て
の
二
宮
尊
徳
（
金
次
郎
）
と
そ
の
子
尊
行
（
弥
太
郎
）
も
と
も
に
普
請

役
を
つ
と
め
て
お
り
、
明
ら
か
に
父
か
ら
息
子
へ
と
知
識
・
技
術
が
伝
承
さ
れ
た
例

で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
普
請
役
は
勘
定
所
の
中
で
は
最
下
級
の
地
位
で
あ
り
、
出
世
を
果
た
す

こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
め
ざ
し
た
人
物
や
家
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
普
請
役

か
ら
身
を
起
こ
し
天
明
期
に
勘
定
吟
味
役
に
ま
で
昇
進
し
た
佐
久
間
甚
八
は
、
紀
州

で
河
川
水
利
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
父
が
吉
宗
の
将
軍
就
任
に
と
も
な
い
江
戸
に

出
て
幕
臣
と
な
っ
た
と
い
う
家
に
属
し
た
人
だ
っ
た

）
25
（

。
御
家
人
か
ら
旗
本
へ
と
駆
け

上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
二
宮
尊
徳
の
ご
と
く
、
普
請
役
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
庶
民

が
武
士
身
分
を
獲
得
す
る
最
初
の
段
階
で
も
あ
り
、
さ
ら
な
る
身
分
上
昇
を
果
た
す

上
で
も
踏
み
台
と
し
て
利
用
さ
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
職
務
に
関
す
る

技
術
・
知
識
の
伝
承
は
途
絶
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

❷
明
治
新
政
府
の
治
水
担
当
へ
の
移
行

　

維
新
後
、
明
治
新
政
府
は
幕
府
に
代
わ
る
新
た
な
全
国
政
権
と
し
て
独
自
の
治
水

行
政
を
展
開
し
て
い
く
。
政
府
の
機
構
上
で
は
、
会
計
官
治
河
使
（
明
治
元
年
一
〇

月
、二
年
七
月
廃
止
）
↓
民
部
官
土
木
司
（
二
年
六
月
）
↓
民
部
省
土
木
司
（
七
月
）

↓
工
部
省
土
木
司（
四
年
七
月
）↓
工
部
省
土
木
寮（
八
月
）↓
大
蔵
省
土
木
寮（
一
〇

月
）
↓
内
務
省
土
木
寮
（
七
年
一
月
）
↓
内
務
省
土
木
局
（
一
〇
年
一
月
）
と
い
っ

た
具
合
に
治
水
担
当
の
部
局
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
っ
た

）
26
（

。

　

し
か
し
、
ト
ッ
プ
は
別
に
し
て
、
そ
こ
に
属
し
た
下
僚
た
ち
の
中
に
は
旧
幕
臣
が

多
く
残
存
し
て
い
た
。
常
習
と
も
い
う
べ
き
水
害
は
待
っ
た
な
し
に
襲
い
か
か
っ
て

き
た
。
政
権
交
代
に
よ
る
民
政
の
中
断
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
中
で
も
地

域
・
民
衆
に
密
着
し
て
行
政
を
遂
行
し
て
い
た
末
端
の
吏
僚
た
ち
全
員
の
首
を
す
げ

替
え
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

近
世
治
水
史
研
究
の
先
学
は
、
普
請
役
加
納
久
右
衛
門
の
由
緒
書
の
記
載
か
ら
、

そ
の
子
孫
加
納
鉄
三
郎
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
時
点
で
浦
和
県
土
木
司
に
出
仕

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、「「
普
請
役
」
は
幕
府
が
倒
れ
た
の
ち
、
新
政
府
や
府
県

の
土
木
関
係
の
業
務
に
携
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
た
」
が
、
そ
の
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
た
と
し
た

）
27
（

。

　

同
様
の
事
例
は
多
数
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
登
場
し
た
高
津

儀
一
は
、
早
く
も
慶
応
四
年
八
月
に
は
新
政
府
の
民
政
裁
判
所
の
官
吏
と
し
て
、
旧

主
で
あ
る
徳
川
家
達
（
駿
河
府
中
藩
）
に
対
し
富
士
川
・
安
倍
川
・
大
井
川
の
国
役

普
請
を
認
可
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

）
28
（

。
彼
は
幕
府
普
請
役
か
ら
新
政
府
の
土
木

司
権
判
事
に
転
身
し
、
そ
の
後
も
土
木
寮
権
大
属
、
土
木
局
五
等
属
を
歴
任
、
維
新

を
は
さ
ん
で
土
木
官
僚
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
普
請
役
岡
田
信
英
（
謙
三
郎
）

は
、
慶
応
四
年
六
月
民
政
裁
判
所
御
普
請
役
と
し
て
新
政
府
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
、

一
二
月
会
計
官
租
税
司
付
属
、
二
年
八
月
民
部
省
租
税
少
令
史
と
い
っ
た
経
歴
を
た
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ど
っ
た

）
29
（

。

　

在
地
か
ら
見
た
場
合
、
武
蔵
国
の
見
沼
代
用
水
路
の
例
で
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る
。
慶
応
四
年
四
月
に
例
年
通
り
修
繕
箇
所
の
調
査
・
設
計
等
の
た
め
普
請
役
五
名

が
派
遣
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
内
乱
状
況
の
中
、
同
月
中
に
は
江
戸
へ
引
き
揚
げ
て

し
ま
っ
た
。
困
っ
た
村
々
で
は
、新
政
府
軍
に
担
当
者
の
派
遣
を
嘆
願
し
た
と
こ
ろ
、

民
政
裁
判
所
普
請
役
五
名
が
送
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
営
繕
司
附
属
四
名
が
翌
春
の
修

繕
工
事
の
調
査
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
彼
ら
の
中
に
は
新
政
府
に
採
用
さ
れ
た

旧
幕
府
の
普
請
役
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い

）
30
（

。
明
治
新
政
府
の
直
轄
県

で
は
、
消
極
的
だ
っ
た
幕
府
役
人
の
姿
勢
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
当
初
は
治
水
政
策

を
強
く
推
進
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
の
民
部
省
「
堤

防
治
水
仮
規
則
」
を
契
機
と
し
て
財
政
支
出
を
抑
え
よ
う
と
す
る
中
央
か
ら
の
統
制

が
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
対
立
す
る
地
域
利
害
を
無
視
し
た
こ
と
へ
の
民
衆
の

反
対
運
動
な
ど
よ
っ
て
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る

）
31
（

。
こ
の
よ
う
な

変
遷
を
た
ど
っ
た
直
轄
県
の
治
水
政
策
に
お
い
て
旧
幕
臣
の
元
普
請
役
た
ち
が
ど
の

よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
き
く
見
れ
ば
、
戊
辰

の
混
乱
に
際
し
て
も
人
的
連
続
性
が
上
手
く
機
能
し
、
最
低
限
の
民
政
機
能
は
維
持

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

東
京
や
関
東
だ
け
で
は
な
い
。
大
坂
奉
行
所
の
川
方
や
御
普
請
方
の
経
験
者
が
、

維
新
後
、
新
政
府
の
大
坂
裁
判
所
・
川
方
掛
や
大
阪
府
・
営
繕
方
に
配
置
さ
れ
る
な

ど
、
前
職
と
の
継
続
性
が
み
ら
れ
た

）
32
（

。
と
は
い
え
、
府
に
残
っ
た
元
与
力
・
同
心
た

ち
は
「
も
は
や
微
々
た
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
府
政
の
一
端
を
担
い
つ

づ
け
た
。
彼
ら
の
主
た
る
職
務
は
（
中
略
）
土
木
掛
な
ど
（
中
略
）
で
あ
っ
た
が
、

や
は
り
彼
ら
も
府
の
上
級
職
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

）
33
（

」と
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
も
下
級
の
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

幕
府
か
ら
明
治
新
政
府
へ
の
横
す
べ
り
的
な
継
続
雇
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
例

も
あ
る
。
先
述
し
た
美
濃
郡
代
支
配
の
堤
方
役
の
場
合
、
明
治
元
年
一
二
月
「
旧
幕

府
郡
代
抱
堤
方
十
二
人
之
者
と
も
、
御
一
新
之
折
柄
被
相
廃
為
御
救
助
三
人
扶
持

ツ
ヽ
被
下
之　

但
居
屋
敷
之
分
は
、
為
御
用
被
召
上
候
事　

辰
十
二
月
」
と
い
う
処

置
を
と
ら
れ
、
そ
の
役
務
は
廃
止
さ
れ
、
三
人
扶
持
だ
け
は
支
給
さ
れ
た
も
の
の
、

住
ん
で
い
た
屋
敷
も
召
し
上
げ
ら
れ
、
農
商
の
籍
に
編
入
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
一
部

の
者
は
営
繕
方
・
筆
生
な
ど
と
し
て
笠
松
県
の
官
員
に
採
用
さ
れ
て
い
る

）
34
（

。
同
時
に
、

水
防
役
を
命
じ
ら
れ
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
農
民
た
ち
も
そ
の
特
権
は
剥
奪
さ

れ
た
。

　

旧
幕
臣
出
身
で
明
治
政
府
に
出
仕
し
た
治
水
担
当
下
僚
た
ち
は
、
行
政
機
構
の
整

備
や
近
代
的
な
土
木
技
術
の
導
入
に
と
も
な
い
、
や
が
て
淘
汰
さ
れ
て
い
く
運
命
に

あ
っ
た
。「
明
治
に
移
転
さ
れ
た
西
欧
技
術
の
な
か
で
も
土
木
技
術
は
、
在
来
技
術

と
の
あ
い
だ
の
差
は
も
っ
と
も
少
な
い
も
の
だ
っ
た

）
35
（

」
と
は
い
え
、
多
く
の
場
合
、

彼
ら
が
そ
の
ま
ま
長
く
仕
事
を
続
け
て
い
く
の
は
無
理
で
あ
り
、
さ
ら
に
住
民
に
直

に
接
す
る
権
力
の
末
端
と
い
う
立
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
維
新
直
後
に
お

け
る
再
雇
用
は
過
渡
的
、
臨
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
幕
府
勘
定

所
か
ら
大
蔵
省
へ
の
人
的
移
行
に
つ
い
て
、「
人
的
連
続
性
は
明
瞭
に
み
と
め
ら
れ

る
」
も
の
の
、「
か
れ
ら
の
大
部
分
は
、
政
策
立
案
に
参
加
す
る
可
能
性
の
あ
る
高

位
に
は
の
ぼ
ら

）
36
（

」
な
か
っ
た
と
し
た
見
方
は
、
普
請
役
と
い
う
技
術
官
吏
に
限
っ
て

み
て
も
妥
当
で
あ
る
。

❸
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
と
そ
の
職
員

　

維
新
後
の
旧
幕
府
治
水
担
当
官
吏
た
ち
の
受
け
皿
は
、
明
治
新
政
府
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
旧
主
徳
川
家
に
従
っ
て
駿
河
に
移
住
し
、
静
岡
藩
士
と
な
っ
た
者
た
ち
の

存
在
で
あ
る
。
駿
河
国
一
円
と
遠
江
国
・
三
河
国
の
一
部
で
七
〇
万
石
を
与
え
ら
れ

成
立
し
た
新
生
徳
川
家
（
駿
河
府
中
藩
・
静
岡
藩
）
に
と
っ
て
、
領
内
を
流
れ
る
富

士
川
・
安
倍
川
・
大
井
川
・
天
竜
川
の
四
大
河
川
の
治
水
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
。

明
治
元
年
、
広
大
な
直
轄
領
を
失
っ
た
上
、
藩
体
制
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
な
い
段
階

で
、
駿
河
府
中
藩
は
新
政
府
に
対
し
、
一
国
一
領
の
場
合
は
除
外
さ
れ
る
べ
き
国
役
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普
請
の
適
用
を
特
例
と
し
て
求
め
た
。
そ
の
願
い
は
一
旦
は
認
可
さ
れ
た
も
の
の
、

翌
年
に
は
取
り
消
さ
れ
、
独
力
で
治
水
事
業
を
進
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

）
37
（

。
そ
こ

で
即
戦
力
と
し
て
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
普
請
役
を
は
じ
め
と
す
る
、
幕
府

時
代
勘
定
所
に
お
い
て
民
政
を
担
当
し
た
吏
僚
た
ち
で
あ
る
。

　

成
立
当
初
の
駿
河
府
中
藩
の
役
人
名
簿
で
あ
る
「
駿
府
御
役
人
附
」
や
「
御
役
名

鑑
」（
明
治
二
年
正
月
木
版
で
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
旧
幕
府
の
勘
定
奉
行
や
勘
定
所

組
織
の
後
身
と
考
え
ら
れ
る
御
勘
定
頭
（
二
名
）、
郡
奉
行
（
一
名
）、
御
勘
定
頭
並

（
一
名
）
を
上
位
に
、そ
の
下
部
に
は
郡
方
公
事
掛
が
置
か
れ
、御
勘
定
組
頭
（
一
名
）、

御
勘
定
（
三
名
）、
同
下
役
（
二
名
）、
同
下
役
並
（
三
名
）
が
お
り
、
さ
ら
に
藩
内

を
分
担
し
管
轄
す
る
地
方
役
が
一
五
箇
所
に
各
一
名
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
下
と
し
て
添

役
・
下
役
ら
が
四
五
名
ほ
ど
配
置
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
に
な
る
と
、
そ
の
中
か
ら
水
利
路
程
掛
と

い
う
治
水
専
門
の
担
当
部
局
が
独
立
す
る
の
で
あ
る
。
目
付
川
上
服
次
郎
、
運
送
方

頭
取
佐
々
倉
桐
太
郎
・
福
岡
久
、
新
番
組
頭
並
松
岡
万
、
陸
軍
方
高
山
湧
之
助
（
葛

山
愑
輔
の
誤
り
か
）・
赤
松
則
良
の
六
名
が
水
利
路
程
掛
に
任
命
さ
れ
た
の
は
二
月

五
日
、「
当
春
御
普
請
見
聞
目
論
見
」
の
た
め
領
内
四
大
河
川
へ
出
張
す
べ
く
駿
府

を
発
っ
た
の
が
六
日
だ
っ
た

）
38
（

。

　

二
年
一
二
月
頃
か
ら
は
「
水
利
郡
政
御
役
所
」
と
い
っ
た
呼
称
が
地
方
文
書
に
現

れ
、
ま
た
藩
の
側
の
書
類
に
も
「
水
利
郡
政
掛
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
が

）
39
（

、
三

年
（
一
八
七
〇
）
三
月
に
木
版
で
刊
行
さ
れ
た
静
岡
藩
の
職
員
名
簿
『
静
岡
御
役
人

附
』
に
は
水
利
路
程
掛
の
名
称
は
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
掛
の
名
称
が

変
わ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
一
月
頃
に

は
「
水
利
郡
方
御
役
所
」
と
い
っ
た
呼
び
方
が
地
方
文
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

掛
の
名
称
自
体
が
水
利
郡
方
掛
に
変
わ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
し
、
水
利
路
程
掛
の
名

称
が
残
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
何
と
も
不
明
確
で
あ
る
。
農
村
部
の

民
政
全
般
を
扱
っ
た
郡
政
掛
（
郡
政
役
所
）
は
、
三
年
閏
一
〇
月
郡
方
掛
（
郡
方
役

所
）
と
改
称
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
水
利
路
程
掛
は
、
併

記
・
併
称
さ
れ
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
役
所
の
建
物
が
共
通
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
、
文
書
の
宛
名
に
記
さ
れ
た
際
に
は
、「
水
利
」
と
「
郡
政
」「
郡
方
」

は
二
行
に
分
け
、「
水
利
」
の
書
き
出
し
は
二
行
目
の
「
郡
」
よ
り
も
高
い
位
置
に

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
格
の
二
つ
の
役
所
を
併
記
し
た
と
い
う
よ
う
に
は
解
釈
で

き
な
い
。
や
は
り
、
水
利
路
程
掛
↓
水
利
郡
政
掛
↓
水
利
郡
方
掛
と
い
う
よ
う
に
改

称
し
た
と
考
え
る
べ
き
か
。
ち
な
み
に
、
作
製
さ
れ
使
用
さ
れ
た
公
印
は
、
当
初
か

ら
廃
藩
に
至
る
ま
で
「
静
岡
水
利
路
程
局
証
章
」
が
使
用
さ
れ
続
け
た
。

　

そ
も
そ
も
、『
静
岡
御
役
人
附
』
の
記
載
の
し
方
に
よ
れ
ば
、
静
岡
藩
の
組
織
は
、

御
重
役
方
、
藩
庁
掛
（
後
に
庶
務
掛
と
改
称
）、
軍
事
掛
、
会
計
掛
、
郡
政
掛
、
水

利
路
程
掛
、
刑
法
掛
、
監
正
掛
、
学
校
（
掛
）、
公
用
掛
、
藩
政
補
翼
、
各
所
勤
番

役
々
、
開
業
方
、
航
運
方
、（
静
岡
）
病
院
、
沼
津
病
院
、
宮
ケ
崎
御
住
居
附
、
同

奥
掛
、
紺
屋
町
御
住
居
附
、
開
墾
方
、
御
剣
術
御
師
範
、
製
塩
方
、
十
勝
開
業
方
と

い
う
部
局
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
掛
で
あ
っ
て
も
、
宿
駅
掛
は
郡
政
掛

の
下
部
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
宿
駅
掛
で
は
、
郡
政

掛
と
同
じ
郡
方
・
郡
方
並
・
筆
生
と
い
っ
た
職
名
を
使
用
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
独
立
し
た
掛
で
あ
る
は
ず
の
水
利
路
程
掛
の
場

合
も
、
郡
政
掛
と
同
じ
郡
方
・
郡
方
並
・
筆
生
と
い
う
職
名
を
使
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
入
り
組
ん
だ
し
く
み
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

も
と
も
と
郡
政
掛
も
宿
駅
掛
も
水
利
路
程
掛
も
民
政
を
担
当
す
る
同
一
部
門
か
ら
派

生
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
水
利
路
程
掛
（
水
利
郡
政
・
水
利
郡
方
掛
を
含
む
）
の
職
員
の
う
ち
、
判

明
し
て
い
る
限
り
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
前
歴
欄
を
見
る
と
わ
か
る

が
、
決
し
て
普
請
役
を
は
じ
め
と
す
る
勘
定
所
の
出
身
者
ば
か
り
か
ら
構
成
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前
歴
不
明
の
者
が
少
な
く
な
い
が
、『
会
計
便
覧
』
に
名
前

が
載
っ
て
い
る
旧
幕
府
普
請
役
の
人
名
か
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
を
拾
え
な
い
。
彼

ら
は
、
従
来
か
ら
の
職
務
を
継
続
す
る
関
係
で
、
駿
河
移
住
を
選
択
せ
ず
新
政
府
へ

の
出
仕
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
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氏　　名 幕府時代 明治 2 年以前 明治 3 年時点
水利路程掛

明治4年10月時点
（水利郡方掛） その後の履歴

川上綏之（服次郎）奥右筆謙三郎養子，昌平黌生
徒，表右筆留物方

御目付，郡政掛 権少参事 大属 27 歳 東京府大属・九等出仕

佐々倉桐太郎 浦賀奉行所与力，長崎海軍伝
習所生徒，軍艦操練所教授方
出役，軍艦役

海軍学校頭，運送
方頭取，郡政掛

同 大属 42 歳 海軍兵学寮兵学権頭

福岡久（久右衛門，
金吾）

天文方手付，長崎海軍伝習所
生徒，軍艦操練所教授方出役，
軍艦役

海軍学校頭並，運
送方頭取，郡政掛

同 水利郡方頭 大蔵省土木寮七等出仕，内務
省地理寮七等出仕

根立盧水（助七
郎 ?）

上海派遣使節団随行，勘定組
頭 ?

郡政掛 同 権大属 60 歳

松岡万（古道） 鷹匠組頭の子，浪士組取扱 精鋭隊取締，新番
組頭並

製塩方頭兼 大属順席 35 歳 静岡県十等出仕，東京府八等
出仕，東京警視庁大警視

上条俊方（元平，
元之助）

四川用水方普請役見習 勘定 郡方改役 権少属 静岡県権大属・租税掛，大蔵省
租税寮中属，租税局四等属

大原直路（道蔵） 勘定格徒目付 同 権大属順席 浜松県権大属，静岡県権大属・
庶務掛

小池久以（於喜三
郎）

普請役 勘定方，大宮宿地
方添役

同 権少属 38 歳 浜松県十二等出仕，太政官調
査局二等属，内閣会計局恩給
課長

柴田直八郎 右筆雇 郡方
高山良平（良之助）大番組，遊撃隊 同 水利郡方掛権少属

44 歳
小林昇（源之進・源
之助・昂）

勘定方地方添役 蒲原最寄地方役添
役

同 権少属 青森県中属，長野県御用掛準
判任

葛山精一郎（愑輔） 精鋭隊記録掛 同 水利郡方掛権少属
40 歳

内田富淑（惣五郎）勘定吟味方下役 勘定下役元締 同並 権少属 静岡県史生，権中属，六等属
神山忠次郎 箱館奉行支配出役，本丸御普

請小屋場取締出役
同 権少属順席 31 歳

浜中義郎（義左衛
門）

開成所調役並 同 権少属 静岡県等外一等・租税掛，司法
少解部，宇都宮始審裁判所判
事

依田守正（安三郎）講武所奉行支配 江戸表差置・稽古
人世話出役

同 山形県十五等出仕，静岡県御
用掛準判任・土木課

佐々木源次 徒目付 遠州横須賀勤番組 同 権少属順席 静岡県等外二等・租税掛，新治
県十四等出仕・土木係，茨城県
権少属・土木係

神山精三（精造） 同 権大属順席，水利郡
方掛准十五等 28 歳

小川金次 四川用水方普請役見習 勘定下役元〆格 同 権少属順席
今井卓示（宣徳） 同 権少属順席 35 歳
高原昌宣（鈴九郎） 勘定下役並元締格 同 権大属順席，水利郡

方掛准十五等 32 歳
浜松県十五等出仕，愛知県権
中属，茨城県十二等出仕・土木
係，七等属

中村昌雄（昌太夫
か）

在方普請役か 同 権少属順席 30 歳

林鈬三郎（鐸三郎） 勘定下役 同 権少属順席
浅井新一郎 同 権少属順席 内務省御用掛準奏任
伊藤小舟（一郎） 精鋭隊，新番組 郡方並・松岡万手

附・開墾方並記録
掛・製塩方取締兼

静岡県十五等出仕・聴訴課，岐
阜県四等属，福井県四等属

神谷恒次郎 表右筆 筆生 史生順席
大橋鉄太郎 同
市川孫十郎（孫之
丞）

作事奉行支配下奉行 同 権大属順席，水利郡
方掛准十五等 50 歳

静岡県仕丁・租税掛，十四等出
仕

佐藤忠活（忠次郎，
恕蔵）

同 史生 32歳（3年閏10
月15日～5年1月27
日）

東京府十二等出仕

小林録郎 同 史生 31 歳
長島信之 同 史生
宮本恒太郎（恵之）四川用水方普請役 勘定下役元〆格 同 権少属順席
佐藤素（素三郎） 同 史生 26 歳

表1　静岡藩水利路程掛の人々
1/2
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氏　　名 幕府時代 明治 2 年以前 明治 3 年時点
水利路程掛

明治4年10月時点
（水利郡方掛） その後の履歴

村田友次郎 同 史生
丸島弦（夏六） 御持小筒組 江戸表世話取扱 同 史生，水利郡方掛史

生 43 歳
千葉県十四等出仕，茨城県史
生，九等属・土木係

白石十三郎 同 史生
磯山広福（誠一郎） 海軍附調役並，海

軍四等学校役
同 愛知県史生，熊谷県十三等出

仕，海軍省会計局雇，千住製絨
所属

山田吉五郎 海軍附賄役，海軍
五等学校役

同 史生

古川新九郎 海軍附賄役，海軍
五等学校役，町奉
行局支配下役

同 史生 35 歳

黒川善次郎 同 史生 32 歳
田中兼次郎 松岡万手附出役
金井敬教（貞次郎・
禎次郎）

四川用水方普請役か 彰義隊会計係・咸
臨丸降伏人

同 大蔵省租税局七等属

岸本操（経廣，伴
次郎）

同御雇 史生

渡辺菊太郎 同
喜多川正道（一太
郎，市太郎）

同 史生 静岡県十五等出仕

枝川昌三 同 史生，水利郡方掛准
十六等出仕 40 歳

内務省勧業寮十四等出仕

篠原然五郎（熊五
郎）

同 史生順席

伊藤知期（音五郎） 同 史生順席 25 歳
倉橋政武（兼五郎）勘定所詰御普請役，横須賀製

鉄所首長并医師取建物掛り
久能御取締支配定
役

同 史生 新治県十三等出仕・土木係，同
県少属，茨城県六等属

葛山新太郎 同
佐々木猶太郎（正
規）

源次の子 同

市川鏺一郎 孫十郎の子 同 静岡中学校一等助教諭，浜松
尋常中学校教諭

立野雅二 同
加藤銕太郎 同
藁品槍太郎 同
山口謙三 （筆生御雇・2 年 9

月時点）
小沢桂一郎 御役所番 史生順席
大見篤三 駿府町奉行組同心 使役 使部 薪炭商
名取仙三郎 同 御役所詰
佐々倉義道（松太
郎）

（箱館戦争参加） 権大属次席見習 海軍兵学校十三等出仕，内務
省駅逓局十等属

高木七太郎 御仕置例並御触書掛り 権少属
鈴木孝次 権少属順席
磯山左右橘 史生
高林逸 （宿駅掛筆生） 史生
荻野可孝（鍵太郎）普請役捨次郎の子 勘定下役並 史生順席 浜松県十五等出仕・堤防掛，福

島県六等属
安井政五郎 海軍附調役並勤

方，海軍四等学校
役

史生順席

大沢源次郎 史生順席
長谷川就作 吟味方下役当分助，箱館奉行

支配調役並出役
勘定並 水利郡方附属

長谷川甚平 使部
赤松則良（大三郎）長崎海軍伝習所生徒 沼津兵学校一等教

授方
（水利路程掛） 海軍中将，男爵

高山湧之助 陸軍方 （水利路程掛）

『静岡御役人附』をもとにその他史料・文献より作成

2/2
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特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
幹
部
で
あ
る
権
少
参
事
に
佐
々
倉
桐
太
郎
・
福
岡
久
ら
、

幕
府
海
軍
の
元
士
官
た
ち
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
時
は
陸
軍
方
と
し

て
沼
津
兵
学
校
一
等
教
授
に
な
っ
て
い
た
赤
松
則
良
も
海
軍
出
身
者
で
あ
る
。ま
た
、

精
鋭
隊
の
頭
を
つ
と
め
た
剣
客
松
岡
万
の
ご
と
く
、
一
風
変
わ
っ
た
経
歴
の
持
ち
主

も
い
た
。

　

水
利
路
程
掛
は
、
当
初
の
藩
機
構
の
中
で
は
御
勘
定
や
地
方
役
と
そ
の
配
下
な
ど

か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
、
そ
の
他
の
部
局
か
ら
の
転
任
者
・
兼
任
者
な
ど
か
ら
成
っ
て

い
た
よ
う
だ
。
生
粋
の
治
水
関
係
官
吏
・
技
術
者
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
静
岡

藩
で
は
、
各
分
野
か
ら
人
材
を
寄
せ
集
め
、
幕
府
時
代
の
勘
定
所
や
普
請
役
に
代
わ

る
機
能
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
水
利
路
程
掛
は
そ
の
場
凌
ぎ
の
に
わ
か
組
織
、
単
な
る
寄
り
合
い
所
帯

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
変
革
期
に
ふ
さ
わ
し
い
高
い
理
想
を
め
ざ
し
た
形
跡

が
あ
る
。
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
の
が
、
先
に
も
触
れ
た
幹
部
の
海
軍
出
身
者
た
ち
で

あ
る
。
佐
々
倉
・
福
岡
・
赤
松
は
み
な
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
学
ん
だ
前
歴
を
有
し
、

オ
ラ
ン
ダ
の
海
軍
軍
人
を
通
じ
近
代
的
な
科
学
技
術
を
い
ち
早
く
身
に
付
け
た
存
在

で
あ
っ
た
。
数
学
を
は
じ
め
科
学
技
術
に
基
礎
を
置
い
た
軍
事
は
、
治
水
な
ど
の
民

政
の
技
術
と
は
決
し
て
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
果
た
し
て
彼
ら
の
存
在

は
、
旧
幕
時
代
か
ら
長
く
普
請
役
た
ち
が
担
っ
て
き
た
治
水
行
政
に
何
か
変
化
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
洋
学
者
と
も
い
っ
て
よ
い
彼
ら
が
、
静
岡
藩
に
お
い
て

治
水
行
政
を
担
当
し
た
こ
と
の
意
義
と
そ
の
後
の
影
響
に
関
し
て
は
、
❺
で
改
め
て

述
べ
て
み
た
い
。

　

旧
幕
府
海
軍
の
人
材
利
用
法
と
し
て
、
水
利
路
程
掛
に
先
行
す
る
例
と
し
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
た
経
験
を
持
ち
移
住
直
前
に
は
軍
艦
役
見
習
三
等
だ
っ
た

布
施
鉉
吉
郎
が
、
明
治
元
年
九
月
明
治
天
皇
東
幸
の
際
、
富
士
川
に
船
橋
を
架
設
す

る
た
め
の
「
船
橋
御
掛
り
御
役
人
」
の
一
人
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る

）
40
（

。

ま
た
、
静
岡
藩
で
は
、
水
利
路
程
掛
の
み
な
ら
ず
洋
学
者
の
行
政
部
門
へ
の
配
置
を

行
っ
て
い
る
。
津
田
真
道
が
少
参
事
・
藩
庁
掛
、
西
成
度
が
権
少
参
事
・
刑
法
掛
、

前
島
密
が
開
業
方
・
物
産
掛
と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、
彼
ら
の
知
識
・
技
能
を
藩
政

の
実
務
面
で
応
用
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ど
う
考
え
て
も
土
木
技
術
と
は
縁
遠
い
、尊
王
攘
夷
の
志
士
で
あ
り
、剣
客
で
あ
っ

た
松
岡
万
が
水
利
路
程
掛
の
幹
部
と
な
っ
て
い
る
点
は
不
思
議
な
気
が
す
る
が
、
彼

が
期
待
さ
れ
た
の
は
、
農
民
と
の
交
渉
や
地
域
間
の
利
害
対
立
の
調
整
、
紛
争
解
決

な
ど
の
実
行
力
だ
っ
た
ら
し
い
。
現
代
で
も
公
共
工
事
に
と
も
な
う
土
地
買
収
や
移

転
交
渉
な
ど
に
お
い
て
公
務
員
が
発
揮
す
る
交
渉
能
力
は
、
技
術
者
の
そ
れ
と
は
全

く
違
う
も
の
で
あ
る
が
、
松
岡
の
役
割
は
そ
れ
に
近
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
工

事
が
成
功
し
た
場
合
や
住
民
の
利
益
に
沿
う
結
果
が
出
た
際
に
は
、
地
域
の
恩
人
と

し
て
感
謝
さ
れ
、
崇
拝
の
対
象
と
も
さ
れ
る
に
至
っ
た

）
41
（

。

　

と
こ
ろ
で
、水
利
路
程
掛
と
い
う
名
称
で
あ
る
。
治
水
を
担
当
す
る
部
署
と
し
て
、

水
利
は
わ
か
る
が
、
路
程
と
は
何
な
の
か
。
辞
書
の
説
明
で
は
文
字
通
り
、「
路
程
」

と
は
み
ち
の
り
、
行
程
、
旅
程
、
道
、
道
路
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
水
利

路
程
掛
は
、
水
利
行
政
に
加
え
交
通
行
政
を
も
そ
の
任
務
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
答
え
は
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
静
岡
藩
に
は
陸
上
交
通
の
担
当
部
署
と
し
て
宿

駅
掛
が
あ
っ
た
し
、
海
上
交
通
と
い
う
よ
り
も
船
舶
を
使
用
し
た
運
輸
業
務
に
関
し

て
は
航
運
方
が
あ
っ
た
。

　

明
治
二
年
二
月
の
明
治
天
皇
再
幸
の
際
、「
瀬
戸
川
仮
橋
之
儀
、
中
老
衆
へ
相
伺

候
処
、
右
者
水
利
路
程
掛
へ
申
談
ニ
不
及
、
田
中
奉
行
ニ
而
総
而
取
扱
候
様
被
申
聞

候
事

）
42
（

」
と
い
う
布
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、
橋
梁
の
建
設
に
つ
い
て
水
利
路
程
掛
は
関

与
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
三
年
五
月
、
大
井
川
・
安
倍
川
に
船
・
橋

の
設
置
を
認
め
る
と
の
民
部
省
達
が
出
さ
れ
た
際
に
は
、
静
岡
藩
権
大
参
事
か
ら
藩

庁
掛
・
郡
政
掛
・
会
計
掛
・
監
正
掛
・
水
利
路
程
掛
へ
通
達
さ
れ
て
お
り

）
43
（

、
決
し
て

水
利
路
程
掛
だ
け
の
専
管
事
項
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
明
治
四
年
三

月
に
島
田
郡
方
役
所
が
布
達
し
た
大
井
川
通
船
筏
規
則
に
は
、
船
や
筏
が
「
御
普
請

所
」
を
破
損
し
た
際
に
は
、
乗
組
員
を
留
置
し
、
船
主
や
荷
主
を
糾
問
し
、「
水
利

御
役
所
」
の
検
分
を
受
け
、
そ
の
指
示
に
よ
り
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
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れ
て
い
る

）
44
（

。
つ
ま
り
、
水
利
路
程
掛
（
水
利
郡
方
掛
）
は
あ
く
ま
で
堤
防
工
事
箇
所

を
管
轄
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
大
井
川
の
水
上
交
通
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は

島
田
郡
方
役
所
の
権
限
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
下
に
掲
げ
る
史
料
も
同
様
で
あ
る
。

水
利
路
程
掛
衆　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
墾
方
之
頭

其
御
持
場
内
大
井
川
筋
江
開
墾
方
炭
薪
其
外
為
運
送
川
船
弐
艘
別
紙
雛
形
之
通

船
印
相
立
通
行
為
致
度
御
差
支
之
儀
等
無
之
哉
此
段
及
御
掛
合
候
否
早
々
御
申

聞
有
之
候
様
致
度
候

　

庚
午
十
二
月

）
45
（

　

す
な
わ
ち
、
開
墾
方
之
頭
が
、
薪
炭
運
送
の
た
め
の
川
船
を
運
行
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
大
井
川
筋
に
「
御
持
場
」
す
な
わ
ち
工
事
現
場
を
持
つ
水
利
路
程
掛
に
対

し
、
普
請
に
対
す
る
差
し
支
え
の
有
無
を
問
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

運
送
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
許
諾
を
求
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

唯
一
、
三
河
国
渥
美
郡
大
岩
村
・
二
川
宿
の
普
請
関
係
文
書
の
中
に
、
東
海
道
往

還
の
置
砂
利
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
が
あ
る
（
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
保
管
・

明
治
二
年
一
〇
月
「
往
還
置
砂
利
御
普
請
出
来
形
書
上
帳
」、同
年
同
月
「
土
橋
并
荒

道
御
普
請
書
上
帳
」）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
史
料
12
・
13
と
し
て
翻
刻
も
掲
載
し
て
お

い
た
が
、
宛
名
は
単
に
「
郡
方
御
役
人
中
様
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
名
前
が
記

さ
れ
た
浜
中
義
郎
・
磯
山
左
右
橘
と
い
う
役
人
は
水
利
郡
方
掛
の
藩
士
で
あ
り
、
ま

た
「
□
政
□
利
□
程
□
章
」
と
い
う
割
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
間
違
い

な
く
同
掛
が
担
当
し
た
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
路
程
」を
単
に
道
路

の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
の
業
務
に
は
道
路
工
事
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
例
は
掛
の
名
称
と
整
合
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
同
様
の
文
書
は

駿
河
・
遠
江
の
領
内
で
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
圧
倒
的
に
稀
な
例
で
あ
る
。

　

結
局
、
水
利
路
程
掛
か
ら
「
路
程
」
が
と
れ
て
、
す
ぐ
に
「
水
利
郡
政
掛
」
と
改

称
し
た
の
は
、
当
初
か
ら
道
路
関
係
の
業
務
が
あ
ま
り
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら

な
の
だ
ろ
う
。
名
と
実
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

水
路
路
程
掛
が
交
通
・
運
輸
行
政
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
が
、
実
は
そ

れ
以
上
に
わ
か
り
に
く
い
の
は
郡
政
掛
（
郡
方
掛
）
と
の
役
割
分
担
で
あ
る
。
地
元

農
民
と
移
住
士
族
と
の
間
で
争
議
が
惹
起
さ
れ
た
池
の
埋
め
立
て
を
と
も
な
う
開
墾

事
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
書
に
は
、「
新
田
開
墾
抔
〔
之
儀
〕
ハ
水
利
路
程
之
御

役
筋
〔
ニ
〕
て
被
成
候
事
ニ
て
郡
政
ニ
而
は
懸
り
違
之
事
ゆ
へ

）
46
（

」
と
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
新
田
開
発
に
関
す
る
業
務
は
、
郡
政
掛
で
は
な
く
水
利
路
程
掛
に
属
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
逆
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
が
、
用
水
・
灌
漑
工
事
を
と
も
な

う
新
田
開
発
は
、
水
利
路
程
掛
が
担
当
し
た
も
の
と
理
解
し
た
い
。

　

な
お
、
明
治
四
年
浜
松
で
藩
士
井
上
八
郎
（
延
陵
）
が
通
船
の
た
め
の
堀
留
運
河

開
削
を
計
画
し
た
一
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
献
に
は
、「（
前
略
）
藩
庁
果
し
て
命

あ
り
曰
く
速
に
出
庁
せ
よ
と
（
中
略
）
井
上
氏
今
回
の
疎
水
工
事
未
た
上
裁
を
経
す

恣
ま
ゝ
に
独
断
の
挙
に
出
つ
（
中
略
）
凡
そ
地
理
に
変
を
生
す
る
あ
れ
は
是
を
理
す

る
は
水
利
課
に
於
て
す
是
れ
此
の
職
の
設
け
あ
る
所
以
な
り
（
後
略

）
47
（

）」
と
記
さ
れ

て
い
る
。「
水
利
課
」
す
な
わ
ち
水
利
郡
方
掛
は
地
理
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
つ

い
て
管
轄
す
る
部
局
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
に
つ
い
て
は
納
得
で
き
る
。

　

工
事
の
可
否
に
つ
い
て
の
窓
口
は
郡
政
（
郡
方
）
掛
、
認
可
さ
れ
た
工
事
の
実
施

に
つ
い
て
は
水
利
路
程
掛
（
水
利
郡
方
掛
）
と
い
う
分
担
だ
っ
た
と
考
え
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
業
務
分
担
が
不
明
確
な
点
は
、
普
請
関
係
の
文
書
に

も
表
れ
て
い
る
。
農
民
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
用
水
や
堤
防
に
関
す
る
嘆
願
、
普
請

出
来
形
帳
、
仕
様
帳
な
ど
に
は
、
郡
政
役
所
（
郡
方
役
所
）
宛
の
も
の
が
水
利
路
程

掛
（
水
利
郡
方
掛
）
宛
の
も
の
と
混
在
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
藩
体

制
発
足
ま
も
な
い
明
治
二
年
段
階
の
み
な
ら
ず
、
三
年
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る

）
48
（

。

分
業
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
領
民
の
側
の
混
乱
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

双
方
に
ま
た
が
る
も
の
と
し
て
あ
え
て
二
つ
の
掛
へ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
の
か
。

理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
政
・
農
政
全
般
と
治
水
行
政
と
は
切
り
離
せ

な
い
側
面
が
大
き
く
、
文
書
の
作
成
・
残
存
状
況
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と

推
測
す
る
。
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史
料
3
と
し
て
翻
刻
し
た
明
治
二
年
五
月
の
中
泉
奉
行
所
の
布
達
は
、
小
規
模
河

川
の
場
合
、「
小
破
」
の
時
は
村
方
に
よ
る
自
普
請
と
し
、「
大
破
」
の
時
は
水
利
路

程
掛
と
相
談
の
上
、
見
分
を
願
い
出
る
よ
う
に
と
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
れ
を
奉
行
所

（
郡
政
役
所
の
前
身
）
が
通
達
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
水
利
路
程
掛
が
関
与
す

る
ほ
ど
で
は
な
い
規
模
の
小
さ
な
普
請
は
奉
行
所
が
管
轄
す
る
と
い
う
意
味
に
も
解

釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
工
事
の
大
小
に
よ
っ
て
の
業
務
区
分
で
あ
る
。

　

一
方
、
史
料
23
と
し
て
翻
刻
し
た
明
治
三
年
八
月
二
三
日
付
沼
津
郡
政
役
所
布
達

と
史
料
22
と
し
て
翻
刻
し
た
明
治
三
年
八
月
の
中
泉
郡
政
役
所
布
達
は
、
来
年
春
の

定
式
御
普
請
を
希
望
す
る
村
は
箇
所
附
帳
を
九
月
一
五
日
ま
で
に
提
出
せ
よ
と
の
内

容
で
あ
る
が
、
提
出
先
は
、
沼
津
最
寄
り
の
村
々
は
沼
津
郡
政
役
所
、
富
士
川
通
り

の
村
々
は
松
岡
村
水
利
出
張
役
所
、中
泉
最
寄
り
の
村
々
の
場
合
は
中
泉
郡
政
役
所
、

天
竜
川
通
の
中
野
町
村
水
利
出
張
役
所
の
最
寄
り
村
々
の
場
合
は
同
役
所
で
あ
る
と

指
定
し
て
お
り
、
郡
政
役
所
と
水
利
郡
方
役
所
の
分
担
は
、
規
模
の
大
小
や
業
務
内

容
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
地
域
に
よ
る
区
分
と
な
っ
て
い
る
。
四
大
河
川
の
近
く
な

ど
、
水
利
路
程
（
郡
方
）
掛
や
そ
の
出
張
所
が
置
か
れ
た
地
域
と
、
そ
う
で
な
い
地

域
と
の
違
い
と
考
え
る
べ
き
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
で
も
あ

り
、
現
段
階
で
断
定
は
難
し
い
。

　

災
害
史
研
究
の
観
点
か
ら
は
、
土
木
工
事
以
外
の
分
野
で
災
害
対
応
を
行
っ
た
部

局
に
つ
い
て
も
気
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
水
利
路
程
掛
で
は
な
か
っ
た
。
明

治
二
年
五
月
、
中
泉
奉
行
前
島
密
は
救
院
と
い
う
施
設
を
設
置
す
べ
く
、「
告
諭
の

大
意
」
を
公
布
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
「
夫
鰥
寡
孤
独
廃
疾
の
者
を
救
う
は
、
仁
の

大
術
、
人
の
最
も
勉
む
可
き
所
、（
中
略
）
去
年
水
害
最
も
甚
し
く
、
触
目
都
て
惨

然
た
り
。
然
れ
ど
も
新
封
極
疲
の
官
庫
に
し
て
、
祖
宗
已
来
の
住
家
す
ら
各
菜
色
あ

る
の
日
な
れ
ば
、
是
を
救
ふ
に
術
を
失
せ
り

）
49
（

」
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た
。
救
院
は
、

水
害
被
災
者
な
ど
を
主
た
る
対
象
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え

ば
、「
水
害
御
救
助
御
貸
附
請
取
」（
明
治
三
年
一
二
月
七
日
、
浜
松
詰
郡
方
掛
秋
葉
・

渡
辺
権
少
属
↓
下
堀
村
納
人
竹
山
初
吉

）
50
（

）、「
御
貸
附
夫
喰
拝
借
証
文
」（
明
治
三
年

六
月
、
駿
東
郡
柴
怒
田
村
名
主
小
平
外
↓
常
平
倉
御
役
所

）
51
（

）
と
い
っ
た
よ
う
な
、
被

災
し
困
窮
す
る
領
民
が
救
助
を
求
め
る
願
書
な
ど
は
各
地
に
多
数
残
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
そ
の
窓
口
と
な
っ
て
い
る
役
所
は
、
郡
政
役
所
（
郡
方
役
所
）
や
常

平
倉
な
ど
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
時
期
の
明
治
初
年
、
ど
の
藩
に
も
治
水
を
担
当
し
た
部
署
は
存
在

し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
の
よ
う
に
、
部
局
と
し
て
独
立
し
、

同
様
の
名
称
を
付
与
さ
れ
た
例
は
他
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
仙
台
藩
に
は
、
農

部
寮
の
下
に
水
土
司
が
置
か
れ
て
い
た

）
52
（

。
福
井
藩
に
は
、
民
政
局
が
あ
り
、
そ
の
職

掌
は
「
人
民
ヲ
撫
育
シ
商
ヲ
通
シ
農
ヲ
勧
メ
賦
役
ヲ
督
シ
及
戸
籍
社
寺
駅
逓
水
利
鞫

獄
聴
訴
ノ
庶
事
ヲ
総
判
ス
ル
ヲ
掌
ル

）
53
（

」
と
さ
れ
た
。
広
島
藩
に
は
、知
郡
局
が
あ
り
、

「
郡
中
寺
社　

大
水　

督　

各
郡
治
民　

収
租　

水
陸
運
輸　

駅
道　

徭
役　

墾
田

　

拓
地
等
之
事
を
督
す

）
54
（

」
と
さ
れ
て
い
た
。
弘
前
藩
の
場
合
、
民
政
局
の
中
に
庶
務

掛
が
あ
り
、
そ
の
職
務
は
「
供
給
藩
内
雑
用
而
所
兼
課
者
四
、
曰
駅
逓
、
曰
堤
防
、

曰
橋
道
、
曰
社
寺

）
55
（

」
と
さ
れ
て
い
た
。
米
沢
藩
で
は
、
民
政
所
の
中
に
土
木
局
が
置

か
れ
て
い
た

）
56
（

。
明
治
三
年
時
点
、
高
崎
藩
に
は
山
水
司
と
い
う
役
職
が
あ
り
、
そ
の

配
下
に
は
水
工
司
下
僚
、
水
工
司
小
吏
が
置
か
れ
て
い
た

）
57
（

。
金
沢
藩
で
は
明
治
三
年

閏
一
〇
月
、
そ
れ
ま
で
の
営
修
・
堤
防
の
二
つ
の
掛
を
統
合
し
て
土
木
掛
を
設
置
し

た
）
58
（

。
多
く
は
、
民
政
全
般
を
扱
う
部
署
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
内
実
は
不
明
な

が
ら
、
仙
台
藩
の
水
土
司
、
高
崎
藩
の
山
水
司
（
水
工
司
）、
金
沢
藩
の
堤
防
掛
だ

け
が
単
独
の
名
称
を
持
っ
て
お
り
、
静
岡
藩
の
そ
れ
に
も
っ
と
も
似
て
い
る
よ
う
に

思
う
。

❹
水
利
路
程
掛
の
活
動

　

表
2
は
、
静
岡
藩
領
内
に
残
さ
れ
た
水
利
路
程
掛
（
水
利
郡
方
掛
）
に
関
わ
る
地

方
文
書
を
各
地
の
博
物
館
・
図
書
館
所
蔵
の
実
物
、
あ
る
い
は
自
治
体
史
や
そ
の
編

纂
過
程
で
作
成
さ
れ
た
資
料
目
録
に
収
録
さ
れ
た
中
か
ら
で
き
る
限
り
収
集
し
、
一
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覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
2
以
下
の
多
く
は
、
そ
の
中
か
ら
一
部
の

文
書
に
つ
い
て
サ
ン
プ
ル
と
し
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
3
は
、『
明

治
初
期
静
岡
県
史
料
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
静
岡
藩
時
代
に
実
施
さ
れ
た
駿
河
国
分
の

堤
防
・
橋
梁
・
用
水
工
事
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ

た
遠
江
国
・
三
河
国
分
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
小
規
模
な
も
の
を
含
め
れ
ば
、
こ
れ
に

数
倍
す
る
普
請
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
、
郡
政
掛
や
水
利
路
程
掛
が
成
立
す
る
前
の
、
明
治
元
年
か
ら
二
年
初
頭
に

か
け
て
の
段
階
で
は
、
治
水
関
係
の
諸
書
類
が
民
政
全
般
を
担
当
し
た
各
所
の
奉
行

宛
に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、そ
の
後
の
時
期
で
も
、郡
政
役
所
（
郡

方
役
所
）宛
に
書
類
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。し
か
し
、表
2
で
は
、

そ
れ
ら
は
除
外
し
、あ
く
ま
で
水
利
路
程
掛
の
名
称
が
表
れ
る
も
の
だ
け
に
絞
っ
た
。

　

領
民
が
自
ら
行
う
自
普
請
は
別
に
し
て
、
領
主
に
よ
る
「
御
普
請
」、
す
な
わ
ち

毎
年
二
回
、
春
と
秋
に
実
施
さ
れ
る
「
定
式
御
普
請
」、
そ
れ
以
外
の
緊
急
対
応
と

し
て
の
「
急
場
（
破
）
御
普
請
」
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
近
世
の
治
水
工
事
の
あ
り

方
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
村
々
で
作
成
さ
れ
名
主
の
家
な
ど
に
残
さ
れ
た
地

方
文
書
は
、
春
・
秋
の
定
式
御
普
請
の
目
論
見
帳
、
出
来
形
帳
、
箇
所
附
帳
、
仕
様
帳
、

諸
色
入
用
書
上
帳
と
い
っ
た
、
工
事
を
進
め
る
中
で
必
須
と
さ
れ
た
一
連
の
書
類
、

あ
る
い
は
そ
の
都
度
の
必
要
性
か
ら
作
成
・
提
出
さ
れ
た
願
書
や
請
書
な
ど
で
あ
る
。

特
に
工
事
完
了
報
告
書
と
も
い
う
べ
き
出
来
形
帳
が
多
く
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
末

尾
に
検
査
官
と
し
て
の
水
利
路
程
掛
職
員
の
氏
名
が
列
記
・
押
印
さ
れ
る
と
い
う
書

式
は
、旧
幕
時
代
の
普
請
役
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
。
書
類
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、

旧
幕
時
代
の
も
の
、
さ
ら
に
は
廃
藩
後
の
も
の
と
一
綴
り
に
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る

例
も
あ
る
。
河
川
の
堤
防
以
外
に
は
、
用
水
路
、
潮
除
土
手
、
湊
、
橋
、
洲
浚
な
ど

に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
。先
述
し
た
通
り
、数
少
な
い
例
で
は
往
還
の
置
砂
利
も
あ
っ

た
。
維
持
管
理
や
廻
村
の
こ
と
、
用
水
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
工
事

に
は
直
接
関
係
し
な
い
内
容
の
文
書
も
あ
る
。

　

表
2
の
年
次
別
内
訳
は
、
明
治
元
年
が
一
点
、
二
年
が
三
六
点
、
三
年
が
八
三
点
、

四
年
が
九
〇
点
、
五
年
が
六
点
、
六
年
が
二
年
、
年
不
明
が
四
点
で
あ
る
。
月
毎
で

は
明
治
四
年
一
二
月
の
文
書
が
三
二
点
と
非
常
に
多
い
が
、廃
藩
直
後
の
そ
の
時
期
、

あ
え
て
工
事
を
集
中
的
に
実
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
年
八
月
も
一
四
点
と
一
つ

の
ピ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
年
七
月
一
八
日
の
暴
風
雨
に
よ
る
被
害
を

受
け
て
の
「
急
破
御
普
請
」
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も

表
2
は
た
ま
た
ま
収
集
で
き
た
限
り
で
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

　

工
事
関
係
の
書
類
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
は
、
蛇
籠
、
志
戸
簀
、
大
聖
牛
、

中
聖
、
沈
枠
、

朶
、
杭
出
、
牛
枠
、
杭
篝
、
笈
午
、
大
川
倉
牛
と
い
っ
た
工
作
物

を
使
用
し
た
治
水
工
法
が
見
て
取
れ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
材
料
は
、
石
、
木
、
竹
、

縄
な
ど
で
あ
り
、
近
世
の
そ
れ
と
全
く
変
わ
ら
な
い
。
機
械
の
使
用
は
も
ち
ろ
ん
、

材
料
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鋼
材
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
だ
は
る
か
後

年
の
こ
と
で
あ
る
。近
世
の
治
水
技
術
は
、享
保
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
定
法
書
に
よ
っ

て
完
成
さ
れ
た
も
の
の
、
法
令
や
財
政
に
よ
る
制
約
下
、
技
術
面
で
の
発
達
は
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
が

）
59
（

、
そ
の
状
況
は
幕
末
・
維
新
期
に
も
続
い
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
広
い
領
内
に
多
数
の
普
請
場
所
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
水
利
路
程

掛
の
職
員
た
ち
は
分
担
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
地
へ
出
張
し
て
業
務
を
行
っ
た
。
た

と
え
ば
、
天
竜
川
通
な
ら
び
に
内
郷
で
の
明
治
三
年
春
の
普
請
で
は
、「
惣
掛
リ
」

が
権
少
参
事
根
立
蘆
水
と
郡
方
改
役
小
池
於
喜
三
郎
、
天
竜
川
通
掛
リ
と
し
て
、
中

野
町
最
寄
が
高
山
良
平
・
小
林
録
郎
、
掛
塚
最
寄
が
林
鐸
三
郎
、
中
瀬
最
寄
が
金
井

禎
次
郎
、
駒
場
最
寄
が
枝
川
昌
三
、
掛
下
最
寄
が
佐
々
木
源
次
、「
内
郷
掛
リ
」
と

し
て
、
遠
三
掛
り
が
浜
中
義
郎
、
遠
駿
掛
り
が
内
田
惣
五
郎
・
神
谷
恒
次
郎
・
伊
藤

吉
五
郎
・
喜
多
川
市
太
郎
・
渡
辺
兼
太
郎
と
い
っ
た
具
合
に
割
り
当
て
が
定
め
ら
れ

た
）
60
（

。「
惣
掛
リ
」
は
総
責
任
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
野
町
・
掛
塚
等
は
天
竜
川
沿

い
の
要
地
で
あ
り
、
内
郷
と
は
川
附
村
（
川
に
隣
接
す
る
村
々
）
で
は
な
い
村
々
の

こ
と
で
あ
る
。「
遠
三
掛
り
」「
遠
駿
掛
り
」
は
、
遠
江
だ
け
で
な
く
、
三
河
・
駿
河

と
兼
任
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
内
郷
に
つ
い
て
は
、
静
岡
藩
の
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表2　静岡藩の水利路程掛・水利郡方掛に関わる地方文書一覧

番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
1 乍恐以書付奉願上候（助郷軽

減願ノ下書）
明治元年 2 月 1 日

（?）
宿村弐拾五ケ村役人 水利路程御掛リ御役人 竹下八木家文書（『金谷町所在文書

目録』第 3 集所収）
2 四大河川見分に付水利路程掛

達
巳年 2 月

（明治2年2月5日）
御目付川上服二郎（他 5
名）

各川奉行衆 静岡市蔵「御触留　拾六番」（『静岡
県史資料編 16 近現代一』所載）

3 （水利路程掛に川用水普請願
いがある場合は 15 日までに
当役所まで差し出すべしとの
達）

（明治 2 年）2 月 「明治二己巳年正月吉日　御用留」
（個人蔵・遠江国豊田郡友永村西尾家
文書）

4 （天竜川筋を水利路程掛りが
見分す）

（明治 2 年 4 月） 水利路程掛手附小林録
郎印

天竜川通廻村先々役人
中

天竜市溝口幸保家文書「御布令　八」
（『豊田町誌　資料集Ⅵ　近現代編　
上巻』所載，『静岡県史資料編 16 近
現代一』所載）

5 （小川の分小破の節は向後村
方自普請・大破の節は水利路
程掛と打合につき達）

巳年 5 月 6 日 中泉奉行所御印 右村々役人 「明治二巳年三月　二番　御用留」
（個人蔵・遠江国豊田郡友永村西尾家
文書）

6 当巳春定式御普請出来形帳 明治 2 年 5 月 （与一右衛門新田）名主
与一右衛門（他 2 名）

水利郡政御役所 駿河国安倍郡与一右衛門新田文書
（慶応義塾大学文学部古文書室所蔵）

7 明治二年巳天竜川通堤川除仕
越御普請出来形帳

明治 2 年 5 月 壱貫地村名主（他 2 人）水利路程掛役人 大箸和夫家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

8 （天竜川通七蔵新田・池田村立
合当巳春堤川除普請出来形帳
　前欠）

明治 2 年 5 月 福知左太郎支配所遠州
豊田郡七蔵新田百姓代
善蔵他 6 名

水利路程掛役人（浜中
義左衛門他 4 名）

大橋正隆家文書（『静岡県磐田市旧
豊田町郷土資料目録』第 4 集所収）

9 天竜川通当巳春御普請出来形
帳

明治 2 年 5 月 平間村名主桂次郎他 3
名

水利路程掛役人 平間自治会文書（『静岡県磐田市竜
洋地域所在文書目録』第 3 集所収）

10 （堤御普請出来形帳） 巳年 5 月 福地左太郎支配所遠江
国豊田郡七蔵新田百姓
代善蔵○（他）

水利路程御掛御役人中
様

『大橋家古文書目録』（豊田村郷土を
研究する会他）所収

11 安倍川普請に付水利役所へ出
頭の旨達

巳年 6 月 23 日 水利路程掛 弥勒町名主宮崎五郎左
衛門・中島村名主与五左
衛門

静岡市蔵「御触留　拾六番」（『静岡
県史資料編 16 近現代一』所載）

12 御普請規定書（吉原湊付組合
34 ケ村）

明治 2 年 6 月 林又三郎様西吉十郎様
御支配所富士郡田島村
中川原村名主縫之助

（印）外 33 ケ村村役人

水利路程御掛リ御役人
衆中

富士市大野新田長橋家文書（静岡
県立中央図書館歴史文化情報セン
ター・静岡県史編さん収集資料）

13 大井川通当村地内当巳春御普
請出来形帳

明治 2 年 6 月 道悦島村名主藤蔵㊞（他
2 名）

水利路程御掛り御役人
中様

静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書「大井川通当村地
内御普請出来形帳」所収（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

14 上納金取調書（大井川通御普
請金のうち水縁水下村々冥
加）

明治 2 年 6 月 郡中惣代島田宿名主孫
兵衛・同野田村庄屋才次

水利御掛り御役人中 島田市八木家文書（『島田市史』中
巻所収）

15 安倍川増水に付水利路程掛手
付達

（明治 2 年）7 月 13
日

水利路程掛手付小川合
次・神谷恒次郎・神山険
之丞

安西外新田・弥勒町・安
倍村・中野新田・中島村
右村々役人中

静岡市蔵「御触留　拾七番」（『静岡
県史資料編 16 近現代一』所載）

16 安倍川筋堤防重立取扱に任命
の旨達

巳年 7 月 27 日 宮崎五郎左衛門・萩原鶴
夫

安倍川新田始メ向敷地
村迄下川通八ケ村

静岡市蔵「御触留　拾七番」（『静岡
県史資料編 16 近現代一』所載）

17 駿州富士郡松岡村当巳春堤川
除御普請出来形書上帳

明治 2 年 8 月 駿州富士郡松岡村名主
佳平㊞（他 3 名）

水利路程御掛御役人中
様

富士市立博物館所蔵・島崎家文書

18 乍恐以書付奉願上候（隣村高
島村前川除境を近来丈夫に築
立した結果川尻村百姓のかつ
ての土地で川床になっていた
部分が洲となった，ここに新
たに堤 800 間を築立すれば反
別 40 町余り開発可能となる）

明治 2 年 8 月 大井川西側通川尻村名
主惣兵衛・組頭隆右衛
門・同三左衛門・同惣治
郎・百姓代佐平・小前惣
代惣四郎

水利路程御掛御役人中
様

川尻久保田文造家文書（島田市史編
さん委員会事務局複写）

19 奉差上御請書之事（天竜川通
上組匂坂上村他 6 村堤川除自
普請手当金）

巳年 8 月 川通村々水防惣代上万
能村与頭峰蔵他 1 名

水利□□掛役人 大橋正隆家文書（『静岡県磐田市旧
豊田町郷土資料目録』第 4 集所収）

20 御用状写（堤御築立御普請所
への菱牛代金受取等につき
達）

明治 2 年 9 月 23 日 永島村出張水利路程掛
印

横山村青山善一郎方 東京農業大学図書館所蔵・青山家文
書「御用留」（『天竜市史　史料編六』
所収）

21 当巳秋水防御普請出来形帳 明治 2 年 9 月 駿州志太郡道悦島村名
主藤蔵㊞（他 2 名）

水利路程御掛り御役人
中様

静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書（静岡県立中央図
書館歴史文化情報センター・静岡県
史編さん収集資料）

22 当巳秋水防御普請出来形帳 明治 2 年 9 月 牛尾村名主延平㊞（他 2
名）

水利路程御掛り御役人
中様

五和村文書（『静岡県立中央図書館
所蔵古文書目録』所収）

23 （中后行啓につき往還通り橋
修覆仕様の覚書）

巳年 9 月 29 日 取締喜発郎・名主治五
平・同い平

御領主様御掛り御役人
浜中義郎様

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収

24 （今井卓爾・官木恒太郎様静岡
御用物両掛荷大谷村より請
取・下川会村へ順達）

（明治2年10月14日） 「明治二巳年九月　四番　御用留」
（個人蔵・遠江国豊田郡友永村西尾家
文書）
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
25 乍恐以書付奉願上候（普請所

お下げ金 5 ケ年取調べ差出せ
とのことだが当村には普請場
所はない）

明治2年10月27日 神座村組頭勝次 水利路程御役所 神座横田川稔家文書（島田市史編さ
ん委員会事務局複写）

26 川除御普請御入用書上帳 明治 2 年 10 月 （駿州志太郡野田村）名
主才次（他）

郡政御掛水利路跡御役
所

駿河国志太郡野田村宗家文書（慶応
義塾大学文学部古文書室所蔵）

27 太田川通堤御普請箇所附書上
帳

明治 2 年 10 月 牛飼村組頭逸平外 2 人 郡政方水利御掛り御役
人中

牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

28 土橋并荒道御普請書上帳 明治 2 年 10 月 三州渥美郡大岩町百姓
代新六㊞・組頭十蔵㊞・
名主新吉郎㊞

静岡郡方御役人中様 大岩区有文書（豊橋市二川宿本陣資
料館保管）

29 往還置砂利御普請出来形書上
帳

明治 2 年 10 月 二川宿百姓代直一郎㊞・
組頭五平㊞・名主彦十郎
㊞

郡方御役人中様 大岩区有文書（豊橋市二川宿本陣資
料館保管）

30 乍恐以書付奉歎願候（水防役
のため助郷免除の件）

明治 2 年 11 月 宿村弐拾五ケ村役人連
印

水利路程御掛リ御役人
中

番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

31 聖牛諸色入用書上帳 明治 2 年 11 月 周智郡森町村庄屋勘一
郎外 1 人

水利路程御掛御役人衆
中

山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

32 川除聖牛諸色書上ケ帳 明治 2 年 11 月 周智郡森町村庄屋勘一
郎外 1 人

水利御掛御役人中 山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

33 聖牛壱組　右入用 明治 2 年 11 月 森町村庄屋勘一郎外 1
人

水利路程御掛御役人衆
中

山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

34 水利様入用廻文 （明治 2）12.11 森町年番勘一郎 草ケ谷村外 18 ケ村村々
御役人衆中

山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

35 （池田村名主弥平等を天竜川
筋水防重立取扱に任命する郡
政役所よりの達書）

巳 12 月 27 日 水利郡政御役所 掛塚村名主四郎（他 4
村名主）

龍山村青山大須計家文書「慶応二年
寅霜月吉日御用留」（『豊田町誌　資
料集Ⅵ　近現代編　上巻』所載，『静
岡県史資料編 16 近現代一』所載）

36 明治二年分駿遠二州治水費取
調書

巳 12 月 水利郡政掛（川村服二
郎・佐々倉桐太郎・福岡
久・根立芦水・松岡万）

徳川宗家文書「諸書付留」（『静岡県
史資料編 16 近現代一』所載）

37 （瀬戸川通堤川除当巳春御普
請出来形帳）

明治 2 年 12 月 駿州益津郡平島村百姓
代太次兵衛・組頭新三
郎・名主平五郎

静岡水利郡政御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

38 乍恐以書附ヲ奉願上候（南浜
手大堤破損につき修覆の願
書）

明治 3 年正月18 日 名主喜十郎・い平・五市
郎

静岡郡方御役所浜中義
郎様・宮本徳太郎様

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収

39 乍恐以書附を奉願上候（新居
大川筋の開発につき堤普請の
願書）

明治 3 年正月 新居町名主い平・喜十郎
（他 3 村庄屋・組頭）

静岡郡方御役所浜中義
郎様

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収

40 去巳夏遠州周知郡草ケ谷村太
田川通り堤川除御普請出来形
帳

明治 3 年 2 月 19 日 草ケ谷村清平外 2 名 水利郡政御役所 小沢弥一家文書（『森町所在古文書
目録』第 2 集所収）

41 堤川除御普請出来形帳（写） 明治3年2月19日・
3 月 11 日

草ケ谷村清平外 2 名，草
ケ谷村五郎作外 2 名

水利郡方御役所 小沢弥一家文書（『森町所在古文書
目録』第 2 集所収）

42 天竜川定普請所取建に付高割
額通達（中野町に水利様方御
定普請所取建につき）

（明治3年）2月21日 名主源三郎 龍山村大嶺青山大須計家文書「御用
留」（『静岡県史資料編 16 近現代一』
所載）

43 （水利路程掛・製塩方之頭松岡
万附属鈴木勇造先触一通送達
記録）

明治 3 年 2 月 「横須賀惣庄覚帳」第三十九冊（掛
川市教育委員会所蔵）

44 去ル巳秋遠州豊田郡深見村地
内太田川通川除御普請出来形
帳

明治 3 年 2 月 百姓代宇吉外 2 水利郡政御役所 深見戸長役場文書（『袋井市郷土史
料目録』第 4 集所収）

45 去巳夏遠州豊田郡敷地川通堤
御普請出来形帳

明治 3 年 2 月 敷地村西組名主（他1人）水利郡政役所 乗松忠亨家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

46 去巳秋遠州周智郡森町村地内
太田川通用水圦樋御普請出来
形帳

明治 3 年 2 月 森町村名主勘一郎外 2
人

水利郡政御役所 山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

47 去巳秋遠州周智郡森町村地内
太田川通堤川除御普請出来形
帳

明治 3 年 2 月 森町村名主勘一郎外 2
人

水利郡政御役所 山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

48 去巳夏秋遠江豊田郡牛飼村地
内太田川通り堤川除御普請出
来形帳

明治 3 年 2 月 牛飼村組頭逸平外 2 人 水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

49 去巳夏秋遠江豊田郡牛飼村地
内太田川通り堤川除御普請出
来形帳

明治 3 年 2 月 牛飼村組頭逸平外 2 人 水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

50 乍恐以書附奉願上候（中屋敷
前の汐端通りを開発する願
書）

明治 3 年 2 月 遠州敷知郡橋本村組頭
八百吉・庄屋左次郎・内
山村組頭太次郎・庄屋平
五郎・新居宿名主五市
郎・同次五平・同猶太郎

浜松郡政御役所様（水
利路程掛り，此書面浜中
義郎様より静岡へまい
る）

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
51 乍恐書附を以奉願上候（弁天

東の白洲浜を開発し鍬下年季
とする願書）

明治 3 年 2 月 敷知郡新居宿名主五市
郎・同次五平・同猶太郎

浜松郡政御役所様（水
利路程掛り，此書面浜中
義郎様より即刻静岡へ
まいる）

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収

52 乍恐以書附奉願上候（南浜手
の大堤破損につき修覆の願
書）

明治 3 年 2 月 敷知郡新居宿名主五市
郎・同次五平・同猶太郎

静岡御役所様　御取次
浜中義郎様・同宮本常太
郎様

『新居町史　第七巻　近世資料三　
新居町方記録』所収

53 堤川除御普請出来形帳 明治 3 年 3 月 11日 草ケ谷村五郎作外 2 名 水利郡方御役所 小沢弥一家文書（『森町所在古文書
目録』第 2 集所収）

54 水縁村々親高水防高助郷高取
調書上帳　島田宿外八ケ村書
加ヘ認直シ本書ハ水利御役所
ヘ差上ル

明治 3 年 3 月 天野孫六控（附属碓井
豹太郎㊞）

（水利郡政御役所） 『島田市史資料』第五巻所収

55 大井川東側通当村地内当午春
堤川除御普請出来形帳

明治 3 年 3 月 駿州志太郡道悦島村百
姓代藤四郎㊞・組頭儀三
郎㊞・名主藤蔵㊞

水利郡政御役人中様 静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書「大井川通当村地
内御普請出来形帳」所収（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

56 大井川通当午春堤川除御普請
出来形帳

明治 3 年 3 月 遠州榛原郡牛尾村名主
延平㊞（他 2 名）

水利郡政御役人中様 五和村文書（『静岡県立中央図書館
所蔵古文書目録』所収）

57 御普請所仕様取調書上帳 明治 3 年 3 月 大谷村百姓代儀平外 3 水利掛役人中 大谷自治会文書（『袋井市郷土史料
目録』第 2 集所収）

58 太田川通御普請目論帳 明治 3 年 3 月 会所三郎平 水利郡政方内田惣五郎
外 1

深見戸長役場文書（『袋井市郷土史
料目録』第 4 集所収）

59 太田川通御普請箇所附書上帳 明治 3 年 3 月 豊田郡牛飼村組頭逸平
外 2 人

郡政方水利御掛り御役
人中

牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

60 乍恐以書付奉願上候（太田川
通西縁堤普請入用金）

明治 3 年 3 月 牛飼村組頭逸平外 1 人 水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

61 上（小藪川通大圦用水路破損
書上帳）

明治 3 年 3 月 石川村名主惣平次外 1
村 3 人

水利郡政御役所 山本鉄爾家文書（『森町所在古文書
目録』第 7 集所収）

62 太田川通字大坪堤出来形帳 明治 3 年 3 月 石川村名主惣平次外 2
人

水利郡政御役所 山本鉄爾家文書（『森町所在古文書
目録』第 7 集所収）

63 大井川川筋見分の件 明治 3 年 4 月 2 日 水利路程掛松岡万附属
製塩方取締伊藤一馬

（他）

『本川根町史　資料編 4 近現代一』
所収

64 大井川通船申渡の件 明治 3 年 4 月 7 日 水利方製塩方取締役伊
藤一郎

『本川根町史　資料編 4 近現代一』
所収

65 奉請取金子之事（圦樋普請入
用）

（明治3年）4月23日 匂坂上村・中村村役 中野町水利郡政役所 渥美國太郎家文書「午弐番御用留」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）

66 奉差上御請書之事（かろうと
堰下石割取候処中下御組合御
訴申上候ニ付請書）

明治 3 年 4 月 御宿村名主半七郎（他 4
村名主）

富士郡松岡村郡政水路
御掛リ御役所

御宿下湯山家文書（『裾野市史資料
所在目録』第 5 集所収）

67 乍恐以書付奉願上候（用水路
かろうと堰下自然石有之候処
私共村々ニオイテ勝手ニ割取
候ニ付）

明治 3 年 4 月 御宿村名主半七郎（他 5
名）

富士郡松岡村郡政水利
路程御掛御役所

御宿下湯山家文書（『裾野市史資料
所在目録』第 5 集所収）

68 奉請取金子之事（瀬戸川堤川
除普請入用金について）

明治 3 年 4 月 大覚寺下村弥右衛門㊞
外 2 名

水利郡政御掛リ御役人
中

槇田弥男家文書（『焼津市所在文書
目録』第 3 集所収）

69 差上申相場之事 明治 3 年 4 月 横須賀町米屋惣代常吉
印（他 3 名）

水利郡政方御役人衆中
様

「横須賀惣庄覚帳」第三十九冊（掛
川市教育委員会所蔵）

70 奉差上御請書之事（江之端八
艘圦樋先空地新開に関する請
書）

明治 3 年 4 月 （山名郡 27 ケ村）惣代
梅田村名主三郎平㊞（他
13 名）

水利路程製塩方御掛り
御役人中様

『浅羽町史　資料編　近世』所載

71 （普請入用金内借渡について）（明治3年）5月1日 中野町出張水利郡政役
所

池田村始上神増村留り 渥美國太郎家文書「午弐番御用留」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）

72 谷津川用水路并壱堰分水歎願
下書

明治 3 年 5 月 下郷五ケ村役人（松長
村名主源七郎他）

（水利御役所） 松長増山家文書（『江藤・増山家古文
書目録』所収）

73 （川除御普請蛇籠等覚） 午年 5 月 道悦島村百姓代藤四郎
印・忠左衛門印・藤蔵印

水利御役人中様 静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書（『静岡県立中央
図書館所蔵古文書目録』所収，静岡
県立中央図書館歴史文化情報セン
ター・静岡県史編さん収集資料）

74 上（太田川通り字大坪堤御普
請御組入願）

明治 3 年 6 月 2 日 石川村名主弥吉外 2 人 水利郡政御役所 中川下区有文書（『森町所在古文書
目録』第 5 集所収）

75 午鮎沢川通堰川除御普請出来
型帳

明治 3 年 6 月 新柴村百姓代権三郎・組
頭善作・名主林九郎

水利郡政御役所 新柴区有文書（『小山町史資料所在
目録』第 6 集所収）

76 奉請取金子之事（瀬戸川堤川
除普請入用金について）

明治 3 年 6 月 大覚寺下村名主茂右衛
門外 2 名

水利郡政方御役人中 槇田弥男家文書（『焼津市所在文書
目録』第 3 集所収）

77 乍恐以書付御届奉申上候 明治 3 年 6 月 飯田村川 水理御掛り御役人 鈴木勉家文書（『森町所在古文書目
録』第 3 集所収）

78 乍恐以書付奉申上候（廿三夜
下・上西川原水除堤之儀□）

明治 3 年 6 月 飯田村三判 水理御掛り御役人 鈴木勉家文書（『森町所在古文書目
録』第 3 集所収）
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
79 天竜川通堤川除御普請出来形

帳
明治 3 年 6 月 名主組頭百姓代 水利郡政御役所 天竜市渡ケ嶋和田義彦家文書（『天

竜市史々料所在目録』第 1 集所収）
80 安倍川筋堤防重立取扱に任命

の旨達
午 7 月 8 日 水利郡政御役所 安倍川通村々役人 静岡市蔵「御触留　拾七番」（『静岡

県史資料編 16 近現代一』所載）
81 （寺谷用水見分案内依頼） （明治3年）7月17日 水利郡政役所 寺谷村より鮫島村迄地

付村村役人
渥美國太郎家文書「午三番御用留」

（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）
82 乍恐以書付御届奉申上候（天

竜川通り御普請所の破損報
告）

（明治3年）7月21日 匂坂上村三□ 水利郡政役所 渥美國太郎家文書「午三番御用留」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）

83 乍恐以書付奉願上候（大井堰
樋圦大破につき）

明治 3 年 7 月 上平川村組頭（3 名・百
姓代 1 名）

島田宿水利御役所・郡政
御役所

『上平川資料集』所収

84 乍恐書付ヲ以御届奉申上候
（川除流失届）

明治 3 年 7 月 牛飼村組頭逸平外 1 人 中野町水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

85 乍恐以書付奉願上候（川除普
請見分并普請願　付絵図面）

（明治 3 年）7 月 牛飼村 中泉町水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

86 奉請取御普請金之事（鮎沢川
通堰川除普請）

明治 3 年 8 月 13 日 新柴村百姓代権三郎・組
頭善作・名主林九郎

水利郡政御役所 鈴木光明家文書（『小山町史資料所
在目録』第 8 集所収）

87 奉請取御普請金之事（堰川除
普請諸色代請取）

明治 3 年 8 月 13 日 名主周作 水利郡政役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

88 （来未春定式御普請箇所附帳
は 9 月 15 日までに当役所か
中野村水利出張御役所へ差し
出すべしとの達）

（明治3年）8月13日 中泉郡政御役所 「明治三庚午年七月四日　御用留」
（個人蔵・遠江国豊田郡友永村西尾家
文書）

89 （来未春定式普請箇所附帳を
九月十五日までに松岡村水利
出張御役所他へ提出すべき旨
達）

（明治3年）8月23日 沼津郡政御役所 鳥谷川口家文書「御触書御用状控」
（沼津市明治史料館所蔵）

90 御普請箇所附書上帳 明治 3 年 8 月 28 日 駿東郡東井出村（名主
直作他・組頭・百姓代）

水利郡政御役所（今井
村水利御出張御役所）

井出深沢家文書（沼津市明治史料館
所蔵）

91 乍恐以書附御届奉申上候（大
雨風の被害状況）

明治 3 年 8 月 竹之下村（他 8 ケ村）
惣代藤曲村組頭安平・竹
之下村組頭惣三

水利路程御役所 鈴木惣吾家文書（『小山町史資料所
在目録』第 8 集所収，静岡県立中央
図書館歴史文化情報センター・静岡
県史編さん収集資料）

92 乍恐以書附奉願上候（堰川除
ケ普請入用金について）

明治 3 年 8 月 駿東郡竹之下村（他 8
ケ村）惣代竹之下村組
頭惣三・藤曲村組頭安平

水利路程御役所 駿東郡小山町鈴木家文書（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

93 乍恐以書付奉願上候（堰川除
普請の願い）

明治 3 年 8 月 名主周作外 水利郡政御役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

94 御普請箇所附書上帳 明治 3 年 8 月 駿東郡東井出村（名主
直作他・組頭・百姓代）

水利郡政御役所 井出深沢家文書（沼津市明治史料館
所蔵）

95 当午春定式川除御普請出来形
帳

明治 3 年 8 月 駿州安倍郡与一右衛門
新田名主与一右衛門（他
2 名）

水利路程御掛御役人中
様

駿河国安倍郡与一右衛門新田文書
（慶応義塾大学文学部古文書室所蔵）

96 大井川通当村前堤川除当午秋
水防御普請出来形帳

明治 3 年 8 月 駿州志太郡道悦島村百
姓代外村藤四郎㊞・組頭
斎藤新右衛門㊞・名主塚
本藤蔵㊞

水利郡方御役所 静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書「大井川通当村地
内御普請出来形帳」所収（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

97 乍恐以書付奉申上候（堤川除
用悪水樋等普請について）

明治 3 年 8 月 法京村・大磯村名主大鐘
太左衛門外

島田水利御役所 大鐘太喜郎家文書（『相良町資料目
録』第 3 集所収）

98 乍恐以書付御恩礼奉申上候
（寺谷用水組合の流末村々ま
で用水潤沢のため）

明治 3 年 8 月 山名郡浜部村名主弥一
郎（他 4 村名主・組頭）

水利路程御役所 鮫島村文書（磐田市教育委員会所蔵・
『磐田市史　史料編 2 近世』所載）

99 諸色直段諸付（川除普請） 明治 3 年 8 月 草ケ谷村□□□ 水利郡政御役人 新貝譲家文書（『森町所在古文書目
録』第 2 集所収）

100 字遠矢松圦樋目論見帳 明治 3 年 8 月 豊田郡中野戸村北組組
頭太平他

中野町村水利郡政役所 中野戸共有文書（『静岡県磐田市旧
豊田町郷土資料目録』第 6 集所収）

101 潤井川通一村限用水路来未春
浚其外御普請願箇所附書上帳

明治 3 年 9 月 潤井川通松岡村役人惣
代名主貫一郎㊞（他3名）

水利郡政御役所 富士市立博物館所蔵・島崎家文書

102 乍恐以書付御願奉申上候（瀬
戸川川除堤欠所御普請につい
て）

（明治 3 年）9 月 大覚寺下村名主弥右衛
門外 2 名

島田水利郡政御役所 槇田弥男家文書（『焼津市所在文書
目録』第 3 集所収）

103 大井川通当村前堤川除当午秋
急場御普請出来形帳

明治 3 年 9 月 駿州志太郡道悦島村百
姓代外村藤四郎㊞・組頭
斎藤新右衛門㊞・名主塚
本藤蔵㊞

水利郡方御役所 静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書「大井川通当村地
内御普請出来形帳」所収（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

104 堤圦樋御普請願所書上帳（家
田村）

明治 3 年 9 月 組合金作（他 2 人） 水利郡政役所 佐野公雄家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

105（寺谷用水壱番圦樋の流木差
出しについて）

明治3年10月13日 中野町水利郡政役所 渥美國太郎家文書「午三番御用留」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
106 太田川通当午ノ春川除御普請

出来形帳
明治3年10月21日 延久村善四郎外 2 水利郡政役所 袋井市延久本多勝家文書（『袋井市

郷土史料目録』第 4 集所収）
107 駿州富士川通松岡村当午秋急

破御普請出来形書上帳
明治 3 年 10 月 駿州富士郡松岡村名主

島崎貫一郎㊞（他 4 名）
水利郡方御役所 富士市立博物館所蔵・島崎家文書

108 当午春圦樋其外御普請出来形
書上帳

明治 3 年 10 月 大谷村名主歌次外 3 水利郡政御役所 大谷自治会文書（『袋井市郷土史料
目録』第 2 集所収）

109 朝比奈川通関方村地内堤川除
御普請出来形帳

明治 3 年 10 月 関方村百姓代藤八外 2
名

水利郡政御役人 関方区有文書（『焼津市所在文書目
録』第 7 集所収）

110 当午春川除御普請出来形帳 明治 3 年 10 月 宇吉外 2 水利郡政御役所 深見戸長役場文書（『袋井市郷土史
料目録』第 4 集所収）

111 当午春堤川除御普請所出来形
書上帳

明治 3 年 10 月 石川村名主惣平次外 3
人

水利郡政御役所 中川下区有文書（『森町所在古文書
目録』第 5 集所収）

112（太田川通川除御普請出来形
帳）

明治 3 年 10 月 牛飼村一財茂外 2 人 水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

113 当午春川除御普請出来形帳 明治 3 年 10 月 牛飼村組頭一財茂外 2
人

水利郡政御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

114 乍恐以書付奉願上候（寺谷用
水路の切広めと大和田村等四
カ村の新規組合への用水引入
れの願書）

明治 3 年閏 10 月 小嶋村名主五郎（他 21
村）

中之町水利郡政御役所 鮫島村文書（磐田市教育委員会所蔵・
『磐田市史　史料編 2 近世』所載）

115 覚（水利御掛 2 名堤通り御通
行）

（明治3年）11月6日 渥美國太郎家文書「御用留（午五番）」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）

116 乍恐以書付奉願上候（天竜川
増水による被害陳情）

明治 3 年 11 月 宮本村名主（他 12 人） 水利郡方御役所 水野幸彦家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集，『豊岡村史　資料編二
近現代』所収）

117（水利郡方根立苫水発・根立芦
水宛御用状継立記録）

（明治 3 年 11 月か） 横須賀惣庄覚帳」第四十冊（掛川市
教育委員会所蔵）

118（遠州小川堤川除普請のため
廻村見分）廻状写（普請御手
当金について）

午 12 月 8 日 島田駅出張水利郡方御
役所

佐野長夫家文書「（触書留）」（『菊川
町郷土史料目録』第 1 集所収）

119 覚（大々樋枠・大樋枠・沈枠・
中枠・大聖牛・蛇籠の個数を記
し来春普請に必要と願う他）

明治 3 年 12 月 金谷河原町組頭仲田源
次郎・名主見習河村弥七
郎・金谷宿組頭河村八郎
次・名主下島弥八郎

官田水利御役所 金谷柏屋河村俊家文書（島田市史編
さん委員会事務局複写）

120 乍恐以書付奉申上候（大代川
川除負担の件）

（明治 3 年）12 月 遠州榛原郡番生寺村名
主鷲山次六外 3 名

水利御役所 番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

121（大井川筋へ薪炭運送通船に
つき掛合）

庚午 12 月 開墾方之頭 水利路程掛衆 「進達并達留」（島田市・お茶の郷所
蔵）

122 乍恐以書付奉願上候（池留堤
普請）

明治 3 年 12 月 名主岡本大作外 2 名 島田水利郡方御役所 佐野長夫家文書「（触書留）」（『菊川
町郷土史料目録』第 1 集所収）

123 当午鮎沢川通堰川除御普請出
来形帳

明治 3 年 名主佐多郎外 水利郡政御役所 小山五十戸共有文書（『小山町史資
料所在目録』第 17 集所収）

124 当午鮎沢川通り堰川除御普請
出来形帳

明治 3 年 与頭喜重郎・名主周作 水利郡政役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

125 大井川川除御普請用竹買入に
付達

明治 4 年 1 月 1 日 島田宿出張水利勤方御
役所

『本川根町史　資料編 4 近現代一』
所収

126 覚（社領・寺領除地高） 明治 4 年正月 吉久保村名主久三郎 水利郡方御役所 吉久保区有文書（『小山町史資料所
在目録』第 4 集所収）

127（八幡免御除地上申） 明治 4 年 1 月 名主周作外 水利郡方役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

128（用悪水樋を自普請とするこ
と）

（明治 4 年）1 月 水利役所 村々役人 渥美國太郎家文書「未壱番御用留」
（『豊田町郷土資料目録』第 1 集所収）

129 覚（静岡今井卓爾・高林逸天
龍川通堤川除樋類見分につき
人足差出しのこと）

（明治4年）2月11日 水利郡方掛り 磐田郡龍山村大嶺白倉青山家文書
「明治四年辛未正月吉日　御用留」
（浜松市立中央図書館蔵・長柄慶一郎
氏文書）

130 上（乍恐以書付奉願上候・用
水圦樋が去る申年に大井川入
水にて水道が変化し隣村の上
吉田村の残水を引き利用して
きたところ，昨年入水によっ
て残水が減少し使用できなく
なったので，本井から用水引
きをしたいが用材が朽ちて利
用できず伏せ替えを行いた
い）

明治4年2月（23日）遠州榛原郡川尻村百姓
代増田佐平㊞・組頭松本
雄七㊞・名主久保田耕蔵
㊞

島田水利郡方御役所 川尻久保田文造家文書（島田市史編
さん委員会事務局複写）

131 奉差上候御請書之事（大井川
通御普請ノ件）

明治 4 年 2 月 24 日 榛原郡番生寺村松野勇
蔵（他 2 人）

水利郡方御役所 番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

132（村々堰川除普請仕様帳及び
請書）

明治 4 年 2 月 水利御役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

133 乍恐以書付奉受候（用悪水路
普請）

明治 4 年 2 月 長上郡下堀村百姓代竹
内信三（他 7 名）

水利郡方御役所 中村家文書「諸願諸届其外諸証文議
定書之控」（浜松市立中央図書館蔵）
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
134 大井川通未春御普請出来形帳 明治 4 年 3 月 3 日 高熊村名主（他） 水利郡方御役所 五和村役場文書（『金谷町所在文書

目録』第 5 集所収）
135 覚（福岡権大属・今井卓爾・高

林逸天龍川通普請所見分につ
き人足差出しのこと）

（明治4年）3月9日 中ノ町水利御役所 磐田郡龍山村大嶺白倉青山家文書
「明治四年辛未正月吉日　御用留」
（浜松市立中央図書館蔵・長柄慶一郎
氏文書）

136 御請書写（瀬戸川切場洲浚に
ついて）

明治 4 年 3 月 16 日 当当間村名主梶間市兵
衛外 9 名

水利郡方御役所 策牛村関係文書（『焼津市所在文書
目録』第 3 集所収）

137 東海道潤井川通字三度橋東往
還洗所敷石御普請出来形帳

明治 4 年 3 月 蓼原村名主 水利郡方御役所 蓼原笠井家文書（『富士市史資料目
録』第 3 輯所収）

138 奉差上候水利御役所江願書之
写（助成金拝借一条）

明治 4 年 3 月 （藤枝宿長楽寺町）拝借
人惣代幸左衛門印・右町
惣代幸吉印・差金主清治
印・右町年寄差金主惣平
印

静岡水利御役所 藤枝市長楽寺町碓井家文書

139 大井川通当村前堤川除当未春
御普請出来形帳

明治 4 年 3 月 駿州志太郡道悦島村百
姓代外村藤四郎㊞・組頭
斎藤儀三郎㊞・同斎藤新
右衛門・同塚本忠左衛
門・名主塚本藤蔵㊞

水利郡方御役所 静岡県立中央図書館所蔵・志太郡道
悦島村塚本家文書「大井川通当村地
内御普請出来形帳」所収（静岡県立
中央図書館歴史文化情報センター・
静岡県史編さん収集資料）

140 萩間川通当未春御普請出来形
帳

明治 4 年 3 月 遠州榛原郡徳村 水利郡方御役所 久保真佐子家文書（『相良町資料目
録』第 2 集所収）

141 大井川通当春御普請出来形帳 明治 4 年 3 月 家山村名主大石治太夫
㊞他 2 名

水利郡方御役所 田村保一郎収集文書・家山村関係文
書（『川根町近世史料所在目録』第 7
集所収）

142 悪水吐潮留圦樋御普請出来形
帳

明治 4 年 3 月 岡崎村百姓代寺田新蔵
外 2 名

水利郡方御役所 袋井市岡崎神谷俊一郎家文書（『袋
井市郷土史料目録』第 3 集所収）

143 請証文 明治 4 年 3 月 山東村 水利郡方御普請御掛り
御役人様

『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

144 普請日延歎願 明治 4 年 4 月 10 日 山東村名主八十郎他 2
名

水利郡方御出役高林逸
様

『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

145 普請日延歎願（下） 明治 4 年 4 月 13 日 山東村組頭新六他 1 名 高林逸様 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

146 奉請取御普請金之事（鮎沢川・
馬伏川・川除並用水堰につい
て）

明治 4 年 4 月 竹之下村百姓代岩田源
蔵・与頭伊奈所作・名主
湯山平四郎

水利郡方御役所 鈴木光明家文書（『小山町史資料所
在目録』第 8 集所収）

147 御検地高書上帳 明治 4 年 4 月 名主鷲山次六外 2 名 水利郡方御役所 番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

148 往還道造御普請出来形帳 明治 4 年 4 月 三州渥美郡江比間村百
姓代下村九左衛門㊞・組
頭伊藤藤左衛門㊞・名主
前田彦三良㊞

水利郡方御役人中様（右
御普請掛内田権少属㊞・
渡辺菊太郎・藤原熊五郎
㊞）

江比間区有文書（『渥美町史　資料
編　下巻』所収）

149 出水ニ而手戻り箇所仕立直シ
引請証文

（明治4年）5月4日 山東村名主八十郎他 2
名

水利郡方御掛り高林逸
様

『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

150 乍恐以書付御届奉申上候 明治 4 年 5 月 12 日 匂坂中村百姓代滝次郎
外 2 名

中野町水利郡方御役所 匂坂中文書（『磐田市誌資料目録』
第一集所収）

151 御引払証文 明治 4 年 5 月 12 日 名主八十郎他 2 名 御普請御係御役人中様 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

152（圦樋普請見分） （明治 4 年）5 月 25
日

今井貞爾・佐藤恕蔵 中之町水利役所 鈴木康利家文書「御用留」（『静岡県
磐田市旧豊田町郷土資料目録』第 5
集所収）

153 溜池出来形帳 明治 4 年 5 月 徳村名主久保理平外 6 島田水利郡方御役所 久保真佐子家文書（『相良町資料目
録』第 2 集所収）

154 当未春宮前土橋并溜池請堤御
普請出来形帳

明治 4 年 5 月 三州渥美郡大岩町組頭
朝倉十蔵㊞・名主内藤万
次郎㊞・同大石新吉郎㊞

水利郡方御役人中様 大岩区有文書（豊橋市二川宿本陣資
料館保管）

155 瀬戸川御普請仕用帳 明治 4 年 6 月 18 日
（2 月 11日）

駿州益津郡平島村百姓
代堀江十郎兵衛・組頭石
上勘太夫・名主堀江平五
郎

水利郡方御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

156（川々堤上堤外竹木刈払につ
き布達）

明治 4 年 6 月 20 日 水利郡方御役所ヨリ 沼津本町始（他 15 町村）
右村々役人

湯川福井賢家文書「御用留」（『清水
町史　資料編Ⅴ近現代』所載）

157 乍恐以書付再願奉申上候（玉
川村庄三郎用水引取につき）

明治 4 年 6 月 駿州駿東郡泉組堂庭村
（以下 6 村）小前役人惣
代

松岡村水利御役所 湯川福井賢家文書（『清水町史　資
料編Ⅴ近現代』所載）

158（狩野川木瀬川草木刈払見分
につき布達）

明治 4 年 6 月 24 日 静岡水利郡方掛小林権
少属・磯山史生

（的場村江継立） 湯川福井賢家文書「御用留」（『清水
町史　資料編Ⅴ近現代』所載）

159（御先触廻状一通継送りのこ
と）

明治 4 年 6 月 29 日 松岡村水利郡方 （堂庭村継送り） 湯川福井賢家文書「御用留」（『清水
町史　資料編Ⅴ近現代』所載）

160（川々堤上堤外竹木伐払につ
き達）

明治 4 年 6 月 島田出張水利郡方御役
所

遠州鋪地川通一之宮川
通共・最寄谷川筋右村々
役人

「明治四年辛未蒲月　御用留」（個人
蔵・遠江国豊田郡友永村西尾家文書）

6/9



国立歴史民俗博物館研究報告
第 203集　2016年 12月

180

番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
161（当未春堤川除御普請出来・草

木刈払場所見分等につき布
達）

未 7 月 2 日 静岡水利郡方掛川上大
属・佐々倉松太郎（他 3
名）

（的場村江継送り） 湯川福井賢家文書「御用留」（『清水
町史　資料編Ⅴ近現代』所載）

162（富士駿東郡川々御普請・草木
刈払場所見分につき人足継立
のこと布達）

未 7 月 3 日 静岡水利郡方掛 （的場村継送り） 湯川福井賢家文書「御用留」（『清水
町史　資料編Ⅴ近現代』所載）

163 奉請取金子之事 明治 4 年 7 月 18 日 古人見村組頭古橋清次
郎ほか

中ノ町水利郡方役所 浜松市古人見町自治会文書（浜松市
立博物館作成部内用目録所収）

164 乍恐以書附奉嘆願候 明治 4 年 7 月 保福島村瀬戸川南百姓
宮崎清助外 20 名

水利路程御掛御附属臼
井豹太郎・大石八太郎

増井新司家文書（『焼津市所在文書
目録』第 6 集所収）

165 乍恐以書付奉申上候（寺谷用
水組合村々水掛渡り無滞出穂
につき）

明治 4 年 8 月 19 日 豊田郡寺谷村与頭平三
郎印（他 10 名）

中野町水利郡方御役所 匂坂上村文書「明治四年辛未七月　
御用留　四番　名主所」（浜松市立
中央図書館蔵・長柄慶一郎氏文書）

166 乍恐書付奉願上候（潤井川定
式川除御普請所扶持米給付
願）

明治 4 年 8 月 蓼原村名主真平外 2 名 水利郡方松岡御役所 蓼原笠井家文書（『富士市史資料目
録』第 3 輯所収）

167 乍恐以書付御届申上候（瀬戸
川通字平島普請出来）

未 .8. 平島村百姓代堀江十郎
兵衛・石上勘太夫・堀江
平五郎

島田水利郡方御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

168 諸入用代永請取証文 明治 4 年 8 月 山東村 水利郡方御役所 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

169（水利郡方掛附属天龍川通各
村堤防重立取扱池田村大橋弥
平以下4名帯刀免許の件通達）

明治 4 年 9 月 24 日 中ノ町水利郡方御役所 匂坂上村文書「明治四辛未九月　御
用留　五番　名主彦平」（浜松市立
中央図書館蔵・長柄慶一郎氏文書）

170 遠州寺谷用水掛下村地内壱番
圦樋伏替出来形帳

明治 4 年 9 月 加茂東村名主（他 3 人）水利郡方役所 水野幸彦家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

171 当未春安倍川通川除御普請出
来形帳

明治 4 年 10 月 駿州安倍郡与一右衛門
新田名主与一右衛門（他
2 名）

水利郡方御役所 駿河国安倍郡与一右衛門新田文書
（慶応義塾大学文学部古文書室所蔵）

172 字名大津川堤切所半欠箇所附
書上

明治 4 年 10 月 （志田郡落合村）戸長長
谷川謙三郎・副広田五郎
平

静岡県堤防御掛御庁 落合横山家文書（島田市博物館所蔵）

173 書付公事 辛未 11 月 2 日 水利郡方掛林鐸三郎・小
林録郎

東海道原宿役人中 原渡辺八郎家文書（沼津市明治史料
館所蔵）

174 水利方歎願書横手一条下書控 明治 4 年 11 月 保福島村瀬戸川南百姓
宮崎清助外 20 名

水利路程御掛御附属碓
井豹太郎・大石多三郎

増井新司家文書（『焼津市所在文書
目録』第 6 集所収）

175 村高并杭しから代永書上帳 明治 4 年 11 月 駿東郡原宿（他1町名主）水利郡方御掛御役人中
様・此節御之御名前林鐸
三郎様小林録郎様

原渡辺八郎家文書（沼津市明治史料
館所蔵）

176 中溝用水路一件并書類日記 （明治 4 年 11 月～
5 年 7 月）

組合四ケ村役人（駿東
郡沼津本町他 3 村）

（水利郡方御役所他） 東間門田中家（東）文書（沼津市明
治史料館保管）

177 巴川洲浚御貸附金上納（金 6
両受取）

辛未 12 月 21 日 安倍郡富沢村　納人永
野六郎兵衛

水利郡方御役所 静岡市富沢永野家文書（静岡県立中
央図書館歴史文化情報センター・静
岡県史編さん収集資料）

178 狩野川通堤川除当未春御普請
出来形帳（写）

明治 4 年 12 月 駿東郡我入道村名主源
治郎印（他 2 名）

水利郡方御役所 我入道区有文書（沼津市明治史料館
保管）

179 佐の川通当未堰路川除御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 吉久保村名主久三郎・与
頭甚四郎

水利郡方役所 吉久保区有文書（『小山町史資料所
在目録』第 4 集所収）

180 鮎沢川通当未堰路川除御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 新柴村百姓代権三郎・組
頭善作

水利郡方御役所 新柴区有文書（『小山町史資料所在
目録』第 6 集所収）

181 鮎沢川通当未堰路川除御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 名主佐多郎外 水利郡方御役所 小山五十戸共有文書（『小山町史資
料所在目録』第 17 集所収）

182 木瀬川通御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 定輪寺村・一色村・富沢
村名主嘉平

水利郡方御役所 富沢渡辺家文書（『裾野市史資料所
在目録』第 1 集所収）

183 木瀬川通御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 富沢村名主嘉平（他） 水利郡方御役所 富沢渡辺家文書（『裾野市史資料所
在目録』第 1 集所収）

184 駿州富士郡岩本村外弐ケ村組
合用水路当未春定式浚御普請
出来形書上帳

明治 4 年 12 月 駿州富士郡岩本村名主
山崎幸作㊞（他 7 名）

水利御役所 富士市立博物館所蔵・島崎家文書

185 駿州富士郡松岡村当春堤川除
仕越御普請出来形帳

明治 4 年 12 月 駿州富士郡松岡村百姓
代海野留三郎印・同久
保田庄作印・同佐野仁蔵
印・組頭植田藤一郎印・
同藤島長次印・名主久保
田健平印・同島崎貫一郎
印

水利頭頭御役所 『仮題　富士川治水に関する古記録
の集成』所収

186 駿州富士郡松岡村当未堤川除
御普請出来形書上帳

明治 4 年 12 月 駿州富士郡松岡村百姓
代海野留三郎印・同久
保田庄作印・同佐野仁蔵
印・組頭植田藤一郎印・
同藤島長治印・名主久保
田健平印・同島崎貫一郎
印

水利頭方御役所 『仮題　富士川治水に関する古記録
の集成』所収
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
187 駿州富士郡松岡村去午夏秋急

破御普請出来形書上帳
明治 4 年 12 月 駿州富士郡松岡村百姓

代海野留三郎印・同久
保田庄作印・同佐野仁蔵
印・組頭植田藤一郎印・
同藤島長次印・名主久保
田健平印・同島崎貫一郎
印

水利頭方御役所 『仮題　富士川治水に関する古記録
の集成』所収

188 駿州富士郡松岡村去午夏秋水
防御普請出来形書上帳

明治 4 年 12 月 駿州富士郡松岡村百姓
代海野留三郎印・同久
保田庄作印・同佐野仁蔵
印・組頭植田藤一郎印・
同藤島長次印・名主久保
田健平印・同島崎貫一郎
印

水利組頭方御役所 『仮題　富士川治水に関する古記録
の集成』所収

189 字荒巻橋・字小橋・字矢田橋土
橋当未春御普請出来形帳

明治 4 年 12 月 駿州益津郡平島村百姓
代堀江十郎兵衛㊞・組頭
石上勘太夫㊞・名主堀江
平五郎㊞

水利郡方御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

190 瀬戸川通堤川除当未春御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 駿州益津郡平島村百姓
代堀江十郎兵衛㊞・組頭
石上勘太夫㊞・名主堀江
平五郎㊞

水利郡方御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

191 字荒巻橋・字小橋・字矢田橋土
橋当未春御普請出来形帳

明治 4 年 12 月 駿州益津郡平島村百姓
代堀江十郎兵衛㊞・組頭
藁科孫右衛門㊞・名主藁
科善右衛門㊞

水利郡方御役所 平島区有文書（藤枝市郷土博物館所
蔵）

192 水防自普請箇所附帳 明治 4 年 12 月 番生寺村名主鷲山次六
（他 3 人）

水利御係御役人中 番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

193 湊橋当未春御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 遠州榛原郡前浜町組頭
植田重五郎㊞・福岡町名
主竹内新太郎㊞・市場町
名主益田銀蔵㊞

水利郡方御役所 相良史料館文書（『相良町資料目録』
第 2 集所収），牧之原市史料館所蔵・
榛原郡諸家寄贈文書（静岡県立中央
図書館歴史文化情報センター・静岡
県史編さん収集資料）

194 用水圦樋当未春御普請出来形
帳

明治 4 年 12 月 小島村百姓代浅井孫三
郎外 2 名

静岡水利郡方御役所 小島自治会文書（『福田町史近現代
資料目録』所収）

195 悪水吐圦樋当未春御普請出来
形帳

明治 4 年 12 月 小島村百姓代浅井孫三
郎外 2 名

静岡水利郡方御役所 小島自治会文書（『福田町史近現代
資料目録』所収）

196 天竜川当未春御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 壱貫地村組頭（他 2 人）水利郡政役所 大箸和夫家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

197 敷地川通当未春堤川除御普請
出来形帳（家田村）

明治 4 年 12 月 百姓代鈴木喜平（他2人）水利郡方役所 佐野公雄家文書（『豊岡村所在文書
目録』第 4 集所収）

198 太田川通川除当未春御普請出
来形帳

明治 4 年 12 月 百姓代奥山平六外 2 水利願方御役所 深見戸長役場文書（『袋井市郷土史
料目録』第 4 集所収）

199 太田川通堤川除当未春御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 横井村百姓代永井重吉
外 2

水利郡方御役所 袋井市延久本多勝家文書（『袋井市
郷土史料目録』第 4 集所収）

200 太田川通堤欠所当巳春御普請
出来形帳

明治 4 年 12 月 遠州周智郡上河原村組
頭鈴木久三郎外

水利郡方御役所 鈴木貞夫家文書（『森町所在古文書
目録』第 7 集所収）

201 太田川通川除当春御普請出来
形帳

明治 4 年 12 月 牛飼村組頭谷口一財茂
外 2 人

水利郡方御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

202 太田川通川除当春御普請出来
形帳

明治 4 年 12 月 牛飼村組頭谷口一財茂
外 2 人

水利郡方御役所 牛飼区有文書（『森町所在古文書目
録』第 4 集所収）

203（□□□天竜川通池田村当未
秋急場普請出来形帳）

明治 4 年 12 月 豊田郡池田村百姓代杉
田八五郎他 2 名

静岡水利郡方役所（神
山忠次郎他 2 名）

大橋正隆家文書（『静岡県磐田市旧
豊田町郷土資料目録』第 4 集所収）

204 堤御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 大人見村組頭古橋新五
郎ほか村役人

中野町水利郡方役所 浜松市大人見町光勝寺文書（浜松市
立博物館作成部内用目録所収）

205 当未春圦樋御普請出来形帳 明治 4 年 12 月 古人見村組頭古橋清次
郎ほか

中之町水利郡方役所 浜松市古人見町自治会文書（浜松市
立博物館作成部内用目録所収）

206 諸入用代永請取証文 明治 4 年 12 月 山東村名主八十郎他 2
名

水利郡方御役所 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

207（天龍川通私共村方地内当未
之秋急場御普請之儀云々）

明治 4 年 12 月 豊田郡池田村名主大橋
弥平○（他組頭・百姓代）

水利郡方御役所 『大橋家古文書目録』（豊田村郷土を
研究する会他）所収

208 気田川通当未春御普請出来形
帳

明治 4 年 12 月 小川村名主溝口又重朗 水利郡方御役所 天竜市小川溝口幸保家文書（『天竜
市史々料所在目録』第 4 集所収）

209 乍恐以書付奉願上候（用水圦
樋下之儀）

明治 4 年 遠州榛原郡番生寺村名
主鷲山次六外 11 名

水利郡方御役所 番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

210 柳島川通字紺屋田用水路録当
未春御普請出来形帳

（明治 4 年） 柳島村 静岡水利郡方御役所 柳島区有文書（『小山町史資料所在
目録』第 6 集所収）

211 気田川通堤川除御普請出来形
帳

明治 4 年 久保田村名主本田平吉
他 3 名

水利郡方役所 久保田諏訪神社文書（『春野町史史
料所在目録』第 1 集所収）

212 普請日延歎願 明治 4 年 山東村名主八十郎他 2
名

水利郡方御役所 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収

213 諸入用代永請取証文 明治 4 年 山東村名主八十郎他 2
名

水利郡方御役所 『静岡県天竜市山東宮沢家所蔵近世
古文書目録』所収
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番号 表 題 年 代 差 出 人 受 取 人 所属史料群・出典
214 奉請取金子之事 明治 4 年 山東村 水利郡方御役所 宮沢脩家文書（『天竜市史々料所在

目録』第 1 集所収）
215（廻状・当未春御普請縄張につ

き川除普請見分の件触れ下
書）

（未） 島田宿出張水利郡方御
役所

廻村先々役人 上湯日富永純作家文書（島田市史編
さん委員会事務局複写）

216 書付を以御届奉申上候（寺谷
用水申年番惣代二人病気のた
め交代届）

明治 5 年 2 月 賀茂村平野吉平次（他 3
名）

中之町堤防方御詰所 鮫島村文書（磐田市教育委員会所蔵・
『磐田市史　史料編 2 近世』所載）

217 気田川通定式川除箇所付書上
帳

明治 5 年 2 月 久保田村名主田中勘十
郎・同本多平吉他 2 名

水利郡方役所 久保田諏訪神社文書（『静岡県周智
郡春野町所在文書目録』1，『春野町
史史料所在目録』第 1 集所収）

218 明治五壬申三月佐々木源次様
江差出シ候願書控

明治 5 年 3 月 駿東郡上小林村名主飯
田甚平（他 14 名）

沼津市北小林飯田家文書「新溜井一
件諸用留」（『牧堰門池用水沿革史』
所載）

219 鮎沢川通当申堰川除御普請出
来形帳

明治 5 年 4 月 名主小見山周作 水利係御役所 桑木区有文書（『小山町史資料所在
目録』第 22 集所収）

220 鮎沢川通当申籍川除御普請出
来形帳

明治 5 年 4 月 桑木村 水利掛り役所 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

221 乍恐以書付奉願上候（水利用
ニ付）

明治 5 年 10 月 戸長久平治（他 3 人） 静岡県沼津御出張水利
御役所

竈区有文書（『御殿場市史資料所在
目録』第 5 集所収）

222 鮎沢川通当酉堰川除御普請出
来形帳下書

明治 6 年 4 月 3 日 桑木村 静岡県水利掛り 小見山泉家文書（『小山町史資料所
在目録』第 22 集所収）

223（社寺境内取調の件布達留） 明治 6 年（?） 島田郡方御役所・島田宿
出張水利郡方御役所

番生寺鷲山家文書（『金谷町所在文
書目録』第 2 集所収）

224（御用材筏大井川通川下ケ之
儀）

7 月 4 日 島田水利郡政御役所 下島弥八郎外 3 人 山中真喜夫家文書（『森町所在古文
書目録』第 9 集所収）

225 定式御普請仕様書上帳 大谷村与頭善次郎外 3 水利掛役人 大谷自治会文書（『袋井市郷土史料
目録』第 2 集所収）

226 乍恐以書付奉願上候（堤破損
箇所の御普請願い雛形）

何村 島田水利郡政御役所 槇田弥男家文書（『焼津市所在文書
目録』第 3 集所収）

227 気田川通堤川除御普請出来形
帳

久保田村名主本多平吉・
同田中勘十他 2 名

水利郡方役所 久保田諏訪神社文書（『静岡県周智
郡春野町所在文書目録』1 所収）

刊行された各種文献・目録，未刊の原文書・目録等より作成。文献には明らかな翻刻ミスがあるほか，目録は編者によって記載の
不統一があるが，そのまま掲載した。既刊文献に掲載されたものであっても，原文書を確認することができたものについては，原
文書の記載に依拠した。
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明
治
二
年
分
の
治
水
費
を
と
り
ま
と
め
た
書
類
に
お
い
て
費
目
が
、「
四
大
川
堤
川

除
用
悪
水
樋
類
」、「
四
大
川
村
々
并
自
普
請
共
」、「
内
郷
小
川
堤
川
除
并
用
悪
水
樋

類
其
外
」
と
い
う
三
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

）
61
（

、
四
大
河
川
に
直
接
関
わ
る
も
の

で
は
な
い
、
そ
れ
以
外
の
中
小
河
川
の
対
象
範
囲
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
裏
付
け

ら
れ
る
。

　

地
方
文
書
の
宛
て
先
に
は
、
単
に
水
利
路
程
御
役
所
（
水
利
郡
政
御
役
所
・
水
利

郡
方
御
役
所
）
と
記
し
た
も
の
以
外
に
、
静
岡
・
島
田
・
中
野
（
之
・
ノ
）
町
・
松

岡
村
と
い
っ
た
地
名
を
冠
し
た
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
四
大
河
川
を
睨
む
要
地
で

あ
っ
た
。
本
庁
が
置
か
れ
た
静
岡
は
別
に
し
て
、
そ
の
他
の
地
名
は
臨
時
に
設
け
ら

れ
た
出
張
役
所
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
滞
在
先
の
名
主
宅
や
、
郡

政
（
郡
方
）
役
所
な
ど
の
藩
の
出
先
機
関
に
間
借
り
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

普
請
箇
所
を
見
回
る
水
利
路
程
掛
職
員
と
村
役
人
た
ち
と
の
日
常
的
な
接
触
状
況

に
つ
い
て
は
、
富
士
郡
今
泉
村
名
主
の
日
記
を
史
料
15
と
し
て
紹
介
し
て
お
い
た
。

吉
原
湊
の
普
請
を
懸
案
と
し
て
い
た
当
該
地
域
の
動
向
が
、
村
側
か
ら
の
記
録
の
中

に
う
か
が
え
る
。

　

危
急
の
時
に
は
、
現
場
で
水
防
の
指
揮
を
と
る
の
も
水
利
路
程
掛
の
任
務
で
あ
っ

た
。
二
年
七
月
の
大
雨
に
よ
る
安
倍
川
の
増
水
で
は
、手
付
ら
は
堤
通
に
詰
め
切
り
、

危
険
箇
所
に
対
す
る
指
図
を
行
う
と
村
々
に
指
令
を
出
し
て
い
る

）
62
（

。
た
だ
し
、
領
内

重
要
河
川
の
堤
防
を
一
定
の
距
離
毎
に
重
臣
た
ち
に
割
り
当
て
、
水
防
の
責
任
者
と

し
、
ま
た
緊
急
時
に
は
藩
士
と
領
民
と
が
所
定
の
丁
場
に
駆
け
付
け
、
堤
奉
行
の
指

揮
下
で
水
防
活
動
に
従
事
し
た
と
い
う
大
垣
藩
の
例

）
63
（

の
ご
と
く
、
領
民
の
み
な
ら
ず

一
般
の
藩
士
ま
で
を
も
水
防
体
制
に
組
み
入
れ
、
水
利
路
程
掛
が
そ
れ
を
指
図
す
る

と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

治
水
事
業
は
、
為
政
者
だ
け
で
行
え
る
も
の
で
は
な
く
、
領
民
の
参
加
・
協
力
が

欠
か
せ
な
か
っ
た
。
遠
江
国
榛
原
郡
五
五
か
村
の
村
高
と
水
防
勤
高
・
助
郷
高
を
書

き
上
げ
た
「
水
縁
村
々
親
高
水
防
高
助
郷
高
取
調
書
上
帳

）
64
（

」
は
、
明
治
三
年
三
月
に

作
成
さ
れ
水
利
郡
政
役
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
領
民
が
ど
こ
ま
で
の
負
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担
に
耐
え
ら
れ
る
か
否
か
、
大
井
川
治
水
の
た
め
の
負
担
と
島
田
宿
・
藤
枝
宿
の
助

郷
の
そ
れ
と
を
勘
案
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
の
た
め
治
水
行
政
の
一
部
を
領
民
の
中
か
ら
採
用
し
た
者
に
肩
代
わ
り

さ
せ
る
必
要
も
あ
っ
た
。
名
主
た
ち
を
堤
防
重
立
取
扱
、
水
防
重
立
取
扱
と
い
っ
た

役
職
へ
任
命
し
た
の
で
あ
り
、「
其
身
一
代
苗
字
御
免
」
の
特
権
を
与
え
、
彼
ら
の

名
誉
意
識
と
責
任
感
に
訴
え
た
施
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
任
命
権
者
は
、
二
年
一
二
月

の
天
竜
川
筋
の
掛
塚
村
以
下
五
か
村
名
主
の
場
合
、「
水
利
郡
政
役
所
」
で
あ
っ
た
。

同
年
七
月
、安
倍
川
筋
の
堤
防
重
立
取
扱
に
任
じ
ら
れ
た
弥
勒
町
名
主
宮
崎
総
五（
五

郎
左
衛
門
）
の
場
合
は
、「
水
利
路
程
掛
附
属
」、「
御
蔵
番
格
」、「
其
身
一
代
帯
刀

御
免
」
と
い
う
格
式
や
特
権
を
付
与
さ
れ
た

）
65
（

。
宮
崎
の
略
伝
に
は
、「
元
治
元
年
甲

子
里
正
に
挙
け
ら
れ
安
倍
川
沿
村
川
越
助
郷
及
ひ
提
防
修
築
水
難
予
防
の
事
務
を
総

括
し
て
（
中
略
）
藩
庁
君
を
以
て
水
利
路
程
係
と
為
し
専
ら
治
水
に
従
事
せ
し
め
士

格
に
擢
ん
ず
」
と
あ
り
、
旧
幕
時
代
の
実
績
を
ふ
ま
え
静
岡
藩
で
も
彼
を
治
水
担
当

と
し
て
抜
擢
し
た
こ
と
が
わ
か
る

）
66
（

。

　

宮
崎
と
同
じ
く
地
域
名
望
家
層
の
履
歴
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
同
様
の
記
述
が
散

見
さ
れ
る
。

◎
金
原
明
善
君
之
伝

（
中
略
）
明
治
元
年
八
月
会
計
官
権
判
事
岡
本
氏
天
龍
川
に
出
張
す
る
や
君
堤

防
御
用
係
を
命
せ
ら
る
（
中
略
）
四
年
五
月
藩
庁
天
龍
川
改
修
の
事
を
行
ふ
や

君
金
を
献
し
て
其
費
を
補
ふ
藩
庁
之
を
賞
す
る
に
名
字
帯
刀
を
其
子
に
伝
ふ
る

を
許
る
し
旦
物
を
賜
ふ
又
水
利
郡
方
掛
附
属
各
村
堤
防
重
立
取
扱
御
蔵
番
格
を

命
せ
ら
る
五
年
正
月
浜
松
県
君
に
堤
防
方
附
属
を
命
す
（
後
略
）

◎
矢
高
濤
一
君
之
伝

（
中
略
）
明
治
四
年
七
月
静
岡
藩
庁
君
を
以
て
勧
業
堤
防
取
扱
役
と
な
し
苗
字

帯
刀
を
許
し
御
蔵
番
格
に
叙
す
（
中
略
、
明
治
五
年
）
浜
松
県
庁
よ
り
君
を
以

て
堤
防
方
附
属
と
な
し
天
龍
川
普
請
専
務
中
の
手
当
と
し
て
一
ケ
月
金
六
円
宛

を
下
賜
せ
ら
る
（
後
略
）

◎
町
井
平
四
郎
君
之
伝

（
中
略
）
同
四
年
九
月
大
井
川
水
利
路
程
掛
附
属
堤
防
取
扱
と
な
り
勤
務
中
帯

刀
を
免
る
さ
る
（
後
略

）
67
（

）

　

金
原
明
善
は
、
む
し
ろ
自
ら
積
極
的
に
藩
に
は
た
ら
き
か
け
た
存
在
で
あ
り
、
生

涯
を
か
け
て
天
竜
川
治
水
事
業
に
取
り
組
ん
だ
功
労
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
す
で
に

徳
川
家
の
移
封
以
前
に
明
治
新
政
府
に
堤
防
工
事
を
嘆
願
し
、
惣
御
場
所
見
廻
下
附

を
命
じ
ら
れ
て
も
い
た
。
郷
土
の
偉
人
た
る
金
原
伝
の
中
で
、
静
岡
藩
水
利
路
程
掛

は
そ
の
前
後
か
ら
続
く
彼
の
長
い
活
躍
の
過
程
に
お
い
て
は
ほ
ん
の
一
瞬
に
登
場
す

る
だ
け
で
あ
る
。
金
原
が
藩
に
対
し
一
〇
〇
〇
両
の
普
請
費
用
を
献
金
し
、
突
出
し

た
存
在
感
を
示
し
た
こ
と
は
、
村
民
全
体
の
合
意
を
前
提
と
は
し
な
い
、
そ
の
後
に

本
格
化
す
る「
有
志
」主
導
の
治
水
事
業
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

）
68
（

。し
か
し
、

藩
側
か
ら
見
れ
ば
、
金
原
の
よ
う
な
領
民
の
中
の
「
有
志
」
の
力
を
上
手
く
取
り
込

む
こ
と
で
治
水
と
い
う
難
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
水
利
路

程
掛
の
幹
部
福
岡
久
は
「
明
善
の
抱
く
治
水
計
画
を
諮
問
さ
せ
た

）
69
（

」
と
い
い
、
財
力

の
み
な
ら
ず
民
間
の
知
恵
を
借
り
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

史
料
17
と
し
て
掲
載
し
た
明
治
三
年
三
月
起
草
の
「
治
大
井
水
成
功
記
」
は
、「
駿

之
惣
社
」（
静
岡
浅
間
神
社
の
こ
と
）
と
大
井
神
社
に
献
納
さ
れ
た
と
い
う
竣
工
図

に
付
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
経
緯
や
工
事
の
指
導
を
担
当
し
た
松
岡
万
・
内
田
惣

五
郎
ら
の
人
と
な
り
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
末
尾
に
は
監
督
・
惣
督
・
属
吏
ら
水

利
路
程
掛
職
員
の
氏
名
に
続
け
て
、
近
傍
の
領
民
か
ら
同
掛
の
「
附
属
」
に
抜
擢
さ

れ
た
人
々
の
氏
名
も
列
記
さ
れ
て
お
り
、
治
水
が
士
民
共
同
の
大
事
業
で
あ
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
治
水
・
利
水
技
術
に
お
け
る
近
世
と
近
代
と
の
顕
著
な
相
違

は
、
そ
の
担
い
手
の
違
い
に
あ
り
、
近
世
に
は
住
民
が
保
持
し
て
い
た
技
術
が
、
近

代
に
な
る
と
住
民
の
手
を
離
れ
、
行
政
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
さ
れ
る
が

）
70
（

、「
附
属
」
と
さ
れ
た
領
民
た
ち
の
存
在
は
、
静
岡
藩
の
段
階

で
は
ま
だ
依
然
と
し
て
住
民
の
技
術
力
と
そ
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
も
い
る
。
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表3　静岡藩時代の土木工事

種 別 着手・落成時期 場所・規模 宿 村 名
堤 防 明治 2 年 3 月～5 月 大井川通堤切所 133 間 駿河国志太郡島田宿

明治 2 年 3 月～5 月 大井川通堤切所長 68 間半 同国同郡細島村
明治 2 年 3 月～6 月 富士川通堤切所長 519 間半 同国富士郡宮下村外 4 ケ村組合
明治 2 年 3 月～6 月 富士川通堤切所長 556 間半 同国同郡五貫島村外 2 ケ村組合
明治 2 年 3 月～6 月 富士川通堤切所長 82 間半 同国庵原郡岩渕村

富士川通堤切所長 52 間 同国同郡岩渕村外 3 ケ村組合
明治 2 年 3 月～5 月 安倍川通堤切所長 266 間 同国有渡郡安倍川村
明治 2 年 3 月～4 月 安倍川通堤切所長 35 間 同国同郡中島村
明治 2 年 3 月～5 月 安倍川通堤切所長 223 間 同国安倍郡向敷地村
明治 2 年 3 月～4 月 安倍川通堤切所長 27 間 同国同郡手越村
明治 2 年 3 月～4 月 安倍川通堤切所長 46 間 同国同郡油山村
明治 2 年 3 月～4 月 安倍川通堤切所長 30 間 同国同郡足久保村
明治 2 年 2 月～2 月 安倍川通堤切所長 30 間 同国同郡中沢村
明治 2 年 2 月～2 月 藁科川通堤切所長 61 間 同国同郡産女新田
明治 2 年 2 月～2 月 藁科川通堤切所長 253 間 同国同郡牧ケ谷村
明治 2 年 2 月～3 月 藁科川通堤切所長 67 間 同国同郡吉津村
明治 2 年 2 月～3 月 藁科川通堤切所 20 間 同国同郡飯間村
明治 2 年 2 月～3 月 藁科川通堤切所 50 間 同国同郡小瀬戸村
明治 2 年 2 月～3 月 藁科川通堤切所 269 間 同国同郡羽鳥村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 14 間 同国益津郡築地上村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 38 間 同国同郡浜当目村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 63 間 同国同郡八楠南村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 165 間 同国志太郡稲川村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 25 間 同国同郡瀬戸谷村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通石堤切所長 30 間 同国同郡同村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 20 間 同国同郡原村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 34 間 同国同郡助宗村
明治 2 年 5 月～6 月 瀬戸川通堤切所長 16 間 同国益津郡大覚寺上村
明治 2 年 3 月～4 月 朝夷川通堤切所長 50 間 同国同郡横田村
明治 2 年 8 月～9 月（急決） 富士川通堤切所長 150 間 同国富士郡五貫島村外 2 ケ村
明治 2 年 8 月～9 月（急決） 安倍川通堤切所長 72 間 同国安倍郡安西外新田
明治 2 年 8 月～9 月（急決） 安倍川通堤切所長 20 間 同国同郡足久保村
明治 2 年 8 月～12 月（急決） 安倍川通堤切所長 56 間 同国同郡門屋村
明治 2 年 8 月～12 月（急決） 安倍川通堤切所長 56 間 同国同郡福田ケ谷村
明治 2 年 8 月～11 月（急決） 安倍川通堤切所長 43 間 同国有渡郡安倍川村
明治 2 年 8 月～11 月（急決） 安倍川通堤切所長 45 間 同国安倍郡向敷地村
明治 2 年 8 月～11 月（急決） 瀬戸川通堤切所長 58 間 同国益津郡築地下村
明治 3 年 2 月～3 月 安倍川通堤切所長 62 間 同国安倍郡俵沢村
明治 3 年 2 月～3 月 安倍川通堤切所長 40 間 同国安倍郡郷島村
明治 3 年 3 月～3 月 安倍川通堤切所長 25 間 同国同郡門屋村
明治 3 年 2 月～3 月 安倍川通堤切所長 16 間 同国同郡与一右衛門新田
明治 3 年 2 月～3 月 安倍川通堤切所長 20 間 同国同郡津渡野村
明治 3 年 3 月～3 月 安倍川通堤切所長 15 間 同国同郡桂山村
明治 3 年 3 月～3 月 安倍川通堤切所長 50 間 同国同郡足久保村
明治 3 年 3 月～3 月 安倍川通堤切所長 16 間 同国同郡千代村
明治 3 年 2 月～4 月 藁科川通石堤長 20 間 同国同郡小島村
明治 3 年 3 月～4 月 藁科川通堤切所 44 間 同国同郡赤沢村
明治 3 年 3 月～6 月 藁科川通堤長 100 間 同国同郡富沢村
明治 3 年 3 月～4 月 藁科川通堤切所 70 間 同国同郡奈良間村
明治 3 年 3 月～4 月 藁科川通堤切所 34 間 同国同郡小瀬戸村
明治 3 年 2 月～6 月 藁科川通堤切所 302 間 同国同郡羽鳥村
明治 3 年 3 月～4 月 藁科川通堤切所 36 間 同国同郡産女新田
明治 3 年 4 月～5 月 興津川通堤切所長 107 間 同国庵原郡茂野島村
明治 3 年 3 月～4 月 興津川通石堤長 13 間 同国同郡八木間村
明治 3 年 3 月～4 月 興津川通石堤長 46 間半 同国同郡小島村
明治 3 年 3 月～4 月 興津川通石堤長 25 間 同国同郡谷津村横山村組合
明治 3 年 6 月～8 月 興津川通石堤長 60 間 同国同郡炭焼村河内村組合
明治 3 年 6 月～8 月 興津川通石堤長 60 間 同国同郡河内村
明治 3 年 8 月～9 月 興津川通石堤長 30 間 同国同郡土村
明治 3 年 3 月～4 月 富士川通石堤長 83 間 同国同郡岩渕村
明治 3 年 3 月～4 月 富士川通石堤長 12 間 同国同郡岩渕村外 2 ケ村
明治 3 年 2 月～5 月 富士川通石堤長 33 間 同国富士郡松岡村
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種 別 着手・落成時期 場所・規模 宿 村 名
明治 3 年 2 月～5 月 富士川通石堤長 10 間半 同国同郡同村
明治 3 年 2 月～5 月 富士川通石堤長 37 間 同国同郡宮下村
明治 3 年 4 月～5 月 狩野川通石堤切所長 51 間半 同国駿東郡沼津宿
明治 3 年 4 月～5 月 狩野川通堤切所長 30 間 同国同郡沼津宿本町
明治 3 年 4 月～5 月 狩野川通石堤切所長 33 間 同国同郡同町
明治 3 年 4 月～5 月 狩野川通石堤切所長 47 間 同国同郡上香貫村
明治 3 年 4 月～5 月 狩野川通堤切所長 51 間 同国同郡大平村
明治 3 年 4 月～5 月 瀬戸川筋堤切所長 29 間 同国志太郡鬼岩寺村
明治 4 年 2 月～3 月 富士川筋堤切所長 290 間 同国富士郡宮下村五味島村組合
明治 4 年 2 月～3 月 富士川筋堤切所長 88 間 同国同郡宮下村五味島村森下村組合
明治 4 年 3 月～5 月 富士川筋堤切所長 15 間 4 尺 同国同郡長貫村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 51 間 同国安倍郡牛妻村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 30 間 同国同郡俵沢村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 90 間 同国同郡郷島村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 51 間 同国同郡下村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 15 間 同国同郡籠上新田
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 181 間半 同国同郡安西外新田
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 10 間 同国有渡郡中島村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 44 間 同国安倍郡向敷地村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 24 間半 同国同郡松富村下組
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 40 間 同国同郡安西外新田
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切所長 22 間半 同国同郡津渡野村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切長 40 間 同国同郡松野村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切長 50 間 同国同郡油山村
明治 4 年 3 月～5 月 安倍川筋堤切長 26 間半 同国同郡郷島村
明治 4 年正月～5 月 大井川筋堤切所長 120 間 同国志太郡島田宿
明治 4 年正月～2 月 大井川筋堤切所長 30 間 同国同郡細島村
明治 4 年 2 月～3 月 藁科川筋堤切所長 50 間 同国安倍郡牧ケ谷村

藁科川筋堤切所長 64 間 同国同郡古瀬戸村
明治 4 年 2 月～3 月 興津川筋石堤切所 13 間 同国庵原郡谷津村横山村組合
明治 4 年 2 月～3 月 興津川筋石堤切所 45 間 同国同郡薩陲村
明治 4 年 3 月～4 月 瀬戸川筋石堤切所 89 間 同国益津郡八楠南村
明治 4 年 2 月～5 月 瀬戸川筋石堤切所 18 間 同国同郡大覚寺下村
明治 4 年 2 月～5 月 瀬戸川筋石堤切所 11 間 同国同郡大村新田
明治 4 年 2 月～3 月 朝夷川筋堤切所長 80 間 同国同郡借宿村高田村組合
明治 4 年 2 月～3 月 朝夷川通堤切所長 11 間 同国同郡中里村
明治 4 年 2 月～2 月 狩野川筋堤切所長 16 間 同国駿東郡我入道村
明治 4 年 2 月～5 月 狩野川筋堤切所長 62 間 同国同郡上香貫村
明治 4 年 3 月～4 月 潤川筋堤切所長 63 間 同国富士郡久沢村
明治 4 年 2 月～3 月 南一文字堤越所長 262 間 同国駿東郡船津村
明治 4 年 2 月～3 月 南一文字堤越所長 200 間 同国同郡西船津村

橋梁・樋 明治 2 年 東海道　土橋長 6 間幅 2 間掛替 同国有渡郡古荘村栗原村合併
明治 2 年 字滝川通　悪水吐圦樋長6間　高4 尺　横9尺 同国駿東郡今泉村
明治 2 年 圦樋長 6 間　高 2 尺　横 3 尺 同国安倍郡下村
明治 2 年 圦樋長 1 丈　幅 2 間　高 8 尺 同国志太郡田尻村
明治 3 年 11 月～12 月 甲州道中八ツ川通　土橋長 5 間幅 6 尺 5 寸 同国庵原郡宍原村
明治 3 年 11 月～12 月 東海道　板橋長 2 間幅 2 間 同国有渡郡上原村
明治 3 年 10 月～11 月 東海道　土橋長 6 間幅 2 間 同国同郡小田村草薙村合併
明治 3 年 用水圦樋長 5 間　高 3 尺横 4 尺 同国安倍郡福田ケ谷村
明治 3 年 用水圦樋長 7 間　高 4 尺横 4 尺 同国同郡松富村下組
明治 3 年 用水圦樋長 7 間　高 3 尺 5 寸横 4 尺 同国同郡同村上組
明治 3 年 用水圦樋長 6 間　高 1 尺横 5 尺 5 寸 同国富士郡西比奈村外 6 ケ村
明治 3 年 用水圦樋長 6 間　高 6 尺横 1 尺 同国同郡比奈村三組
明治 3 年 用水操抜穴長 40 間 同国同郡上下山本村
明治 4 年正月～6 月 東海道三島宿沼津宿ノ内　板橋長 36 間幅 2 間架替 同国駿東郡木瀬川村
明治 4 年 2 月～4 月 字和田川　土橋長 8 間半幅 2 間半 同国富士郡吉原宿
明治 4 年 2 月～3 月 用水路長 50 間　深 3 尺横 2 尺 同国駿東郡菅沼村
明治 4 年 2 月～6 月 用水留長 40 間　深 4 尺横 2 尺 同国同郡竈新田
明治 4 年 3 月～3 月 圦樋長 8 間　高 3 尺横 4 尺 同国安倍郡松富下組
明治 4 年 3 月～3 月 圦樋長 7 間　高 2 尺横 3 尺 同国同郡油山村

静岡県史料刊行会編『明治初期静岡県史料』第二巻（1968 年，静岡県立中央図書館葵文庫）より作成
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現
島
田
市
落
合
の
横
山
家
文
書
（
島
田
市
博
物
館
所
蔵
）
に
は
、「
水
利
御
用
会

所　

御
普
請
御
入
用
蛇
籠
竹
通
」（
明
治
三
年
一
二
月
）、「
水
利
御
用
金
貸
付
控
」

（
四
年
四
月
）、「
水
利
御
用
金
銭
出
入
帳
」（
四
年
六
月
吉
日
）、「
水
利
方
諸
色
掛
竹

会
所
日
々
請
払
万
事
日
記
」、「
水
利
方
竹
会
所
惣
太
夫
手
遣
日
記
」
と
い
っ
た
表

題
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
水
利
路
程
掛
（
水
利
郡
方
掛
）
の
存
在

と
活
動
を
前
提
に
し
な
が
ら
、「
水
利
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
用
語
が
地
域
住
民
の
中
に
ま
で
浸
透
し
た
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
民
間
の
構
想
と
藩
側
の
政
策
意
図
と
を
一
致
さ
せ
、
実
際
に
施
策
を
進

め
る
に
は
時
間
切
れ
で
あ
っ
た
。
村
々
に
基
盤
を
置
い
た
近
世
以
来
の
水
防
組
合
や

用
水
組
合
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
た
一
方
、
金
原
明
善
を
典
型
例
と
す
る
有

志
の
み
を
結
集
す
る
と
い
う
結
社
方
式
に
よ
る
新
た
な
取
り
組
み
も
、
ま
だ
始
ま
っ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た

）
71
（

。
水
利
路
程
掛
の
治
水
事
業
、
ひ
い
て
は
静
岡
藩
の
民
政
は
全

面
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
未
発
に
終
わ
っ
た
と
い
え
る
。
強
大
な
財
政
基
盤
も
、
高

度
な
技
術
力
に
も
欠
け
て
お
り
、
公
共
性
を
最
大
限
に
打
ち
出
し
大
規
模
に
治
水
を

押
し
進
め
る
べ
き
行
政
機
関
と
し
て
藩
は
あ
ま
り
に
も
非
力
で
あ
っ
た
。
為
政
者
が

担
う
「
治
水
」
と
、
地
域
や
個
人
が
行
う
「
水
防
」
と
が
完
全
に
分
離
し
、
す
べ
て

が
治
水
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
戦
後
の
現
代
的
状
況

）
72
（

は
、
こ
の

当
時
に
は
ま
だ
微
塵
も
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
農
民
た
ち
と
は
別
に
一
般
の
静
岡
藩
士
た
ち
が
住
民
の
一
員
と
し
て
水
防

活
動
に
従
事
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
史
料
が
興
味
深
い
事
実
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
原
道
蔵
・
松
岡
萬
江

抑
木
枯
山
之
儀
者
水
勢
之
妨
害
を
為
し
候
ニ
付
此
度
御
取
毀
相
成
候
ニ
付
而
者

固
よ
り
土
石
運
搬
等
衆
力
を
不
費
候
而
者
成
功
ニ
も
難
相
成
事
ニ
而
畢
竟
従
前

之
鴻
害
を
除
き
後
来
之
水
利
を
起
し
候
事
ニ
候
得
者
則
国
事
ニ
報
す
る
之
一
端

共
可
相
成
事
ニ
付
勤
番
組
当
主
并
ニ
厄
介
等
有
志
之
も
の
者
其
場
江
出
張
右
工

役
ニ
従
事
之
儀
随
意
勝
手
た
る
へ
く
候
乍
去
右
之
事
業
ニ
強
而
□
候
様
ニ
と
の

事
ニ
者
無
之
候
間
其
辺
□
取
違
無
之
様
寄
之
申
通
候
様
可
被
致
候
尤
場
所
中
之

儀
者
松
岡
萬
差
図
可
致
候
得
共
若
出
張
無
之
節
者
同
人
ニ
差
□
候
役
々
ニ
而
差

配
可
致
候
間
其
段
兼
而
相
心
得
委
細
之
儀
者
改
心
所
掛
并
大
原
道
蔵
可
被
談
候

　

右
之
通
静
岡
勤
番
組
之
頭
江
口
達
致
候
間
可
被
得
其
意
候

）
73
（

　

年
不
明
の
通
達
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
権
少
参
事
・
水
利
路
程
掛
た

る
松
岡
万
と
水
利
路
程
掛
郡
方
改
役
大
原
直
路
（
道
蔵
）
あ
て
に
藩
庁
か
ら
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
静
岡
勤
番
組
の
当
主
や
厄
介
ら
が
自
由
意
志
で
治
水
工
事
に
従

事
す
る
よ
う
に
と
の
布
達
を
下
し
た
の
で
、
そ
の
業
務
を
統
括
す
る
よ
う
に
と
の
内

容
で
あ
る
。「
国
事
」
に
報
い
る
覚
悟
で
工
事
に
従
事
す
べ
き
で
あ
る
と
の
言
辞
か

ら
は
、
農
民
任
せ
に
せ
ず
藩
士
た
ち
に
も
水
防
に
あ
た
ら
せ
よ
う
と
い
う
藩
の
姿
勢

が
見
て
取
れ
る
。
た
だ
し
、
強
制
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
藩

士
た
ち
が
実
際
に
工
事
に
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
領
主
と
領
民
が
一
体
性
を
保
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
七
〇
万
石
一

藩
だ
け
で
や
れ
る
こ
と
に
は
限
度
が
あ
る
。
明
治
三
年
一
〇
月
、
静
岡
藩
は
、
同
年

七
月
一
九
日
の
大
風
雨
で
受
け
た
四
大
河
川
の
堤
防
破
壊
距
離
（
計
七
〇
〇
四
間=

一
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
）
と
領
内
各
地
の
民
家
流
失
・
損
壊
状
況
（
計
六
九
〇
一
軒
）

の
一
覧
を
添
え
、
明
治
政
府
へ
の
助
力
を
申
請
し
た
。
そ
の
嘆
願
書
は
、
大
河
の
堤

防
普
請
に
は
と
て
も
「
藩
力
」
が
堪
え
な
い
た
め
、
一
度
は
国
役
普
請
を
認
め
ら
れ

た
も
の
の
、
そ
の
後
そ
れ
が
差
し
止
め
ら
れ
、
代
わ
り
に
五
万
両
の
拝
借
金
を
下
さ

れ
、
藩
費
も
加
え
一
八
万
両
で
工
事
を
実
施
し
た
、
し
か
し
今
回
の
被
害
で
さ
ら
な

る
堤
防
修
理
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
莫
大
な
出
費
に
藩
財
政
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な

い
、
窮
民
を
見
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
是
非
と
も
七
万
両
の
拝
借
を
お
願

い
し
た
い
と
の
内
容
だ
っ
た
。
こ
の
願
い
は
、
同
年
一
二
月
、
五
か
年
賦
返
納
に
よ

る
五
万
両
の
貸
下
げ
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ
た

）
74
（

。
自
然
の
脅
威
の
前
に
自
ら
の
限
界

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
静
岡
藩
は
、
中
央
政
府
の
力
を
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
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❺
旧
幕
臣
か
ら
の
新
た
な
土
木
官
僚
輩
出
の
揺
籃

　

前
節
で
は
、
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
が
治
水
行
政
の
実
務
・
技
術
面
に
お
い
て
は
、

旧
幕
時
代
と
比
較
し
て
格
段
の
変
化
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
し
か
し
、
❸
で
触
れ
て
お
い
た
人
的
側
面
で
の
革
新
、
す
な
わ
ち
洋
学
者

の
治
水
行
政
へ
の
参
画
は
、
何
ら
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な

が
ら
廃
藩
ま
で
の
わ
ず
か
な
期
間
で
そ
の
効
果
は
表
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ

の
後
、
人
材
が
明
治
政
府
へ
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
こ
と
で
新
た
な
展
開
が
始
ま

る
。
静
岡
藩
は
新
時
代
の
土
木
官
僚
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
り
、
水
利
路
程
掛
が
存

続
し
た
わ
ず
か
な
期
間
は
そ
の
揺
籃
期
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

水
利
路
程
掛
の
幹
部
の
一
人
、
福
岡
久
（
金
吾
・
久
右
衛
門
・
元
明
、
生
没
年
不

詳
）
は
、
も
と
も
と
天
文
方
に
勤
務
し
た
和
算
家
で
あ
り
、
長
崎
海
軍
伝
習
所
で
洋

算
と
海
軍
術
を
修
め
た
。
彼
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
水
利
路
程
掛
に
属
し
た
長
崎
海

軍
伝
習
所
出
身
者
で
あ
る
佐
々
倉
桐
太
郎
・
赤
松
則
良
と
は
違
い
、
こ
れ
ま
で
そ
の

履
歴
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
判
明
し
て
い
た
の
は
、
天
文
方
手

付
か
ら
長
崎
海
軍
伝
習
所
第
一
期
生
と
な
り
、
堀
利
煕
ら
の
樺
太
巡
検
へ
の
随
行
、

海
図
「
神
奈
川
港
図
」
の
作
成
、
尾
張
・
伊
勢
・
志
摩
沿
岸
の
測
量
、
全
国
沿
岸
測

量
実
施
の
建
白
な
ど
を
行
い
、
幕
府
海
軍
で
は
一
等
士
官
・
軍
艦
頭
取
・
軍
艦
役
に

昇
っ
た
こ
と
、
幕
府
瓦
解
後
は
駿
府
に
移
住
し
駿
河
府
中
藩
が
清
水
港
に
設
置
を
計

画
し
た
海
軍
学
校
頭
並
（
後
に
頭
）
に
任
命
さ
れ
、
同
校
が
不
発
に
終
わ
っ
た
後
は

水
利
路
程
掛
に
転
じ
た
こ
と
、
さ
ら
に
廃
藩
後
は
東
京
へ
戻
り
明
治
政
府
の
土
木

寮
・
測
量
司
な
ど
に
出
仕
し
た
こ
と
な
ど
、
断
片
的
な
経
歴
で
あ
る

）
75
（

。
そ
こ
で
、
旧

幕
時
代
ま
で
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
彼
の
履
歴
と

そ
の
家
系
が
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
を
史
料
63
と
し
て
翻
刻
・
掲
載
し
て
お
き

た
い
。

　

水
利
路
程
掛
と
し
て
の
福
岡
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
他
に
、
勝
海
舟
の
日
記
、
明
治
三
年
一
二
月
二
三
日
条
に
「
福
岡
久
、
ブ

ラ
ン
ト
ポ
ム
プ
の
事
談
ず
。
近
日
出
火
、
日
々
に
つ
い
て
な
り

）
76
（

」
と
あ
る
の
は
、
消

防
ポ
ン
プ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く
四
年
八
月
一
三
日
条
に
「
中
村
よ
り
使

い
。
ポ
ン
プ
清
水
へ
参
り
候
旨
申
し
越
す
」、
同
一
七
日
条
に
「
ポ
ン
プ
会
所
へ
遣

わ
す

）
77
（

」
と
あ
る
。
ポ
ン
プ
の
使
用
は
水
利
路
程
掛
の
業
務
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
明
治
政
府
出
仕
後
も
土
木
関
係
の
役
職

に
就
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
静
岡
藩
時
代
に
お
い
て
も
彼
の
先
導
性
を
見
出
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
史
料
不
足
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
静
岡
藩
に
お
い
て
技
術
系
の
仕
事
に
携

わ
っ
た
旧
幕
府
海
軍
士
官
の
例
と
し
て
は
、
明
治
天
皇
の
東
幸
に
際
し
て
富
士
川
の

船
橋
架
設
を
担
当
し
た
布
施
鉉
吉
郎
が
い
る
。
当
時
木
版
で
発
行
さ
れ
た
「
明
治

元
年
辰
九
月
東
海
道
富
士
川
船
橋
四
百
分
一
之
略
図
」
と
い
う
図
に
、「
船
橋
御
掛

り
御
役
人
」
八
名
の
筆
頭
に
彼
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
78
（

。
他
の
七
名
は
地

方
役
の
者
た
ち
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
大
工
棟
梁
」
一
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
布
施

は
、
御
軍
艦
組
勤
方
・
御
軍
艦
組
三
等
勤
方
な
ど
を
つ
と
め
、
幕
府
の
造
船
機
械
発

注
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
た
経
験
も
も
っ
て
い
た
。
幕
府
瓦
解
後
に
軍
艦

役
並
蒸
気
役
一
等
と
な
り
、
静
岡
藩
で
は
海
軍
学
校
取
締
役
・
運
送
方
取
締
役
を
つ

と
め
た
。
大
工
棟
梁
と
し
て
記
さ
れ
た
鈴
木
長
吉
と
は
、
伊
豆
河
津
の
船
大
工
か
ら

咸
臨
丸
乗
組
員
と
な
り
、
幕
府
海
軍
の
御
船
附
大
工
職
に
採
用
、
千
代
田
形
の
建
造

に
携
わ
っ
た
人
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
架
橋
の
仕
事
は
海
軍
の
技
術
や
洋
学
の
知
識

を
民
政
に
応
用
す
る
機
会
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
布
施
・
鈴
木
と
も
水
利
路

程
掛
に
関
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

む
し
ろ
後
に
与
え
た
影
響
と
い
う
点
で
は
、
水
利
路
程
掛
を
短
期
間
で
辞
し
た
赤

松
則
良
（
大
三
郎
）
の
ほ
う
が
顕
著
な
足
跡
を
残
し
た
と
い
え
る
。
赤
松
が
水
利
路

程
掛
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
も
、
結
局
は
沼
津
兵
学
校
教
授
と
の
兼
務
が
難
し
く
、
辞

任
し
た
経
過
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
日
記
の
記
述
か
ら
判
明
す
る
。
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明
治
元
年
12
月
「
十
二
月
十
四
日
綾
雄
殿
よ
り
達
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

赤
松
大
三
郎
江

水
路
為
見
分
府
中
表
迄
被
差
遣
候
間
早
々
出
立
可
致
候
」

12
月
24
日
「
府
中
発
足
清
水
湊
巡
見
廿
六
日
帰
宅
ス
」

明
治
2
年
5
月
19
日
「
万
野
原
土
着
地
用
水
之
事
并
吉
原
湊
小
須
港
浪
除
土
堤

普
請
ニ
付
可
否
見
分
致
呉
候
様
阿
部
よ
り
頼
ニ
付
罷
越
可
申
旨
差
置
」

5
月
22
日
「
万
野
原
江
着
見
分
」

5
月
24
日
「
吉
原
宿
江
泊　

翌
廿
五
日
上
條
元
之
輔
地
方
役
鈴
木
孫
四
郎
召
連

小
須
港
見
分
」

7
月
12
日
「
内
房
山
石
炭
見
出
之
場
見
分
ニ
行
」

7
月
13
日
「
大
風
雨
ニ
而
小
須
港
土
手
浪
除
ケ
大
破
」

8
月
19
日
「
大
野
新
田
之
名
主
来
る
吉
原
湊
水
門
之
取
建
方
ニ
付
策
を
乞
ふ
」

8
月
20
日
「
朝
荒
増
図
に
し
て
遣
ス
」

9
月
6
日
「
鈴
木
香
峯
并
今
泉
依
田
橋
村
名
主
等
来
ル
小
須
港
波
除
普
請
願
候

一
条
九
月
十
九
日
附
之
書
状
ニ
而
静
岡
服
部
戸
川
よ
り
申
談
度
有
之
ニ
付
出
張

可
致
趣
申
越
是
者
多
分
水
利
の
一
条
た
る
へ
し　

右
の
義
ニ
就
而
者
万
事
委
任

有
之
候
哉
又
者
是
迄
之
通
一
等
教
授
方
よ
り
被
雇
出
役
ニ
而
御
普
請
惣
御
入
用

之
三
分
丈
ケ
出
役
料
と
し
て
被
下
候
哉
右
二
条
の
約
速
ニ
而
御
受
可
致
左
も
無

之
艘
ハ
ヽ
是
迄
之
通
ニ
而
掛
リ
御
免
可
相
願
積
リ
決
ス
」

10
月
8
日
「
静
岡
表
江
行
十
日
政
事
庁
江
出
水
利
路
程
掛
之
義
御
免
を
願
其
主

意
は
以
来　

御
一
変
充
分
御
世
話
可
有
之
に
於
て
は
水
利
掛
定
額
御　

掛
り

役
々
御
減
し
頭
壱
人
調
役
七
八
人
同
下
役
十
六
七
人
に
な
し
被
下
候
ハ
ヽ
勉
強

　

勤
可
申
只
今
迄
之
処
ニ
而
者
頭
取
候
者
四
人
に
て
全
く
余
慶
ニ
有
之
且
目
論

見
等
は
右
之
通
り
下
役
よ
り
取
定
差
出
候
義
ニ
而
頭
取
候
者
は
小
印
を
押
し
候

段
の
如
く
候
然
る
に
四
人
頭
を
並
へ
居
候
処
江
某
壱
人
を
相
増
候
へ
者
頭
分
五

人
と
成
莫
大
を
俸
を
拝
領
し
本
意
ニ
無
之
旨
也

）
79
（

」

　

赤
松
は
、
水
利
路
程
掛
を
拝
命
す
る
明
治
二
年
二
月
よ
り
も
以
前
、
元
年
一
二
月

に
は
す
で
に
水
路
の
見
分
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
翌
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
吉
原
湊

の
水
門
設
置
、
小
須
湊
の
潮
除
土
手
の
普
請
、
士
族
集
団
土
着
地
で
あ
る
富
士
郡
大

宮
町
（
現
富
士
宮
市
）
万
野
原
の
用
水
敷
設
な
ど
に
つ
い
て
実
地
調
査
を
行
い
、
関

係
す
る
宿
村
の
名
主
た
ち
と
も
会
談
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
か
ね
が
ね
藩
内
の
冗
員

削
減
を
唱
え
て
い
た
彼
と
し
て
は
、
下
役
た
ち
が
提
出
し
た
目
論
見
帳
等
に
押
印
す

る
程
度
の
役
割
で
あ
る
水
利
路
程
掛
ト
ッ
プ
に
五
名
は
多
す
ぎ
、
自
ら
が
そ
の
一

人
と
し
て
名
を
連
ね
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
主
張
、
二
年
一
〇
月
に
は
辞
任
を

申
し
出
た
の
で
あ
る
。
彼
を
除
く
水
利
路
程
掛
の
ト
ッ
プ
四
名
と
は
、
川
上
・
佐
々

倉
・
福
岡
・
根
立
の
こ
と
で
あ
る
が
、
佐
々
倉
・
福
岡
と
は
同
じ
旧
幕
府
海
軍
出
身

で
は
あ
っ
て
も
、
一
人
赤
松
だ
け
は
す
で
に
沼
津
で
の
陸
軍
士
官
養
成
の
仕
事
に
自

身
の
能
力
の
発
揮
場
所
を
移
し
て
い
た
た
め
、
二
足
の
草
鞋
を
履
く
こ
と
は
無
理

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
赤
松
は
明
治
政
府
の
海
軍
に
出
仕
し
た
後
の
明
治
四
年

時
点
で
も
、「
土
木
頭
と
文
部
の
教
官
は
僕
の
望
む
処
ニ
御
座
候

）
80
（

」
と
述
べ
、
土
木

部
門
の
官
庁
へ
の
転
任
希
望
を
持
っ
て
お
り
、
水
利
・
土
木
の
仕
事
に
対
す
る
執
着

を
持
ち
続
け
た
ら
し
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
赤
松
が
藩
当
局
か
ら
買
わ
れ
た
理
由
は
、
彼
が
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
派
遣

留
学
生
と
し
て
同
地
で
学
ん
だ
内
容
に
あ
っ
た
。
彼
は
、「
此
地
で
は
造
船
学
研
究

の
余
力
で
工
学
博
士
フ
ハ
ン
デ
ル
マ
ー
テ
に
就
い
て
土
木
・
水
利
・
建
築
等
の
諸
学

科
を
兼
修
し
た

）
81
（

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
海
軍
士
官
と
し
て
造
船
技
術
を
研
修
し
た
の

み
な
ら
ず
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
は
土
木
・
水
利
・
建
築
な
ど
の
工
学
一
般
に
つ
い

て
も
学
ん
だ
と
い
う
、
当
時
の
日
本
国
内
に
は
稀
有
な
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
頭
脳
を

活
用
し
な
い
手
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
藩
幹
部
が
彼
を
し
て
領
内
の
治
水
行
政
に

あ
た
ら
せ
よ
う
と
考
え
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　

赤
松
の
オ
ラ
ン
ダ
仕
込
み
に
よ
る
土
木
・
水
利
の
知
識
は
実
務
面
で
は
実
現
し
な

か
っ
た
が
、
彼
が
本
務
と
し
て
取
り
組
ん
だ
教
育
の
中
で
は
そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
奉
職
し
た
沼
津
兵
学
校
で
は
、
規
則
書
「
徳
川
家
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兵
学
校
掟
書
」（
明
治
元
年
一
二
月
制
定
）
の
中
で
規
定
さ
れ
た
学
科
に
、「
築
造
学
」

「
橋
梁
」、「
水
理
学
」「
道
路
」「
橋　

水
道
」
と
い
っ
た
も
の
が
盛
り
込
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
本
業
生
（
専
門
課
程
）
の
築
造
科
（
工
兵
科
）
で
修
め
る
べ
き
と

さ
れ
た
科
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
年
四
月
に
起
草
さ
れ
た
「
徳
川
家
沼
津
学
校
追

加
掟
書
」
は
、
既
設
の
兵
学
科
（
兵
学
校
）
に
加
え
文
学
科
（
政
律
科
・
史
道
科
・

医
科
・
利
用
科
の
四
科
か
ら
成
る
）
を
新
設
し
、
藩
の
文
官
を
養
成
す
る
と
い
う
方

針
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
条
文
が
設
け

ら
れ
、
利
用
科
に
お
い
て
は
後
の
工
学
部
・
農
学
部
で
の
教
育
機
能
に
相
当
す
る
技

術
者
の
育
成
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

第
六
条　

利
用
之
科
は
富
国
之
源
を
開
き
民
生
を
厚
う
す
る
の
根
本
に
し
て
総

而
土
木
之
功
器
械
之
製
よ
り
水
利
礦
山
樹
芸
農
耕
等
之
事
を
司
り
候
人
材
を
致

教
育
候
事

第
廿
六
条　

利
用
科
之
本
業
科
目
は
左
之
通
り
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
略
）

第
廿
七
条　

利
用
科
之
内
ニ
而
土
木
器
械
之
事
ニ
関
り
候
者
は
器
械
学
を
主
と

し
礦
山
農
耕
等
ニ
関
り
候
者
は
化
学
を
主
と
致
候
事
各
当
人
之
志
願
ニ
任
候
義

ニ
有
之
候
得
共
偏
廃
不
相
成
候
様
可
致
候
事

第
三
十
一
条　

利
用
科
之
本
業
生
は
御
領
内
大
工
作
土
木
等
之
事
有
之
候
節
は

学
校
頭
取
よ
り
添
翰
を
以
て
実
地
修
業
之
為
見
分
罷
越
候
義
被
相
許
候
事

）
82
（

　

と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
経
験
を
持
つ
沼
津
兵
学
校
頭
取
西
周
と
赤
松
と

は
、
互
い
の
文
系
・
理
系
の
専
門
知
識
を
突
き
合
わ
せ
、
こ
の
「
追
加
掟
書
」
を
作

成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
実
際
に
は
沼
津
兵
学
校
に
文
学
科
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
追

加
掟
書
」
は
幻
に
終
わ
っ
た
。
ま
た
、
既
設
の
兵
学
科
に
お
い
て
も
、
資
業
生
（
基

礎
課
程
）
か
ら
本
業
生
に
進
級
す
る
前
に
学
校
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
水

理
学
な
ど
を
本
格
的
に
学
ん
だ
生
徒
は
出
な
か
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
沼
津
兵
学
校
の
生
徒
た
ち
が
、
赤
松
ら
が
作
り
上
げ
た
学
校
の
中
で
、

科
学
技
術
の
基
礎
と
し
て
の
数
学
・
実
地
測
量
な
ど
を
み
っ
ち
り
と
仕
込
ま
れ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
、
沼
津
兵
学
校
資
業
生
か
ら
は
石
橋
絢
彦
、
同
附
属
小

学
校
生
徒
か
ら
は
田
辺
朔
郎
・
小
田
川
全
之
ら
が
工
部
大
学
校
の
土
木
科
へ
と
進
学

し
、
高
度
の
専
門
教
育
を
受
け
た
技
術
者
・
工
学
者
と
な
っ
た
。
偶
然
か
そ
れ
と
も

意
図
し
た
の
か
、
福
岡
久
の
息
子
福
岡
伸
郎
も
沼
津
兵
学
校
第
三
期
資
業
生
と
な
っ

て
い
た

）
83
（

。

　

ま
た
、
治
水
・
水
利
・
土
木
な
ど
に
関
わ
る
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の

他
の
中
級
・
下
級
技
師
と
し
て
は
、
史
料
64
と
し
て
大
蔵
省
土
木
寮
十
二
等
出
仕
在

職
中
の
日
記
「
官
途
日
録
」（
明
治
六
年
四
月
一
五
日
〜
一
〇
月
一
三
日
）
を
翻
刻
・

紹
介
し
た
大
川
通
久
（
沼
津
兵
学
校
第
二
期
資
業
生
）
が
い
る
。
彼
は
土
木
技
術
者

と
い
う
よ
り
も
測
量
技
師
で
あ
っ
た
が
、
明
治
政
府
の
治
水
行
政
の
一
端
に
携
わ
っ

た
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
日
記
に
は
、
上
司
で
あ
る
「
福
岡
先

生
」
こ
と
福
岡
久
を
は
じ
め
、「
浅
野
先
生
」
こ
と
浅
野
永
好
（
沼
津
兵
学
校
教
授

↓
民
部
省
土
木
司
権
少
佑
↓
大
蔵
省
土
木
寮
権
中
属
↓
内
務
省
地
理
局
三
等
属
）、

「
伊
藤
氏
」
こ
と
伊
藤
鉞
五
郎
（
箱
館
戦
争
参
加
↓
土
木
寮
下
工
生
↓
内
務
省
地
理

局
六
等
属
）
ら
の
名
前
も
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
旧
幕
臣
・
静
岡
藩
士
た
ち
が
獲

得
し
た
能
力
を
活
か
し
つ
つ
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
が
末
端
レ
ベ
ル

で
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う

）
84
（

。
こ
の
時
の
大
川
ら
の
作
業
は
、
そ
の
後
に
開
始

さ
れ
た
お
雇
い
オ
ラ
ン
ダ
人
技
術
者
デ
レ
ー
ケ
ら
に
よ
る
木
曽
川
改
修
工
事
の
準
備

段
階
で
の
測
量
調
査
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
に
三
〇
〇
〇
分
の
一
実
測
図
と
し
て
完
成
し
た
よ
う
で
あ
る

）
85
（

。

　

大
川
の
「
官
途
日
録
」
に
同
僚
と
し
て
登
場
す
る
「
矢
橋
氏
」
こ
と
矢
橋
裕
は
、

沼
津
兵
学
校
第
一
期
資
業
生
の
出
身
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
〇

月
に
明
治
政
府
に
雇
用
さ
れ
、
淀
川
改
修
の
設
計
を
担
当
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
お
雇

い
技
師
エ
ッ
セ
ル
は
、
回
想
録
の
中
で
「
こ
の
仕
事
を
推
し
進
め
る
に
あ
た
っ
て

我
々
の
助
手
を
務
め
、
同
時
に
我
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
仕
事
を
学
び
取
れ
る
よ
う
に
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と
、
我
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
2
名
の
日
本
人
の
若
者
が
つ
け
ら
れ
た
。
私
に
割
当
て

ら
れ
た
青
年
は
、
矢
橋
と
島
津
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た

）
86
（

」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ

の
矢
橋
こ
そ
矢
橋
裕
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
島
津
は
島
津
定
業
の
こ
と
で
あ
り
、
や

は
り
静
岡
県
士
族
す
な
わ
ち
旧
幕
臣
で
あ
る
。
内
務
省
土
木
寮
十
級
出
仕
（
明
治

九
年
時
点
）、
内
務
省
土
木
局
七
等
属
（
一
三
年
時
点
）
な
ど
を
歴
任
し
た
矢
橋
に

は
、『
土
木
工
学
応
用
動
水
篇
』（
一
八
九
六
年
、
長
野
県
櫛
谷
国
松
編
集
・
発
行
）

と
い
う
口
述
書
が
あ
る
ほ
か
、
そ
の
後
の
履
歴
は
不
詳
な
が
ら
、
大
阪
築
港
事
務

所
な
ど
に
勤
務
し
土
木
・
水
利
関
係
の
仕
事
を
続
け
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら

に
付
け
加
え
れ
ば
、
矢
橋
の
沼
津
兵
学
校
の
同
期
生
西
尾
政
典
も
内
務
省
土
木
局

御
用
掛
を
つ
と
め
た
人
で
あ
り
、『
理
論
及
実
用
桁
構
新
書
』（
第
一
回
〜
第
四
回

／
四
冊
、
一
九
〇
一
年
刊
）
と
い
う
訳
書
を
残
し
て
い
る
。「
官
途
日
録
」
に
は
登

場
し
な
い
も
の
の
、
同
時
期
に
同
様
の
業
務
に
従
事
し
た
同
僚
か
つ
沼
津
兵
学
校

出
身
者
と
し
て
、
鈴
木
重
固
（
沼
津
兵
学
校
三
等
教
授
並
↓
民
部
省
土
木
権
少
佑

准
席
↓
大
蔵
省
土
木
寮
十
二
等
出
仕
↓
土
木
寮
補
下
工
生
↓
内
務
省
測
量
司
一
等

少
技
手
）
も
い
た

）
87
（

。

　

水
利
路
程
掛
と
な
っ
た
福
岡
・
佐
々
倉
・
赤
松
ら
は
い
ず
れ
も
旧
幕
府
海
軍
出

身
者
で
あ
り
、
海
軍
系
の
技
術
力
が
治
水
技
術
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
と

い
え
る
が

）
88
（

、
一
方
の
旧
幕
府
陸
軍
か
ら
も
静
岡
藩
に
お
い
て
水
を
め
ぐ
る
技
術
分

野
の
仕
事
に
従
事
し
た
者
が
輩
出
し
て
い
る
。
幕
府
陸
軍
で
撒
兵
差
図
役
下
役
旗

役
兼
勤
や
「
砲
兵
護
衛
兼
土
工
心
得
」
を
つ
と
め
た
石
塚
周
則
（
又
一
郎
）
は
、

維
新
後
は
駿
河
国
田
中
（
現
藤
枝
市
）
に
移
住
し
、「
生
育
方
兼
作
事
方
主
任
」
を

命
じ
ら
れ
た
（
明
治
三
年
時
点
で
は
田
中
勤
番
組
支
配
世
話
役
）。
も
と
も
と
「
建

築
規
矩
術
」
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
士
居
住
地
の
地
割
の
た
め
測
量
を
行

い
、
山
林
か
ら
建
築
用
材
を
伐
り
出
し
た
ほ
か
、
志
太
郡
益
津
村
青
池
を
源
と
す

る
数
十
町
に
及
ぶ
伏
樋
を
敷
設
、
田
中
城
内
外
の
飲
用
水
確
保
に
成
功
し
た
。
廃

藩
後
は
上
京
し
、
宮
内
省
内
匠
寮
十
五
等
出
仕
を
拝
命
、
以
後
も
建
築
関
係
の
仕

事
に
携
わ
っ
た
と
い
う

）
89
（

。
石
塚
は
水
利
路
程
掛
に
属
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

仕
事
は
静
岡
藩
に
お
け
る
組
織
・
業
務
の
未
分
化
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
後
の
履
歴
は
、
明
治
政
府
の
中
で
も
民
生
部
門
の
技
術
者
と
し
て

生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
陸
軍
系
旧
幕
臣
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
工
棟
梁
と
し
て
代
々
幕
府
に
仕
え
た
家
に
生
ま
れ
た
加
藤
秀
寿
は
、

幕
末
の
工
兵
差
図
役
を
経
て
、
維
新
後
は
鳥
取
・
新
治
・
茨
城
・
静
岡
の
諸
県
で

官
吏
を
つ
と
め
、
茨
城
県
で
は
土
木
課
長
を
任
さ
れ
、
吉
田
用
水
航
路
運
河
開
鑿

を
担
当
す
る
な
ど
、
土
木
営
繕
を
専
門
と
し
た

）
90
（

。
同
じ
く
幕
府
の
大
工
棟
梁
か
ら

工
兵
士
官
に
転
じ
た
黒
沢
敬
徳
（
吉
太
郎
）
は
、
維
新
後
は
新
政
府
に
出
仕
し
土

木
大
令
史
・
内
務
一
等
属
な
ど
を
歴
任
し
、
宮
城
県
で
野
蒜
港
建
設
を
担
当
し
た

）
91
（

。

加
藤
・
黒
沢
と
も
静
岡
藩
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
旧
幕
府
陸
軍
系
の

土
木
技
術
者
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
他
、
幕
府
普
請
役
や
静
岡
藩
水
利
路
程
掛
か
ら
明
治
の
中
央
省
庁
や
府
県

で
土
木
・
治
水
関
係
の
同
様
の
仕
事
を
続
け
た
者
た
ち
に
つ
い
て
は
、
表
1
の
「
そ

の
後
の
履
歴
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
静
岡
藩
廃
止
後
も
そ
の
直
接
的
な
後
身
で
あ

る
静
岡
県
・
浜
松
県
で
治
水
関
係
の
仕
事
を
継
続
し
た
水
利
郡
方
掛
出
身
者
と
し

て
明
確
な
の
は
、
表
1
に
み
る
よ
う
に
荻
野
可
孝
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、

履
歴
書
の
具
体
例
と
し
て
は
、
史
料
58
、
59
、
60
、
61
、
62
と
し
て
松
岡
万
、
川
上

綏
之
、
上
条
俊
方
、
小
池
久
以
、
米
倉
可
直
（
幸
五
郎
）
の
も
の
を
掲
げ
て
お
い

た
。
た
だ
し
、
松
岡
と
服
部
に
つ
い
て
は
静
岡
県
・
東
京
府
な
ど
で
の
業
務
内
容
は

不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
米
倉
は
、
父
幸
内
が
幕
府
普
請
役
元
〆
で
あ
り
、
自
身
も
普

請
役
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
静
岡
藩
時
代
に
は
水
利
路
程
掛
に
属
さ
ず
、
公
用
掛
公
用

方
下
役
を
つ
と
め
、
新
政
府
出
仕
後
に
土
木
の
仕
事
に
復
帰
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
）
92
（

。
長
崎
海
軍
伝
習
所
出
身
の
浦
賀
奉
行
所
同
心
土
屋
忠
次
郎
に
測
量
術
を
学
び
、

静
岡
県
の
土
木
課
・
租
税
課
・
治
水
課
な
ど
で
職
を
奉
じ
て
社
山
用
水
や
牧
野
原

疎
水
工
事
に
携
わ
っ
た
山
本
正
至

）
93
（

も
、
水
利
路
程
掛
と
は
無
関
係
な
が
ら
後
に
治

水
分
野
で
仕
事
を
残
し
た
旧
幕
臣
で
あ
る
。
権
少
参
事
と
し
て
水
利
路
程
掛
の
幹

部
の
一
人
で
あ
っ
た
根
立
盧
水
に
つ
い
て
は
、
民
部
省
地
理
権
正
杉
浦
譲
の
日
記
・
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明
治
四
年
正
月
二
三
日
条
に
「
以
根
立
氏
為
地
理
権
大
佑
、
真
中
少
佑
来
謁

）
94
（

」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
民
部
省
地
理
寮
へ
の
登
用
が
検
討
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後

の
動
向
は
不
明
で
あ
る
。

　

沼
津
兵
学
校
を
代
表
格
と
す
る
旧
幕
臣
・
静
岡
藩
士
の
洋
学
系
人
材
群
に
つ
い
て

は
、
同
時
代
の
他
藩
か
ら
も
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
明
治
新
政
府
が
積
極

的
に
活
用
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
史
料
42
と
し
て
掲
載

し
た
、
鹿
児
島
藩
士
市
来
四
郎
に
よ
る
「
産
業
教
授
局
」
の
教
官
と
し
て
採
用
す
べ

し
と
い
う
建
白
書
で
あ
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
水
利
路
程
掛
の
一
員
で
あ
る

上
条
俊
方
（
元
平
）
の
名
が
「
本
邦
水
利
学
」
を
得
意
分
野
と
す
る
人
物
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

）
95
（

。
市
来
が
考
え
た
産
業
教
授
局
と
は
、
殖
産
興
業
を
目
的

に
「
諸
工
芸
或
農
耕
・
水
利
・
堤
防
・
租
税
」
な
ど
に
資
す
る
教
育
機
関
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
に
水
利
・
治
水
の
技
術
は
欠
か
せ
な
い
分
野
と
み
な
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
た
だ
し
、「
本
邦
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
条
は
そ
の
履
歴
か
ら
し
て
洋

学
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
治
水
技
術
の
伝
承
者
と
し
て
評
価
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
60
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
彼
は
大
蔵
省

の
徴
税
部
門
の
一
官
吏
で
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
。

　

先
学
は
、
近
世
に
お
け
る
治
水
技
術
に
つ
い
て
、「
治
水
工
法
の
認
識
は
領
主
側

と
し
て
も
上
層
役
人
や
儒
者
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
農
民
支
配
の
実
務
（
こ

れ
を
「
地
方
の
業
」
と
い
う
）
に
た
ず
さ
わ
る
代
官
以
下
の
知
識
と
な
っ
て
い
る

）
96
（

」

と
述
べ
、
そ
の
学
問
と
し
て
の
限
界
性
を
指
摘
し
た
が
、
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
や

沼
津
兵
学
校
の
試
み
は
、「
地
方
の
業
」
と
洋
学
と
が
結
び
付
く
こ
と
で
、
そ
の
近

代
的
な
学
問
へ
の
発
展
の
可
能
性
を
示
し
た
と
い
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
伝
統

的
な
技
術
は
、
数
学
化=

規
格
化
・
定
量
化
に
よ
っ
て
経
験
的
・
秘
伝
的
性
格
か

ら
解
放
さ
れ
普
遍
性
を
具
備
す
る
こ
と
で
、近
代
工
学
と
い
う
学
問
に
昇
華
し
た
が
、

そ
れ
は
た
か
だ
か
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
創
設
さ
れ
た
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
以

降
の
こ
と
で
あ
っ
た

）
97
（

。

お
わ
り
に

　

現
代
に
お
い
て
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
に
相
当
す
る
の
は
、
県
庁
や
市
役
所
の
土

木
建
築
関
係
の
部
課
に
勤
務
す
る
技
術
公
務
員
で
あ
ろ
う
。
技
術
公
務
員
に
は
、
行

政
執
行
者
（
規
制
・
許
認
可
な
ど
）、
政
策
立
案
者
、
土
木
イ
ン
フ
ラ
管
理
者
、
土

木
プ
ロ
（
技
術
管
理
・
人
材
育
成
）
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
役
割
は
、

測
量
・
設
計
な
ど
を
自
ら
行
う
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
イ
ン
ハ
ウ
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
↓
外
注
・

育
成
・
指
導
な
ど
を
行
う
監
督
↓
全
体
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
と
い
う
変
化
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う

）
98
（

。

　

近
世
に
お
い
て
武
士
身
分
が
担
っ
た
幕
府
普
請
役
の
場
合
、
自
ら
が
技
術
者
で
あ

る
場
合
と
監
督
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
と
が
混
在
し
て
い
た
よ
う
に
思

う
。
一
方
、
明
治
以
降
に
は
、
近
代
的
な
科
学
技
術
教
育
を
前
提
に
、
上
級
か
ら
下

級
に
至
る
層
の
厚
い
人
材
が
育
成
さ
れ
、
ま
た
、
純
粋
な
技
術
者
と
そ
こ
か
ら
派
生

し
た
技
術
官
僚
と
が
並
び
立
つ
こ
と
で
、
政
策
レ
ベ
ル
か
ら
も
実
務
レ
ベ
ル
か
ら
も

行
政
を
推
進
し
た
。
静
岡
藩
の
水
利
路
程
掛
は
、
近
世
的
な
存
在
と
近
代
を
先
取
り

す
る
よ
う
な
存
在
と
を
併
せ
用
い
る
こ
と
で
新
た
な
土
木
行
政
を
推
進
し
よ
う
と
し

た
形
跡
は
あ
っ
た
も
の
の
、
人
材
の
採
用
・
育
成
、
技
術
の
革
新
な
ど
を
全
面
展
開

す
る
に
至
ら
ず
、
治
水
行
政
の
近
代
化
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。

　

む
し
ろ
、
旧
幕
・
旧
藩
時
代
に
普
請
役
・
水
利
路
程
掛
と
し
て
の
実
務
を
経
験
す

る
こ
と
な
く
、
沼
津
兵
学
校
な
ど
で
い
ち
早
く
近
代
教
育
の
洗
礼
を
受
け
た
者
が
、

明
治
政
府
へ
参
入
し
た
後
に
活
用
、
再
教
育
を
ほ
ど
こ
さ
れ
、
新
時
代
の
技
術
者
・

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
（
技
術
官
僚
）
と
し
て
の
成
長
を
見
せ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

行
政
機
構
の
整
備
、
あ
る
い
は
帝
国
大
学
に
よ
る
官
吏
養
成
と
官
僚
制
度
の
確
立
は

一
八
八
〇
年
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
早
す
ぎ
た
存
在
で
あ
る

旧
幕
臣
出
身
技
術
者
が
明
治
政
府
の
中
で
果
た
し
た
役
割
は
過
渡
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
若
い
世
代
、
父
が
幕
臣
だ
っ
た
と
い
う
者
の
中
に
は
、
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工
部
大
学
校
の
土
木
科
を
卒
業
し
た
技
術
エ
リ
ー
ト
も
見
受
け
ら
れ
る
が
（
石
橋
絢

彦
・
太
田
六
郎
・
田
辺
朔
郎
・
小
田
川
全
之
・
渡
辺
嘉
一
・
古
川
阪
次
郎
な
ど
）、

そ
れ
は
本
人
や
父
た
ち
の
旧
幕
・
旧
藩
時
代
の
履
歴
な
ど
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

静
岡
藩
水
利
路
程
掛
の
幹
部
か
ら
大
蔵
省
土
木
寮
・
内
務
省
地
理
寮
な
ど
に
入
り
、

そ
こ
で
そ
れ
な
り
の
地
位
に
就
け
た
の
は
福
岡
久
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
も
旧
幕

時
代
に
は
治
水
の
専
門
家
で
は
な
く
海
軍
士
官
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
近
世
的
な
治
水

技
術
の
継
承
者
と
し
て
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

　

勝
海
舟
は
晩
年
、
静
岡
藩
時
代
の
こ
と
を
含
め
、
治
水
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

語
っ
た
と
い
う
。

（
中
略
）先
生
は
晩
年
、静
岡
県
の
治
水
事
業
に
就
い
て
慨
然
と
し
て
語
る
ら
く
。

其
国
を
駿
河
と
呼
ぶ
、河
流
の
激
駿
な
る
は
言
を
俟
た
ず
（
中
略
）
駿
遠
の
地
、

洪
水
多
く
、
人
民
治
水
の
策
に
窮
し
政
府
に
向
つ
て
其
費
用
を
仰
が
ん
と
す
る

は
是
非
も
な
し
。
さ
れ
ど
区
々
た
る
河
身
工
事
を
以
て
治
水
の
大
計
と
な
す
は

愚
も
亦
甚
だ
し
、
只
だ
能
く
天
然
の
地
勢
に
従
つ
て
水
を
治
め
、
天
然
の
法
則

を
詳
か
に
し
て
百
年
の
大
計
を
定
め
ざ
れ
ば
仮
令
、
幾
重
の
鉄
堤
を
築
く
も
能

く
水
害
を
避
く
る
能
は
ざ
る
也
。
則
ち
水
源
の
山
林
を
繁
殖
せ
し
め
、
水
流
に

逆
ふ
こ
と
無
く
し
て
堤
防
を
築
き
、
下
流
の
新
田
新
地
を
増
設
す
る
こ
と
を
禁

じ
、
適
宜
に
水
流
を
自
由
な
ら
し
む
る
よ
り
外
な
き
也
。
彼
の
数
町
の
新
地
を

得
ん
が
為
に
下
流
を
狭
く
し
、
却
つ
て
萬
頃
の
沃
野
を
水
底
に
没
す
る
が
如
き

は
愚
の
極
な
り
と
謂
ふ
べ
し
、
余
が
静
岡
に
在
る
日
は
自
ら
草
鞋
を
穿
ち
、
自

製
の
測
量
器
を
携
へ
て
沿
川
の
地
を
跋
渉
し
、
古
老
を
訪
ふ
て
治
水
上
の
経
歴

方
案
を
問
ひ
、
以
て
聊
か
得
る
所
あ
り
た
り
。
今
の
土
木
技
師
な
ど
云
ふ
者
は

毫
も
是
等
の
事
を
知
ら
ず
し
て
只
だ
堤
防
に
一
任
せ
ん
と
し
築
い
て
は
壊
さ
れ

築
い
て
は
壊
さ
れ
多
額
の
金
を
濁
流
の
裡
に
抛
り
込
み
居
る
は
笑
止
千
万
の
こ

と
也
云

）々
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こ
れ
は
、
西
洋
起
源
の
近
代
土
木
技
術
を
否
定
し
、
近
世
以
前
の
日
本
人
の
知
恵

を
讃
え
た
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
高
水
工
事
（
連
続
堤
防
に
よ
っ
て
川
を
し

め
切
り
、
降
水
を
一
刻
も
早
く
川
に
集
め
て
海
へ
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
方
式
）
よ

り
も
、
低
水
工
事
（
降
っ
た
雨
を
可
能
な
限
り
土
に
返
し
、
洪
水
を
我
慢
し
て
も
と

も
か
く
も
川
の
ゆ
る
や
か
さ
を
確
保
し
て
、
水
を
利
用
し
た
い
と
い
う
方
式
）
の
ほ

う
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勝
は
、
西
洋
近
代
の
科
学
技
術
を
い
ち
早
く
学
ん

だ
旧
幕
府
海
軍
の
指
導
者
だ
っ
た
が
、そ
の
後
の
近
代
日
本
、そ
し
て
現
代
の
「
ス
ー

パ
ー
堤
防
」
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
長
大
な
堤
防
に
よ
っ
て
洪
水
を
封
じ
込

め
る
と
い
う
方
式
、
い
わ
ば
科
学
技
術
は
自
然
を
完
全
に
征
服
で
き
る
と
い
う
考
え

方
に
は
与
し
て
い
な
い
。
治
水
思
想
に
お
け
る
「
近
代
」
は
、
決
し
て
自
明
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
洋
近
代
の
治
水
工
法
の
中
に
も
、
舟
運
重
視
か
鉄
道
重
視
か
、
中
小
洪
水
対
策

か
大
洪
水
対
策
か
と
い
っ
た
目
的
の
違
い
な
ど
が
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
、

リ
ン
ド
ウ
、
エ
ッ
セ
ル
、
デ
・
レ
ー
ケ
ら
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
お
雇
い
外
国
人
技
師
た

ち
は
水
運
を
利
用
す
る
た
め
の
低
水
工
事
を
重
視
し
て
お
り
、
む
し
ろ
高
水
工
事
は

彼
ら
が
去
っ
た
後
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
の
河
川
法
成
立
を
画
期
と
し
て
日

本
人
技
術
者
た
ち
に
よ
っ
て
本
格
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

個
人
の
勘
や
経
験
だ
け
に
頼
ら
な
い
客
観
的
な
デ
ー
タ
や
科
学
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ

れ
た
西
洋
の
技
術
が
明
治
初
年
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
榎
本
武

揚
ら
幕
府
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
の
存
在
を
前
提
に
す
る
と
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

の
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
招
聘
に
は
「
旧
幕
府
系
技
術
官
僚
の
人
脈
が
ほ
の
見
え
る

）
100
（

」

と
も
さ
れ
る
が
、
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
た
ぶ
ん
同
じ
幕
府
海
軍
出
身
者
で
あ
っ

て
も
、
勝
以
上
に
伝
統
か
ら
の
離
脱
傾
向
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
福
岡
久
や
赤
松
則

良
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
近
代
的
治
水
技
術
と
そ
の
理
念
を
よ
り
一
層

信
奉
し
た
と
思
わ
れ
る
。
勝
の
考
え
方
が
旧
幕
時
代
の
一
般
的
な
治
水
思
想
や
幕
府

普
請
役
た
ち
の
立
場
を
代
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
西
洋
化=

近
代

化
へ
の
構
え
は
、
旧
幕
臣
ま
し
て
や
洋
学
系
知
識
人
の
中
に
お
い
て
さ
え
決
し
て
一

様
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
過
渡
期
に
あ
っ
た
静
岡
藩
水
利
路
程
掛
と

そ
の
活
動
の
中
に
は
、
西
洋
近
代
技
術
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
前
近
代
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型
技
術
者
（
陶
工
・
金
工
・
器
械
師
・
治
水
家
な
ど
を
典
型
と
す
る

）
101
（

）
が
ま
だ
息
を

保
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
伝
統
と
近
代
と
が
未
分
化
な
ま
ま
併
存
し
て
い
た
。

　

末
筆
な
が
ら
、
史
料
の
調
査
・
閲
覧
・
撮
影
・
複
写
・
掲
載
等
に
お
い
て
多
大
な

ご
協
力
を
賜
っ
た
下
記
の
機
関
・
個
人
に
対
し
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

磐
田
市
歴
史
文
書
館
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
、
静
岡
県

立
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
、
島
田
市
博
物
館
（
市
史
編
さ
ん
委
員
会

事
務
局
）、
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
、
沼
津
市
明
治
史
料
館
、
浜
松
市
立
中
央

図
書
館
、
浜
松
市
立
博
物
館
、
袋
井
市
歴
史
文
化
館
、
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
、
富
士

市
立
中
央
図
書
館
、富
士
市
立
博
物
館
、焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、高
木
敬
雄
（
敬

称
略
）。

註（
1
）　

以
上
、普
請
役
の
説
明
は
、大
石
学
編
『
江
戸
幕
府
大
事
典
』（
二
〇
〇
九
年
、吉
川
弘
文
館
）

な
ど
に
よ
る
。

（
2
）　

村
上
直
・
馬
場
憲
一
編
『
江
戸
幕
府
勘
定
所
史
料
―
会
計
便
覧
―
』（
一
九
八
六
年
、
吉
川

弘
文
館
）、
二
二
〇
〜
二
二
三
頁
。

（
3
）　

村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』（
一
九
九
五
年
、
大
阪
大
学
出
版
会
）。

（
4
）　

高
木
家
と
治
水
に
関
す
る
研
究
に
は
、
秋
山
晶
則
「
旗
本
交
代
寄
合
高
木
家
の
治
水
役
儀
を

め
ぐ
っ
て
―
笠
松
役
所
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」（『
名
古
屋
大
学
博
物
館
報
告
』
第
一
六
号
、

二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
5
）　
「
解
題
」（『
郷
土
資
料
目
録
第
2
集　

美
濃
郡
代
笠
松
陣
屋
堤
方
役
所
文
書
』、一
九
六
三
年
、

岐
阜
県
立
図
書
館
）、
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。

（
6
）　

佐
藤
昌
介
『
洋
学
史
研
究
序
説
』（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店
）、
二
一
一
頁
。

（
7
）　
『
増
補
改
訂
幕
府
時
代
の
長
崎
』（
一
九
一
三
年
、長
崎
市
役
所
、
二
二
七
頁
）、
末
松
謙
澄『
修

訂
防
長
回
天
史
』（
一
九
八
〇
年
、
柏
書
房
、
一
九
二
頁
）、
益
井
郁
夫
『
幕
末
の
鬼
才
三
浦
乾

也
』（
一
九
九
二
年
、
里
文
出
版
、
九
八
〜
九
九
頁
）
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
江
川
文
庫
所
蔵

「
長
崎
出
役
御
用
留
」（
寅
閏
七
月
・
柏
木
、
複
製
は
伊
豆
の
国
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）
に
よ

る
。「
長
崎
出
役
御
用
留
」
は
、
嘉
永
七
年
閏
七
月
二
九
日
下
命
・
江
戸
出
発
か
ら
八
月
二
六

日
長
崎
着
、
九
月
二
六
日
長
崎
発
、
一
一
月
八
日
韮
山
着
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
派
遣
さ

れ
た
韮
山
代
官
手
代
柏
木
忠
俊
・
望
月
大
象
、
江
川
氏
家
臣
の
蘭
学
者
矢
田
部
卿
雲
ら
の
日
々

の
動
向
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、長
崎
で
行
動
を
共
に
し
た
佐
藤
睦
三
郎
・
職
人
藤
太
郎
（
尾

形
乾
山
六
世
こ
と
陶
工
三
浦
乾
也
の
こ
と
）
ら
の
名
も
多
く
登
場
す
る
。
佐
藤
は
、「
蒸
気
之

仕
懸
」
を
調
査
す
る
た
め
、出
島
に
赴
き
カ
ピ
タ
ン
か
ら
「
蒸
気
船
之
図
」
を
借
り
出
し
た
り
、

「
大
船
製
造
方
心
得
之
た
め
阿
蘭
商
船
見
置
」
を
行
い
、「
船
中
造
作
其
外
帆
綱
操
方
」
を
実
見

し
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、長
崎
海
軍
伝
習
所
設
置
前
に
海
軍
中
佐
フ
ァ
ビ
ウ
ス
が
、

同
年
閏
七
月
か
ら
九
月
（
西
暦
で
は
九
月
か
ら
一
〇
月
）
に
か
け
、
幕
臣
や
肥
前
藩
士
に
対
し

ス
ン
ビ
ン
号
（
後
の
観
光
丸
）
を
使
っ
て
行
っ
た
予
備
伝
習
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
予
備
伝
習

に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ビ
ウ
ス
の
日
記
に
も
記
載
が
あ
り
、
新
暦
一
〇
月
一
八
日
条
に
「
今
朝
、

江
戸
の
将
軍
が
派
遣
し
た
五
人
の
紳
士
に
蒸
気
機
関
術
、
造
船
術
、
砲
術
を
伝
習
す
る
要
請

を
受
け
た
」
と
あ
る
の
が
、
佐
藤
・
柏
木
ら
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
（
フ
ォ
ス
美
弥
子
編
訳
『
海

国
日
本
の
夜
明
け
―
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
フ
ァ
ビ
ウ
ス
駐
留
日
誌
』、
二
〇
〇
〇
年
、
思
文
閣
出
版
、

七
二
頁
）。

（
8
）　

田
原
昇
「
幕
府
普
請
役
の
「
御
用
」
分
担
と
経
歴
―
井
上
貫
流
左
衛
門
家
文
書
よ
り
―
」

（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
調
査
報
告
書
第
18
集
『
幕
臣
井
上
貫
流
左
衛
門
家
文
書
の
世
界
』、

二
〇
〇
六
年
）、
四
八
頁
、
五
八
〜
五
九
頁
。

（
9
）　

大
谷
貞
夫『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』（
一
九
八
六
年
、雄
山
閣
出
版
）、七
二
頁
、三
八
五
頁
。

（
10
）　

松
平
太
郎『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』（
一
九
一
九
年
、武
家
制
度
研
究
会
、一
九
九
三
年
復
刻
、

新
人
物
往
来
社
）、
九
八
二
頁
。

（
11
）　

清
水
正
彦
「
享
保
期
大
井
川
治
水
と
福
田
清
助
―
大
名
預
地
に
お
け
る
幕
府
作
事
方
役
人
の

川
普
請
・
公
金
貸
付
仕
法
―
」（
根
岸
茂
夫
他
編
『
近
世
の
環
境
と
開
発
』、
二
〇
一
〇
年
、
思

文
閣
出
版
）。

（
12
）　

宮
内
公
美
（
左
右
平
、
一
八
二
二
〜
九
三
）
の
履
歴
は
、「
埃
外
宮
内
翁
墓
」（
東
京
都
豊
島

区
・
善
養
寺
）
に
彫
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
代
官
手
代
の
後
は
慶
応
二
年
普
請
役
、
同

三
年
御
勘
定
と
進
み
、
維
新
後
は
巣
鴨
で
隠
退
し
た
後
、
新
政
府
に
出
仕
し
神
山
県
・
愛
媛
県
・

埼
玉
県
に
奉
職
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
元
年
一
一
月
時
点
の
駿
河
府
中
藩
の
地
方
役
の
名

簿
に
「
志
多
郡
田
中
最
寄
山
手
」
の
地
方
添
役
と
し
て
「
宮
内
左
五
平
」
の
名
が
あ
る
が
（
清

水
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
清
水
町
史　

資
料
編
Ⅴ　

近
現
代
』、
二
〇
〇
一
年
、
清
水
町
、

一
八
頁
）、
そ
れ
が
彼
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
一
旦
は
静
岡
藩
に
所
属
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
13
）　
『
旧
事
諮
問
録
―
江
戸
幕
府
役
人
の
証
言
―
』
下
、
一
九
八
六
年
、
岩
波
文
庫
）、
一
〇
〇
〜

一
〇
一
頁
。
な
お
、
宮
内
と
同
じ
く
代
官
手
代
と
し
て
民
政
に
従
事
し
た
韮
山
代
官
配
下
の
長

沢
家
の
旧
蔵
書
（
伊
豆
の
国
市
韮
山
郷
土
史
料
館
所
蔵
）
に
は
、「
算
法
地
方
大
成
」、「
御
普

請
定
法
書
」、「
川
除
御
普
請
積
方
（
水
防
仕
法
）」、「
算
則
」、「
八
線
表
」
と
い
っ
た
治
水
・
測
量
・

算
法
関
係
の
も
の
が
見
ら
れ
、
知
識
と
し
て
は
技
術
的
素
養
を
身
に
付
け
て
い
た
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

（
14
）　

永
原
慶
二
『
富
士
山
宝
永
大
爆
発
』（
二
〇
〇
二
年
、
集
英
社
）、
二
五
七
頁
。

（
15
）　

洞
富
雄
『
間
宮
林
蔵
』（
一
九
六
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
四
五
〜
四
六
頁
。
な
お
、
間
宮
林

蔵
自
身
も
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
七
月
に
普
請
役
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
養
子
鉄
次
郎
は
普
請

役
を
経
て
御
広
敷
添
番
頭
（
旗
本
）
に
ま
で
昇
進
し
た
。
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（
16
）　

磐
田
用
水
連
合
会
編
『
磐
田
用
水
誌
』（
一
九
五
二
年
、
同
会
）、
七
〇
頁
。

（
17
）　
『
静
岡
県
富
士
郡
誌
』（
一
九
一
四
年
、
富
士
郡
役
所
、
一
九
九
六
年
復
刻
、
千
秋
社
）、

二
九
〜
三
〇
頁
、五
弓
雪
窓
編
著
『
事
実
文
編
』
五
（
一
九
八
〇
年
、関
西
大
学
出
版
・
広
報
部
）、

五
二
七
頁
。

（
18
）　

佐
藤
嘉
長
と
睦
三
郎
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
帰
郷
堤
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

の
堤
防
工
事
の
書
類
、
安
政
五
年
三
月
「
富
士
川
通
松
岡
村
模
様
替
堤
御
普
請
出
来
形
帳
」
と

い
う
文
書
に
「
御
普
請
役
元
〆
佐
藤
睦
三
郎
」
と
し
て
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
り
（
吉
村
久
夫
編
・
塩
崎
安
治
刊
『
仮
題　

富
士
川
治
水
に
関
す
る
古
記
録
の
集

成
』、
一
九
一
七
年
、
一
九
九
〇
年
電
子
複
写
版
、
富
士
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
一
七
五
〜

二
一
一
頁
、
二
三
九
〜
二
八
六
頁
）、
ま
た
、『
静
岡
県
富
士
郡
岩
松
村
沿
革
誌
』
に
「
安
政
五

年
幕
吏
佐
藤
睦
三
郎
亀
甲
出
及
帰
郷
万
保
ノ
二
堤
ヲ
築
キ
始
メ
テ
怒
浪
衝
突
ヲ
防
止
ス
」、『
加

島
村
誌
』
に
「
幕
府
御
普
請
役
佐
藤
睦
三
郎
勘
定
役
露
木
邦
憲
此
地
ニ
来
リ
流
亡
転
遷
ノ
惨
状

ヲ
見
幕
命
ヲ
待
タ
ズ
シ
テ
復
旧
ノ
工
事
ヲ
起
シ
（
中
略
）
翌
五
年
三
月
竣
工
ス
」、『
富
士
市
史
』

下
巻
（
一
九
六
六
年
、
富
士
市
、
九
九
頁
）
に
「
明
治
元
年
富
士
川
は
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ

て
、
安
政
五
年
幕
臣
佐
藤
睦
三
郎
ら
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
堤
防
は
、
見
る
も
無
惨
に
崩
壊
し

て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
当
時
の
工
事
関
係
者
の
う
ち
、
地
元

の
研
究
者
は
工
吏
佐
藤
嘉
長
を
睦
三
郎
と
し
、（
幕
府
の
土
木
方=

普
請
方
？
）
築
造
者
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
説
に
は
小
田
原
藩
士
と
も
言
わ
れ
て
い
る
」（
杉
山
煕
司

「
帰
郷
堤
と
土
岐
摂
津
守
朝
昌
」『
駿
河
』
第
四
四
号
、
一
九
八
九
年
、
駿
河
郷
土
史
研
究
会
、

五
九
頁
）
な
ど
と
、
地
域
史
の
中
で
は
誤
解
も
生
じ
て
い
る
。

（
19
）　
『
坂
城
町
誌
』
中
巻
（
一
九
八
一
年
、
坂
城
町
誌
刊
行
会
）、
七
六
七
〜
七
六
七
頁
。

（
20
）　

復
刻
版
と
し
て
は
、
楠
善
雄
解
説
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
8　

土
木
工
要
録
（
付
録
）』

（
一
九
七
六
年
、
恒
和
出
版
）。

（
21
）　
『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』
第
三
巻
（
一
九
九
〇
年
、
新
人
物
往
来
社
）。

（
22
）　

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
編
『
本
郷
に
生
き
た
サ
ム
ラ
イ
の
生
涯
―
幕
臣
・
官
僚
・
明
治
維
新

―
』（
一
九
九
七
年
、
文
京
区
教
育
委
員
会
）、
一
〇
頁
、
四
八
頁
。

（
23
）　

前
掲
『
幕
臣
井
上
貫
流
左
衛
門
家
文
書
の
世
界
』。

（
24
）　

有
坂
文
雄「
有
坂
家
―
私
の
ル
ー
ツ
探
し
―
」（『
柳
営
』第
一
四
号
、一
九
九
九
年
、柳
営
会
）。

（
25
）　

水
谷
三
公
『
江
戸
の
役
人
事
情
』（
二
〇
〇
〇
年
、
筑
摩
書
房
）、
一
五
八
〜
一
六
〇
頁
。

（
26
）　

日
本
科
学
史
学
会
編
『
日
本
科
学
技
術
史
大
系　

第
16
巻　

土
木
技
術
』（
一
九
七
〇
年
、

第
一
法
規
出
版
株
式
会
社
）、
一
五
〜
一
六
頁
、『
日
本
土
木
史
総
合
年
表
』（
二
〇
〇
四
年
、

東
京
堂
出
版
）。

（
27
）　

大
谷
前
掲
書
、
八
〇
頁
。

（
28
）　
『
静
岡
市
史　

近
世
史
料
三
』（
一
九
七
六
年
、
静
岡
市
役
所
）、
三
四
一
〜
三
四
二
頁
。

（
29
）　

小
泉
雅
弘
「
明
治
初
期
東
京
府
の
人
的
基
盤
―
「
東
京
府
史
料
」
所
載
官
員
「
履
歴
」
の
紹

介
を
か
ね
て
―
」『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
5
号
（
一
九
九
四
年
、
東
京
都
江
東
区
教

育
委
員
会
）、
四
三
頁
。

（
30
）　

新
沢
嘉
芽
統
『
農
業
水
利
論
』（
一
九
五
五
年
、
一
九
八
〇
年
復
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
）、

三
二
三
〜
三
二
四
頁
。

（
31
）　

貝
塚
和
実
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
直
轄
県
政
と
民
衆
―
利
根
川
中
流
域
の
治
水
・
水
利
問

題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
五
四
八
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
32
）　

安
竹
貴
彦
「
大
坂
奉
行
所
か
ら
大
阪
府
へ
（
二
）
―
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
町
奉
行

所
与
力
・
同
心
の
動
向
を
中
心
に
―
」『
奈
良
法
学
会
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
二
号
、二
〇
〇
二
年
）。

（
33
）　

安
竹
貴
彦
「
明
治
初
年
大
阪
の
行
政
・
司
法
組
織
―
そ
の
人
的
資
源
の
供
給
源
」（
大
阪
市

立
大
学
文
学
研
究
科
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
近
代
大
阪
と
都
市
文
化
』、
二
〇
〇
六
年
、
清
文

堂
出
版
）、
一
三
頁
。

（
34
）　

笠
松
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
笠
松
町
史
』
下
巻
（
一
九
五
七
年
、笠
松
町
公
民
館
）、三
五
頁
、

五
四
〜
五
五
頁
。

（
35
）　

中
岡
哲
郎
『
日
本
近
代
技
術
の
形
成　
〈
伝
統
〉
と
〈
近
代
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
』（
二
〇
〇
六

年
、
朝
日
新
聞
社
）、
四
四
七
頁
。

（
36
）　

浦
長
瀬
隆
「
明
治
前
期
に
お
け
る
大
蔵
省
経
済
官
僚
の
形
成
」（
神
木
哲
男
・
松
浦
昭
編
『
近

代
移
行
期
に
お
け
る
経
済
発
展
』、
一
九
八
七
年
、
同
文
館
出
版
株
式
会
社
）、
三
三
二
頁
。

（
37
）　

飯
島
千
秋
『
江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
一
七
六
頁
。

（
38
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』（
一
九
八
九
年
、
静
岡
県
）、
一
二
三
四
頁
。
ほ
ぼ
同

文
の
別
史
料
で
は
、
任
命
は
二
月
一
日
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
岩
下
哲
典
・
高
橋
泥
舟
史
料

研
究
会
編
『
高
橋
泥
舟
関
係
史
料
集　

第
一
輯
（
日
記
類
一
）』、二
〇
一
五
年
、同
会
、四
〇
頁
）。

（
39
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』、
一
二
三
七
頁
。

（
40
）　

こ
の
時
の
船
橋
架
橋
は
木
版
に
よ
る
図
に
描
か
れ
、
布
施
の
ほ
か
、
長
坂
庄
八
郎
・
根
立
助

太
郎
・
石
井
勝
之
進
・
小
林
源
之
助
・
平
林
百
助
・
石
井
弥
市
・
渡
辺
源
次
郎
ら
の
船
橋
御
掛

り
御
役
人
、大
工
棟
梁
と
し
て
鈴
木
長
吉
の
名
も
記
さ
れ
た
（
公
益
財
団
法
人
江
川
文
庫
所
蔵
・

資
料
番
号
15
―
2
―
8
）。

（
41
）　

農
民
の
用
水
池
開
墾
反
対
運
動
へ
の
対
応
な
ど
、
水
利
路
程
掛
松
岡
万
の
活
動
と
そ
の
結
果

彼
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、池
田
俊
次
『
大
池
事
件
と
松
岡
霊
社
』

（
一
九
八
〇
年
、
遠
州
文
化
セ
ン
タ
ー
）、『
大
池
周
辺
の
生
活
―
水
と
農
業
を
中
心
と
し
て
―
』

（
二
〇
〇
二
年
、
磐
田
西
高
校
社
会
部
）、
望
月
憲
一
「
明
治
の
生
神
様
―
太
吾
正
人
と
松
岡
萬

と
―
」（『
清
見
潟
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
清
水
郷
土
史
研
究
会
）、
杉
山
容
一
「
明
治

三
年
遠
州
「
大
池
事
件
」
と
静
岡
藩
」（『
地
方
史
研
究
』
第
三
四
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど

を
参
照
の
こ
と
。

（
42
）　

藤
田
英
昭
「
旧
幕
臣
の
駿
河
移
住
と
高
橋
泥
舟
―
高
橋
泥
舟
「
御
用
留
」
を
中
心
に
―
」（
岩

下
哲
典
編
『
高
邁
な
る
幕
臣
高
橋
泥
舟
』、二
〇
一
二
年
、教
育
評
論
社
）、一
九
〇
頁
、前
掲
『
高

橋
泥
舟
関
係
史
料
集　

第
一
輯
（
日
記
類
一
）』、
四
九
頁
。
な
お
、
同
じ
高
橋
泥
舟
日
記
の
二

年
三
月
一
〇
日
条
に
は
、
宇
津
谷
峠
の
崩
落
現
場
を
佐
々
倉
桐
太
郎
が
見
分
す
る
と
の
記
事
が
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あ
り
、
水
利
路
程
掛
の
業
務
に
道
路
関
係
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

（
43
）　
『
久
能
山
叢
書
』
第
五
編
（
一
九
八
一
年
、
久
能
山
東
照
宮
社
務
所
）、
三
六
八
頁
。

（
44
）　
『
金
谷
町
史　

資
料
編
三　

近
現
代
』（
一
九
九
五
年
、
金
谷
町
役
場
）、
三
九
頁
。

（
45
）　
「
進
達
并
達
留
」（
島
田
市
立
お
茶
の
郷
博
物
館
所
蔵
）。
な
お
、
こ
の
文
書
に
は
旗
の
図
も

付
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）　

清
水
実
編
『
蓮
花
寺
池
一
件
手
続
書
』（
一
九
八
六
年
、
藤
枝
北
高
等
学
校
）、
三
八
頁
。

（
47
）　
『
井
上
延
陵
翁
伝
』（
一
八
九
三
年
、
加
藤
七
五
郎
著
・
発
行
）、
七
〇
〜
七
一
頁
。

（
48
）　

た
と
え
ば
、
明
治
三
年
九
月
、
駿
東
郡
原
宿
・
大
塚
町
が
洲
浚
普
請
・
波
除
堤
普
請
を
願
い

出
た
先
は
、
沼
津
郡
政
役
所
で
あ
っ
た
（
渡
辺
八
郎
「
東
海
道
原
宿
の
災
害
誌
（
一
）」『
沼
津

史
談
』
第
三
八
号
、
一
九
八
七
年
、
九
七
〜
九
九
頁
）。

（
49
）　
『
磐
田
市
誌
』
下
巻
（
一
九
五
六
年
）、
六
八
九
〜
六
九
〇
頁
。

（
50
）　
『
竹
山
家
文
書
目
録
』（
一
九
八
六
年
、
浜
松
市
立
中
央
図
書
館
）。

（
51
）　
『
御
殿
場
市
史
資
料
所
蔵
目
録
』
第
10
集
（
一
九
七
五
年
）、
三
三
八
頁
。

（
52
）　
『
仙
台
市
史　

通
史
編
6
近
代
1
』（
二
〇
〇
八
年
）、
四
二
頁
。

（
53
）　
『
福
井
県
史　

資
料
編
10
近
現
代
一
』（
一
九
八
三
年
）、
二
九
頁
。

（
54
）　
『
広
島
県
史　

近
代
現
代
資
料
編
Ⅰ
』（
一
九
七
四
年
）、
一
一
七
頁
。

（
55
）　
『
新
編
弘
前
市
史　

資
料
編
3
』（
二
〇
〇
〇
年
）、
一
五
七
六
頁
。

（
56
）　
『
米
沢
市
史　

近
代
編
』（
一
九
九
五
年
）、
二
二
頁
。

（
57
）　

高
崎
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
編
高
崎
市
史　

資
料
編
5　

近
世
Ⅰ
』（
二
〇
〇
二
年
、

高
崎
市
）、
四
七
三
頁
、
四
八
三
頁
、
四
九
〇
頁
。

（
58
）　

前
田
育
徳
会
『
加
賀
藩
史
料　

藩
末
篇
下
巻
』（
一
九
五
八
年
、
一
九
八
〇
年
復
刻
、
清
文

堂
出
版
株
式
会
社
）、
一
二
四
九
頁
。

（
59
）　

知
野
泰
明
「
徳
川
幕
府
法
令
と
近
世
治
水
史
料
に
お
け
る
治
水
技
術
に
関
す
る
研
究
」（『
土

木
史
研
究
』
第
一
一
号
、
一
九
九
一
年
）、
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
60
）　
『
浜
松
市
史　

史
料
編
五
』（
一
九
六
二
年
、
浜
松
市
役
所
）、
三
三
六
頁
。

（
61
）　

前
掲
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』、
一
二
三
七
頁
。

（
62
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』、
一
二
三
五
〜
一
二
三
六
頁
。

（
63
）　

内
田
和
子
『
近
代
日
本
の
水
害
地
域
社
会
史
』（
一
九
九
四
年
、
古
今
書
院
）、
一
一
五
〜

一
一
七
頁
。

（
64
）　

島
田
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
島
田
市
史
資
料
』
第
五
巻
（
一
九
六
七
年
、
島
田
市
役
所
）、

一
五
三
〜
一
五
九
頁
。

（
65
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』、
一
二
三
六
〜
一
二
三
七
頁
。

（
66
）　

山
田
万
作
『
岳
陽
名
士
伝
』（
一
八
九
一
年
、
一
九
八
五
年
復
刻
、
長
倉
書
店
）、
六
〜
八
頁
。

同
様
の
記
述
は
、
高
室
梅
雪
『
静
岡
県
現
住
者
人
物
一
覧
』（
一
九
〇
一
年
、
同
人
刊
）、
四
頁

に
も
あ
り
。

（
67
）　

前
掲
『
岳
陽
名
士
伝
』、
一
三
九
〇
頁
、
六
九
四
頁
、
六
〇
一
〜
六
〇
二
頁
。
町
井
平
四
郎

に
つ
い
て
は
、
同
様
の
記
述
が
前
掲
『
静
岡
県
現
住
者
人
物
一
覧
』
に
も
あ
り
。
な
お
、
金
原

明
善
に
下
さ
れ
た
辞
令
は
、
明
治
四
年
五
月
「
天
龍
川
通
川
除
御
普
請
御
用
金
ノ
内
ヘ
金
千
両

献
金
致
度
段
奇
特
ノ
事
ニ
付
願
之
通
献
金
申
渡
之　

静
岡
藩
庁
」、「
今
般
献
金
致
シ
候
段
奇
特

之
事
ニ
候
依
テ
伜
代
迄
帯
刀
差
免
目
録
ノ
通
被
下
候
事　

静
岡
藩
庁
」、「
水
利
郡
方
掛
附
属
各

村
堤
防
重
立
取
扱
申
付　

勤
中
御
蔵
番
各
被
成
下　

静
岡
藩
庁
」
と
い
っ
た
文
面
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
（『
和
田
村
誌
』、
一
九
一
三
年
）。

（
68
）　

斎
藤
新
「
有
志
に
よ
る
天
竜
川
改
修
事
業
の
構
想
と
頓
挫　

金
原
明
善
」（
静
岡
県
近
代
史

研
究
会
編
『
近
代
静
岡
の
先
駆
者
』、
一
九
九
九
年
、
静
岡
新
聞
社
）、
四
〇
頁
。

（
69
）　

金
原
治
山
治
水
財
団
編
『
金
原
明
善
』（
一
九
六
八
年
、
同
財
団
）、
二
〇
七
〜
二
一
三
頁
。

（
70
）　

大
熊
孝
編
『
叢
書
日
本
近
代
の
技
術
と
社
会
4　

川
を
制
し
た
近
代
技
術
』（
一
九
九
四
年
、

平
凡
社
）、
一
一
頁
。

（
71
）　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
新
「
静
岡
藩
の
地
方
支
配
」（
田
村
貞
雄
編
『
徳
川
慶
喜

と
幕
臣
た
ち　

十
万
人
静
岡
移
住
そ
の
後
』、
一
九
九
八
年
、
静
岡
新
聞
社
）。

（
72
）　

宮
村
忠
『
改
訂
水
害
―
治
水
と
水
防
の
知
恵
―
』（
二
〇
一
〇
年
、関
東
学
院
大
学
出
版
会
）、

二
一
七
頁
。

（
73
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
・
渡
辺
刀
水
旧
蔵
諸
家
書
簡8431

。

（
74
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
16
近
現
代
一
』、
一
二
三
九
〜
一
二
四
四
頁
。『
静
岡
県
史　

通
史
編

5　

近
現
代
一
』（
一
九
九
六
年
、
静
岡
県
）、
四
六
頁
。

（
75
）　

拙
稿
「
ま
ぼ
ろ
し
の
清
水
海
軍
学
校
」（『
清
見
潟
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
清
水
郷

土
史
研
究
会
）、
一
一
〜
一
三
頁
、
鈴
木
純
子
「
幕
府
海
軍
か
ら
海
軍
水
路
部
へ
│
赤
門
書

庫
旧
蔵
地
図
に
残
る
初
期
海
図
の
航
跡
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
二
三
号
、

二
〇
一
三
年
）、
七
二
頁
。

（
76
）　

勝
部
真
長
他
編
『
勝
海
舟
全
集
19　

海
舟
日
記
Ⅱ
』（
一
九
七
三
年
、勁
草
書
房
）、二
九
五
頁
。

（
77
）　

前
掲
『
勝
海
舟
全
集
19　

海
舟
日
記
Ⅱ
』、
三
四
三
頁
、
三
四
四
頁
。

（
78
）　

公
益
財
団
法
人
江
川
文
庫
所
蔵
・
15
―
2
―
8
。

（
79
）　
「
赤
松
則
良
日
記
」（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
・
赤
松
則
良
関
係
文
書
）。

（
80
）　

明
治
四
年
一
二
月
二
五
日
付
宮
崎
志
津
世
宛
赤
松
大
三
郎
書
簡
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資

料
室
所
蔵
・
赤
松
則
良
文
書
）。

（
81
）　

赤
松
範
一
編
注
『
赤
松
則
良
半
生
談
』（
一
九
七
七
年
、
平
凡
社
）、
一
九
七
頁
。

（
82
）　
「
徳
川
家
沼
津
学
校
追
加
掟
書
」（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
・
西
周
関
係
文
書
、

大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
六
二
年
、
宗
高
書
房
、
四
七
一
頁
、
四
七
五
〜

四
七
六
頁
）。

（
83
）　

福
岡
伸
郎
が
久
の
息
子
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
四
年
二
月
に
山
口
藩
へ
仏
式
練
兵
教
授
の
た

め
派
遣
さ
れ
る
際
の
書
類
（
久
能
山
東
照
宮
所
蔵
「
明
治
四
未
年
正
月
ヨ
リ　

御
書
付
留
」）

に
「
水
利
路
程
掛
久
惣
領
福
岡
伸
郎
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
判
明
し
た
。
と
す
る

と
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
兄
辰
一
郎
が
死
去
し
た
た
め
久
の
惣
領
と
な
っ
た
、
次
男
で
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二
一
歳
の
櫂
次
郎
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
支
配
向
之
者
次
男
惣
領
相
願
候
書
付
」）
が
伸
郎

と
同
一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
金
原
明
善
の
明
治
期
に
お
け
る
住
所
録
に
「
浅
草
三

筋
町
五
十
九
番
地　

福
岡
伸
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
（『
金
原
明
善　

資
料　

上
』、

一
九
六
八
年
、
金
原
治
山
治
水
財
団
、
五
五
八
頁
）、
父
久
以
来
の
交
友
関
係
が
続
い
て
い
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
84
）　

こ
の
日
記
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
測
量
技
師
に
な
っ
た
沼
津
兵
学
校
出
身
者
」（『
沼
津
市
明

治
史
料
館
通
信
』
第
七
六
号
、
二
〇
〇
四
年
）
で
わ
ず
か
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
85
）　

伊
藤
安
男
『
治
水
思
想
の
風
土
―
近
世
か
ら
現
代
へ
―
』（
一
九
九
四
年
、
古
今
書
院
）、

一
七
二
〜
一
七
三
頁
。

（
86
）　
『
蘭
人
工
師
エ
ッ
セ
ル
日
本
回
想
録
』（
一
九
九
〇
年
、
三
国
町
郷
土
資
料
館
）、
六
六
頁
。

（
87
）　

拙
著
『
沼
津
兵
学
校
の
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
五
五
五
頁
。

（
88
）　

な
お
、
静
岡
藩
に
属
さ
な
か
っ
た
旧
幕
臣
・
海
軍
士
官
出
身
者
に
も
、
天
保
期
に
刊
行
さ
れ

普
及
し
た
地
方
支
配
の
手
引
書
に
、「
西
洋
測
器
の
事　

同
用
法
の
事
」「
西
洋
測
量
の
事　

同
表
の
事
」
と
い
っ
た
新
知
識
を
追
加
し
、『
改
正
算
法
地
方
大
成
』
全
五
巻
（
一
八
六
九
年
）

と
し
て
新
た
に
校
正
・
出
版
し
た
橋
爪
貫
一
の
よ
う
な
人
物
も
お
り
、
伝
統
的
な
治
水
・
測
地

技
術
に
西
洋
の
そ
れ
を
付
け
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
89
）　

故
海
軍
大
主
計
石
塚
鋳
太
遺
族
「
戦
死
者
遺
族
調
書
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
「
死
者

略
伝
第
八
巻
材
料
」
所
収
）。
又
一
郎
と
周
則
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、「
東
京
渡
家
禄
証

受
取
帳
」（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
）
に
よ
る
。

（
90
）　
『
岳
陽
名
士
伝
』、
一
三
五
九
〜
一
三
六
六
頁
。

（
91
）　

菊
田
定
郷
『
仙
台
人
名
大
辞
典
』（
一
九
三
三
年
、
仙
台
人
名
大
辞
典
刊
行
会
）、
三
四
三
頁
。

な
お
、
同
書
で
は
黒
沢
を
幕
府
料
理
人
の
子
と
し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
内
務
一
等
属
黒
沢
敬

徳
碑
に
彫
ら
れ
た
「
都
料
匠
」
と
は
、
大
工
の
頭
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
料
理
人
と
す
る
の
は

誤
り
で
あ
る
。

（
92
）　

米
倉
幸
内
・
可
直
父
子
に
つ
い
て
は
、『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
三
十
巻
（
一
九
三
〇
年
、

一
九
七
七
年
復
刻
、
龍
渓
書
舎
、
七
四
六
頁
）、
前
田
匡
一
郎
『
駿
遠
へ
移
住
し
た
徳
川
家
臣

団
』
第
三
編
（
一
九
九
七
年
、
私
家
版
、
五
二
六
〜
五
二
七
頁
）
を
参
照
。
可
直
は
明
治
三
三

年
（
一
九
〇
〇
）
一
〇
月
四
日
に
没
し
て
い
る
（『
工
学
会
誌
』
第
二
二
四
巻
）。

（
93
）　

前
掲
『
岳
陽
名
士
伝
』、
一
三
七
三
〜
一
三
八
一
頁
、
鈴
木
武
雄
「『
幾
何
学
原
礎
』
の
翻
訳

者
山
本
正
至
に
つ
い
て
」（『
数
学
史
の
研
究
』、
二
〇
一
〇
年
、
京
都
大
学
数
理
解
析
研
究
所
）。

（
94
）　
『
杉
浦
譲
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
七
八
年
、
杉
浦
譲
全
集
刊
行
会
）、
八
七
頁
。

（
95
）　

な
お
、
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
う
ち
、
緒
方
正
（
後
に
若
山
儀
一
と
改
名
）
は
緒
方
洪
庵
の
門

人
で
、
そ
の
子
緒
方
洪
哉
の
厄
介
弟
と
い
う
名
目
で
開
成
所
英
学
教
授
手
伝
並
出
役
・
兵
庫
奉

行
大
坂
町
奉
行
手
附
御
用
に
採
用
さ
れ
、『
西
洋
水
利
新
説
』（
一
八
七
一
年
）
と
い
う
水
利
技

術
に
関
す
る
訳
書
を
刊
行
し
た
。

（
96
）　

古
島
敏
雄
「
科
学
技
術
の
発
達
と
洋
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史　

12　

近
世
4
』、

一
九
七
六
年
、
岩
波
書
店
）、
二
五
〇
頁
。

（
97
）　

中
山
茂
『
歴
史
と
し
て
の
学
問
』（
一
九
七
四
年
、
中
央
公
論
社
）、
二
〇
二
〜
二
〇
八
頁
。

（
98
）　
『
技
術
公
務
員
の
役
割
と
責
務
』（
二
〇
一
〇
年
、
土
木
学
会
）。

（
99
）　
「
静
岡
時
代
の
勝
海
舟
先
生
」（
伊
東
圭
一
郎
『
東
海
三
州
の
人
物
』、
一
九
一
四
年
、
静
岡

民
友
新
聞
社
）、
一
七
四
〜
一
七
五
頁
。
勝
海
舟
は
、
ア
メ
リ
カ
の
土
木
工
学
書
を
原
書
と
す

る
大
鳥
圭
介
訳
『
堰
堤
築
法
新
按
』（
一
八
八
二
年
、
丸
屋
善
七
出
版
）
に
題
辞
を
寄
せ
て
い

る
が
、
そ
の
こ
と
に
あ
ま
り
深
い
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
100
）　

鈴
木
博
之
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
近
代　

都
市
へ
』（
一
九
九
九
年
、
二
〇
一
二
年
文
庫
、
中

央
公
論
新
社
）、
二
一
五
頁
。

（
101
）　

湯
浅
光
朝
『
日
本
の
科
学
技
術
100
年
史
』
下
（
一
九
八
四
年
、
中
央
公
論
社
）、
二
七
四
頁
。

本
稿
で
は
、
水
利
路
程
掛
に
関
与
し
た
一
部
の
庶
民
、
金
原
明
善
ら
に
つ
い
て
触
れ
た
以
外
、

旧
幕
臣
す
な
わ
ち
近
世
の
支
配
身
分
た
る
武
士
・
士
族
層
を
主
要
な
対
象
と
し
た
が
、
見
落
と

せ
な
い
側
面
と
し
て
、
農
村
出
身
の
平
民
層
か
ら
も
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
デ
レ
ー
ケ
の
も
と
や
東

京
の
私
塾
攻
玉
社
に
お
い
て
新
時
代
の
測
量
技
術
を
習
得
し
、
地
域
で
治
水
事
業
を
担
っ
た
人

物
な
ど
、
無
名
の
治
水
技
術
者
た
ち
が
各
地
の
伝
統
社
会
の
中
か
ら
も
生
み
出
さ
れ
、
西
洋
起

源
の
近
代
化
に
参
加
し
て
い
っ
た
事
実
が
あ
る
（
増
山
聖
子
「
文
書
館
収
蔵
明
治
期
調
整
河
川

図
に
み
る
測
量
教
育
の
影
響
」『
文
書
館
紀
要
』
第
二
七
号
、二
〇
一
四
年
、埼
玉
県
立
文
書
館
、

三
三
頁
、
三
七
頁
）。
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（弘化 3 年『県令集覧』より）
美濃郡代支配の地役人である堤方役の名簿

（安政 3 年『会計便覧』より）
江戸幕府の普請役の名簿

明治 14 年（1881）刊，内務省土木局蔵版，有隣堂発兌。
天地人 3 冊と附録 2 帖からなる。幕府普請役から内務五
等属となった高津儀一が，旧幕時代の伝統工法とお雇い
オランダ人技師から学んだ西洋工法についてまとめた土
木施工便覧。

『土木工要録』（国立歴史民俗博物館蔵）
安政東海地震の被害が原因で，安政 2 年（1855）富士川の
堤防が決壊し，移転を余儀なくされた村人が，幕府によ
る新たな堤防築造によって帰郷できたことを感謝し，5 年
（1858）に建設されたもの。碑文の撰者は昌平黌儒者塩谷
世弘，題額揮毫者は旗本戸川安清。文中には「計曹長」す
なわち勘定奉行土岐摂津守朝昌のほか，「工吏」つまり普
請役佐藤嘉長（睦三郎）・六笠敬明・稲田忠室・小林儀型
らの名前もある。

不尽河修堤碑（富士市松岡・水神社）
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明治3年（1870）閏10月に静岡藩庁が発したもの。
水利路程掛松岡万の辞令（磐田市歴史文書館所蔵）

木版で発行された静岡藩の役人名簿であり，水利路程掛は４段目から５段目にある。
明治2年9月「静岡藩御役人附　中」（磐田市歴史文書館所蔵）

「静岡水利路程局証章」となっている。
静岡藩水利路程掛の印章（富士市立博物館所蔵・島崎家文書 H-1-173）
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史
料
1　

幕
臣
平
野
勝
禮
関
係
文
書（
平
野
綏
氏
所
蔵
）

  （
表
紙
）

「 

宝
暦
十
年　

　
　
　
　
　
　
　
　

元
控

　
　

関
東
筋
四
川
用
水
方
御
普
請
役
発
端
ゟ
当
時
迄
性
名
分
限
高
増
減
等
覚

　
　
　
　
　
　

辰
七
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

猪
俣
要
右
衛
門
控　

　
　
　
　

」

　

関
東
筋
四
川
用
水
方
御
普
請
役
発
端
よ
り
引
続
唯
今
迄
御
人
増
減
等
之
訳
左
之
通

一
堤
方
役
六
人
同
下
役
拾
弐
人　

　
　

元
禄
十
四
巳
年
御
抱
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
名
不
相
知

是
ハ
江
戸
川
鬼
怒
川
小
貝
川
下
利
根
川
通
堤
川
除
御
普
請
組
合
初
而
被
仰
付
唯

今
之
通
御
料
私
領
高
割
ニ
相
成
候
ニ
付
元
禄
十
四
巳
年
堤
方
役
壱
人
五
拾
俵
三

人
扶
持
ツ
ヽ
下
役
壱
人
金
六
両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
都
合
拾
八
人
御
抱
入
被
仰
付
右

川
々
御
普
請
懸
り
相
勤
候
処
享
保
九
辰
年
御
差
止
ニ
相
成
堤
方
役
々
之
内
四
人

下
役
拾
弐
人
御
暇
被
下
新
規
ニ
四
川
奉
行
被
仰
付
御
普
請
役
と
名
目
改
候
人
数

左
之
通

一
御
普
請
役
拾
弐
人　

　
　
　
　
　
　

享
保
九
辰
年
ゟ

是
ハ
「
い
」
五
拾
俵
三
人
扶
持
取
八
人
「
ろ
」
四
拾
俵
三
人
扶
持
取
四
人
都
合

拾
弐
人
之
内
弐
人
ハ
堤
方
役
之
者
拾
人
ハ
享
保
九
辰
年
新
規
御
抱
入
被
仰
付
四

川
奉
行
懸
り
江
前
条
川
々
御
普
請
懸
相
勤
候　

御
切
米
御
扶
持
方
御
証
文
を
以

浅
草
御
蔵
ゟ
請
取
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
小
林
定
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
三
好
藤
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
和
田
十
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
黒
沢
儀
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
安
松
藤
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ろ
」
留
岡
仙
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ろ
」
大
竹
弥
一
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ろ
」
永
井
太
右
衛
門

　
　

元
四
拾
俵
高
候
処
元
文
四
未
年
流
作   「
い
」
今
井
団
右
衛
門

　
　

場
手
代
兼
役
之
節
五
拾
俵
ニ
成
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ろ
」
丸
山
新
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
拾
人　

辰
年
新
規
御
抱
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
菊
地
五
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
い
」
荻
野
藤
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
弐
人　

堤
方
役
相
勤
候
者

一
館
林

水
方
役
拾
弐
人　

　
　
　
　
　
　

貞
享
年
中
ゟ

　
　
　

下
役
弐
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
何
年
ニ
候
哉
不
相
知

是
者
寛
文
年
中
館
林
御
分
国
之
節
相
越
候
者
之
内
貞
享
年
中
被
仰
付
候
拾
弐
人

之
内
「
は
」
壱
人
ハ
三
拾
俵
弐
人
扶
持
御
役
扶
持
四
人
扶
持
「
に
」
壱
人
ハ
弐

拾
俵
三
人
扶
持
御
役
扶
持
同
断
「
ほ
」
拾
人
ハ
弐
拾
俵
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
御
役
扶

持
同
断
下
役
弐
人
ハ
六
両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
貞
享
之
年
ゟ
御
代
官
懸
に
て
館
林
領

御
普
請
并
用
悪
水
差
引
共
相
勤
申
候
御
宛
行
取
寄
御
料
所
御
物
成
米
之
内
御
年

貢
金
之
内
を
以
請
取
其
後
享
保
十
三
申
年
御
証
文
を
以
浅
草
御
蔵
ゟ
請
取
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
は
」
荻
野
弥
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
坂
入
弥
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
松
村
源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
岡
田
清
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
加
藤
友
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
栗
原
新
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
上
岡
与
六
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
早
川
幸
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
石
川
惣
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ほ
」
鶴
田
伝
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
に
」
荒
堀
五
兵
衛
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「
ほ
」
田
部
井
源
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓮
見
伴
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
田
太
次
右
衛
門

一
騎
西

領
水
方
役
弐
人　

　
　
　
　
　

元
禄
十
五
午
年
御
抱
入

　

羽
生　

下
役
拾
人

是
ハ
水
方
役
弐
人
ハ
五
拾
俵
三
人
扶
持
ツ
ヽ
下
役
拾
人
ハ
金
六
両
弐
人
扶
持

ツ
ヽ
被
下
之
御
代
官
懸
り
ニ
而
羽
生
領
騎
西
領
御
普
請
并
用
悪
水
差
引
共
相
勤

ル
但
御
切
米
御
扶
持
方
御
給
金
請
取
方
館
林
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
仙
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

窪
田
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
弥
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井
定
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
村
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斎
木
諸
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
郷
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
弥
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
源
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
伝
五
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
丈
助

一
関
宿

常
浚
役
弐
人　

　
　
　
　
　

宝
永
七
寅
年
御
抱
入

　
　
　

同
下
役
弐
人

是
ハ
常
浚
役
弐
人
ハ
五
拾
俵
三
人
扶
持
ツ
ヽ
下
役
弐
人
ハ
金
六
両
弐
人
扶
持

ツ
ヽ
被
下
之
御
代
官
懸
ニ
而
江
戸
川
赤
堀
川
中
利
根
川
逆
川
筋
所
々
浅
瀬
常
浚

役
相
勤
ル
但
御
切
米
御
扶
持
方
御
給
金
請
取
方
館
林
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
藤
浅
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猪
俣
儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
郡
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
郷
八
郎

　
　
　

合
四
拾
弐
人　
　

享
保
九
辰
年
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
続
四
組
ニ
而
勤

右
之
通
銘
々
相
分
り
享
保
十
二
未
年
迄
懸
限
相
勤
候
処
同
十
三
申
年
前
条
四
組
ヲ
一

組
ニ
被
仰
付
新
規
御
抱
入
等
有
之
不
残
四
川
奉
行
懸
り
ニ
被
仰
付
候
旨
水
和
泉
守
殿

被
仰
渡
候
段
筧
播
磨
守
殿
駒
木
根
肥
後
守
殿
被
仰
渡
関
東
筋
大
川
通
御
普
請
役
と
名

目
改
候
人
数
左
之
通

一
大
川
通

御
普
請
役
三
拾
四
人　

　
　
　

享
保
十
三
申
年
ゟ

　
　
　
　

同
下
役
拾
四
人

　
　
　

外　

御
普
請
役
御
雇
之
者
三
拾
人

　
　
　
　
　

同
下
役
御
雇
之
者
八
人

是
ハ
御
普
請
役
三
拾
四
人
之
内
「
へ
」
拾
弐
人
ハ
五
拾
俵
三
人
扶
持
ツ
ヽ
「
と
」

四
人
ハ
四
拾
俵
三
人
扶
持
ツ
ヽ
「
ち
」
壱
人
ハ
三
拾
俵
三
人
扶
持
御
役
扶
持
四

人
扶
持
「
り
」
壱
人
ハ
弐
拾
俵
三
人
扶
持
御
役
扶
持
四
人
扶
持
「
ぬ
」
拾
人
ハ

弐
拾
俵
弐
人
扶
持
御
役
扶
持
四
人
扶
持
ツ
ヽ
「
る
」
六
人
ハ
金
拾
両
弐
人
扶
持

ツ
ヽ
下
役
拾
四
人
ハ
金
六
両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
御
雇
三
拾
人
ハ
四
拾
五
俵
月
割
石

代
御
張
紙
直
段
を
以
被
下
之
下
役
御
雇
八
人
ハ
金
六
両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
被
下
之

四
川
并
館
林
騎
西
羽
生
関
宿
常
浚
見
沼
葛
西
新
井
筋
御
普
請
并
用
水
差
引
共
相

勤
惣
人
数
八
拾
六
人
之
内
御
普
請
役
弐
拾
八
人
下
役
拾
四
人
ハ
前
条
四
組
ニ
相

分
勤
来
候
者
引
続
相
勤
御
普
請
役
六
人
新
規
御
抱
入
并
御
雇
三
拾
八
人
申
年
ニ

井
沢
弥
惣
兵
衛
吟
味
ニ
而
被
仰
付
相
勤
右
懸
之
内
ゟ
追
々
御
雇
之
者
増
減
有
之
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候
得
共
委
不
相
知

 

「
へ
」
小
林
定
四
郎

 

「
へ
」
三
好
藤
四
郎

 

「
へ
」
和
田
十
蔵

 

「
へ
」
黒
沢
義
助

 

「
へ
」
安
松
藤
左
衛
門

 

「
と
」
留
岡
仙
右
衛
門

 

「
と
」
大
竹
弥
一
右
衛
門

 

「
と
」
永
井
太
右
衛
門

 

「
へ
」
今
井
団
右
衛
門

 

「
と
」
丸
山
新
助

 

「
ち
」
荻
野
弥
七
郎

 

「
ぬ
」
坂
入
弥
兵
衛

 

「
ぬ
」
松
村
源
次
郎

 
「
ぬ
」
岡
田
清
右
衛
門

 
「
ぬ
」
加
藤
友
右
衛
門

 

「
ぬ
」
早
川
幸
右
衛
門

 

「
ぬ
」
栗
原
新
四
郎

 

「
ぬ
」
上
岡
与
六
郎

 

「
ぬ
」
石
川
惣
八

 

「
ぬ
」
鶴
田
伝
五
右
衛
門

 

「
り
」
荒
堀
五
兵
衛

 

「
へ
」
山
口
仙
右
衛
門

 

「
へ
」
藤
井
半
四
郎

 

「
へ
」
菊
地
五
大
夫

 

「
へ
」
荻
野
藤
八
郎

 

「
へ
」
内
藤
浅
右
衛
門

 

「
へ
」
猪
俣
儀
左
衛
門

 

「
ぬ
」
田
部
井
源
助

　
　
　

加
納
久
右
衛
門
ゟ
末
六
人
前
々
弐
人 

「
る
」
加
納
久
右
衛
門

　
　
　

扶
持
被
下
之
鬼
怒
川
小
貝
川
下
利
根
川 

「
る
」
小
川
善
右
衛
門

　
　
　

付
用
水
方
水
肝
煎
相
勤
候
者
享
保
十
三 

「
る
」
大
山
庄
右
衛
門

　
　
　

申
年
新
規
御
抱
入 

「
る
」
海
老
原
七
郎
兵
衛

 

「
る
」
飯
泉
伝
左
衛
門

 

「
る
」
羽
田
新
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
雇

松
村
源
次
郎

桜
井
兵
助

小
野
沢
幸
八

森
半
四
郎

岡
野
伴
右
衛
門

高
橋
丈
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定
所
詰
御
普
請
役
加
勢
被
仰
付
候
得
共
手
廻
兼
追
々
御
入
人
御
増
人

等
有
之
当
時
人
数
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
弐
人

当
時　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
役
廿
三
人

一
惣
人
数
四
拾
五
人　

　

内　

同
見
習
拾
弐
人　

　

宝
暦
十
辰
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
下
役
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
見
習
弐
人

　
　
　
　

内

　
　

御
普
請
役
元
〆
弐
人　

去
ル
寅
年
元
〆
被
仰
付
候
者
奉
願
御
暇
被
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
跡
元
高
ニ
而
御
勘
定
所
御
普
請
役
ニ
成
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荻
野
藤
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沢
幸
助

　
　

御
普
請
役
壱
人　

　
　

田
安
御
家
中
江
役
替
被
仰
付　

海
老
原
七
郎
兵
衛

　
　

同
断
壱
人　

　
　
　
　

佐
州
広
間
役
江
役
替
被
仰
付　

藤
井
順
七
郎

　
　

同
下
役
壱
人　

　
　
　

書
替
所
江
役
替
被
仰
付
ル　

　

竹
内
幸
四
郎

　
　
　

〆
五
人　

　

他
役
ニ
出
減
ス

　
　

六
人　

元
新
田
方
手
代
ゟ
寛
延
二
巳
年
御
入
人　

小
林
伴
右
衛
門　

今
泉
又
三

郎　

上
条
要
助　

垣
屋
栄
蔵　

早
川
丈
左
衛
門　

松
井
只
八

　
　

壱
人　

元
御
普
請
役
去
ル
寅
年
小
普
請
ニ
入
其
後　

　
　
　
　

飯
泉
縫
右
衛
門

　
　
　
　
　

神
宝
方
へ
出
役
寛
延
二
巳
年
御
入
人

　
　

壱
人　

元
御
金
蔵
同
心
元
〆
伜
宝
暦
三
酉
年
御
入
人　

　
　
　

大
石
平
七
郎

　
　

壱
人　

元
御
勘
定
所
詰
御
雇
同
八
寅
年
御
抱
入　

　
　
　
　
　

山
本
又
六

　
　

壱
人　

元
在
方
御
普
請
役
下
役
寛
延
三
午
年
下
役
へ
御
入
人　

石
川
治
兵
衛

　
　

壱
人　

元
御
掃
除
之
者
宝
暦
三
酉
年
下
役
へ
御
入
人　

　
　

田
口
次
郎
右
衛
門

　
　

拾
四
人　

御
普
請
役
見
習
同
下
役
見
習

　
　
　
　
　
　

宝
暦
元
未
年
ゟ
追
々
被
仰
付

　
　
　

〆
弐
拾
五
人　

増

是
ハ
元
〆
「
ね
」
弐
人
ハ
八
拾
俵
三
人
扶
持
被
下
金
拾
両
ツ
ヽ
御
普
請
役
廿
三
人
之

内
「
な
」
八
人
ハ
五
拾
俵
三
人
扶
持
ツ
ヽ
内
「
△
」
四
人
被
下
金
五
両
ツ
ヽ
「
ら
」

六
人
ハ
四
拾
五
俵
ツ
ヽ
「
む
」
壱
人
ハ
四
拾
俵
三
人
扶
持
「
う
」
壱
人
ハ
三
拾
俵
三

人
扶
持
「
ゐ
」
壱
人
ハ
弐
拾
俵
三
人
扶
持
御
役
扶
持
四
人
扶
持
「
の
」
弐
人
ハ
弐
拾

俵
弐
人
扶
持
御
役
扶
持
同
断
「
於
」
四
人
ハ
金
拾
両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
見
習
拾
弐
人
之

内
「
く
」
三
人
ハ
勤
金
七
両
ツ
ヽ
「
や
」
九
人
ハ
無
足
下
役
六
人
之
内
「
ま
」
壱
人

ハ
弐
拾
俵
弐
人
扶
持
「
け
」
壱
人
ハ
七
両
弐
人
扶
持
被
下
金
五
両
「
ふ
」
四
人
ハ
六

両
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
下
役
見
習
弐
人
ハ
無
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
役
元
〆
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「
ね
」
猪
俣
要
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ね
」
小
林
伴
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
於
」
加
納
久
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
於
」
羽
田
半
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
む
」
永
井
太
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
」
和
田
清
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
の
」
栗
原
平
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
」
青
山
喜
平
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
門
奈
惣
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
内
藤
源
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
岩
浅
郡
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
仁
木
郷
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
△
」
早
川
丈
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
△
」
垣
屋
栄
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
△
」
今
泉
又
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
△
」
松
井
唯
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
関
根
郷
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
の
」
鶴
田
源
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ら
」
大
塚
庄
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
於
」
大
石
平
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
△
」
上
条
幸
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
於
」
飯
泉
伝
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
う
」
山
本
又
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
な
」
藤
井
弥
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ゐ
」
荒
堀
五
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
見
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
く
」
永
井
太
郎
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
く
」
門
奈
増
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
く
」
関
根
七
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
猪
俣
義
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
大
塚
庄
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
羽
田
要
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
青
山
喜
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
仁
木
左
源
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
早
川
留
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
垣
屋
政
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
松
井
勝
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
」
岩
浅
郡
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ふ
」
蓮
見
伴
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
け
」
石
川
次
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ふ
」
高
岩
専
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ふ
」
鈴
木
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ま
」
田
口
次
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ふ
」
原
市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
見
習

蓮
見
嘉
藤
次

明
和
五
子
年
正
月
十
七
日

在
方
御
普
請
役
下
役
ニ
成
ル

田
口
忠
蔵

右
宝
暦
十
辰
年
七
月
所
々
書
留
等
承
合
発
端
ゟ
辰
年
迄
之
姿
綴
置
候
処
自
分
控
類
焼

ニ
付
御
役
所
控
を
以
明
和
五
子
年
二
月
写
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
川
越
中
守
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松
平
大
炊
頭　

隠
居
候
節
ハ
内
蔵
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
大
膳
大
夫

　
　

寛
延
二
戌
年
八
月
朔
日
大
風
雨
ニ
て　

　

藤
堂
和
泉
守

　
　

関
東
川
々
大
水
ニ
付
御
手
伝
拾
壱
人　

　

伊
東
若
狭
守　

同
断
大
和
守

　
　

性
名　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
極
佐
渡
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
石
越
前
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
備
中
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
部
越
前
守　

同
断
若
狭
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
葉
万
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
川
左
京

史
料
2　

遠
江
国
豊
田
郡
友
永
村
西
尾
家
文
書
「
明
治
二
己
巳
年
正
月
吉
日　

御
用
留
」（
個
人
蔵
）

今
般
水
利
路
程
掛
役
々
被　

命
御
領
国
川
々
并
用
水
等
普
請
為
目
論
見
近
々
右
役
々

廻
村
有
之
候
由
御
普
請
所
有
之
相
願
候
村
方
者
右
前
付
半
紙
竪
帳
ニ
認
メ
来
ル
十
五

日
迄
ニ
無
相
違
当
役
所
へ
差
出
可
申
候
依
之
此
段
申
達
候

　
　

二
月

史
料
3　

遠
江
国
豊
田
郡
友
永
村
西
尾
家
文
書
「
明
治
二
巳
年
三
月　

二
番　

御
用
留
」（
個
人
蔵
）

　
　
　
　

各
所
奉
行
江

其
方
支
配
所
村
々
小
川
之
分
元
領
主
地
頭
ニ
お
い
て
年
々
川
除
定
普
請
手
当
と
し
て

収
納
米
金
之
内
よ
り
相
渡
候
仕
来
者
相
廃
止
向
後
小
破
之
節
ハ
村
方
自
普
請
之
積
り

村
々
江
可
被
申
渡
候
尤
及
大
破
候
共
左
迄
之
御
普
請
ニ
無
之
場
所
者
見
分
目
論
見
之

上
水
利
路
程
掛
江
も
打
合
取
調
相
伺
候
様
可
被
致
候
事

追
而
去
辰
御
年
貢
米
之
内
先
般
御
払
相
成
候
分
商
法
会
所
よ
り
御
渡
相
成
候
切
手
相

納
可
申
事

別
紙
之
通
此
儀
被
令
候
間
得
御
定
小
破
之
箇
所
者
村
方
自
普
請
と
相
心
得
可
申
尤
大

破
之
節
ハ
見
分
之
儀
可
願
出
候
此
廻
状
早
々
順
達
村
名
下
江
令
請
印
留
り
よ
り
可
相

返
も
の
也

　
　
　
　
　

中
泉

　

巳
五
月　

　

奉
行
所
御
印

　
　

六
日
出

　
　

八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
人

史
料
4　

磐
田
市
・
平
間
自
治
会
文
書（
磐
田
市
歴
史
文
書
館
保
管
）

  （
表
紙
）

「　
　
　

明
治
二
年

　

天
龍
川
通
当
巳
春
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　

五
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
江
国
豊
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
間
村　

　
　

」

　
　

高
弐
百
四
拾
九
石
壱
斗
九
升
六
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
間
村

天
竜
川
通　

　
　
　
　
　
　
　
　

川
表
長
拾
壱
間
連
篝
高
四
尺

横
弐
番
出
下　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
五
尺
七
寸

一
堤
洗
切
所
長
拾
五
間　

　
　
　
　

平
均　

馬
踏
壱
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敷
弐
丈
壱
尺
四
寸

　
　

此
砂
利
三
拾
七
坪
三
合　

　

七
坪
七
合　

篝
坪

拾
弐
番
出
下

一
堤
裏
小
縦
長
拾
五
間　

　
　
　
　

平
均　

横
六
尺

　
　

此
砂
利
拾
五
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　

高
六
尺

拾
四
番　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
表
長
拾
間
篝
高
四
尺
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一
堤
洗
切
所
長
六
間　

　
　
　
　
　

平
均　

高
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
五
尺

　
　

此
砂
利
四
坪
弐
合　

　
　
　

六
坪
七
合
篝
坪

拾
八
番
出
ゟ
拾
九
番
出
迄　

　

川
表
長
拾
六
間
弐
側
此
延
長
三
拾
弐
間
篝
高
四
尺

一
堤
欠
所
長
拾
四
間　

　
　
　
　
　

平
均　

高
八
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
六
尺

　
　

此
砂
利
拾
八
坪
七
合　

　
　

弐
拾
壱
坪
三
合
篝
坪

一
篝
内
埋
立
延
長
五
拾
三
間
半　

　

平
均　

高
四
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺
五
寸

　
　

此
砂
利
拾
四
坪
九
合　

　
　

三
拾
五
坪
七
合
篝
坪

　

合
砂
利
九
拾
坪
壱
合

　
　

人
足
九
百
九
拾
壱
人
壱
分　

　

但
砂
利
凡
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
壱
人

　
　
　
　

右
入
用

　

麁
朶
百
五
拾
束
三
分　

　
　

四
尺
打
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　

代
永
壱
貫
六
百
九
拾
八
文
四
分　

　

但
壱
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
拾
壱
文
三
分

　
　
　
　
　
　

内

　
　

五
拾
四
本　

　
　

拾
弐
番
出
下
堤
洗
切
所
長
拾
五
間
高
五
尺
七
寸
之
処
両
法
筋

麁
朶
拾
弐
通
此
延
長
百
八
拾
間　

但
拾
間
三
束
ツ
ヽ

　
　

弐
拾
七
束　

　
　

同
所
裏
小
縦
長
拾
五
間
高
六
尺
之
所
此
法
筋
麁
朶
六
通
此
延

長
九
拾
間　

但
前
同
断

　
　

九
束　

　
　
　
　

拾
四
番
洗
切
所
長
六
間
高
五
尺
之
処
此
法
筋
麁
朶
五
通
此
延

長
三
拾
間　

但
前
同
断

　
　

三
拾
三
束
六
分　

拾
八
番
拾
九
番
迄
堤
欠
所
長
拾
四
間
高
八
尺
之
処
此
法
筋
麁

朶
八
通
此
延
長
百
拾
弐
間　

但
前
同
断

　
　

弐
拾
六
束
七
分　

篝
内
間
ニ
五
分
ツ
ヽ
建
麁
朶
延
長
五
拾
三
間
半
之
分

杭
木
百
拾
壱
本

　
　
　

是
者
拾
弐
番
下
拾
壱
間
半
拾
四
番
拾
間
拾
八
番
下
拾
六
間
弐
側

　
　
　

〆
四
ケ
所
分
延
長
五
拾
三
間
半
之
処
間
ニ
送
り
三
本
打

　
　
　
　
　

内

　

五
拾
八
本　

　
　
　
　

長
弐
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸
五
分

　
　

此
永
弐
貫
六
拾
四
文
八
分　

　
　
　
　

但
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
拾
五
文
六
分

村
役

　

五
拾
三
本　

　
　
　
　

長
九
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

葉
唐
竹
千
四
百
弐
拾
八
本　

　
　
　
　

目
通
弐
三
寸
廻
り

　

此
永
八
貫
三
百
三
拾
九
文
五
分　

　
　

但
拾
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
拾
八
文
四
分

　
　

是
者
篝
壱
坪
四
拾
本
ツ
ヽ
三
拾
五
坪
七
合
分

人
足
弐
拾
五
人
壱
分

　
　
　

内

　

拾
四
人
五
分　

　
　
　

弐
間
拾
壱
人
四
本
打

　

三
人
五
分　

　
　
　
　

九
尺
拾
壱
人
拾
五
本
打

　

七
人
壱
分　

　
　
　
　

篝
壱
人
五
坪
横
三
拾
五
坪
七
合
分

拾
四
番

一
坑
枠
壱
組　

　
　
　
　

内
法　

高
四
尺
三
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
竹
壱
尺
四
方

　
　

此
石
弐
坪
四
号

　
　

賃
永
壱
貫
四
百
四
拾
文　

　
　
　

石
凡
壱
坪　

人
足
拾
八
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人
米
五
合
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此
代
永
六
百
文

　
　
　
　
　
　

右
入
用

　
　

雑
木
四
本　

　

長
六
尺　

　
　
　
　
　

枠
柱

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
八
寸

　
　
　

代
永
弐
百
三
拾
文
四
分　

　
　

但
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
拾
七
文
六
分

　
　

同
木
拾
本　

　

長
壱
丈
三
尺
七
寸

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　
　

代
永
四
百
弐
拾
九
文　

　
　
　

但
壱
本

　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
四
拾
弐
文
九
分

　
　
　
　

弐
本　

　

根
太
木

　
　
　
　

八
本　

　

貫
木

　
　

同
木
拾
六
本　

長
壱
丈
弐
尺
八
寸　

　

敷
成
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　

代
永
三
百
四
拾
五
文
六
分　

　

但
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
弐
拾
壱
文
六
分

村
役

　

同
木
六
拾
八
本　

　

長
六
尺　

　
　
　

立
成
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
弐
寸

同
　

縄
拾
三
房　

　
　
　

弐
拾
尋
曲

　

大
工
四
人

　
　

賃
永
百
九
拾
四
文
四
分　

　
　

但
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
四
拾
八
文
六
分

　

人
足
九
人

　
　

是
者
結
立
川
〆
共

一
蛇
籠
四
拾
八
本
三
分　

　
　
　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
七
寸

　
　

此
永
弐
拾
壱
貫
九
百
五
拾
弐
文
三
分　

　

唐
竹
拾
六
本
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
拾
三
文
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
永
弐
百
十
壱
文
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
本　

石
取
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荷
造
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
人
足
七
人
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人
米
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
代
永
弐
百
四
十
三
文
三
分

　
　
　
　

弐
拾
七
本
六
分　

拾
四
番
沈
枠
壱
組
堅
メ
壱
間
籠
五
本
九
尺
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
本
弐
間
籠
拾
五
本
弐
間
半
籠
拾
本
三
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

籠
拾
弐
本
三
間
半
籠
弐
本
枠
蓋
三
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

籠
七
本
土
留
弐
間
籠
壱
本

　
　
　
　

弐
拾
本
七
分　

杭
九
番
古
籠
出
長
七
間
繕
鼻
の
め
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
間
半
籠
三
本
枠
上
平
均
三
間
籠
四
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
間
籠
六
本
右
上
八
本
並
太
継
四
分
土
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
間
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　

石
寄

　
　
　
　

永
三
拾
六
貫
六
百
九
拾
四
文
四
分　

　
　
　

諸
色
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賃
永

　
　
　
　
　

人
足
千
弐
拾
五
人
弐
分

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
百
石
五
拾
人

　
　
　
　
　

百
弐
拾
四
人
六
分　

　
　
　
　
　
　

村
役
人

　
　
　
　
　

九
百
人
六
分　

　
　
　
　
　
　
　
　

御
扶
持
米
人
足

　
　
　
　
　
　

此
米
四
石
五
升
三
合　

　
　
　

壱
人
米
五
合
吉
辰
十
月
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代
永
三
拾
貫
弐
拾
文　

　

但　

中
旬
池
田
村
下
米
直
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
壱
両
ニ
付
米
壱
斗
五
升
替

　
　
　
　

小
以
金
六
拾
六
両
弐
分
永
弐
百
拾
四
文
四
分

右
者
天
龍
川
通
私
共
村
方
地
内
当
巳
春
堤
川
除
御
普
請
村
請
被
仰
渡
私
共
日
々
御
場

所
ニ
附
居
諸
色
之
儀
者
寸
間
目
通
相
違
無
之
品
差
出
其
時
々
御
改
メ
請
御
遣
方
仕

情
々
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
出
来
形
御
見
分
奉
請
村
中
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
且
諸
色
代

人
足
賃
之
儀
者
夫
々
相
当
ニ
割
渡
請
取
印
形
取
置
候
間
向
後
右
勘
定
合
等
ニ
而
出
入

ケ
間
敷
儀
無
之
右
御
普
請
一
件
ニ
付
何
ニ
而
も
御
願
筋
毛
頭
無
御
座
候
且
御
堤
通
之

儀
平
而
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
ケ
所
者
手
入
村
繕
仕
出
水
之
節
者
昼
夜
之
無
差
別
相

結
危
難
之
ケ
所
情
々
大
破
ニ
不
相
成
様
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
御
普
請
出
来
形
証

文
差
上
申
処
仍
如
件

　

明
治
二
巳
年
五
月　

　
　
　
　
　

遠
江
国
豊
田
郡
平
間
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
市
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桂
次
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
郷
惣
代
東
平
松
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
助
㊞

　
　
　
　
　

水
利
路
程
御
掛

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

右
之
通
出
来
形
相
違
無
之
候

　
　

巳
五
月　

　
　
　
　
　
　
　
　

浜
中
義
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
山
鎗
之
丞
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
金
次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
國
平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
録
郎
㊞

史
料
5　

富
士
市
大
野
新
田
長
橋
家
文
書（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情

報
セ
ン
タ
ー
・
静
岡
県
史
編
さ
ん
収
集
史
料
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
二
巳
年

　
　
　

御
普
請
規
定
書

　
　
　
　

六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
原
湊
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合　

三
拾
四
ケ
村　

　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　

規
定
書

富
士
駿
東
郡
吉
原
湊
之
儀
者
前
々
ゟ
自
普
請
所
ニ
有
之
候
処
去
ル
寅
年
中
韮
山
御
役

所
江
御
伺
之
上
大
時
化
之
砌
達
浪
不
致
様
普
請
仕
候
処
昨
五
月
中
稀
成
霖
雨
高
浪
ニ

而
破
損
出
来
仕
候
ニ
付
昨
五
月
中
ゟ
追
々
其
御
筋
へ
奉
歎
願
候
処
厚　

御
慈
悲
以
御

普
請
被　

仰
付
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
右
御
普
請
ニ
付
組
合
一
同
相
談
之
上
規
定
仕

候
処
左
之
通
り

為
取
替

一
御
普
請
之
儀
ニ
付
人
足
壱
人
御
扶
持
米
七
合
五
勺
被
下
置
候
其
余
村
足
人
足
之
儀

中
里
村
ゟ
東
拾
弐
ケ
村
者
赤
渕
洲
浚
役
相
掛
り
候
ニ
付
今
般
限
り
高
百
石
ニ
付
五

拾
人
差
出
シ
皆
出
来
可
致
万
一
時
候
後
ニ
付
御
普
請
中
ニ
浪
立
手
戻
り
之
節
者
一

同
相
談
之
上
其
場
所
取
調
別
段
割
合
可
申
聞
其
他
五
拾
人
余
相
掛
り
候
共
宗
高
村

始
メ
弐
拾
弐
ケ
村
ニ
而
差
出
シ
右
割
合
ニ
准
シ
中
里
村
ゟ
石
川
村
迄
手
限
り
赤
渕

砂
浚
可
致
候
事

為
取
替

一
是
迄
相
掛
り
候
雑
用
之
儀
者
一
体
御
普
請
之
儀
ニ
付
諸
向
取
調
郡
中
一
同
平
等
ニ

割
合
無
異
議
出
金
可
致
候
事
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会
所
定

一
諸
払
出
入
向
之
儀
者
元
〆
方
ニ
而
其
入
用
聢
と
取
調
逸
々
穿
鑿
之
上
相
渡
候
事

会
所
定

一
取
締
よ
り
五
日
目
ニ
者
諸
帳
面
諸
用
向
取
調
可
罷
出
万
一
聊
ニ
而
も
不
正
之
廉
有

之
候
ハ
ヽ
探
索
之
上
差
替
ハ
勿
論
御
法
ニ
取
扱
可
申
候
事

会
所
定

一
御
差
図
ニ
付
会
所
詰
惣
代
之
義
者
弐
拾
五
ケ
村
弐
人
九
ケ
村
ゟ
壱
人
日
勤
ニ
相
勤

御
用
向
御
取
次
且
諸
用
向
差
図
次
第
割
付
役
々
差
支
無
之
様
可
致
候
事

　
　

附
り
御
場
所
并
ニ
材
木
伐
出
し
石
出
し
場
へ
双
方
よ
り
立
合
出
役
可
致
候
事

会
所
定

一
諸
材
木
之
儀
者
木
屋
引
合
候
而
者
高
直
ニ
も
可
有
之
儀
ニ
付
持
林
を
買
入
精
々
出

情
相
励
安
直
仕
揚
右
等
之
甘
味
ヲ
以
五
拾
人
以
上
高
役
ニ
差
加
江
ニ
も
可
致
候
筈

ニ
付
相
互
ニ
実
意
を
尽
シ
可
申
事

右
之
條
々
急
度
相
守
乍
恐　

御
領
主
様
之
御
為
村
々
百
姓
之
救
窮
難
永
世
之
良

法
基
礎
確
定
相
成
候
様
可
致
万
一
当
座
之
愉
安
ニ
泥
ミ
故
障
ケ
間
敷
別
儀
申
立

ル
も
の
有
之
候
得
者　

御
仁
政
ニ
相
当
不
致
上
下
末
世
之
患
を
拓
候
条
言
語
同

断
之
至
り
ニ
付
有
志
之
者
勉
強
尽
力
令
圧
伏
衆
庶
々
人
届
可
達
候
依
之
一
同
連

印
規
定
如
件

　
　
　

明
治
二
巳
年

　
　
　
　
　
　

六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
又
三
郎
様

御
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
吉
十
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

縫
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

林
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
田
橋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

惣
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

伊
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

多
一
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
野
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
名
主　

富
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

彦
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
田
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

安
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

彦
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
田
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

徳
次
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

唯
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

文
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
唯
兵
衛
代
印
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鮫
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

喜
三
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
子
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

枡
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
泉
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

平
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

源
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

元
右
衛
門
㊞
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同　
　

伝
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

良
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
比
奈
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

吉
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
比
奈
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

伊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
吉
兵
衛
代
印
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
比
奈
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

佐
五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
宗
高
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

要
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

藤
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
宗
高
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

雄
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
守
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

佐
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
高
村
要
左
衛
門
代
印
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
坪
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

弥
惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
里
村
四
郎
左
衛
門
代
印
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
里
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
沢
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

四
良
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檜
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

勇
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

定
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
ケ
村
兼
調
印　

　

名
主　

国
太
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
谷
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
ケ
村
兼
調
印　

　

名
主　

正
輔
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
増
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

彦
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
増
川
組
頭
源
助
代
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
増
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

源
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

逢
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

境
村
三
郎
左
衛
門
代
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

境
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

三
良
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
船
津
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

彦
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
津
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

重
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

藤
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
左
衛
門
代
印

　
　
　
　

水
利
路
程
御
掛
り

　
　
　
　
　
　

御
役
人
衆
中
様
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史
料
6　

島
崎
家
文
書（
富
士
市
立
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「
村
控

　
　
　
　
　

明
治
二
年

　
　

駿
州
富
士
郡
松
岡
村
当
巳
春
堤
川
除
御
普
請
出
来
形
書
上
帳

　
　
　
　
　

八
月

　
　

（
付
箋
）「
金
百
弐
拾
壱
円
七
拾
四
銭
八
厘
弐
毛

金
四
拾
四
円
○
三
銭
六
厘
一
毛　

民
費
」　

　
　
　
　
　
　
　

」

    

高
千
弐
百
七
拾
四
石
四
斗
九
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

松
岡
村

富
士
川
通

字
万
年
岩
欠
留

一
石
積
長
七
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
五
尺

　
　

此
石
五
坪
七
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
五
尺
九
寸

　
　

人
足
六
拾
八
人
四
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人
之
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
弐
人

一
大
聖
牛
六
組

　
　
　

弐
組　

　
　

万
保
堤
弐
番
古
籠
出
先

　
　
　

四
組　

　
　

同
三
番
古
籠
出
先
弐
組
弐
側
立

　

代
永
弐
拾
七
貫
七
百
四
拾
八
文
八
分　

　

但
壱
組

代
永
三
貫
六
百
弐
拾
四
文
八
分

　

人
足
九
拾
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
拾
五
人

一
沈
枠
八
組　

　
　
　
　
　
　
　

内
法

高
四
尺
三
寸

　
　

此
石
拾
九
坪
弐
合　

　
　
　
　
　

壱
丈
壱
尺
四
方

　
　

人
足
百
七
拾
弐
人
八
分　

　
　
　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人

　
　
　

弐
組　

　
　

字
亀
出
先

　
　
　

四
組　

　
　

字
万
年
岩
欠
留

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
下
同
断

　
　

代
永
九
貫
六
百
七
拾
八
文
四
分　

　
　

但
壱
組

代
永
壱
貫
弐
百
九
文
八
分

　
　

人
足
七
拾
弐
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
九
人

字
亀
出
沈
枠

一
枠
間
石
埋
長
弐
間　

　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　

此
石
壱
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺

字
万
年
岩
沈
枠
壱
小
間
弐
間
ツ
ヽ
四
小
間

一
同
延
長
八
間　

　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　

此
石
三
坪
三
分　

　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺
五
寸

字
亀
出
沈
枠

一
枠
元
石
埋
延
長
四
間
半　

　
　
　

平
均

高
四
尺
五
寸

　
　

此
石
九
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
六
尺

字
万
年
岩
沈
枠

一
枠
元
石
埋
延
長
九
間　

　
　
　
　

平
均

高
四
尺
五
寸

　
　

此
石
四
坪
弐
合　

　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺
七
寸

同
所
下
同
断

一
枠
元
石
埋
延
長
四
間　

　
　
　
　

平
均

高
四
尺

　
　

此
石
九
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

　

合
石
拾
八
坪
四
合

　
　

人
足
百
六
拾
五
人
六
分　

　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人

一
蛇
籠
百
九
拾
三
本
壱
分　

　
　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
丈
七
寸

　
　
　
　

内

　
　

百
九
本
壱
分　

　
　

陸
石
取

　
　
　

代
永
三
拾
九
貫
三
文
弐
分　

　
　

但
竹
代
籠
造
壱
本
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石
結
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
百
五
拾
七
文
五
分

　
　

八
拾
四
本　

　
　
　

船
石
取

　
　
　

代
永
三
拾
弐
貫
百
九
拾
七
文
弐
分　

　

但
竹
代
籠
造
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
結
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
百
八
拾
三
文
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
亀
出
沈
枠
弐
組
竪
〆
六
間
籠
五
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
間
半
籠
五
本
五
間
籠
三
本
四
間
半
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
四
間
籠
四
本
三
間
半
籠
弐
本

　
　
　
　
　

六
拾
六
本
六
分　

　
　

三
間
籠
三
本
弐
間
半
籠
九
本
弐
間
籠
拾
八
本

　
　
　
　
　
　

内
弐
拾
六
本
七
分　

九
尺
籠
四
本
合
五
拾
五
本
ニ
〆
川
表
裏
鼻
共
ニ

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

遣
上
□
拾
五
本
拾
六
本
弐
重
壱
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
万
年
岩
欠
留
沈
枠
四
組
枠
蓋
三
間
篭
三
本

　
　
　
　
　

拾
三
本
七
分　

　
　
　

弐
間
半
籠
拾
七
本
弐
間
籠
八
本
合
弐
拾
八
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
遣
下
繕
六
尺
籠
壱
本

　
　
　
　
　

五
本
弐
分　

　
　
　
　

同
所
下
沈
枠
弐
組
枠
蓋
弐
間
籠
拾
三
本

　
　
　
　
　

壱
本
九
分　

　
　
　
　

万
保
堤
弐
番
古
籠
出
鼻
繕
三
間
か
こ
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
間
半
籠
弐
本
九
尺
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
三
番
古
籠
出
繕
長
七
間
半
之
処
増
竪
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
間
籠
八
本
五
間
籠
弐
本
四
間
半
籠
弐
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
間
籠
四
本
弐
間
半
籠
四
本
弐
間
籠
弐
本

　
　
　
　
　

四
拾
九
本
七
分　

　
　

九
尺
籠
弐
本
壱
間
籠
弐
本
合
弐
拾
六
本
ニ
〆

　
　
　
　
　
　

内
弐
拾
弐
本
五
分　

川
表
裏
鼻
之
方
共
ニ
遣
上
□
拾
五
本
並
壱
継

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

五
本
〆
籠
六
間
籠
四
本
ニ
〆
壱
ケ
所
弐
本
ツ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
ケ
所
分
襟
籠
六
間
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
聖
牛
六
組
重
り
三
間
籠
七
拾
弐
本
ニ
〆
壱
組

　
　
　
　
　

五
拾
六
本　

　
　
　
　

拾
弐
本
ツ
ヽ
尻
押
し
弐
間
半
籠
拾
八
本
ニ
〆
壱

　
　
　
　
　
　

内
三
拾
四
本
八
分　

組
三
本
ツ
ヽ
足
堅
メ
三
間
籠
六
本
ニ
〆
壱
組
三

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

本
ツ
ヽ
弐
組
分

　
　
　
　

右
寄

永
百
弐
貫
六
百
弐
拾
七
文
六
分

人
足
五
百
六
拾
八
人
八
分　

　
　
　
　
　
　
　

御
扶
持
米
人
足

　

此
米
弐
石
八
斗
四
升
四
合

　
　

代
永
拾
八
貫
三
百
四
拾
八
文
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
人
米
五
合
去
辰
十
月
中
旬
沼
津
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
米
直
段
金
壱
両
ニ
付
米
壱
斗
五
升
五
合

　
　
　
　
　

是
者
高
百
石
五
拾
人
村
役
人
足
者
用
水
御
普
請
之
方
江
遣
切
候
ニ
付
皆

御
扶
持
米
被
下
之

　
　
　
　
　
　

㊞
（
水
利
局
）

小
以
金
百
弐
拾
両
三
分
永
弐
百
弐
拾
六
文

右
者
駿
州
富
士
川
通
松
岡
村
当
巳
春
堤
川
除
御
普
請
之
儀
一
式
村
請
被　

命
私
共

日
々
御
場
所
ニ
附
居
人
足
詰
刻
并
諸
色
遣
方
御
改
正
被　

御
申
渡
候
通
聊
麁
末
之
儀

無
之
様
寸
間
御
定
法
通
之
品
差
出
逸
々
御
改
を
請
仕
度
方
入
念
大
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕

候
ニ
付
出
来
形
奉
請
御
見
分
候
所
書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
村
中
大
小
百
姓
一
同
相

助
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
分
者
手
入
村
繕
ニ
仕

大
破
不
相
成
様
心
掛
出
水
之
節
者
昼
夜
之
無
差
別
人
足
召
連
精
々
相
防
可
申
旨
被　

御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
御
普
請
出
来
形
証
文
奉
差
上
候
処
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
富
士
郡
松
岡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

庄
作
㊞



国立歴史民俗博物館研究報告
第 203集　2016年 12月

214

　
　

明
治
二
巳
年
八
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

次
郎
次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

彦
十
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

佳
平
㊞

　
　
　
　

水
利
路
程
御
掛

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

前
書
之
通
出
来
相
違
無
之
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
路
程
掛
﹇
印
﹈（
静
岡
水
利
路
程
局
證
章
）

史
料
7　

島
崎
家
文
書（
富
士
市
立
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
二
年

　
　

駿
州
富
士
郡
松
岡
村
当
巳
春
堤
川
除
御
普
請
出
来
形
書
上
帳

　
　
　
　
　

八
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

高
千
弐
百
七
拾
四
石
四
斗
九
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

松
岡
村

富
士
川
通

字
万
年
岩
欠
留

一
石
積
長
七
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
五
尺

　
　

此
石
五
坪
七
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
五
尺
九
寸

　
　

人
足
六
拾
八
人
四
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人
之
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
弐
人

一
大
聖
牛　

六
組

　
　
　

弐
組　

　
　

万
保
堤
弐
番
古
篭
出
先

　
　
　

四
組　

　
　

同
三
番
古
籠
出
先
弐
組
弐
側
立

　

代
永
弐
拾
七
貫
七
百
四
拾
八
文
八
分　

　

但
壱
組

代
永
三
貫
四
百
弐
拾
四
文
八
分

　

人
足
九
拾
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
五
人

一
沈
枠　

八
組　

　
　
　
　
　
　

内
法
高
四
尺
三
寸

　
　

此
石
拾
九
坪
弐
合　

　
　
　
　
　

壱
丈
壱
尺
四
方

　
　

人
足
百
七
拾
弐
人
八
分　

　
　
　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人

　
　
　

弐
組　

　
　

字
亀
出
先

　
　
　

四
組　

　
　

字
万
年
岩
欠
留

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
下
同
断

　
　

代
永
九
貫
六
百
七
拾
八
文
四
分　

　
　

但
壱
組

代
永
壱
貫
弐
百
九
文
八
分

　
　

人
足
七
拾
弐
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
九
人

字
亀
出
沈
枠

一
枠
間
石
埋
長
弐
間　

　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　

此
石
壱
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺

字
万
年
岩
沈
枠
壱
小
間
弐
間
ツ
ヽ
四
小
間

一
同
延
長
八
間　

　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　

此
石
三
坪
三
分　

　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺
五
寸

字
亀
出
沈
枠

一
枠
元
石
埋
延
長
四
間
半　

　
　
　

平
均

高
四
尺
五
寸

　
　

此
石
九
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
六
尺

字
万
年
岩
泥
枠

一
枠
元
石
埋
延
長
九
間　

　
　
　
　

平
均

高
四
尺
五
寸

　
　

此
石
四
坪
弐
合　

　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺
七
寸

同
所
下
同
断

一
枠
元
石
埋
延
長
四
間　

　
　
　
　

平
均

高
四
尺

　
　

此
石
九
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

　

合
石
拾
八
坪
四
合

　
　

人
足
百
六
拾
五
人
六
分　

　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
人

一
蛇
籠
百
九
拾
三
本
壱
分　

　
　

長
五
間
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差
渡
壱
丈
七
寸

　
　
　
　

内

　
　

百
九
本
壱
分　

　
　

陸
石
取

　
　
　

代
永
三
拾
九
貫
三
文
弐
分　

　
　

但
竹
代
籠
造

壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
結
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
百
五
拾
七
文
五
分

　
　

八
拾
四
本　

　
　
　

船
石
取

　
　
　

代
永
三
拾
弐
貫
百
九
拾
七
文
弐
分　

　

但
竹
代
籠
造

壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
結
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
百
八
拾
三
文
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
亀
出
沈
枠
弐
組
竪
〆
六
間
籠
五
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
間
半
篭
五
本
五
間
籠
三
本
四
間
半
篭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
四
間
籠
四
本
三
間
半
籠
弐
本

　
　
　
　
　

六
拾
六
本
六
分　

　
　

三
間
籠
三
本
弐
間
半
篭
九
本
弐
間
籠
拾
八
本

　
　
　
　
　
　

内
弐
拾
六
本
七
分　

九
尺
籠
四
本
合
五
拾
五
本
〆
川
表
裏
鼻
共
ニ
遣

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

上
□
拾
五
本
拾
六
本
弐
重
壱
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
万
年
岩
欠
留
沈
枠
四
組
枠
蓋
三
間
籠
三
本

　
　
　
　
　

拾
三
本
七
分　

　
　
　

弐
間
半
籠
拾
七
本
弐
間
籠
八
本
合
弐
拾
八
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
〆
遣
下
繕
六
尺
籠
壱
本

　
　
　
　
　

五
本
弐
分　

　
　
　
　

同
所
下
沈
枠
弐
組
枠
蓋
弐
間
篭
拾
三
本

　
　
　
　
　

壱
本
九
分　

　
　
　
　

万
保
堤
弐
番
古
籠
出
鼻
繕
三
間
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
間
半
籠
弐
本
九
尺
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
三
番
古
籠
出
繕
長
七
間
半
之
処
増
竪
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
間
篭
八
本
五
間
籠
弐
本
四
間
半
籠
弐
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
間
籠
四
本
弐
間
半
籠
四
本
弐
間
籠
弐
本

　
　
　
　
　

四
拾
九
本
七
分　

　
　

九
尺
篭
弐
本
壱
間
篭
弐
本
合
弐
拾
六
本
ニ
〆

　
　
　
　
　
　

内
弐
拾
弐
本
五
分　

川
表
裏
鼻
之
方
共
ニ
遣
上
□
拾
五
本
並

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

壱
継
五
本
〆
篭
六
間
籠
四
本
ニ
〆
壱
ケ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
ツ
ヽ
弐
ケ
所
分
襟
籠
六
間
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
聖
牛
六
組
重
り
三
間
籠
七
拾
弐
本
ニ
〆
壱
組

　
　
　
　
　

五
拾
六
本　

　
　
　
　

拾
弐
本
ツ
ヽ
尻
押
し
弐
間
半
籠
拾
八
本
ニ
〆
壱

　
　
　
　
　
　

内
三
拾
四
本
八
分　

組
三
本
ツ
ヽ
足
堅
メ
三
間
籠
六
本
ニ
〆
壱
組
三

　
　
　
　
　
　
　

船
石
取　

　
　
　

本
ツ
ヽ
弐
組
分

　
　
　
　

右
寄

永
百
弐
貫
六
百
弐
拾
七
文
六
分

人
足
五
百
六
拾
八
人
八
分　

　
　
　
　
　
　
　

御
扶
持
米
人
足

　

此
米
弐
石
八
斗
四
升
四
合

　
　

代
永
拾
八
貫
三
百
四
拾
八
文
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
人
米
五
合
去
辰
十
月
中
旬
沼
津
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
米
直
段
金
壱
両
ニ
付
米
壱
斗
五
升
五
合

　
　
　
　
　

是
者
高
百
石
五
拾
人
村
役
人
足
者
用
水
御
普
請
之
方
江
遣
切
候
ニ
付
皆

御
扶
持
米
被
下
之

小
以
金
百
弐
拾
両
三
分
永
弐
百
弐
拾
六
文

右
者
駿
州
富
士
川
通
松
岡
村
当
巳
春
堤
川
除
御
普
請
之
儀
一
式
村
請
被　

命
私
共

日
々
御
場
所
ニ
附
居
人
足
詰
刻
并
諸
色
遣
方
御
改
正
被　

御
申
渡
候
通
聊
麁
末
之
儀

無
之
様
寸
間
御
定
法
通
之
品
差
出
逸
々
御
改
を
請
仕
度
方
入
念
大
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕

候
ニ
付
出
来
形
奉
請
御
見
分
候
所
書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
村
中
大
小
百
姓
一
同
相

助
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
分
者
手
入
村
繕
ニ
仕
大

破
不
相
成
様
心
掛
出
水
之
節
者
昼
夜
之
無
差
別
人
足
召
連
精
々
相
防
可
申
旨
被　

御
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申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
御
奉
請
出
来
形
証
文
奉
差
上
候
処
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
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富
士
郡
松
岡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

庄
作
㊞

　
　

明
治
二
巳
年
八
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

次
郎
次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

彦
十
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

佳
平
㊞

　
　
　
　

水
利
路
程
御
掛

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
候

　

巳
十
一
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方　

　
　
　
　

葛
山
精
一
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
並　

　
　
　

中
村
昌
雄
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
筆
生　

　
　

長
島
信
之
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
筆
生
御
雇　

渡
辺
栄
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
ニ
付
無
印　

伊
藤
一
郎

史
料
8　

川
尻
久
保
田
文
造
家
文
書（
島
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
事
務
局
複
写
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

遠
州
榛
原
郡
川
尻
村
名
主
惣
兵
衛
組
頭
隆
右
衛
門
外
役
人
共
一
同
奉
申
上
候
当
村
方

之
儀
大
井
川
通
海
岸
附
ニ
而
村
高
千
四
拾
九
石
壱
斗
弐
升
壱
合
右
之
内
高
三
百
拾
九

石
四
斗
六
升
八
合
前
々
無
反
別
永
引
ニ
相
成
居
百
姓
家
数
弐
百
六
拾
軒
他
所
之
耕
地

払
底
余
業
と
塩
焼
魚
漁
渡
世
仕
隣
村
江
請
作
漸
ニ
当
日
営
罷
在
且
村
前
笠
出
御
堤
外

通
り
前
々
江
高
内
ニ
而
既
私
共
先
祖
居
屋
敷
跡
申
伝
へ
ニ
も
相
成
居
当
村
川
原
地
堤

外
古
来
ゟ
之
百
姓
持
ニ
而
前
々
川
床
ニ
付
右
無
反
別
御
引
高
被　

仰
付
有
之
候
処
隣

村
高
島
村
前
川
除
御
堤
近
来
大
丈
夫
ニ
御
築
立
被
成
下
候
処
追
々
附
寄
洲
等
出
来
候

間
右
村
御
堤
築
留
ゟ
当
村
前
江
麁
絵
図
面
之
通
新
規
御
堤
八
百
間
御
築
立
被
成
下
忝

故
ハ
ヽ
凡
反
別
四
拾
町
歩
余
開
発
御
請
仕
度
奉
願
上
候
然
ル
上
者
右
反
別
之
内
無
反

別
引
去
残
反
別
新
開
御
請
奉
願
上
度
乍
恐　

御
上
様
之
御
益
筋
且
者
一
村
百
姓
相
続

出
来
格
別
之
御
救
助
ニ
付
右
御
堤
諸
色
代
永
御
下
ケ
被
下
置
候
ハ
ヽ
何
程
人
足
相
掛

り
候
共
丹
誠
仕
聊　

御
上
様
江
御
願
等
不
仕
手
切
を
以
大
丈
夫
ニ
築
立
可
申
左
候
得

者
御
定
式
場
字
笠
出
御
堤
延
長
七
百
弐
拾
八
間
不
用
ニ
相
成
今
般
新
規
八
百
間
之
御

堤
御
操
替
堤
と
相
成
候
ニ
付
矢
張
笠
出
堤
御
築
立
御
同
様
之
事
ニ
奉
存
候
間
此
段
被

為
聞
召
訳
格
別
之
御
仁
恵
を
以
急
速
御
見
分
之
上
難
有
御
沙
汰
幾
重
ニ
も
奉
承
度
奉

存
候
以
上

　
　

明
治
弐
巳
年
七
月

前
書
之
通
当
二
月
中
商
法
御
会
所
江
奉
申
上
候
処
当
春
中
水
利
路
程
御
掛　

御
重
役

様
川
除
御
普
請
御
仕
立
中
右
場
所
御
見
分
被
遊
開
作
出
来
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
小
前
末
々

之
者
と
も
御
救
出
格
之
御
健
察
被
成
下
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
且
高
島
村
前
出
堤

続
継
長
弐
百
間
御
築
足
当
村
一
同
奉
願
上
候
処
御
下
知
奉
捧
上
候
折
柄
来
午
春
定
式

ニ
御
築
足
被
成
下
置
候
趣
難
有
御
沙
汰
被
仰
聞　

以
半
紙
申
上
難
有
奉
存
候
恐
多
キ

御
儀
ニ
者
候
得
共
右
御
築
足
堤
鼻
ゟ
継
尚
又
長
百
六
拾
間
築
足
百
姓
役
ニ
仕
候
様
私

共
江
被
仰
付
度
只
管
奉
願
上
候
左
候
得
者
村
前
御
定
式
場
壱
番
ゟ
拾
壱
番
迄
堤
長

四
百
間
余
之
御
場
所
者
内
郷
口
堤
同
様
ニ
相
成
且
開
作
反
別
多
分
出
来
無
反
別
地
高

難
返
高
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
素
々
人
家
多
く
当
日
営
兼
者
と
も
迄
百
姓
相
続
出
来
且
去

申
年
大
荒
地
ニ
相
成
候
田
畑
起
返
出
精
相
励
古
来
之
様
ニ
御
年
貢
御
上
納
仕
度
奉
存

候
左
候
得
者
素
々
人
別
多
分
之
村
方
□
□
営
兼
候
者
共
迄
相
助
り
候
ニ
付
今
般
不
恐

顧
願
上
候
築
足
長
百
六
拾
間
本
文
奉
申
上
候
諸
色
代
等
拝
借
被
仰
付
候
様
何
卒
出
格

之
御
憐
愍
を
以
幾
重
ニ
も
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
再
築
足
被
仰
付
候
ハ
ヽ
広
大
之

御
恩
澤
小
前
末
々
之
者
ニ
至
迄
一
日
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
以
上

　
　

明
治
二
巳
年
八
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
井
川
西
側
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隆
右
衛
門
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同

　
　

水
利
路
程
御
掛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
右
衛
門

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
前
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
四
郎

史
料
9　

大
橋
正
隆
家
文
書（
旧
豊
田
町
池
田
、磐
田
市
歴
史
文
書
館
複
写
）

　
　
　
　

奉
差
上
御
請
書
之
事

　

一
金
三
分
弐
朱　

　
　
　

匂
坂
上
村

　

一
金
弐
朱　

　
　
　
　
　

同
中
村

　

一
金
壱
両
弐
分
弐
朱　

　

同
西
村

　

一
金
壱
両
三
分
弐
朱　

　

七
蔵
新
田

　

一
金
七
両
壱
分　

　
　
　

池
田
村

　

一
金
壱
両
三
分
三
朱　

　

小
立
野
村

　

一
金
壱
両
弐
分
弐
朱　

　

西
之
島
村

右
者
天
龍
川
通
私
共
組
合
東
縁
上
組
当
巳
春
堤
川
除
丈
夫
附
自
普
請
出
情
之
廉
江
為

御
手
当
前
書
之
通
御
下
ケ
金
被
下
置
組
合
一
同
難
有
奉
頂
戴
候
川
通
并
内
郷
惣
代
連

印
御
請
書
奉
差
上
候
以
上

　

巳
八
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
通
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
防
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
万
能
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

峯
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

清
左
衛
門

　
　

水
利
路
程
御
掛
□

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

史
料
10　

道
悦
島
村
文
書（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
二
年

　
　
　

当
巳
秋
水
防
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　
　

九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
悦
島
村　

　
　

」

　
　

高
四
百
拾
六
石
弐
升
九
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
悦
島
村

一
蛇
籠
三
拾
本
弐
分

　
　

此
石
九
坪
六
合

　
　
　

人
足
四
拾
八
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺

　

代
永
拾
六
貫
百
八
拾
七
文
弐
分　

　

但
此
代
永
籠
造
賃
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本
永
五
百
三
拾
六
文

　

是
者
壱
番
古
大
聖
牛
弐
組
増
量
三
間
籠
拾
本
ニ
〆
壱
組
五
本
ツ
ヽ
弐
番
出
籠
同
断

弐
組
増
量
三
間
籠
拾
本
ニ
〆
壱
組
五
本
ツ
ヽ
元
付
壱
間
籠
弐
本
九
尺
籠
四
本
弐
番

下
新
出
古
大
聖
牛
弐
組
増
量
三
間
籠
拾
本
ニ
〆
壱
組
五
本
ツ
ヽ
元
付
壱
間
籠
弐
本

九
尺
籠
弐
本
三
番
出
同
断
弐
組
増
量
三
間
籠
拾
本
ニ
〆
壱
組
ヘ
五
本
ツ
ヽ
下
繕
九

尺
籠
弐
本
弐
間
籠
壱
本
元
付
壱
間
籠
七
本
九
尺
籠
四
本
ニ
〆
遣

　
　
　

右
寄

　

永
拾
六
貫
百
八
拾
七
文
弐
分

　

人
足
四
拾
八
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
度
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
百
石
五
拾
人
半
高
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
防　

村
役
人
足
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小
以
金
拾
六
両
永
百
八
拾
七
文
弐
分

右
者
大
井
川
通
私
共
村
方
地
内
御
普
請
所
当
巳
秋
水
当
強
御
座
候
ニ
付
水
防
御
普
請

被　

仰
付
御
仕
様
帳
通
諸
色
之
儀
者
御
改
を
請
私
共
日
々
御
場
所
ニ
付
居
遣
方
書
面

之
通
御
普
請
皆
出
来
仕
小
前
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
然
ル
上
者
平
生
無
油
断
見
廻

り
小
破
之
内
相
繕
大
破
ニ
不
相
成
様
可
仕
候
依
之
出
来
形
帳
差
上
申
処
相
違
無
御
座

候
以
上

　

明
治
二
巳
年
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
志
太
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
悦
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代
久
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

恵
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

藤
蔵
㊞

　
　

水
利
路
程
御
掛
り

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

右
之
通
出
来
相
違
無
之
候
以
上

　

巳
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
惣
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岸
本
操
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
川
市
太
郎
㊞

史
料
11　

五
和
村
文
書（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
二
年

　
　

当
巳
秋
水
防
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　

九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
井
川
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牛
尾
村　

　
　
　

」

組
合
高
千
五
百
弐
拾
八
石
三
斗
弐
合　

　

牛
尾
村

大
井
川
通

鍵
村

一
堤
欠
所
長
八
間　

　
　
　
　

平
均

高
壱
丈
壱
尺
五
寸

　
　

此
砂
利
弐
拾
三
坪　

　
　
　
　

横
九
尺

　
　

人
足
百
拾
五
人　

　
　
　

但
砂
利
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人

　
　
　

右
入
用

高
百
石
弐
拾
束

村
役

一

朶
拾
五
束
六
分　

　
　
　
　

四
尺
打
透

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
強
メ

　
　

是
ハ
堤
欠
所
長
八
間
前
後
取
合
拾
三
間
之
処
川
裏
服
か
こ
上
筋
そ
だ
四
通
此
延

長
拾
弐
間
但
拾
間
三
束
ツ
ヽ

一
蛇
籠
三
拾
六
本
五
分　

　
　
　
　
　

長
五
間

　
　

此
石
拾
壱
坪
八
合　

　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
七
寸

　
　

人
足
八
拾
壱
人
弐
分　

　

但
石
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人

代
永
拾
九
貫
五
百
六
拾
四
文　

　

但
竹
代
永
籠
造
賃
共
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
百
三
拾
六
文

是
ハ
鍵
出
堤
欠
所
長
八
間
之
処
鼻
之
服
か
こ
壱
本
通
四
重
七
分
〆
か
こ
弐
間
か

こ
弐
本
川
裏
壱
本
通
四
重
壱
継
八
分
〆
か
こ
弐
間
か
こ
四
本
地
形
壱
間
か
こ
壱

本
九
尺
か
こ
壱
本
三
間
か
こ
八
本
四
間
か
こ
拾
本
四
間
半
か
こ
弐
本
五
間
か
こ

九
本
ニ
〆
川
裏
鼻
之
方
と
も
遣

　
　
　

右
寄

　

永
拾
九
貫
五
百
六
拾
四
文

　

人
足
百
九
拾
六
人
弐
分　

　

高
百
石
五
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足
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小
以
金
拾
九
両
弐
分
永
六
拾
四
文

右
者
大
井
川
通
当
村
地
内
御
普
請
所
当
巳
秋
出
水
ニ
而
水
当
之
ケ
所
水
防
被
仰
付
私

共
日
々
御
場
所
附
居
諸
色
人
足
御
差
図
を
請
遣
方
仕
御
普
請
丈
夫
ニ
相
保
惣
百
姓
一

同
難
有
仕
合
奉
存
候
依
之
出
来
形
帳
奉
差
上
候
処
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牛
尾
村

　
　
　

明
治
二
巳
年
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

多
五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

次
郎
平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

延
平
㊞

　

水
利
路
程
御
掛
り

　
　
　
　

御
役
人
中
様

右
之
通
出
来
相
違
無
之
候
以
上

　

巳
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
惣
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岸
本
操
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
川
市
太
郎
㊞

史
料
12　

大
岩
区
有
文
書（
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　
　

往
還
置
砂
利
御
普
請
出
来
形
書
上
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
川
宿　

　
　
　
　

」

東
海
道　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
川
宿

　

八
丁
縄
手
長
弐
拾
間

　

同
所
続　

長
弐
拾
間

　

同
所
東　

長
拾
間

　

一
往
還
置
砂
利
延
長
五
拾
間　

　
　
　

平
均

横
九
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
五
寸

　
　
　

此
砂
利
六
坪
弐
合

　
　
　
　

人
足
百
六
拾
七
人
四
分　

但
砂
利
取
□
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
十
七
人

同
所
東

一
同　

長
八
拾
間　

　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

横
□
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
□
寸

　
　
　

此
砂
利
六
坪
七
合

　
　
　
　

人
足
弐
百
弐
拾
壱
人
壱
分　

但
砂
利
取
十
六
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
三
十
三
人

一
同
所
置
土
長
八
拾
間　

　
　
　

□
□
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
間

　
　

此
土
坪
拾
□
坪
三
合　

　
　
　

平
均

厚
五
寸

　
　
　

人
足
六
拾
六
人
五
分　

但
土
取
弐
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
五
人

同
所
続
細
谷
村
境

一
同
置
砂
利
長
七
拾
間　

　
　
　
　

平
均

横
壱
間

　
　

此
砂
利
五
□
□
八
号　

　
　
　
　
　

厚
五
寸

　
　
　

人
足
弐
百
三
人　

　
　
　
　

但
砂
利
取
十
七
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
三
十
五
人

　
　
　
　

右
寄

　

人
足
六
百
五
拾
八
人

　
　

賃
永
九
拾
弐
貫
百
弐
拾
文　

　

但
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
□
拾
文

　

小
以
金
九
拾
弐
両
永
百
□
拾
文

右
之
通
出
来
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
以
上

　

明
治
二
巳
十
月　

　
　
　
　
　
　
　

二
川
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
一
郎
㊞
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組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
十
郎
㊞

　
　
　

郡
方

㊞　
　
　

御
役
人
中
様

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
並

㊞
巳
十
月　

　
　
　
　
　
　

浜
中
義
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
筆
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

磯
山
左
右
橘
㊞

史
料
13　

大
岩
区
有
文
書（
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
二
年

　
　
　
　
　
　

土
橋
并
荒
道
御
普
請
書
上
帳

　
　
　
　
　
　
　
　

巳
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町　

　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町

東
海
道

豊
橋
二
タ
川
宿
境

一
土
橋
長
三
尺　

　
　
　

巾
六
間　

　
　

新
規
壱
ケ
所

　
　

此
平
均
三
坪

　
　
　

右
入
用

　
　

丸
太
尺
〆
九
分
六
り

　
　
　

松
木
八
本　

　
　
　

長
九
尺　

　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　
　
　

是
者
大
岩
町
南
御
林
之
内
よ
り
御
渡
之
積
御
側
四
本
ツ
ヽ
橋
台
ニ
遣

　
　

丸
太
尺
〆
弐
分
八
り
四
毛

　
　
　

同
木
八
本　

　
　
　

長
六
尺　

　

留
杭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　
　

是
者
前
同
断
弐
ツ
伐
ニ
い
た
し
両
側
橋
台
抱
杭
壱
本
ニ
弐
本
ツ
ヽ

　
　
　
　

右
出
来
者
橋
台
上
並
木
ニ
遣

　
　
　

松
枝
葉
九
束　

　
　

四
尺
打
透　

　
　

敷

朶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
□
縄
メ

　
　
　
　

是
者
前
同
断
枝
葉
遣
但
壱
坪
三
束
ツ
ヽ

　
　
　

人
足
五
人

　
　
　
　

是
者
前
同
断
御
林
よ
り
御
普
請
所
迄
道
法
弐
丁
御
林
木
伐
出
し
持
運
ひ
橋

　
　
　
　

懸
渡
し
共
一
式
外
堀
割
土
置
□
□
所
役
ニ
而
相
勤
申
候

東
海
道

字
境
目

一
往
還
置
砂
利
長
弐
拾
五
間　

　
　

平
均

巾
九
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
五
寸

　
　

此
砂
利
三
坪
壱
合　

　
　
　

但
砂
利
取
拾
壱
町
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
□
拾
□
人

　
　

人
足
七
拾
四
人
四
分

同字
火
打
坂
上

一
同
断
長
弐
拾
五
間　

　
　
　
　
　

平
均

巾
九
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
五
寸

　
　

此
砂
利
三
坪
壱
合

　
　

人
足
六
拾
五
人
壱
分　

　

但
砂
利
取
拾
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
弐
拾
壱
人



［近世・近代移行期の治水行政と土木官僚］……樋口雄彦

221

東
海
道

字
火
打
坂
下

一
土
橋
長
九
尺　

　
　
　

巾
□
間　

新
規
壱
ケ
所

　
　

此
平
均
三
坪

　
　
　

右
入
用

　
　

丸
太
尺
〆
三
本
五
分
九
り
九
毛

　
　
　

松
木
三
拾
本　
　

長
九
尺　

　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　
　
　

内
弐
拾
六
本　

　

□
□

　
　
　
　
　

四
□
□　

　
　

□
□
橋
台
土
留
木
ニ
遣

　
　
　
　

是
者
大
岩
町
御
林
之
内
よ
り
御
渡
し
積

　
　
　

松
枝
葉
九
束　
　

四
尺
相
違　

　

敷

朶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
メ

　
　
　
　

是
者
前
同
断
末
木
遣
但
壱
坪
三
束
ツ
ヽ

　
　
　

人
足
三
人
六
分

　
　
　
　

是
者
前
同
断
御
林
よ
り
御
普
請
場
迄
道
法
六
丁

　
　
　
　

御
林
木
持
運
ひ
伐
出
し
共
一
式

同
所
橋
下

在
来
小
溝
切
広

一
堀
割
長
弐
間
半　

　
　
　
　
　
　

平
均

深
三
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
間

　
　

此
土
坪
壱
坪
弐
合

　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
弐
間
半

　
　
　
　

壱
合
在
溝
空
坪
引　

　

但
在
来
溝　

深
壱
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

　
　

残
坪
壱
坪
壱
合

　
　

人
足
弐
人
弐
分　

　
　
　

但
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
人

堀
割
長
弐
間
之
処
両
側

一
石
□
口
延
長
四
間　

　
　
　

平
均

高
三
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
壱
尺

　
　

此
石
三
合

　
　

石
工
壱
人
八
分

　
　

賃
永
三
百
拾
八
文
六
分　

　

但
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
七
拾
七
文

　
　

人
足
三
人
六
分

　
　
　

是
者
石
□
運
ひ
三
丁
内
壱
坪
六
人
掛
□
并
ニ
石
工
手
伝
壱
人
ニ
壱
人
ツ
ヽ

□
□

一
置
砂
利
長
九
尺　

　
　
　
　
　

平
均

横
弐
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
壱
尺

　
　

此
砂
利
五
合　

　
　
　
　
　
　

最
寄
左
右
而
已
□
□

　
　

人
足
八
人
五
分　

　
　
　

但　

砂
利
取
八
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
七
人

橋
前
後
長
二
間
ツ
ヽ

一
同
延
長
六
間　

　
　
　
　

平
均

横
弐
間
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
五
寸

　
　

此
砂
利
壱
坪
弐
合　

　
　
　

前
同
断

　
　

人
足
拾
八
人　

　
　
　

但　

砂
利
取
七
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
拾
五
□

　
　
　

右
寄

　

永
三
百
拾
八
文
六
分

　

人
足
百
八
拾
弐
人
弐
分　

　

但
壱
人
永
百
四
拾
文

　

賃
永
弐
拾
弐
貫
五
百
八
文

㊞
〆
小
以
金
弐
拾
五
両
三
分
永
七
拾
六
文
六
分
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右
者
今
般
御
普
請
被　

命
書
面
御
入
用
を
以
無
相
違
出
来
仕
候
以
上

　
　

明
治
□
年
巳
十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
六
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
吉
郎
㊞

　
　
　
　

静
岡

　
　
　
　
　

郡
方

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
並

㊞
巳
十
月　

　
　
　
　
　
　
　

浜
中
義
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
筆
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

磯
山
左
右
橘
㊞

史
料
14　

平
島
区
有
文
書（
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
）

（
貼
紙
）「
明
治
元
辰
年
ヨ
リ

 

明
治
九
子
年
迄　

堤
防
普
請
仕
様
原
帳

」

 

高
七
百
七
拾
七
石
弐
斗
四
合　

　
　
　

平
島
村

瀬
戸
川
通

字
四
丁
島
右
枠
前
側

一
中
聖　

四
組

　
　
　
　
　

右
入
用

　
　

代
永
壱
貫
五
百
九
拾
九
文
弐
分　

但
シ
壱
組
永
三
百
九
拾
九
文
八
分

　
　

人
足
弐
拾
四
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
六
人

同
所
下

一
杭
出　

長
弐
間　

　
　
　
　

三
通
ノ
打

　
　
　
　
　

右
入
用

　
　

杭
木
弐
拾
壱
本　

　
　

長
弐
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
四
寸

　
　
　

代
永
五
百
四
拾
六
文　

　
　
　
　
　

但
シ
壱
本
永
弐
拾
六
文

　
　
　
　

是
者
間
ニ
送
り
三
本

　
　

人
足
弐
人
壱
分

　
　
　
　

是
ハ
弐
間
杭
壱
人
拾
本
打

一
蛇
籠
拾
本
五
分　

　
　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
四
寸

　
　

此
石
弐
坪
弐
合

　
　
　

人
足
拾
五
人
四
分　

　
　
　
　
　

但
シ
石
取
壱
坪
七
人

　
　
　

代
永
壱
貫
四
百
九
拾
九
文
四
分　

　

但
竹
代
籠
造
壱
本

 

永
百
四
拾
弐
文
六
分

　
　
　

是
者
中
聖
牛
四
組
重
り
弐
間
籠
弐
拾
本
ニ
〆
壱
組
五
本
ツ
ヽ

　
　
　

尻
押
同
籠
四
本
者
壱
組
壱
本
ツ
ヽ
元
付
九
尺
籠
三
本
ツ
ヽ

　
　
　
　
　

右
寄

永
三
貫
六
百
四
拾
四
文
六
分　

　
　

高
百
石
五
拾
人
内

人
足
四
拾
壱
人
五
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

小
以
金
三
両
弐
分
永
百
四
拾
四
文
六
分

　
　
　
　

外

　
　
　

人
足
四
拾
壱
人
五
分　

　
　
　
　

村
役

右
者
瀬
戸
川
通
私
共
村
方
地
内
堤
川
除
当
巳
春
御
普
請
村
請
仕
立
被　

仰
渡
私
共

日
々
御
場
所
附
居
諸
色
之
寸
間
者
勿
論
精
々
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
出
来
形
御
見
分
奉
請

村
中
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
右
御
普
請
一
件
ニ
付
何
ニ
而
も
御
願
筋
毛
頭
無
御
座
候
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且
平
日
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
処
者
手
入
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
被　

仰
渡
承
知
奉

畏
候
依
之
御
普
請
出
来
形
証
文
差
上
申
候
処
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　

明
治
二
年
巳
十
二
月　

　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
次
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
五
郎

　
　

静
岡

　
　
　

水
利
郡
政

　
　
　
　
　

御
役
所

  （
表
紙
）

  「 

明
治
四
辛
未
年

　
　

瀬
戸
川
通
堤
川
除
当
未
春
御
普
請
出
来
帳

　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
河
国
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村　

　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　

高
七
百
八
拾
四
石
七
斗
三
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　
　
　

内

　
　
　

高
七
百
七
拾
七
石
弐
斗
四
合　

　

村
高

　
　
　

高
七
石
五
斗
三
升
三
合　

　
　
　

社
寺
領
除
地

瀬
戸
川
通

一
大
川
倉
牛
七
組

　
　

内
三
組　

四
丁
島
牛
前
囲

　
　
　

四
組　

大
覚
寺
上
村
弐
組
ツ
ヽ
弐
ケ
所

　
　
　
　

右
入
用

　
　

永
拾
三
貫
六
百
九
拾
七
文
六
分

雑
木
弐
拾
壱
本　

長
三
間　

　
　

但
壱
本

　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸　

　
　

永
百
九
拾
四
文
八
分

　

代
永
四
貫
九
拾
文
八
分

　
　

内
七
本　

　

棟
木
壱
組
壱
分
ツ
ヽ

　
　
　

拾
四
本　

桁
木
同　

弐
本
ツ
ヽ

同
木
弐
拾
八
本　

長
弐
間
半

　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　

代
永
三
貫
六
百
九
拾
八
文
八
分　

　

但
同
永
百
三
拾
弐
文
壱
分

　
　

内
拾
四
本　

前
合
掌
木
壱
組
弐
本
ツ
ヽ

　
　
　

拾
四
本　

梁
木　

同　

弐
本
ツ
ヽ

同
木
七
本　
　

長
弐
間
半　

　

砂
払
木

　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　

代
永
五
百
六
拾
八
文
四
分　

　

但
同
永
八
拾
壱
文
弐
分

　
　

是
者
壱
組
壱
本
ツ
ヽ

同
木
七
本　
　

長
弐
間　

　
　
　
　

前
立
木

　
　
　
　
　
　

末
口
弐
寸
五
分

　

代
永
三
百
九
拾
九
文
八
分　

　

但
同
永
五
拾
壱
文
四
分

　
　

是
者
同
壱
本
ツ
ヽ

同
木
拾
四
本　
　

長
壱
丈　

　
　
　

跡
合
掌
木

　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　

代
永
六
百
八
拾
六
文　

　
　

但
同
永
四
拾
九
文

　
　

是
者
同
弐
本
ツ
ヽ

同
木
八
拾
四
本　

　

長
九
尺　

　
　

棚
立
木
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末
口
三
寸

　

代
永
三
貫
百
拾
六
文
四
分　

　

但
同
永
三
拾
七
文
壱
分

　
　

是
者
同
拾
弐
本
ツ
ヽ

唐
竹
拾
四
本　

　

目
通
五
六
寸
廻
り　

　

棟
挟
竹

　

代
永
三
百
拾
六
文
四
分　

　

但
同
永
弐
拾
弐
文
六
分

　
　

是
者
同
弐
本
ツ
ヽ

同
竹
七
拾
本　

　

目
通
四
五
寸
廻
り　

　

揃
結
竹

　

代
永
七
百
弐
拾
七
文　

　

但
同
永
拾
文
三
分

　
　

是
者
同
拾
本
ツ
ヽ

大
工
七
分

　

賃
永
百
四
拾
文　

　

但
壱
人
永
弐
百
文

　
　

是
者
同
壱
本
ツ
ヽ

人
足
三
拾
三
人
六
分

　
　

是
者
結
立
川
入
共
同
四
人
八
分

一
蛇
籠
弐
拾
八
本
弐
分　
　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
五
寸

　
　

此
石
七
坪　

　
　
　
　
　

但
石
取
壱
丁
半
壱
坪

　
　

人
足
三
拾
八
人
五
分　

　
　

五
人
五
分

是
者
大
川
倉
牛
七
組
重
り
弐
間
半
籠
三
拾
五
本
ニ
〆
壱
組
五
本
ツ
ヽ
尻
押
九
尺

籠
拾
四
本
ニ
〆
壱
組
弐
本
ツ
ヽ
元
付
四
丁
島
三
組
弐
間
籠
弐
本
九
尺
籠
三
本
増

重
り
五
間
籠
三
本
同
所
下
弐
組
元
付
九
尺
籠
三
本
大
覚
寺
上
村
境
同
九
尺
籠
三

本

　
　
　

右
入
用

唐
竹
六
百
弐
拾
本　

目
通
四
五
寸
廻
り

　

代
永
六
貫
三
百
八
拾
六
文　

　

但
壱
本
永
拾
文
三
分

　
　

是
者
蛇
籠
壱
本
五
拾
弐
本

人
足
弐
拾
弐
人
六
分

　

是
者
籠
造
壱
人
弐
本
半
造
石
詰
壱
本
四
人
掛

永
弐
拾
貫
八
拾
三
文
六
分

人
足
九
拾
四
人
七
分　

　

高
百
石
五
十
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

小
以
金
弐
拾
両
永
八
拾
三
文
六
分

　
　
　

是
者
諸
色
納
人
渡
し
分

右
者
当
村
瀬
戸
川
通
堤
川
除
当
未
春
御
普
請
一
式
村
請
仕
立
被　

命
村
役
人
共
日
々

御
場
所
ニ
附
居
諸
事
御
差
図
を
請
相
仕
立
御
仕
様
帳
之
通
少
も
無
相
違
丈
夫
ニ
出
来

仕
小
前
末
々
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
小
破
出
来
候
節
者

早
々
手
入
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
可
仕
且
又
出
水
等
之
節
者
早
速
小
前
召
連
防
方
仕

大
破
不
相
成
様
可
仕
旨
被
御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
印
形
奉
差
上
候
処
仍
如

件
　

明
治
四
辛
未
年
十
二
月　

　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
江
十
郎
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
上
勘
太
夫
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
江
平
五
郎
㊞

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　

高
原
鈴
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
史
生

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
も
の
也

　
　
　
　
　
　

静
岡
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割
印　

辛
未　

　

水
利
郡
方

　
　
　

十
二
月　

　

御
役
所
﹇
印
﹈

史
料
15　
「
庚
午
明
治
三
年
正
月
吉
日　

日
記
帳
」（
駿
河
国
富
士
郡
今
泉
村
中
村

五
郎
右
衛
門
家
文
書
、
富
士
市
立
図
書
館
配
架
C 

H
焼
付
本
よ
り
）

（
正
月
）
十
一
日
晴
天

水
利
路
程
御
掛
り
様
御
見
分
ニ
付
今
朝
未
明
ゟ
角
平
伝
三
郎
今
井
村
へ
御
迎
行
役
人

一
同
心
配
今
日
者
三
軒
村
ゟ
比
奈
村
迄
御
見
分
明
日
今
泉
始
メ
之
よ
し
夫
ゟ

○
今
日
角
平
伝
三
郎
吉
原
へ
役
調
へ
之
由
出
張
尤
夫
ゟ
組
頭
百
姓
代
一
同
集
会
相
談

有
之

（
正
月
）
十
二
日
雨
天

今
日
水
利
路
程
御
掛
り
様
去
春
堤
普
請
出
来
分
御
見
分
ニ
付
村
役
人
一
同
出
張

伝
三
郎
東
平
両
人
今
井
村
へ
御
出
迎
行
一
平
藤
三
郎
彦
四
郎
新
蔵
堤
ケ
所
杭
打

○
角
平
風
邪
之
由
不
参

（
正
月
十
三
日
）

水
利
路
程
御
掛
御
見
分
ニ
付
藤
三
郎
彦
四
郎
新
蔵
東
平

上
條
元
平
様
白
石
十
三
郎
様

（
正
月
十
四
日
）

今
暁
水
利
路
程
御
掛
り
様
木
綿
島
江
御
泊
り
ニ
相
成
候
ニ
付
御
機
嫌
旁
以
御
伺
ひ
可

申
上
之
処
取
立
ニ
付
難
差
抜
ケ
新
蔵
殿
ヲ
頼
申
候

（
正
月
）
十
五
日
曇
り

今
朝
水
利
御
掛
り
様
江
御
伺
ひ
申
上
候
処
今
日
ハ
柚
木
村
へ
御
越
被
成
候
ニ
付
伝
三

郎
彦
四
郎
御
見
送
り
申
候

御
年
貢
取
立
角
平
茂
三
郎
一
平

湊
普
請
相
談
ニ
付
富
作
吉
平
縫
作
ゟ
手
紙
参
り
候
由
西
組
ゟ
申
越
候
ニ
付
新
蔵
殿
ヲ

頼
遣
し
候

（
三
月
二
日
）

今
日
水
理
御
掛
り
様
湊
御
普
請
御
見
分
ニ
付
今
晩
木
綿
島
へ
御
泊
り
候
先
触
ニ
付
御

待
請
候
処
川
久
保
御
泊
ニ
相
成
申
候
角
平
伝
三
郎
御
出
迎
ひ

一
平
源
五
郎
角
平
伝
三
郎
重
太
藤
三
郎
〆
六
人

三
日
雨

水
理
御
掛
り
様
方
木
綿
島
へ
御
出
被
成
候
今
日
者
角
平
も
役
構
ひ
ニ
付
出
兼
申
候

五
郎
作
出
張

一
平
在
宅
御
年
貢
帳
取
調
へ

四
日
く
も
り

水
理
御
掛
り
様
上
條
様
長
島
様
白
石
様
〆
四
人
様
也
今
日
湊
御
見
分
被
成
候
今
晩
も

木
綿
島
江
御
泊
り

川
上
服
次
郎
様
松
岡
萬
様
松
岡
村
ゟ
御
出
張
ニ
而
御
見
分
夫
ゟ
又
松
岡
村
江
御
帰
り

ニ
相
成
候

五
日
雨
小
降
り

水
理
御
掛
り
様
川
合
橋
ニ
而
分
見
御
立
被
成
候
由
角
平
伝
三
郎
見
送
り
今
晩
ハ
妙
法

寺
御
泊
り
ニ
相
成
候

（
三
月
）
八
日
く
も
り

五
郎
作
源
五
郎
東
平
湊
御
普
請
ニ
付
組
村
々
相
談
ニ
付
昼
ゟ
元
吉
原
江
出
張

（
三
月
十
一
日
）

妙
法
寺
水
理
御
掛
り
様
ゟ
一
平
御
召
角
平
伝
三
郎
出
張
之
処
御
申
付
ら
れ
帰
村
尤
東

比
奈
佐
一
郎
江
も
差
紙
有
之
候
由
一
平
疝
気
之
気
味
ニ
付
五
郎
作
文
吉
召
連
遣
し
申

候
長
島
信
之
様
ゟ
金
札
千
両
両
人
へ
御
預
ケ
ニ
相
成
申
候

十
三
日
晴

五
郎
作
義
（
中
略
）
一
平
義
夕
方
前
元
組
へ
参
り
候
処
清
五
郎
元
吉
原
妙
法
寺
水
理

御
掛
り
様
江
参
り
留
守
用
向
廻
し
川
堀
請
方
之
事
の
由

（
三
月
）
廿
日
晴

御
親
父
静
岡
表
学
問
所
江
米
弐
拾
俵
代
永
ヲ
納
ニ
出
張
被
成
候

廿
三
日
晴
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湊
御
普
請
所
詰
今
廿
三
日
ゟ
三
日
之
間
者
御
親
父
詰
番
ニ
相
成
無
余
義
野
生
代
り
ニ

参
り
候
尤
廿
日
廿
一
日
廿
二
日
佐
一
郎
殿
詰
番
今
夕
方
ニ
成
水
利
様
ゟ
妙
法
寺
迄
佐

一
郎
本
益
中
村
一
平
右
三
人
可
罷
出
之
御
書
附
参
り
候
所
直
様
罷
出
最
早
両
人
者
参

り
居
候
御
普
請
右
三
人
取
締
被
仰
付
無
拠
御
受
申
上
候

廿
四
日
晴

今
日
上
條
元
平
様
長
島
信
之
様
御
両
人
沖
田
圦
樋
并
堤
御
普
請
御
見
分
ニ
相
成
候
圦

樋
者
来
年
之
事
小
土
手
ハ
御
普
請
被
下
候
積
り
ニ
定
り
杭
出
し
者
少
々
者
叶
ひ
可
申

候
見
分
済
直
ニ
原
田
村
尾
御
移
り
被
成
候
様
東
平
伝
三
郎
安
蔵
源
五
郎
拙
者
藤
三
郎

六
人
御
案
内
角
平
彦
四
郎
湊
行

今
廿
四
日
御
普
請
所
拙
詰
番
故
角
平
殿
ヲ
頼
遣
し
申
候
拙
者
御
伝
馬
所
江
相
詰
候
源

五
郎
重
太
三
人
共
出
張

廿
五
日
天
気
能

今
日
も
御
伝
馬
御
改
正
ニ
付
源
五
郎
重
太
拙
三
人
惣
代
屋
ニ
詰
伝
三
郎
角
平
湊
も
夕

方
ニ
相
成
拙
者
呼
ニ
遣
し
候
ニ
付
妙
法
寺
参
〆
切
御
普
請
入
札
夜
入
四
ツ
時
頃
帰
宅

廿
六
日
く
も
り
夜
入
雨

御
伝
馬
所
相
談
源
五
郎
重
太
□
頼
拙
者
妙
法
寺
水
利
様
御
呼
出
ニ
付
出
張
御
普
請
之

儀
御
相
談
土
俵
仮
〆
切
定
雇
欤
又
者
請
人
足
欤
番
村
御
普
請
之
儀
も
両
三
日
中
ニ
仕

様
帳
御
下
ケ
相
成
由
湊
仮
〆
切
者
明
廿
七
日
人
足
少
々
宛
出
し
た
め
し
見
度
断
被
仰

聞
夜
入
九
ツ
時
頃
帰
宅
佐
一
郎
殿
本
益
殿
ゟ
少
々
先
へ
帰
ル
角
平
拙
者
同
道
御
下
ケ

金
村
割
札
百
両
受
取
拙
者
預
り
伝
三
郎
殿
ハ
文
吉
者
早
く
帰
り
候

五
月
朔
日
伝
法
村
吉
原
宿
差
縺
川
上
様
御
泊
り

二
日
晴
川
上
権
少
参
事
堤
御
見
分

（
五
月
）
六
日
く
も
り
雨

○
一
平
儀
三
月
廿
日
ニ
静
岡
表
学
問
所
上
納
出
張
大
久
保
伝
吾
同
道
ニ
而
岩
渕
斎
藤

依
十
郎
へ
一
泊
松
野
田
地
一
条
掛
合
翌
廿
一
日
未
明
岩
渕
出
立
静
岡
伝
馬
町
安
田
屋

次
郎
平
へ
八
ツ
時
前
着
廿
二
日
学
問
所
江
上
納
相
済
廿
三
日
天
野
様
臨
済
寺
様
平
林

百
助
様
江
御
尋
申
候
廿
四
日
静
岡
出
立
大
内
村
報
徳
由
蔵
殿
へ
立
寄
夫
ゟ
江
尻
へ
廻

り
小
島
泊
り
廿
五
日
朝
林
様
御
尋
申
上
夫
ゟ
松
野
江
泊
り
申
候

史
料
16　

深
見
村
戸
長
役
場
文
書（
袋
井
市
歴
史
文
化
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）「 

明
治
三
年

　
　
　
　
　
　

太
田
川
通
御
普
請
目
論
見
帳

　
　
　
　
　
　
　

午
三
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎
平　

　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

高
九
百
五
拾
三
石
弐
斗
五
升
三
合　

　
　
　
　
　

遠
州
豊
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
見
村

太
田
川
通

一
大
川
倉
牛
拾
六
組

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

字
唐
久
牛
弐
組
前
渕

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

同
所
下

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

同
所
上

　
　
　

四
組　

　
　
　
　

同
所
下
弐
組
ツ
ヽ
弐
ケ
所

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

上
川
田

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

同
所
下

　
　
　

弐
組　

　
　
　
　

同
所
下

　
　

右
入
用

　

雑
木
四
拾
八
本　
　

長
三
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　

代
永
五
貫
百
八
拾
四
文　

　

但
シ

壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
八
文

　
　
　

内
拾
六
本　

樟
木
壱
組
壱
本
ツ
ヽ

　
　
　
　

三
十
弐
本　

桁
木
引
弐
本
ツ
ヽ

　

同
木
六
拾
四
本　

長
弐
間
半

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸
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代
永
五
貫
七
百
六
拾
文　

　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
九
十
文

　
　
　

内
三
十
弐
本　

前
合
掌
木
壱
組
弐
本
ツ
ヽ

　
　
　
　

三
十
弐
本　

梁
木
同
弐
本
ツ
ヽ

　

同
木
拾
六
本　
　

長
弐
間
半　

　
　
　
　

砂
払
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
八
百
八
拾
文　

　
　
　
　
　
　
　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
十
五
文
ツ
ヽ

　
　

是
ハ
引
壱
本
ツ
ヽ

　

同
木
拾
六
本　
　

長
弐
間　

　
　
　
　
　

前
立
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　

代
永
六
百
四
拾
文　

　
　
　
　
　
　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
四
十
文

　
　
　
　

是
ハ
引
壱
本
ツ
ヽ

　
　

同
木
三
拾
弐
本　

長
壱
丈　

　
　
　
　

跡
合
掌
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　

代
永
壱
貫
百
五
十
弐
文　

　
　
　
　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
十
六
文

　
　
　
　

是
ハ
引
弐
本
ツ
ヽ

　
　

同
木
弐
百
五
拾
六
本　
　

長
九
尺　

　

棚
敷
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　

代
永
八
貫
七
百
四
文　

　
　
　
　
　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
三
拾
四
文

　
　
　
　

是
ハ
引
拾
六
本
ツ
ヽ

　
　

唐
竹
三
拾
弐
本　

　

目
通
五
六
寸
廻
り　

棟
挟
竹

　
　
　

代
永
三
百
八
拾
四
文　

　
　
　
　
　
　

但
シ

壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
拾
弐
文

　
　
　
　

是
ハ
引
弐
本
ツ
ヽ

　
　

同
竹
百
六
拾
本　

　

引
四
五
寸
廻
り　

　

牧
結
竹

　
　
　

代
永
壱
貫
弐
百
八
十
文　

　
　
　
　
　

但
シ

引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
八
文

　
　
　
　

是
ハ
引
拾
本
ツ
ヽ

　
　

大
工
壱
人
六
分

　
　
　

賃
永
三
百
廿
文　

　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
弐
百
文
ツ
ヽ

　
　
　
　

是
ハ
引
壱
分
ツ
ヽ

　
　

人
足
七
拾
六
人
八
分

　
　
　
　

是
ハ
引
四
人
八
分

下
川
田

一
杭
出
し
長
五
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
通
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　
　

右
入
用

　

雑
木
四
拾
四
本　
　

長
九
尺　

　
　
　
　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸　

　
　
　

但
壱
本

　
　

代
永
壱
貫
四
百
九
拾
六
文　

　
　
　
　
　

永
三
十
四
文

　
　
　

是
ハ
間
ニ
送
り
三
本
打

薮
下

一
菻
杭
長
拾
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
通
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　
　

右
入
用

　

雑
木
四
拾
弐
本　
　
　
　

長
弐
百
半　

　
　
　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸　

　
　
　

但
シ

壱
本

　
　

代
永
弐
貫
三
百
拾
文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
十
五
文

　
　
　

是
ハ
間
ニ
送
三
本
打
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人
足
拾
九
人
七
分

　
　

弐
人
九
分　

　

九
尺
杭
壱
人
拾
五
本
打

　
　

拾
六
人
八
分　

弐
百
半
杭
壱
人
弐
本
半
打

一
蛇
籠
七
拾
三
本　
　
　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
五
寸

　
　

此
石
拾
七
坪
三
合

　
　

人
足
百
三
拾
八
人
四
分　

　
　

但
シ

石
取
弐
町
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
八
人

　
　

代
永
拾
弐
貫
三
百
弐
十
文　

　
　
　
　
　

竹
代
永
百
七
拾
六
文

　
　

賃
永
四
貫
弐
百
文　

　
　
　
　

但
シ
壱
本
籠
造
賃
永
六
十
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
結
人
足
四
分

　
　

人
足
弐
拾
八
人

　
　

九
本　

　

字
唐
久
古
枠
出
し
繕
長
弐
間
半
之
処
六
本
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
重
五
分

　
　

六
拾
壱
本　

　

大
川
倉
牛
拾
六
組
重
弐
間
半
架
八
拾
本
〆

　
　
　
　
　
　
　
　

壱
組
ニ
五
本
ツ
ヽ
尻
押
九
尺
籠
三
拾
弐
本
〆
壱
組

　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
ツ
ヽ
先
付
九
尺
架
三
十
八
本
〆
壱
ケ
所
五
本
内

　
　
　
　
　
　
　
　

七
ケ
所
分
三
本
壱
ケ
所
合
八
ケ
所
分

　
　
　

右
寄

　

永
四
拾
四
貫
六
百
三
拾
文　

○
高
百
石
五
十
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　

人
足
弐
百
六
拾
弐
人
九
分　

○
│
│
│
│
│
│

小
以
金
四
拾
四
両
弐
分
永
百
三
拾
文

　

水
利

　
　

郡
政
方

　
　
　

普
請
役

　
　
　
　

内
田
惣
五
郎
様

　
　
　
　

神
谷
恒
次
郎
様

史
料
17　
『
金
谷
町
誌
』
下
（
一
九
二
九
年
、
一
九
九
〇
年
影
陰
版
復
刻
、
金
谷
町

役
場
）

　
　
　
　
　

治
大
井
水
成
功
記

明
治
紀
元
之
秋
洪
水
為
災
明
年
春
川
上
服
二
郎
松
岡
萬
等
奉
命
巡
視
駿
遠
衆
分
督
而

治
之
萬
等
専
知
大
井
水
事
而
金
谷
駅
傍
辺
遭
害
尤
甚
焉
因
属
吏
内
田
惣
五
郎
而
苦
請

修
之
然
此
地
激
浪
除
災
甚
難
為
之
如
何
萬
曰
予
備
天
災
在
尽
人
事
人
事
未
曽
尽
何
謂

之
防
天
災
惣
五
郎
固
精
於
治
水
乃
励
精
禁
飲
酒
誓
於
神
而
後
経
始
之
先
改
造
水
途
使

其
西
流
有
害
者
旋
回
利
導
而
東
之
長
五
十
有
余
歩
亘
三
十
歩
俗
謂
之
本
瀬
廻
以
木
石

壅
其
旧
途
而
埋
俗
謂
之
占
切
又
作
大
枝
堤
水
中
深
丈
余
長
三
十
歩
水
表
高
一
丈
亘
三

歩
余
以
塞
横
流
俗
謂
之
川
堰
堤
蓋
治
水
之
大
挙
也
起
於
明
治
二
年
四
月
廿
二
日
而
成

於
五
月
廿
日
中
間
三
十
日
大
風
雨
不
降
水
量
不
増
可
不
謂
之
天
幸
耶
後
有
大
風
雨
逆

流
暴
漲
而
堤
防
無
潰
裂
之
害
乃
知
尽
人
事
則
天
災
必
至
也
萬
武
蔵
人
幼
嗜
武
又
好
学

頗
通
於
経
済
之
道
武
事
之
間
手
不
廃
巻
故
有
所
蘊
積
惣
五
郎
亦
武
蔵
人
曽
学
治
水
於

佐
藤
睦
三
郎
是
以
有
所
得
焉
里
豪
下
島
弥
八
郎
河
村
弥
七
郎
等
亦
発
奮
相
励
庶
民
子

来
竣
工
之
速
豈
徒
哉
謹
作
二
図
献
一
於
駿
之
惣
社
献
一
於
大
井
神
社
恭
記
其
顛
末
庚

午
春
三
月
応
不
隣
斎
松
岡
氏
嘱
鴻
堂
久
保
復
謹
撰
並
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幹
事
者
名
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
督　

川
上
服
二
郎
藤
原
綏
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
督　

松
岡
萬
藤
原
古
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

属
吏　

岸
本
操
藤
原
経
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
惣
五
郎
源
富
淑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
卓
爾
平
宣
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
恒
太
郎
源
専
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
川
市
太
郎
源
正
道
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近
傍
民
間
抜
擢
附
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
島
新
田　

飯
塚
格
蔵
知
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
日
村　

　
　

八
木
平
七
郎
太
幹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
田
駅　

　
　

天
野
孫
六
苗
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
泉
村　

　
　

碓
井
豹
太
郎
源
貞
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
谷
駅　

　
　

下
島
弥
八
郎
弘
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
弥
七
郎
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

補
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
田
駅　

　
　

塚
本
孫
造
介
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
田
村　

　
　
　
　

才
治
審
人

史
料
18　
「
横
須
賀
惣
庄
屋
覚
帳（
御
用
留
）」
第
三
十
九
冊
（
掛
川
市
教
育
委
員

会
所
蔵
）

　
　
　
　

差
上
申
相
場
書
之
事

一　

金
壱
両
ニ
付　

　
　

下
米
壱
斗
四
合

右
ハ
当
正
月
中
旬
下
米
相
場
奉
書
上
候
通
相
違
無
御
座
候

　

明
治
三
午
年
四
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
須
賀
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
屋
惣
代　

常
吉
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

仙
太
郎
印

右
之
通
相
違
無
御
座
候　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
須
賀
町
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郎
平
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

行
番
差
添

　
　

午
四
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
吉
印

　

水
利
郡
政
方

　
　

御
役
人
衆
中
様

史
料
19　

槇
田
弥
男
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

（
端
裏
書
）「
川
除
金
請
取
之
内
」

四
月
十
九
日

　
　

奉
請
取
金
子
之
事

一
金
六
両
也

右
者
瀬
戸
川
通
私
共
村
方
当
午
春
堤
川
除
御
普
請
御
入
用
金
之
内
為
御
内
借
書
面
之

通
被
成
御
渡
奉
請
取
候
処
仍
如
件

　

明
治
三
午
年
四
月　

　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
覚
寺
下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
右
衛
門
㊞

　

水
利

　
　

郡
政
御
掛
り

　
　
　
　

御
役
人
中
様

（
付
属
品
と
し
て
「
賃
四
百
札　

午
五
月
限
」、「
賃
百
札　

午
五
月
限
」
の
宿
札
二
枚

あ
り
）

史
料
20　

槇
田
弥
男
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

　
　
　

奉
請
取
金
子
之
事

右
者
瀬
戸
川
通
私
共
村
方
当
午
春
堤
川
除
御
普
請
御
入
用
金
之
内
為
御
内
借
書
面
之

通
被
成
御
渡
奉
請
取
候
処
仍
而
如
件

　

明
治
三
午
年
六
月　

　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
覚
寺
下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代
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与
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
右
衛
門

　
　

水
利

　
　
　

郡
政
方

　
　
　
　

御
役
人
中
様

史
料
21　

道
悦
島
村
文
書（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）

　
　
　

三
月
廿
五
日
ゟ
四
月
十
五
日
迄

字
大
橋
下

一
杭
篝
長
弐
拾
八
間

同
所

一
五
間
か
こ　

拾
本　

杭
篝
根
堅
メ

同
所

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

同
断

同
所
上

一
弐
間
か
こ　

三
本　

古
堤
川
十
間
繕

同一
弐
間
半
か
こ　

壱
本　

同
断

同一
三
間
か
こ　

壱
本　

同
断

同一
五
間
か
こ　

壱
本　

同
断

小
以
籠
拾
四
本
壱
分

　
　

四
月
十
七
日
ゟ
同
廿
七
日
迄

字
遠
双

一
杭
篝
長
拾
五
間

一
五
間
か
こ　

三
本　

杭
篝
根
堅
メ

一
同
か
こ　

九
本　

篝
上
服
か
ニ

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

同
取
合

　
　

三
月
晦
日
ゟ
四
月
晦
日
迄

字
中
島

一
杭
篝
長
拾
九
間
半

同一
小
枠
弐
組

同一
笈
午
弐
組

同一
五
間
か
こ　

廿
四
本　

服
か
ニ
地
形

同一
弐
間
半
か
こ　

八
本　

同
断

一
弐
間
半
か
こ　

六
本　

同
断

一
五
間
か
こ　

弐
拾
壱
本　

服
か
ニ

一
四
間
か
こ　

壱
本　

杭
篝
根
堅
メ

一
五
間
か
こ　

拾
本　

同
篝
上
服
か
ニ

一
四
間
半
か
こ　

弐
本　

同
断

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

同
元
合

一
弐
間
か
こ　

三
本　

二
番　

古
枠
上
ふ
き

一
九
尺
か
こ　

四
本　

三
番　

古
枠
繕

一
壱
間
か
こ　

弐
本　

同
断

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

四
番
小
枠　

川
表
堅
メ

一
弐
間
半
か
こ　

弐
本　

同
断
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一
九
尺
か
こ　

弐
本　

鼻
堅
メ

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

同
断

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

川
裏
同
断

一
弐
間
か
こ　

壱
本　

同
断

一
弐
間
か
こ　

四
本　

五
番　

川
表
堅
メ

一
同
か
こ　

四
本　

鼻
堅
メ

一
九
尺
か
こ　

弐
本　

同
断

〆一
弐
間
か
こ　

六
本　

笈
午
弐
組
重
り

中
島
切
所
上
欠
所
繕

一
杭
篝
長
五
間

一
五
間
か
こ　

壱
本　

杭
篝
上

小
以
籠
七
拾
九
本

　
　

四
月
廿
日
ゟ
同
晦
日
迄

一
小
枠
壱
組

一
笈
午
弐
組

一
五
間
か
こ　

八
本　

服
籠
地
形

一
壱
間
か
こ　

三
本　

同
断
取
合

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

同
断

一
五
間
か
こ　

五
本　

服
か
ニ

一
五
間
半
か
こ　

壱
本　

同
断

一
壱
間
か
こ　

壱
本　

同
下
繕

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

砂
わ
た

一
弐
間
か
こ　

三
本　

川
表
堅
メ

一
九
尺
か
こ　

四
本　

同
断

一
弐
間
か
こ　

四
本　

鼻
堅
メ

一
壱
間
か
こ　

三
本　

川
裏
堅
メ

一
弐
間
か
こ　

六
本　

笈
午
弐
組　

三
号　

弐
間
か
ニ
六
本

小
以
籠
弐
拾
弐
本
五
分

　
　

同
廿
七
日
ゟ
五
月
朔
日
迄

高
橋
下
古
枠
出
先

一
笈
午　

壱
組

同
所

一
弐
間
半
か
こ　

六
本　

古
枠　

川
表
堅
メ

一
弐
間　

か
こ　

五
本　

同
断

一
壱
間
か
こ　

弐
本　

同
断

一
九
尺
か
こ　

壱
本　

同
断

一
五
間
か
こ　

弐
本　

同
断

一
四
間
か
こ　

壱
本　

下
繕

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

同
断

一
五
間
か
こ　

四
本　

上
ふ
き

一
弐
間
か
こ　

三
本　

笈
午
三
号

小
以
杭
三
本
三
分

　
　

同
廿
八
日
ゟ
五
月
一
日
迄

字
万
太
夫
セ
ト

一
小
枠
壱
組

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

川
表
堅
メ

一
弐
間
半
か
こ　

弐
本　

同
断

一
弐
間
か
こ　

弐
本　

鼻
堅
メ

一
九
尺
か
こ　

弐
本　

同
断

一
九
尺
か
こ　

三
本　

川
裏
堅
メ

一
九
尺
か
こ　

六
本　

枠
元
付

小
以
蛇
籠
五
本
九
分

　
　
　

小
枠
四
組
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惣
〆　

笈
午
五
組

　
　
　

蛇
籠
百
五
拾
壱
本
八
分

右
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

　

午
五
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
悦
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
四
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
蔵
印

　

水
利

　
　

御
役
人
中
様

（
後
略
）

史
料
22　

遠
江
国
豊
田
郡
友
永
村
西
尾
家
文
書
「
明
治
三
庚
午
年
七
月
四
日　

御
用
留
」（
個
人
蔵
）

其
宿
村
堤
川
除
用
悪
水
樋
類
并
往
還
道
橋
来
未
春
定
式
御
普
請
相
願
候
村
々
者
箇
所

附
帳
取
調
来
ル
九
月
十
五
日
迄
ニ
中
泉
最
寄
者
当
御
役
所
江
願
書
差
出
可
申
天
龍
川

通
中
野
町
村
水
利
出
張
御
役
所
最
寄
者
同
所
江
可
差
出
候
尤
前
書
日
附
迄
ニ
箇
所
附

帳
不
差
出
者
来
春
御
普
請
ニ
者
不
相
成
条
其
旨
相
心
得
向
後
共
前
年
九
月
十
五
日
迄

ニ
願
書
差
出
候
儀
と
可
相
心
得
候
且
先
前
よ
り
御
普
請
所
亦
者
元
領
主
地
頭
へ
相
願

普
請
出
来
候
欤
御
普
請
無
之
欤
前
々
ゟ
村
方
自
普
請
ニ
而
仕
来
候
分
者
其
訳
可
認

早
々
差
出
可
申
候
且
出
水
等
ニ
而
破
損
出
来
急
破
御
普
請
相
願
候
節
者
其
時
々
右
最

寄
々
江
願
出
可
申
候
此
触
書
村
名
下
へ
令
請
印
済
付
ヲ
以
早
々
順
達
留
り
宿
村
ゟ
当

御
役
所
へ
可
相
返
も
の
也

　

八
月
十
三
日
出　

　
　

中
泉

　

十
四
日　

　
　
　
　
　
　

郡
政

　

未
中
刻
請
取
早

　々
　
　
　

御
役
所

　

下
川
会
村
へ
継
立

史
料
23　

鳥
谷
川
口
家
文
書
「
御
触
書
御
用
状
控
」（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
）

其
宿
村
堤
川
除
用
悪
水
樋
類
并
往
還
道
橋
来
未
春
定
式
御
普
請
相
願
候
村
々
者
箇
所

附
帳
取
調
来
ル
九
月
十
五
日
迄
ニ
沼
津
最
寄
者
当
御
役
所
江
願
書
差
出
可
申
富
士
川

通
松
岡
村
水
利
出
張
御
役
所
最
寄
者
同
所
江
可
差
出
候
尤
前
書
日
限
迄
ニ
箇
所
附
帳

不
差
出
分
者
来
春
御
普
請
ニ
者
不
相
成
条
是
旨
相
心
得
向
後
共
前
年
九
月
十
五
日
迄

ニ
願
書
差
出
候
儀
と
可
相
心
得
候
且
先
例
候
御
普
請
所
又
者
元
領
主
地
頭
江
相
願
普

請
出
来
欤
御
普
請
所
無
之
欤
又
者
前
々
ゟ
村
方
自
普
請
ニ
而
仕
来
候
分
者
其
件
相
認

メ
早
々
差
出
可
申
候
且
出
水
等
ニ
而
破
損
出
来
急
破
御
普
請
相
願
候
節
者
其
村
々
右

最
寄
江
願
立
可
申
候
此
触
書
村
名
下
江
令
請
印
刻
付
を
以
早
々
順
達
留
り
宿
村
ゟ
当

御
役
所
江
可
相
返
候
も
の
也

　
　

沼
津
郡
政
御
役
所

　

八
月
廿
三
日
（
明
治
三
年
）

史
料
24　

井
出
深
沢
家
文
書（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

「 

明
治
三
午
年

　

御
普
請
箇
所
附
書
上
帳

　
　
　
　

八
月
廿
八
日
書
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
井
出
村

　
　
　

今
井
村

　
　

水
利
御
出
張

　
　
　
　
　

御
役
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

字
江
川

一
悪
水
吐
圦
樋
長
弐
間　

　

内
法

高
三
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
六
尺
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壱
ケ
所

是
者
前
々
高
三
尺
横
六
尺
之
処
弘
化
三
午
年
横
四
尺
ニ
御
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追
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憐
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熊
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吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
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平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
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作
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利

　
　
　

郡
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御
役
所

明
治
三
午
十
二
月
廿
四
日
神
谷
村
泊
り
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権
少
局
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青
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郎
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史
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駿
東
郡
小
山
町
鈴
木
家
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静
岡
県
立
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情
報

セ
ン
タ
ー
・
静
岡
県
史
編
さ
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収
集
史
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右
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仕
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仰
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右
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静
岡
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中
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史
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史
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収
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史
料
）

　
　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
附
御
届
奉
申
上
候

御
支
配
所
駿
東
郡
竹
之
下
村
新
柴
村
桑
木
村
所
領
村
小
山
村
生
土
村
中
島
村
藤
曲
村

湯
船
村
右
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廿
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島
崎
家
文
書（
富
士
市
立
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）
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明
治
三
午
年

　

潤
井
川
通
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村
限
用
水
路
来
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浚
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岡
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堀

一
用
水
路
浚
長
八
拾
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

深
壱
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
六
尺

字
石
細
木
ゟ
永
光
寺
川
端
迄

一
同　

長
百
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

深
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
六
尺

字
永
光
寺
川
端
ゟ
実
相
寺
橋
迄

一
同　

長
百
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

深
壱
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
六
尺

字
実
相
寺
橋
ゟ
聖
島
堰
迄

一
同　

長
百
三
拾
六
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

深
壱
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
五
尺

字
聖
島
堰
ゟ
大
曲
下
迄

一
同　

敷
浚
長
五
拾
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

深
七
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
丈
五
尺

小
以

字
四
ツ
谷
堀
口
ゟ
左
右
堀
迄

一
新
規
石
垣
長
弐
拾
七
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
壱
尺
五
寸

一
石
垣
崩
所
延
長
拾
弐
間
半　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

　
　
　
　
　

内
訳

　
　

長
壱
間
半　

　
　
　
　
　
　
　

字
石
細
木
下
東
側

　
　

長
八
間　

　
　
　
　
　
　
　
　

字
永
光
寺
川
端
下
西
側

　
　

長
弐
間　

　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
下　

同
断

　
　
　

長
壱
間　

　
　
　
　
　
　
　

字
実
相
寺
橋
下
東
側

字
石
細
木
下
東
側

一
石
垣
長
三
間　

　
　
　
　
　
　

平
均

高
三
尺　

　
　
　

御
繕
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

字
実
相
寺
橋
下
東
側

一
同　

長
弐
間　

　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺　

　
　
　

御
繕
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
尺

右
者
一
村
限
潤
井
川
通
用
水
路
当
午
夏
秋
度
々
大
雨
出
水
ニ
而
井
路
押
埋
候
ニ
付
何

卒
来
未
春
浚
其
外
御
普
請
箇
所
ニ
奉
願
上
候
通
被　

仰
付
被
下
置
候
様
乍
恐
以
書
付

奉
願
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

潤
井
川
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
村
役
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

庄
作
㊞

　

明
治
三
午
年
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

彦
七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

貫
一
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

久
保
田
佳
平
㊞

　
　
　

水
利
郡
政

　
　
　
　
　
　

御
役
所

此
願
書
御
利
解
之
上
御
下
ニ
相
成
同
写
可
継
渡
印
形
ま
て
ケ
し
申
候
御
差
図
ハ
小
林
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様
御
取
計
之
事

　

未
二
月
七
日

史
料
28　

槇
田
弥
男
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上
候

字
水
神
下

　

一
堤
長
四
拾
六
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

欠
所

同
所

　

一
杭
出
し
長
拾
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

流
失
仕
候

同
所

　

一
中
聖
四
組　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

流
失
仕
候

字
下
ノ
嶋
中

　

一
長
拾
五
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
所

右
者
当
村
地
先
瀬
戸
川
堤
通
川
除
御
普
請
所
之
内
一
昨
八
日
大
風
雨
□
所
之
廉
々
欠

所
破
損
等
及
何
分
難
捨
置
場
所
柄
ニ
御
座
候
間
御
見
分
之
上
急
破
御
普
請
被
成
下
候

様
奉
願
上
候
以
上

　

庚
午
九
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
覚
寺
下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

与
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

彦
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

弥
右
衛
門

　
　

島
田

　
　
　

水
利
郡
政

　
　
　
　
　

御
役
所

史
料
29　

槇
田
弥
男
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
村
地
内

何
川
通
り

字
何
々

一
御
堤
長
何
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
々
候

何
郡
何
村
役
人
奉
申
上
候
私
共
地
内
何
川
通
御
堤
御
普
請
所
之
内
前
書
之
廉
々
追
々

破
損
ニ
及
候
間
出
格
之　

御
仁
恵
を
以
御
見
分
之
上
来
未
春
御
普
請
被
成
下
置
候
様

被
仰
付
度
乍
恐
此
段
以
書
付
奉
願
上
候
以
上

　

│
│
│
│
│　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
判

　
　

島
田

　
　
　

水
利
郡
政

　
　
　
　
　

御
役
所

史
料
30　

関
方
区
有
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

  （
表
紙
）「 

明
治
三
年

　
　
　
　
　

朝
比
奈
川
通
関
方
村
地
内
堤
川
除
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　
　
　
　
　

庚
午
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
方
村　

　
　

」

　
　
　
　

高
弐
百
五
拾
五
石
四
斗
三
升
八
合　

　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
方
村

朝
比
奈
川
通

一
蛇
籠
拾
六
本　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
五
間

　
　

此
石
三
坪
九
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
五
寸

　
　
　

八
合
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人
足
弐
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
肴
石
詰
替

　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
弐
人
五
分

　
　
　

平
坪
壱
合

　
　
　
　

人
足
拾
五
人
五
分　

　
　
　
　
　
　
　
　

但
石
取
壱
町
余
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人

　

代
永
四
貫
四
拾
八
文　

　
　
　
　
　
　

竹
代
永
弐
間
五
拾
六
文

　

賃
永
八
百
文　

　
　
　
　
　
　

但
壱
本
□
□
造
賃
永
五
拾
文

　

人
足
六
人
四
分　

　
　
　
　
　
　
　
　

石
詰
人
足
四
分

　
　

是
者
字
た
ゐ
ま
堤
長
弐
拾
間
之
処
服
か
こ
壱
本
通
り
四
重
四
継

　
　
　

右
寄

　

永
四
貫
八
百
四
拾
八
文

　

人
足
弐
拾
三
人
九
分　

　
　
　
　
　
　
　

高
百
石
五
拾
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　

小
以
金
四
両
三
分
永
九
拾
八
文

右
者
朝
比
奈
川
通
駿
州
益
津
郡
関
方
村
地
内
堤
川
除
御
普
請
一
式
村
請
仕
立
被　

命

当
四
月
中
ゟ
御
取
懸
り
相
成
候
ニ
付
村
役
人
共
日
々
御
場
所
ニ
附
居
諸
事
御
差
図
を

請
相
仕
立
此
節
迄
ニ
御
仕
様
帳
面
之
通
少
も
無
相
違
丈
夫
ニ
出
来
仕
小
前
末
々
迄
難

有
仕
合
ニ
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
若
小
破
之
御
箇
所
も
有
之
候
ハ
ヽ

早
速
手
入
取
繕
候
出
水
等
々
之
節
者
小
前
召
連
罷
出
防
方
仕
大
破
不
相
成
様
可
仕
旨

被　

御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
印
形
差
上
申
処
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
方
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　

明
治
三
庚
午
年
十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
八
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
四
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

澤
次
郎
㊞

　
　
　

水
利

　
　
　
　

郡
政

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
事

割
印　

　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
並

　
　

明
治
三
庚
午
年
十
月　

　
　

内
田
惣
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
筆
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
谷
恒
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
御
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
菊
太
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
川
市
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
吉
五
郎
㊞

史
料
31　

深
見
村
戸
長
役
場
文
書（
袋
井
市
歴
史
文
化
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）「 

明
治
三
年

　
　
　
　
　
　

当
午
春
川
除
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　
　
　
　

十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

高
九
百
五
拾
三
石
弐
斗
五
升
三
合　

　
　
　

遠
州
豊
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
見
村

太
田
川
通

一
大
川
倉
牛
拾
六
組

　
　
　

弐
組　

　
　

字
唐
久
牛
弐
組
前
渕

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
下

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
三
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四
組　

　
　

同
所
下
弐
組
ツ
ヽ
弐
ケ
所

　
　
　

弐
組　

　
　

上
川
田

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
下

　
　
　

弐
組　

　
　

同
所
下

　
　
　
　

右
入
用

　

雑
木
四
拾
八
本　

　

長
三
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　

代
永
五
貫
百
八
拾
四
文　

　
　

但
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
八
文

　
　
　

内
拾
六
本　

　
　

棟
木
壱
組
壱
本
ツ
ヽ

　
　
　
　

三
拾
弐
本　

　

棚
木
同
弐
本
ツ
ヽ

　

同
木
六
拾
四
本　

　

長
弐
間
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
四
寸

　
　

代
永
五
貫
七
百
六
拾
文　

　
　

但
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
九
十
文

　
　
　

内
三
拾
弐
本　

　

前
合
掌
木
壱
組
弐
本
ツ
ヽ

　
　
　
　

三
十
弐
本　

　

梁
同
弐
本
ツ
ヽ

　

同
木
拾
六
本　

　

長
弐
間
半　

　
　

砂
払
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
八
百
八
拾
文　

　
　
　
　
　

但
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
拾
五
文
ツ
ヽ

　

同
木
拾
六
本　

　

長
弐
間　

　
　
　

前
立
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
六
百
四
拾
文　

　
　
　
　
　

但
同

　
　
　

是
ハ
同
壱
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　

永
四
拾
文

　

同
木
三
拾
弐
本　

　

長
壱
丈　

　
　

跡
合
掌
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
壱
貫
百
五
拾
弐
文　

　
　
　

但
同

　
　
　

是
ハ
同
弐
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　

永
十
三
拾
六
文

　

同
木
弐
百
五
拾
六
本　

　

長
九
尺　

　

棚
敷
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
八
貫
七
百
四
文　

　
　
　
　
　

但
同

　
　
　

是
ハ
同
拾
六
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　

永
三
十
四
文

　

唐
竹
三
拾
弐
本　

　

目
通
五
六
寸
廻
り　

　

棟
挟
竹

　
　

代
永
三
百
八
拾
四
文　

　
　
　
　
　
　
　

但
壱
本

　
　
　

是
者
同
弐
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　

永
十
弐
文

　

同
竹
百
六
拾
本　

　

同
四
五
寸
廻
り　

　
　

牧
結
竹

　
　

代
永
壱
貫
弐
百
八
拾
文　

　
　
　
　
　
　

但
し

同

　
　
　

是
ハ
同
拾
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
八
文

　

大
工
壱
人
六
分　

　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
人

　
　

賃
永
三
百
廿
文　

　
　
　
　
　
　
　
　

永
弐
百
文
ツ
ヽ

　

人
足
七
拾
六
人
八
分

　
　

是
ハ
同
四
人
八
分

一
杭
出
し
長
五
間　

　
　
　
　
　
　
　
　

四
通
打

　
　

右
入
用　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　

雑
木
四
拾
四
本　

　

長
九
尺　

　
　
　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　

代
永
壱
貫
四
百
九
拾
六
文　

　
　
　

但
壱
本

　
　
　

是
者
間
ニ
送
り
三
本
打　

　
　
　
　

永
三
拾
四
文

藪
下

一
篝
杭
長
弐
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
通
打

　
　

右
入
用　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　

雑
木
四
拾
弐
本　

長
弐
間
半　

　
　
　

杭
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸
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代
永
弐
貫
三
百
拾
文　

　
　
　
　
　

但
壱
本

　
　
　

是
者
間
ニ
送
り
三
本
打　

　
　
　
　

永
五
十
五
文

　

人
足
拾
九
人
七
分

　
　

弐
人
九
分　

　

九
尺
杭
壱
人
拾
五
本
打

　
　

拾
六
人
八
分　

弐
間
半
杭
壱
人
弐
本
半
打

一
蛇
籠
七
拾
三
本　

　

長
五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
五
寸

　
　

此
石
拾
七
坪
三
合

　
　

人
足
百
三
拾
八
人
四
分　

　
　

但
石
取
弐
町
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
八
人

　
　

代
永
拾
弐
貫
三
百
弐
十
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
代
永
百
七
十
六
文

　
　

賃
永
四
貫
弐
百
文　

　

但
壱
本
籠
造
賃
永
六
十
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
結
人
足
四
分

　
　

人
足
弐
拾
八
人

　
　
　

九
本　

　

字
唐
久
百
枠
出
し
繕
長
弐
百
半
之
処
六
本
並
三
重
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
倉
牛
拾
六
組
重
弐
間
半
架
八
拾
本
〆
壱
組
ニ
五
本
ツ
ヽ

　
　
　

六
拾
壱
本　

尻
押
九
尺
籠
三
拾
弐
本
〆
壱
組
弐
本
ツ
ヽ
元
付
九
尺
架
三
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　

本
〆
壱
ケ
所
五
本
同
七
ケ
所
分
三
本
壱
ケ
所
合
八
ケ
所
分

　
　
　
　

右
寄

　
　

永
四
拾
四
貫
六
百
三
拾
文

　

人
足
弐
百
六
拾
弐
人
九
分　

　

高
百
石
五
拾
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　
　

小
以
金
四
拾
四
両
弐
分
永
百
三
拾
文

右
者
当
村
太
田
川
通
川
除
当
午
春
御
普
請
村
受
仕
立
被　

仰
渡
私
共
日
々
御
場
所
ニ

附
居
諸
色
寸
間
ハ
勿
論
精
々
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
出
来
形
御
見
分
奉
請
村
中
一
同
難
有

仕
合
奉
存
候
右
御
普
請
ニ
付
何
ニ
而
も
御
願
筋
毛
頭
無
御
座
候
且
平
日
無
油
断
見
廻

小
破
之
分
ハ
手
入
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
被　

仰
渡
奉
承
知
畏
候
依
之
御
普
請
出
来

形
証
文
差
上
申
処
依
而
如
件　

　
　
　
　
　
　

遠
州
豊
田
郡
深
見
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
吉
㊞

　
　

明
治
三
午
十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
吉
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
三
郎
㊞

　
　

水
利

　
　
　

郡
政

　
　
　
　

御
役
所

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
も
の
也

　

庚
午　

　
　

水
利
郡
政

　
　

十
月　

　
　
　

御
役
所
﹇
印
﹈

史
料
32　

水
野
幸
彦
家
文
書（
旧
豊
岡
村
、
磐
田
市
歴
史
文
書
館
所
蔵
）

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

寺
谷
用
水
七
拾
五
ケ
村
組
合
御
用
聞
宮
本
村
八
朔
前
野
村
五
郎
八
掛
下
村
外
三
ケ
村

役
人
共
奉
願
上
候
当
七
月
十
九
日
天
竜
川
満
水
ニ
而
掛
下
村
字
壱
番
圦
樋
吹
祓
掛
下

村
外
三
ケ
村
田
畑
一
円
入
水
作
物
押
倒
其
後
九
月
八
日
稀
成
大
風
雨
ニ
而
天
竜
川
満

水
右
圦
樋
抜
跡
ゟ
水
押
込
掛
下
村
外
三
ケ
村
田
畑
一
円
入
水
ニ
而
田
畑
作
土
押
流
再

度
水
難
儀
以
難
渋
仕
候
ニ
付
急
速
右
圦
樋
伏
込
方
奉
願
上
候
処
直
様
御
取
掛
被
成
下

置
候
趣
被
仰
渡
一
同
安
心
仕
御
沙
汰
奉
待
上
候
処
其
未
タ
御
伏
込
不
仰
付
最
早
寒
も

過
半
相
立
此
上
出
水
之
程
も
難
計
村
上
大
柵
堤
切
所
相
成
居
又
候
右
圦
樋
抜
跡
ゟ
水

押
込
土
押
流
候
義
□
□
人
命
ニ
も
相
掛
候
程
之
義
ニ
付
百
姓
相
続
難
出
来
及
退
転
候

外
無
御
座
歎
敷
奉
存
候
間
何
卒
以
御
慈
悲
急
速
圦
樋
御
伏
込
被
成
下
置
候
様
奉
願
上

候
若
年
内
御
伏
込
難
被
仰
付
御
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
御
見
分
之
上
右
圦
樋
抜
跡
仮
〆
切
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被
仰
付
水
難
相
逃
百
姓
相
続
仕
候
様
御
憐
愍
之
程
井
組
御
用
聞
掛
下
村
外
三
ケ
村
役

人
共
一
同
挙
奉
願
上
候
以
上

　
　

明
治
三
庚
午
年　

　
　
　
　

寺
谷
用
水
御
用
掛

　
　
　
　
　
　

十
一
月　

　
　
　
　
　

宮
本
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
後
見　

八
朔
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

五
郎
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
後
見　

五
郎
平
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

伝
平
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
見
習　

喜
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
松
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

忠
四
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

孫
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

半
次
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
谷
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

伊
太
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

権
次
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

万
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
谷
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

伝
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

平
三
郎

　
　
　
　

水
利

　
　
　
　
　

郡
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

史
料
33　

磐
田
市
・
渥
美
國
太
郎
家
文
書
「
午
弐
番
御
用
留
」（
磐
田
市
歴
史
文

書
館
複
写
）所
収

　
　

奉
請
取
金
子
之
事

　

一
金
五
両
也

右
者
私
共
組
合
匂
坂
上
村
地
内
用
水
圦
樋
御
普
請
御
入
用
金
為
御
内
借
書
面
之
通
被

成
御
渡
奉
請
取
候
処
仍
而
如
件

　

明
治
三
午
年
四
月
廿
三
日　

　
　
　
　
　
　

匂
坂
上
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
中
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
三
判

　
　

中
の
町

　
　
　

水
利
郡
政　

　
　
　
　
　
　
　
　

中
町
之
六
五
郎
遣
受
取
夫
ゟ
佐
々
木
様

　
　
　
　
　

御
役
所　

　
　
　
　
　
　
　

へ
も
出
ル
大
工
□
□
村
峯
吉
へ
渡
□
候
由

史
料
34　

磐
田
市
・
渥
美
國
太
郎
家
文
書「
午
三
番
御
用
留
」（
磐
田
市
歴
史
文
書

館
複
写
）所
収

①　

廻
状
を
以
申
達
候
寺
谷
用
水
路
見
分
と
し
て
別
紙
日
割
之
通
罷
越
候
尤
申
談
義

も
有
之
候
間
村
境
へ
村
役
人
罷
出
案
内
可
致
候
廻
状
早
々
順
達
留
り
村
ゟ
可
相

返
候
也

　
　
　

七
月
十
七
日　

　

水
利
郡
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
谷
村
ゟ
鮫
島
村
迄
地
付
村
々
役
人

　
　
　
　
　

十
九
日　

寺
谷
村
ゟ
一
言
村
迄　

　

廿
日　

一
言
村
ゟ
鮫
島
村
迄

　
　
　
　

追
而
雨
天
日
送
り
之
事

②　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
候

　
　

匂
坂
上
村
地
内
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拾
壱
番
地

　
　

一
七
出
鼻　

　
　
　
　
　

破
損

　
　

拾
弐
番
地

　
　

一
七
出
鼻　

　
　
　
　
　

同
断

右
者
昨
廿
日
出
水
引
水
ニ
而
天
龍
川
通
御
普
請
所
書
面
之
通
り
破
損
仕
候
間
乍

恐
此
段
以
書
付
御
届
奉
申
上
候
以
上

　
　
　

明
治
三
午
年
七
月
廿
一
日　

　
　
　
　
　
　

豊
田
郡
匂
坂
上
村

　
　
　
　

水
利
郡
政　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
判

　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　

右
之
処
七
月
廿
二
日
神
山
精
造
様
御
見
分
ニ
成

　
　

（
上
部
横
書
）「
水
利
御
掛
古
川
新
九
郎
様
」

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡
郡
政
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
権
少
三
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
路
程
掛

　
　
　
　
　
　
　
　

準
第
十
二
等
候
者　

　

松
岡
萬

　
　
　

一
両
掛
壱
荷　

人
足
壱
人

③　

書
付
を
以
申
達
候
掛
下
村
地
内
寺
谷
用
水
□
□
□
圦
樋
流
木
其
村
々
取
揚

置
候
分
此
度
右
古
木
相
用
伏
込
相
成
候
間
早
々
掛
下
村
地
内
八
幡
社
地
へ

差
出
可
申
候
此
書
付
早
々
順
達
従
留
可
相
返
者
也

　
　
　
　
　

午
十
月
十
三
日　

　
　
　
　
　
　

中
野
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
郡
政
御
役
所
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
松
寺
谷
新
田
寺
谷
匂
坂
上
村
迄

添
書

別
紙
之
通
御
書
付
ニ
御
座
候
間
御
披
見
次
第
早
々
当
村
地
内
八
幡
宮
社
地

へ
御
持
運
可
被
成
候
且
持
運
ち
ん
銭
之
義
七
拾
五
ケ
村
之
為
持
役
相
成
候

而
者
難
渋
之
次
第
申
遣
候
処
右
ハ
尤
之
義
ニ
付
何
れ
御
重
役
様
へ
御
窺
之

上
御
下
ケ
相
成
候
間
右
之
思
召
ニ
而
人
足
御
取
調
置
持
運
之
上
当
方
迄
御

届
可
申
候
以
上　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
下
村
名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
平

史
料
35　

磐
田
市
・
渥
美
國
太
郎
家
文
書
「
御
用
留（
午
五
番
）」（
磐
田
市
歴
史

文
書
館
複
写
）所
収

　
　
　
　
　

覚

　
　

永
島
御
出
立
池
田
村
御
泊
り　

　
　
　
　

水
利
御
掛

　
　

午
十
一
月
六
日
堤
通
御
通
行
計　

　
　
　
　
　

今
井
卓
示
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
昌
雄
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案
内
六
郎
五
郎

史
料
36　

磐
田
市
・
渥
美
國
太
郎
家
文
書
「
未
壱
番
御
用
留
」（
磐
田
市
歴
史
文

書
館
複
写
）所
収

静
岡
郡
方
御
役
所

　

柴
田
権
少
属
様　

　
　
　

天
龍
□
□
□
□
□
□
□

　

小
川
金
次
様　

　
　
　
　
　

郡
方
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
卓
爾

右
御
用
状
正
月
十
八
日
自
寺
谷
村
よ
り
中
村
へ
継

両
掛
弐
荷　

人
足
弐
人　

　
　
　
　

佐
藤
恕
蔵
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
島
夏
六
様

　

正
月
十
九
日
五
ツ
時
掛
下
村
御
出
立
御
廻
村
中
野
丁
村
帰
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史
料
37 

「
明
治
四
年
未
正
月
吉
日　

御
用
留
」（
浜
松
市
立
中
央
図
書
館
蔵
・
長

柄
慶
一
郎
氏
文
書
・
磐
田
郡
龍
山
村
大
嶺
白
倉
青
山
家
文
書
）

①
　
　
　
　
　
　
　

覚

一
両
掛
弐
荷　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡　

今
井
卓
爾

　
　

此
人
足
弐
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
林
逸

右
者
天
龍
川
通
并
内
郷
堤
川
除
樋
類
其
目
論
見
見
分
為
御
用
明
十
二
日
朝
六
ツ
半
時

渋
川
村
出
立
罷
越
候
間
書
面
之
人
足
差
出
都
差
支
無
之
様
可
取
計
候
尤
普
請
無
之
村

方
者
御
定
之
賃
銭
相
払
候
間
荷
物
無
遅
滞
継
立
可
申
也

　
　

二
月
十
一
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
方
掛
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渋
川
出
立
六
□
□
神
沢
惣
名
打
西
川
□

追
而
御
普
請
所
村
々
へ
申
達
候
間
竿
弐
本
用
意
隣
村
江
出
迎
場
所
案
内
可
致
候
且
賄

料
之
儀
ハ
一
泊
金
弐
朱
弐
百
文
一
昼
銭
五
百
文
相
払
候
間
所
有
合
之
品
を
以
取
賄
可

申
候

②
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
権
大
属

一
山
駕
籠
壱
梃

　
　

此
人
足
弐
人

一
両
掛
壱
荷

　
　

此
人
足
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
卓
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
林
逸

一
両
掛
壱
荷

　
　
　

此
人
足
壱
人

〆
四
人

右
者
天
龍
川
通
并
内
郷
当
未
春
御
普
請
所
丁
張
為
見
分
明
十
日
朝
六
ツ
時
中
ノ
町
出

立
其
筋
通
行
い
た
し
候
条
得
其
意
書
面
之
人
足
差
出
シ
都
而
差
支
無
之
様
可
取
計
此

先
触
早
々
順
達
従
留
村
着
之
節
可
相
返
も
の
也

　
　
　
　

中
ノ
町

　
　
　
　
　
　

水
利

　

三
月
九
日　

　

御
役
所

史
料
38　
「
諸
願
諸
届
其
外
諸
証
文
議
定
書
之
控
」（
浜
松
市
立
中
央
図
書
館
蔵
・

中
村
家
文
書
）

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
御
受
候

　
　

下
堀
村

　
　

天
王
村　

　

地
内

　
　

天
之
新
田
村

　

一
用
悪
水
路
長
八
百
七
拾
七
間

右
用
悪
水
路
之
内
今
般
下
堀
村
地
内
弐
百
四
拾
四
間
浚
御
普
請
被　

仰
付
難
有
仕
合

奉
存
候
就
而
者
三
ケ
村
共
水
路
続
之
儀
ニ
付
已
後
組
合
御
普
請
所
ニ
被　

仰
付
高
百

石
五
拾
人
村
役
人
足
相
勤
可
申
旨
被　

御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
御
受
書
奉
差
上
候

以
上

　

明
治
四
辛
未
年
二
月　

　

長
上
郡
下
堀
村
百
姓
代　

竹
内
信
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

竹
山
宇
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

竹
山
平
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
天
王
村　

百
姓
代　

石
津
友
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

竹
山
梅
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

竹
山
喜
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
天
之
新
田
村
百
姓
代　

竹
山
孫
次
郎
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水
利
郡
方　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

鈴
木
源
次
郎

　
　
　
　
　

御
役
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

中
村
省
吾

史
料
39　

策
牛
村
関
係
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　

御
請
書
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

差
上
申
御
請
書
之
事

一
駿
州
益
津
郡
瀬
戸
川
通
岡
当
目
村
中
村
朝
比
奈
川
通
下
当
間
村
外
七
ケ
村
之
儀
近

来
草
木
生
茂
附
寄
洲
出
来
川
幅
迫
り
候
間
村
示
談
之
上
先
規
ニ
基
川
幅
相
定
打
立

置
候
ニ
付
今
般
御
見
分
被
成
下
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
然
上
者
切
揚
洲
浚
等
三
月
廿

五
日
ゟ
取
掛
り
四
月
廿
五
日
迄
ニ
皆
出
来
相
成
候
様
被
御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之

御
請
証
文
差
上
申
処
仍
而
如
件

　
　

明
治
四
辛
未
年
三
月
十
六
日　

　
　
　
　
　
　

当
当
間
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梶
間
市
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
賀
伊
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
楠
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藁
科
栄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

策
牛
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
直
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
方
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
代
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
木
久
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
ノ
上
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
代
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
市
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
本
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
代
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
畑
新
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
里
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
川
与
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
池
六
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
当
目
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
部
常
蔵

　
　
　

水
利

　
　
　
　

郡
方

　
　
　
　
　

御
役
所

右
朝
比
奈
川
通
川
幅
三
拾
間
ニ
相
定
候
者
七
拾
八
ケ
年
以
前
寛
政
五
癸
丑
年
当
家

七
代
目
直
四
郎
丹
精
ニ
而
横
内
村
始
外
八
ケ
村
示
談
之
上
為
取
替
議
定
書
取
之
領

主
々
々
江
申
上
切
流
洲
浚
皆
出
来
之
上
本
多
遠
江
守
様
ゟ
御
褒
美
と
し
て
御
米
三
俵

頂
戴
之
い
た
し
候
御
書
付
并
右
議
定
書
有
之
候
ニ
付
猶
又
今
般
越
後
島
村
郡
中
惣
代

甲
賀
伊
兵
衛
殿
江
申
談
本
文
之
村
々
示
談
之
上
定
杭
相
定
御
見
分
之
上
請
書
差
出
候

也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
家
十
代
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
直
蔵
源
敬
忠
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史
料
40　

川
尻
久
保
田
文
造
家
文
書（
島
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
事
務
局
複
写
）

  （
表
紙
）

  「
　
　
　
　

未
二
月
廿
三
日
差
出

　
　
　
　
　

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州
榛
原
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

遠
州
榛
原
郡
川
尻
村
役
人
共
奉
願
上
候
当
村
用
水
圦
樋
字
本
井
儀
去
ル
申
年
大
井
川

入
水
ニ
而
水
道
相
変
隣
村
上
吉
田
村
之
残
水
ヲ
以
用
水
引
来
罷
在
候
処
昨
午
年
入
水

ニ
而
右
残
水
潤
沢
不
仕
候
間
当
年
者
先
規
之
通
本
井
ゟ
用
水
引
取
度
候
得
共
拾
ケ
年

余
捨
置
候
ニ
付
諸
色
悉
相
汚
用
ニ
相
成
候
品
無
御
座
此
度
御
伏
替
被　

仰
付
度
奉
願

上
候
然
ル
処
右
様
御
願
立
筋
之
儀
昨
午
年
九
月
十
五
日
迄
ニ
可
奉
願
上
旨
御
触
書
を

以
被　

命
承
知
奉
畏
候
処
願
方
延
引
仕
候
段
何
共
申
上
無
御
座
奉
恐
縮
候
得
共
事
実

田
方
用
水
引
取
方
ニ
差
支
候
ニ
付
何
卒
出
格
之
御
所
置
ヲ
以
前
顕
申
上
候
通
御
伏
替

被
成
下
置
度
依
之
乍
恐
此
段
書
付
を
以
奉
願
上
候
以
上

　
　

明
治
四
未
年
二
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州
榛
原
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
田
佐
平
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
雄
七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
田
耕
蔵
㊞

　
　

島
田

　
　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　

水
掛
高
百
五
拾
八
石
五
斗　

　
　
　
　
　
　

榛
原
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村

字
本
井

一
用
水
圦
樋
長
五
間　

　
　
　
　
　
　
　
　

内
法　

高
壱
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
四
尺

　
　

右
之
通
取
調
奉
書
上
候
以
上

前
書
之
通
圦
樋
御
普
請
先
ニ
仕
来
出
来
形
帳
相
添
奉
願
上
候
処
右
之
臨
時
御
普
請
出

来
形
帳
ニ
而
先
ニ
御
普
請
所
之
証
拠
ニ
者
難
相
成
候
間
御
普
請
ニ
者
不
相
成
旨
被　

命
願
書
御
下
ケ
相
成
承
知
奉
畏
候
依
之
右
願
書
写
江
継
添
御
証
文
奉
差
上
候
処
仍
如

件
　

明
治
四
辛
未
年
三
月
廿
三
日　

　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雄
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

耕
蔵
㊞

　
　
　

島
田

　
　
　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所
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史
料
41　

藤
枝
市
長
楽
寺
町
碓
井
家
文
書（
藤
枝
市
史
編
纂
室
撮
影
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　
　

奉
差
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
御
役
所
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
書
之
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
枝
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
楽
寺
町　

　

」

　
　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
藤
枝
宿
長
楽
寺
町
役
人
并
助
成
差
金
主
惣
平
清
治
町
惣
代
幸
吉
拝
借
人
惣
代
幸
左

衛
門
一
統
奉
申
上
候
去
十
八
日
願
面
を
以
助
成
金
済
し
方
奉
願
上
候
義
者
町
内
丹

誠
金
其
外
身
元
之
者
よ
り
差
金
仕
候
証
文
借
受
右
之
金
高
之
内
ニ
而
拝
借
人
証
文

之
表
不
残
元
切
ニ
仕
度
奉
願
上
候
処
御
採
用
無
御
座
願
書
御
下
ケ
ニ
相
成
帰
村
之

上
右
之
次
第
役
人
共
よ
り
拝
借
人
江
具
ニ
申
諭
候
処
御
聞
済
ニ
不
相
成
候
而
者
外

と
致
方
手
段
無
之
乍
併
其
節
被　

仰
聞
御
座
候
ニ
者
差
金
主
ニ
而
拝
借
有
之
候
分

者
右
等
ニ
而
モ
可
然
哉
御
申
渡
も
有
御
座
其
余
外
銘
々
証
文
ニ
而
多
人
数
之
拝
借

元
切
者
不
相
成
候
由
且
又
差
金
方
之
証
文
者
強
談
を
以
借
請
候
而
計
策
之
様
被　

仰
聞
迷
惑
之
至
ニ
候
全
以
当
町
之
義
者
右
等
之
次
第
ニ
者
無
御
座
差
金
方
よ
り
申

出
右
ニ
示
談
聞
差
仕
候
間
今
般
差
金
主
両
三
人
罷
出
奉
願
上
候
前
以
奉
申
上
候
通

困
窮
者
之
義
何
分
当
時
活
計
方
も
六
ケ
敷
族
多
く
利
足
御
上
納
も
難
出
来
御
座
候

ニ
付
右
様
元
切
ニ
仕
候
故
者
乍
恐
御
上
様
ニ
而
も
御
手
数
無
御
座
候
事
と
奉
存
取

計
ひ
仕
候
当
町
内
銘
弐
百
三
拾
五
両
金
者
拝
借
人
丹
誠
精
金
ニ
御
座
候
是
者
旧
領

主
本
多
様
御
役
所
御
取
扱
迄
者
御
利
足
壱
ケ
年
ニ
壱
割
宛
御
下
ケ
被
下
置
候
尤
御

証
文
ニ
御
記
御
座
候
右
ニ
付
恐
多
次
第
柄
ニ
者
奉
存
候
へ
共
何
卒
出
格
之
御
仁
恵

を
以
難
渋
之
拝
借
人
御
助
と
被
思
召
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合

ニ
奉
存
候
以
上

　
　
　

明
治
四
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
拝
借
人

　
　
　
　

未
三
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代
幸
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
吉
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
金
主

静
岡　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
治
印

　
　
　

水
利　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
年
寄
差
金
主

　
　
　
　

御
役
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
平
印

　
　
　
　
　
　

右
町
差
金
方

一
金
百
九
拾
六
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
平
印

一
金
百
五
拾
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
治
印

一
金
弐
百
三
拾
五
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
内
丹
誠
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代
幸
吉
印

　
　
　
　

其
外

一
金
百
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
助

一
金
五
拾
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
四
郎

一
金
拾
五
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
左
衛
門

　
　
　
　

願
書
之
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
枝
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
楽
寺
町

　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
藤
枝
宿
長
楽
寺
町
年
寄
并
清
治
幸
吉
幸
左
衛
門
奉
申
上
候
助
成
金
拝
借
一
条
ニ
付

奉
歎
願
申
上
候
処
一
同
難
渋
之
願
ニ
而
者
御
採
用
無
御
座
御
利
解
之
旨
奉
承
畏
郷

宿
江
引
取
控
帳
ニ
而
軒
別
ニ
調
見
候
処
何
れ
を
夫
是
と
甲
乙
難
付
ケ
候
へ
共
強
而

同
様
之
歎
願
申
上
候
も
奉
恐
入
候
次
第
ニ
御
座
候
間
左
之
名
前
之
者
ニ
帰
村
之
上

厳
敷
申
付
御
利
足
壱
ケ
年
分
御
上
納
為
仕
候
間
何
卒
別
紙
願
面
之
趣
御
採
用
被
成
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下
置
候
様
奉
願
上
候

　
　
　
　
　

覚

一
元
金
拾
八
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
吉

一
元
金
拾
六
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
兵
衛

一
元
金
四
両
弐
分
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
蔵

一
元
金
四
両
弐
分
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門

右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
奉
存
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
拝
借
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
左
衛
門

　
　
　

明
治
四
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
惣
代

　
　
　
　
　
　

未
三
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
差
金
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
年
寄
差
金
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
平

　
　
　
　

静
岡

　
　
　
　
　

水
利

　
　
　
　
　
　

御
役
所

史
料
42 

『
鹿
児
島
県
史
料　

忠
義
公
史
料　

第
七
巻
』（
一
九
八
〇
年
、
鹿
児
島
県
）

① 

市
来
四
郎
建
言
（
明
治
四
年
四
月
）

「
一
日
本
従
来
ノ
諸
工
芸
或
農
耕
・
水
利
・
堤
防
・
租
税
、
其
他
国
体
風
土
人
情
ニ

適
合
シ
行
ワ
レ
来
リ
シ
方
法
モ
、
即
今
ニ
至
リ
一
向
ラ
洋
法
ヲ
主
張
シ
、
固
有
ノ
法

廃
絶
ス
ル
モ
計
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
前
章
ノ
如
ク
、
従
来
ノ
法
モ
教
授
或
書
類
モ
備

ヘ
置
テ
、
旧
法
ノ
宜
キ
ヲ
採
存
シ
、
弘
ク
折
衷
ス
ル
ト
キ
ハ
、
一
種
ノ
良
法
モ
建
ベ

シ
」

「　

産
業
教
授
局
教
官
、
又
ハ
俗
務
ニ
充
ツ
ヘ
キ
人
名
、
見
聞
ス
ル
処
左
ノ
如
シ
、

海
軍
兵
学
寮
大
助
師　
兼
勤
ヲ
命
セ
ラ
ル
ベ
シ
以
下
皆
兼
勤
ト
略
記
ス 

赤
松
大
三
郎

鉱
山
司
権
正
兼
勤　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
惣
左
衛
門

南
校
大
助
教　
混
ト
掛
リ
命
セ
ラ
ル
ベ
シ
以
下
皆
混
ト
ス
略
記
ス 

宇
都
宮
三
郎

南
校
少
博
士
物
産
掛
兼
勤　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
圭
介

同
出
仕
兼
勤　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
芳
雄

大
坂
兵
学
校
小
教
授
混
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
逸
吉

静
岡
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
亨
二

佐
賀
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
栄
寿
左
衛
門

東
校
大
助
教
順
席
混
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辻
新
二

土
木
頭
造
船
掛
混
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
田
浜
五
郎

静
岡
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏
原
甚
平

壬
生
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
平
栄

静
岡
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
勇
蔵

土
木
権
正
鉄
道
掛
兼
勤　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
与
之
助

南
校
大
助
教
順
席
兼
勤　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

緒
方
正

韮
山
県　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
井
晴
之
介

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
沢
房
五
郎

東
校
大
助
教
順
席
混
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桂
川
甫
策

静
岡
藩
海
軍
方
出
仕
混
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
縣
十
三

同
藩　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

織
田
賢
司

同
藩
本
邦
水
利
学　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
條
元
平

同
藩
本
草
学　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
元
瑞
軒

同
藩
本
邦
民
政
農
学　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
葉
金
十
郎

同
画
学　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
万
之
助

同
図
画
家　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
又
四
郎

同
本
邦
民
政
農
学　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
原
安
四
郎



国立歴史民俗博物館研究報告
第 203集　2016年 12月

248

同
本
邦
民
政
租
税
長　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
四
郎
二
郎

　

外
ニ
榎
本
釜
次〔

武
揚
〕郎　

大
鳥
圭〔

純
彰
〕介　

沢
太
郎
左
衛〔

貞
説
〕門

　
　

此
三
名
ハ
、
宥
罪
ノ
上
ハ
教
官
ニ
被
命
度
、
イ
ツ
レ
モ
理
化
ノ
二
学
二
所
ナ
リ
、

同
藩　

阿
部
潜　

榎
本
亨〔

道
章
〕造

右
ノ
二
名
ヲ
以
テ
教
授
所
俗
務
ノ
長
官
ト
シ
テ
、
局
中
ノ
事
務
ヲ
統
轄
セ
シ
ム
ル
ニ

的
当
ノ
人
物
ナ
ラ
ン
、
尤
民
部
省
ノ
官
員
ニ
列
テ
関
係
ス
ル
ヲ
要
ス
、（
後
略
）」

② 

市
来
四
郎
農
耕
并
産
業
学
校
御
建
設
有
之
度
云
々
建
言
ニ
付
同
志
中
内
議
之
趣

　
　

（
辛
未
九
月
）

 「
一
、
水
利
・
堤
防
ノ
二
課
学
ハ
民
政
ノ
至
要
ナ
レ
ハ
、
之
ヲ
農
耕
学
専
業
ト
シ
テ
、

和
漢
洋
ノ
法
ヲ
斟
酌
シ
、
各
県
ヨ
リ
二
三
名
ツ
ヽ
モ
来
就
セ
シ
メ
学
ハ
シ
ム
ル
ノ

道
モ
開
カ
レ
度
候
」

史
料
43　

大
岩
区
有
文
書（
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
）

　
（
表
紙
）「 

  

明
治
四
辛
未
年

　
　
　
　
　
　

当
未
春
宮
前
土
橋
并
溜
池
請
堤
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　
　
　
　
　

五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町　

　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　

高
四
百
七
拾
三
石
六
斗
六
升
壱
合　

　
　
　
　
　

渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町

東
海
道
往
還　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
本
立
弐
側

字
宮
前　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
替

一
土
橋
長
三
間
半　

　

横
弐
間
半　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　
　

此
平
坪　

八
坪
七
合

　
　
　

右
入
用

　
　

杉
木
六
本　

　

長
九
尺　

　
　

橋
杭

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
七
寸

　
　
　

代
永
壱
貫
九
拾
九
文
八
分　

但
壱
本
永
百
八
十
三
文
三
分

　
　

同
木
弐
本　

　

長
壱
丈
四
尺　

梁
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
八
寸

　
　
　

代
永
壱
貫
五
拾
文　

　
　
　

但
同
永
五
百
弐
拾
五
文

　
　

同
木
拾
五
本　

長
八
尺　

　
　

行
桁

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
七
寸

　
　
　

代
永
弐
貫
四
百
七
拾
五
文　

但
同
永
百
六
拾
五
文

　
　
　
　

是
者
壱
小
間
三
本
ツ
ヽ
五
小
間
三
分

　
　

同
木
四
拾
弐
本　

長
弐
間
半　

並
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　
　
　

代
永
四
貫
弐
百
文　

　

但
同
永
百
文

　
　
　
　

是
者
橋
長
三
間
半
之
処
間
ニ
拾
弐
本

　
　

朶
弐
拾
六
束
壱
分　

　

四
尺
折
透　

　

敷

朶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　
　

代
永
三
百
七
拾
文
六
分　

　

但
壱
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
十
四
文
越
分

　
　
　
　

是
者
橋
長
三
間
半
横
弐
間
半
此
平
坪
八
坪
七
合
但
平
壱
坪
三
束
ツ
ヽ

小
以
永
九
貫
百
九
拾
五
文
四
分

　

六
寸
正

七
挺

　
　
　

外
五
挺　

石

用

　
　

此
鉄
目
四
百
弐
拾
目　

　

但
壱
挺
鉄
目
六
拾
目

　
　
　

是
者
梁
□
□
橋
杭
江
繋
三
本
立
弐
側
三
分

　
　
　

□
壱
組
六
挺
ツ
ヽ

　

六
寸
手
透

弐
拾
挺

　
　

此
鉄
目
壱
貫
弐
百
目　

　

但
シ
内
六
拾
目
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是
者
行
桁
ゟ
梁
木
江
繋
橋
杭
弐
組
行
桁
五
通
壱
ケ
所
弐
挺
ツ
ヽ
拾
ケ
所
分

　

五
寸
正

拾
挺

　
　
　

外
拾
挺　

　
　

石

用　
　
　

但
内
百
拾
目

　
　

此
鉄
目
五
百
目

　
　
　

是
者
行
桁
五
通
壱
通
継
手
弐
ケ
所
壱
ケ
所
弐
挺
ツ
ヽ
拾
ケ
所
分

　

□
□
鉄
目
弐
貫
百
弐
拾
目

　
　

代
永
壱
貫
六
百
三
拾
文
八
分　

但
金
壱
両
ニ
付
鉄
目
壱
貫
□
□
目
替

　

百
九
拾
三
人
五
厘

　
　

賃
永
弐
貫
三
百
六
拾
弐
文　

　

但
壱
人
永
百
八
拾
壱
文

　
　
　

是
者
橋
長
三
間
半
横
弐
間
半
此
平
坪
八
坪
七
合
但
平
壱
坪
壱
人
五
分

　

人
足
九
拾
三
人
壱
分

　
　

内

　
　
　

拾
八
人　

　
　
　

橋
杭
抜
取
震
込
共
壱
本
三
人

　
　
　

四
拾
三
人
五
分　

橋
取
崩
掛
抜
共
平
壱
坪
五
人

　
　
　

拾
三
人　

　
　
　

大
工
手
伝
壱
人
壱
人
ツ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
橋
置
土
長
三
尺
半
之
処
前
後
取
合
長
弐
間
半
合
七
間
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
弐
間
半
土
落
所
へ

　
　
　

拾
八
人
六
分　

　

此
砂
利
六
坪
弐
合
但
砂
利
取
壱
畝
壱
坪
三
人
耳
芝
付
共

　

永
四
百
五
拾
文

　
　

是
者
前
々
ゟ
仮
橋
損
料
引
付
直
段
を
以
被
下
候

　
　
　

右
寄

　

永
拾
三
貫
六
百
三
拾
八
文
弐
分

　

人
足
九
拾
三
人
壱
分

字
藤
茂　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

篝
長
五
拾
六
間
篝
高
三
尺

一
用
水
溜
池
堤
欠
所
長
五
拾
間　

平
均

高
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺
五
寸

　
　

此
土
坪
弐
拾
四
坪
三
合　

　

篝
坪
弐
拾
□
坪

　
　
　

人
足
九
拾
七
人
弐
分　

　
　

但
土
取
壱
町
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
坪
四
人

　

右
入
用

　

村
役

　
　

朶
四
拾
五
束　

　

四
尺
折
透

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　
　

是
者
溜
池
堤
欠
所
長
□
拾
間
之
処
篝
上
筋
そ
た
三
通
り

　
　
　

此
延
長
百
五
拾
間
但
拾
間
三
束
ツ
ヽ

　

松
木
百
拾
三
本　

　

長
六
尺　

　
　

篝
杭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
弐
寸
五
り

　
　

代
永
五
百
六
拾
五
文　

　
　

但
壱
本
永
五
文

　
　
　

是
溜
池
堤
欠
所
長
五
拾
間
之
処
取
合
共
長
五
拾
六
間
但
間
ニ
送
り
三
本
折

　

唐
竹
千
百
弐
拾
本　

目
通
り
弐
三
寸
廻
り　

　

篝
竹

　
　

代
永
四
貫
三
百
六
拾
八
文

　
　
　

是
者
篝
□
壱
坪
四
拾
本
か
き　

　

但
壱
本
永
三
文
九
分

　
　

村
役

右
者

朶
弐
拾
八
束　

四
尺
折
透

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　
　

是
者
篝
内
間
ニ
□
□
ツ
ヽ
立
そ
た

　
　

人
足
三
拾
九
人
弐
分

　
　
　

内

　
　
　
　

五
人
六
分　

　
　

六
尺
拾
壱
人
弐
拾
本
折

　
　
　
　

五
人
六
分　

　
　

篝
壱
人
五
坪
橋

　
　
　
　

弐
拾
八
人　

　
　

篝
内
砂
利
埋
長
五
□
□
間
高
三
尺
平
均
壱
尺
五
寸
此
砂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
七
坪
但
土
取
壱
町
半
壱
坪
四
人

　
　

右
寄

　
　
　

永
賃
九
百
三
拾
三
文
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賃
百
三
拾
六
人
四
分

　
　

□
寄

　
　

永
拾
八
貫
五
百
□
拾
壱
文
弐
分

　
　

人
足
弐
百
弐
拾
九
人
五
分

小
以
金
拾
八
両
弐
分
永
七
拾
壱
文
弐
分

右
者
当
所
地
内
東
海
道
往
還
字
宮
前
土
橋
并
ニ
字
□
茂
用
水
溜
池
請
堤
当
未
春
御
普

請
被
成
下
一
式
村
請
仕
立
被　

命
私
シ
共
日
々
御
場
所
江
罷
出
諸
色
之
儀
者
寸
間
無

相
違
品
差
出
入
念
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
小
前
末
々
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
平
生

共
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
儀
者
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
精
々
可
心
付
旨
被
御
申
渡
之

趣
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
帳
連
印
差
上
申
処
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
州
渥
美
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
岩
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
倉
十
蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　

明
治
四
辛
未
年
五
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
藤
万
次
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
石
新
吉
郎
㊞

　
　
　
　

水
利

　
　
　
　
　

郡
方

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
権
少
属
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
菊
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篠
原
熊
五
郎
㊞

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
も
の
也

　
　
　
　

水
利

　
　
　
　
　

郡
方

　
　

未　
　
　

御
役
所
﹇
印
﹈

　

十
二
月

史
料
44　

遠
江
国
豊
田
郡
友
永
村
西
尾
家
文
書
「
明
治
四
年
辛
未
蒲
月　

御
用

留
」（
個
人
蔵
）

川
々
堤
上
堤
外
之
竹
木
堤
之
根
堅
メ
可
相
成
分
者
存
し
其
余
者
三
月
ヲ
限
可
伐
払
芦

葺
川
柳
之
類
者
六
月
を
限
り
同
断
之
事

　

但
川
之
広
狭
ニ
よ
り
堤
外
五
間
或
者
三
間
を
堤
脚
と
定
め
堤
脚
ニ
有
之
竹
柳
者
存

す
へ
く
凡
竹
者
六
尺
上
ヨ
リ
伐
払
柳
者
三
年
毎
ニ
出
際
ヨ
リ
伐
払
堤
之
固
亦
水
刎

之
用
に
供
す
へ
き
事

右
之
通
御
布
告
有
之
候
ニ
付
敷
地
川
通
一
ノ
宮
川
通
并
小
川
と
も
両
縁
堤
上
江
生
立

候
竹
茨
之
類
来
ル
七
月
十
日
迄
ニ
可
刈
払
尤
水
防
之
節
御
用
可
相
成
竹
木
者
其
侭
差

置
可
申
且
刈
払
場
所
役
々
見
分
候
条
得
其
意
此
触
書
村
々
令
請
印
早
々
順
達
留
り
村

ゟ
可
相
返
も
の
也　

　
　
　

島
田
出
張
水
利
郡
方

　
　
　

辛
未　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　

六
月
出

　
　
　
　

七
月
五
日
到
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鋪
地
川
通　

共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
之
宮
川
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
川
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
人

　

追
達
此
触
書
末
白
紙
之
処
江
両
縁
村
名
認
込
早
々
順
達
可
致
尤
紙
数
引
足
り
不
申

候
ハ
ヽ
綴
足
シ
可
認
事
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史
料
45　

増
井
新
司
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
資
料
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
志
太
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
福
島
村　

　
　
　
　

」

　
　
　

乍
恐
以
書
附
奉
歎
願
候

駿
州
志
太
郡
保
福
島
村
役
人
并
ニ
川
南
小
前
一
同
奉
申
上
候
字
瀬
戸
川
通
御
堤
御
普

請
所
之
内
旧
来
大
覚
寺
上
村
持
場
字
横
手
堤
長
九
拾
弐
間
今
般
私
村
方
持
場
ニ
被
仰

付
候
処
私
村
方
之
儀
者
瀬
戸
川
南
側
御
堤
長
四
百
六
拾
間
之
内
字
藤
左
衛
門
新
田
御

堤
瀬
戸
川
第
一
之
難
場
ニ
御
座
候
増
而
近
来
川
床
高
ニ
相
成
天
保
六
未
年
安
政
二
卯

年
両
度
御
堤
切
込
未
タ
難
渋
仕
居
満
水
之
都
度
々
々
人
力
ヲ
尽
候
得
共
右
難
場
ニ
付

度
々
欠
落
竹
木
生
立
之
間
も
無
御
座
候
満
水
之
砌
者
御
堤
水
惣
越
ニ
相
成
然
ル
処
右

側
家
数
拾
六
軒
甚
人
少
ニ
而
防
兼
右
両
度
之
大
難
事
ニ
而
未
タ
亡
地
多
分
ニ
有
之
村

方
一
同
難
儀
仕
候
然
ル
ニ
今
般
増
堤
被
仰
付
候
而
者
此
上
定
式
御
普
請
者　

御
上
様

ニ
而
御
仕
立
被
成
下
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
得
共
満
水
之
砌
防
方
何
分
不
行
届
依
之
水

利
御
役
所
江
以
書
附
奉
歎
願
候
処
御
利
解
被
仰
聞
歎
願
書
御
下
ケ
ニ
相
成
甚
当
惑
仕

候
間
無
拠
水
利
路
程
御
掛
御
附
属
御
両
所
様
江
以
書
書
奉
歎
願
候
何
卒
出
格
之
以
御

憐
愍
旧
来
通
大
覚
寺
上
村
ヘ
被
仰
置
候
様
歎
願
御
取
次
被
成
下
度
奉
願
上
候
右
願
之

通
水
利
御
役
所
江
歎
願
被
成
下
候
ハ
ヽ
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
志
太
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
福
島
村

　
　

明
治
四
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
戸
川
南

　
　
　
　

未
七
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
清
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
十
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

巳
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
添
平
四
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

忠
蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
伝
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

新
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

栄
吉
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

善
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
吉
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

丹
六
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

甚
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
長
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
又
吉
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
井
新
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
清
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
喜
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
弥
兵
衛
㊞

　
　

水
利
路
程
御
掛
御
附
属

　
　
　
　
　
　

臼
井
豹
太
郎
様

　
　
　
　
　
　

大
石
太
八
郎
様
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史
料
46　
「
明
治
四
年
辛
未
七
月　

御
用
留　

四
番　

名
主
所
」（
浜
松
市
立
中

央
図
書
館
蔵
・
長
柄
慶
一
郎
氏
文
書
・
匂
坂
上
村
文
書
）

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

寺
谷
用
水
引
入
口
之
義
近
来
天
龍
川
変
瀬
仕
年
増
川
上
江
相
登
り
候
処
遠
路
当
夏
秋

中
日
之
儀
場
所
御
詰
越
被
遊
後
方
堰
込
等
厚
御
丹
誠
御
水
配
被
成
下
候
故
組
合
村
々

水
掛
渡
り
無
滞
出
穂
仕
小
前
末
々
ニ
至
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
乍
恐
此
段
以
書
付
御
答

礼
奉
申
上
候
以
上

　

明
治
四
辛
未
年
八
月
十
九
日

　
　

豊
田
郡

　
　
　

寺
谷
村　

　
　
　
　
　
　
　
　

気
賀
東
村
上
組

　
　
　
　

与
頭　

平
三
郎
印　

　
　
　
　
　

与
頭　

興
五
郎
印

　
　
　

匂
坂
上
村　

　
　
　
　
　
　
　

匂
坂
下
村

　
　
　
　

名
主　

彦
平
印　

　
　
　
　
　
　

同　

仙
治
郎
印

　
　
　

同
中
村　

　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
郷
村

　
　
　
　

同　

孫
四
郎
印　

　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

平
八
印

　
　
　

同
新
村　

　
　
　
　
　
　
　
　

気
賀
西
村

　
　
　
　

与
頭　

弥
平
印　

　
　
　
　
　
　

与
頭　

市
平
印

　
　
　

同
西
村　

　
　
　
　
　
　
　
　

同
東
村
下
組

　
　
　
　

名
主　

宇
平
治
印　

　
　
　
　
　

同　

治
平
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
ノ
戸
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

半
三
郎
印

　

中
野
町

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

御
役
所

史
料
47　
「
明
治
四
辛
未
九
月　

御
用
留　

五
番　

名
主
彦
平
」（
浜
松
市
立
中

央
図
書
館
蔵
・
長
柄
慶
一
郎
氏
文
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
郡
方
掛
附
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
龍
川
通
各
村
堤
防
重
立
取
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
村　

大
橋
弥
平

　
　
　
　
　
　
　
　

附
属
勤
中
帯
刀
差
免
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
田
村　

飯
田
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
ノ
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

村
越
与
作

　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
郡
方
掛
附
属
各
村
堤
防
取
扱

　
　
　
　
　
　
　
　

申
付
勤
中
帯
刀
差
免
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
後
見　

鈴
木
八
朔

　
　
　
　
　
　
　
　

同

前
書
之
通
申
渡
候
間
得
其
意
此
触
書
村
名
下
江
令
請
印
之
早
々
順
達
留
り
村
ゟ
可
相

返
も
の
也

　
　
　

辛
未
九
月
廿
四
日　

　
　
　
　
　

中
ノ
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　

同
廿
六
日
よ
子
上
刻
中
村
ゟ
受
取
直
□
江
継
候
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史
料
48　

増
井
新
司
家
文
書（
焼
津
市
史
編
纂
収
集
史
料
）

  （
表
紙
）「

　
　
　
　
　
　

水
利
方
歎
願
書

　
　
　
　
　
　
　

横
手
一
条
下
書
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
附
奉
歎
願
候

駿
州
志
太
郡
保
福
島
村
役
人
并
ニ
川
南
小
前
一
同
奉
申
上
候
大
覚
寺
上
村
瀬
戸
川
通

字
横
手
御
堤
之
義
ニ
付
先
達
而
奉
歎
願
候
処
右
村
小
土
村
当
村
三
ケ
村
江
割
持
示
談

被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
処
示
談
方
行
届
兼
不
得
止
事
又
候
奉
歎
願
候
就
中
当

村
北
側
御
堤
字
曲
り
松
と
申
所
御
堤
添
者
郡
村
之
田
地
ニ
御
座
候
得
共
御
堤
者
従
前

当
村
ニ
而
水
防
仕
候
場
所
郡
村
地
尻
当
村
之
頭
上
ニ
而
前
件
之
横
手
御
堤
同
様
之
箇

所
ニ
御
座
候
満
水
之
砌
者
郡
村
ニ
而
も
矢
張
頭
上
よ
り
中
央
迄
之
防
方
専
要
と
推
察

仕
候
然
□
者
郡
村
へ
持
場
相
渡
シ
候
而
も
右
村
ニ
而
水
防
等
閑
候
ハ
ヽ
当
村
之
難
義

と
奉
存
候
大
覚
寺
上
村
ニ
お
ゐ
て
も
水
防
第
一
と
相
心
得
候
ハ
ヽ
右
様
之
歎
願
者
仕

間
敷
筈
と
乍
恐
奉
存
候
全
大
覚
寺
上
村
持
場
御
堤
者
横
手
ゟ
続
而
川
下
者
不
残
二
重

堤
ニ
而
其
上
堤
合
者
畑
并
ニ
竹
薮
等
有
之
満
水
砌
防
方
至
而
宜
敷
当
村
之
義
者
前
願

之
通
御
堤
一
重
ニ
而
大
水
之
節
者
御
堤
水
惣
越
ニ
相
成
何
分
防
方
難
渋
之
次
第
同
シ

人
少
と
ハ
乍
申
大
覚
寺
上
村
と
者
格
外
之
場
所
柄
ニ
而
防
方
六
ケ
敷
当
惑
仕
候
右
ニ

就
示
談
趣
意
普
請
と
し
て
横
手
堤
九
拾
弐
間
之
箇
所
服
附
并
ニ
上
置
土
方
等
小
土
村

当
村
示
談
之
上
両
村
ニ
而
丹
誠
仕
度
奉
存
候
右
趣
意
達
ヲ
以
テ
従
前
之
通
り
大
覚
寺

上
村
へ
御
利
解
被
仰
聞
候
様
乍
恐
以
書
附
奉
歎
願
候
何
卒
出
格
之
以
御
憐
愍
右
願
之

通
被
為　

命
候
ハ
ヽ
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
以
上

　

明
治
四
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
志
太
郡

　
　

辛
未
十
一
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
福
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
戸
川
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
清
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

巳
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

勘
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
添
平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

忠
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
伝
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

新
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

善
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

丹
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

甚
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
又
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
井
新
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
弥
兵
衛
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水
利
路
程
御
掛
御
附
属

　
　
　
　
　
　
　

碓
井
豹
太
郎
様

　
　
　
　
　
　
　

大
石
多
三
郎
様

史
料
49　

榛
原
郡
諸
家
文
書（
牧
之
原
市
史
料
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 
明
治
四
辛
未
年

　
　
　

湊
橋
当
未
春
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州
榛
原
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
良
町　

　

」

高
八
拾
壱
石
四
斗
八
升
六
合
六
勺

　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州
榛
原
郡

　
　

弐
石
弐
斗
三
升
八
合　

　
　

社
領
黒
地　

　
　
　
　
　
　

相
良
町

　
　

四
石
五
斗
弐
升
四
合
六
勺　

寺
領
黒
地　

　
　
　
　
　
　

福
岡
町

湊
橋　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修
復

一
板
橋
長
弐
拾
弐
間　

　

横
弐
間　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　
　

此
平
坪
四
拾
四
坪

　

引
縄
四
房　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
房

　
　

代
永
三
百
四
拾
文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
八
拾
五
文

　

土
俵
拾
弐
俵　

　

四
斗
入　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
俵

　
　

代
永
弐
百
五
文
弐
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
拾
七
文
壱
分

　

縄
六
束　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
束
ニ
付

　
　

代
永
百
七
拾
文
四
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
弐
拾
八
文
四
分

　

雇
船
九
艘　

一
日
弐
艘
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
艘
ニ
付

　
　
　
　
　
　

四
日
半
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
弐
拾
五
文

　
　

代
永
壱
貫
百
弐
拾
五
文

　
　
　

是
者
橋
杭
震
込
ニ
相
用

　

足
代
丸
太
類　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

損
料

　
　

代
永
五
百
文

　

古
板
百
弐
枚　

　

長
弐
間　

巾
壱
尺　

　
　
　
　
　

敷
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
三
寸
五
分

　
　
　

是
者
立
木
敷
板
削
立
引
合
之
積

　

杉
板
拾
三
枚　

　

長
弐
間　

巾
壱
尺　

　
　
　
　
　

同
足
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
三
寸
五
分　

　
　

但
壱
枚
ニ
付

　
　
　

代
永
弐
貫
六
百
文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
弐
百
文

　

六
寸

弐
拾
四
挺　

　

壱
挺
鉄
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
拾
目

　
　
　

代
永
九
百
三
拾
三
文
六
分　

　
　
　
　
　
　

但
壱
挺

　
　
　
　

是
者
橋
杭
壱
本
ニ
三
本
ツ

　ヽ
　
　
　
　
　

永
三
拾
八
文
九
分

　

六
寸
釘
四
百
六
拾
本

　
　
　

代
永
六
貫
九
百
文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
本

　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
拾
五
文

　
　
　
　
　

四
百
八
本　

古
板
継
直
し
壱
枚
弐
本
打

　
　
　
　
　

五
拾
弐
本　

足
板
壱
枚
四
本
打

　

五
寸
堅
打
釘
五
拾
本　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
本

　
　
　

代
永
五
百
八
拾
五
文　

　
　
　
　
　
　
　
　

永
壱
文
七
分

　
　
　
　

是
者
古
駒
寄
控
木
ニ
打

　

大
工
弐
拾
三
人
五
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
人

　
　
　

賃
永
四
貫
弐
百
三
拾
文　

　
　
　
　
　
　
　

永
百
八
拾
文

　
　
　
　

内
六
人
五
分　

新
板
四
坪
三
合
三
勺
三
才
壱
坪
壱
人
五
分

　
　
　
　
　

拾
七
人　

古
板
三
拾
四
坪
壱
坪
五
分

　
　

人
足
百
三
人
五
分

　
　
　

弐
拾
三
人
五
分　

大
工
手
間
壱
人
ニ
壱
人
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八
拾
人　

　
　
　

橋
杭
壱
本
拾
人
掛

　
　
　
　
　

右
寄

永
三
拾
壱
貫
五
百
六
文
弐
分　

　

諸
色
代

人
足
百
三
人
五
分　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賃
米
人
足

　

此
石
壱
石
三
升
五
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
人
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
壱
升

　
　

代
永
八
貫
六
百
弐
拾
五
文　

　
　
　

但
相
良
町
日
坂
宿
金
谷
宿
去
午
十
月
中
旬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
米
平
均
直
段

　
　
　

是
者
川
除
御
普
請
之
方
ニ
而
高
役
人
足　

　
　

金
壱
両
ニ
付
壱
斗
弐
升

　
　
　

相
勤
務
候
ニ
付
皆
賃
米
被
下
候

右
　

金
四
拾
両
永
百
三
拾
壱
文
弐
分

右
者
萩
間
川
通
当
町
地
内
堤
川
除
御
普
請
村
請
仕
立
被　

命
当
三
月
中
ゟ
御
取
掛
り

相
成
候
ニ
付
町
役
人
共
日
々
御
場
所
ニ
附
居
諸
事
御
差
図
ヲ
請
相
仕
立
此
節
迄
ニ
御

仕
様
帳
面
之
通
り
少
も
無
相
違
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
小
前
末
々
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
然

ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
若
小
破
之
欠
所
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
手
入
取
繕
仕
出
水
之

節
者
小
前
召
連
罷
出
防
方
仕
大
破
不
相
成
様
可
仕
旨
被
御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
出

来
形
印
形
差
上
申
処
依
如
件

　
　

明
治
四
年
未
十
二
月　

　
　
　
　
　
　

遠
州
榛
原
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
浜
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
田
重
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
新
太
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
場
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
田
銀
蔵
㊞

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
原
鈴
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

枝
川
史
生

　

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
候
も
の
也

　
　
　

静
岡

辛
未　

　

水
利
郡
方

十
二
月　

　
　

御
役
所
﹇
印
﹈

史
料
50　

原
渡
辺
八
郎
家
文
書（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
）

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
利
郡
方
掛

　

書
付　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
鐸
三
郎

　

公
事　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
録
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿
役
人
中

其
宿
方
地
内
御
普
請
願
之
義
ニ
付
申
談
義
有
之
間
其
節
相
心
得
居
候
役
人
今
二
日
八

ツ
半
時
迄
ニ
無
相
違
今
井
村
旅
宿
へ
可
罷
出
候
且
其
宿
方
当
十
月
中
旬
上
中
下
米
相

場
取
調
持
参
可
致
候
此
段
申
達
候
事

　
　

辛
未
十
一
月
二
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
両
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
海
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
人
中

②
（
表
紙
）

 

「
辛
未
十
一
月
三
日
中
川
通
并
荒
浜
添
波
除
堤
御
見
分
被
為
遊
丸
や
御
泊
ニ
而
目
論
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見
被
仰
付
候
控

　
　

村
高
并
杭
し
か
ら
代
永
書
上
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
高
千
八
百
八
石
七
斗
六
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿

　

内　

高
千
石
八
拾
九
石
弐
斗
六
升
六
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿

　
　
　

高
五
百
七
拾
七
石
七
斗
七
升
三
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚
丁

　
　
　

高
弐
拾
八
石
六
斗
五
升　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
朱
印
地

　
　
　

高
拾
三
石
壱
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
除
地

一
杉
杭
木
長
九
尺　

　
　

但
し　

　

末
口
三
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
五
拾
八
文
三
分

一
か
ら
竹　

壱
束　

　

但　
　

三
寸
廻
り
廿
本
壱
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
束
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
百
廿
五
文

右
之
通
取
調
奉
書
上
候
以
上

右
者
当
宿
高
并
社
寺
御
朱
印
除
地
高
杭
し
か
ら
代
永
取
調
奉
書
上
候
以
上

　
　

明
治
四
未
年
十
一
月　

　
　
　
　
　

駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

林
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

常
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

久
七
郎

　

水
利
郡
方
御
掛

　
　

御
役
人
中
様

　

此
節
之
御
名
前

　
　
　
　

林
鐸
三
郎
様

　
　
　
　

小
林
録
郎
様

史
料
51　

静
岡
市
富
沢
永
野
家
文
書（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情
報
セ

ン
タ
ー
・
静
岡
県
史
編
さ
ん
収
集
資
料
）

　
　
　
　
　
　

巴
川
洲
浚
御
貸
附
金
上
納

　

一　

金
六
両
也　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
倍
郡
富
沢
村

　

右
之
通
り
上
納
仕
候
以
上

　
　

辛
未
十
二
月
廿
一
日　

　
　
　
　
　
　
　
　

右
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
人　

永
野
六
郎
兵
衛

　
　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　
　

御
役
所

前
書
之
金
六
両
請
取
之
者
也

　
　
　
　
　
　

水
利
郡
方

未
十
二
月
廿
一
日　

御
役
所
㊞

史
料
52　

島
崎
家
文
書（
富
士
市
立
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
四
年

駿
州
富
士
郡

岩
本
村　

組
合
用
水
路
当
未
春
定
式
浚
御
普
請
出
来
形
書
上
帳

　
　
　
　
　
　
　

外
弐
ケ
村

　
　
　
　
　

未
十
二
月　

　
　
　
　
　
　

駿
州
富
士
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
村　

組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
弐
ケ
村　

　
　
　
　
　
　

」

高
弐
千
三
百
拾
八
石
四
升
壱
合　

　
　

駿
州
富
士
郡

　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
村
外
弐
ケ
村
組
合
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高
八
百
八
拾
四
石
六
斗
九
合　

　
　
　
　

岩
本
村

　

内
高
拾
三
石
壱
斗　

　

元
御
朱
印
地
高

高
七
拾
弐
石
弐
斗
三
升
四
合　

　
　
　
　

柚
木
村

高
千
三
百
六
拾
壱
石
壱
斗
九
升
八
合　

　

松
岡
村

　

内
高
八
拾
六
石
七
斗
壱
合　

　

除
地

一
用
水
路
浚
長
延
三
百
六
拾
三
間　

　
　
　
　

平
均

深
壱
尺
五
寸

　
　
　

此
砂
利
弐
百
七
拾
弐
坪
弐
合　

　
　
　
　
　

横
三
間

　
　
　

人
足
六
百
八
拾
人
五
分　

　
　
　
　
　
　

但
壱
坪
弐
人
五
分

　
　

長
六
拾
間　

　
　
　
　

元
柳
戸
ゟ
代
信
寺
橋
迄

　
　

長
三
拾
間　

　
　
　
　

同
所
続
ゟ
大
六
天
迄

　
　

長
百
四
拾
間　

　
　
　

湯
沢
ゟ
大
桜
迄

　
　

長
六
拾
八
間　

　
　
　

大
桜
ゟ
大
崩
迄

　
　

長
三
拾
間　

　
　
　
　

同
所
続
ゟ
下

　
　

長
三
拾
間　

　
　
　
　

惣
次
良
裏

大
桜
□
明
所

一
石
服
付
長
弐
拾
七
間　

　
　
　
　

五
分
法
高
六
尺
七
寸
壱
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺

　
　

此
石
拾
三
坪
五
合　

　
　
　
　
　

此
平
坪
三
拾
坪
弐
合

　
　
　

内
長
拾
八
間　

　

北
側

　
　
　
　

長
九
間　

　
　

南
側

大
崩
所

一
同
長
拾
壱
間
半　

　
　
　
　
　
　
　
　

五
分
法
六
尺
八
寸
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
均

高
六
尺
壱
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺

　
　
　

此
石
五
坪
八
合　

　
　
　
　
　
　

此
平
坪
拾
三
坪
壱
合

　
　

弐
口
拾
九
坪
三
合　

　
　
　
　

四
拾
三
坪
三
合
平
坪

　
　
　
　

右
入
用

石
工
百
八
人
弐
分

　

賃
永
弐
拾
七
貫
五
拾
文　

　
　
　
　
　
　

但
壱
人
永
弐
百
五
拾
文

　
　

是
者
平
壱
坪
弐
人
五
分
掛

人
足
弐
百
四
拾
三
人
三
分

　

内
百
三
拾
五
人
壱
分　

　
　
　
　

石
取
弐
町
壱
坪
七
人

　
　

百
八
人
弐
分　

　
　
　
　
　
　

石
工
手
伝
壱
人
ニ
壱
人

　
　
　

右
寄

永
弐
拾
七
貫
五
拾
文

　

人
足
九
百
弐
拾
三
人
八
分

　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
村

　
　

八
拾
人
四
分　

　
　
　
　
　

高
百
石
五
拾
人
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　
　
　

是
者
潤
井
川
通
当
未
春
川
除
御
普
請
江
人
足
遣
残
之
分

　
　

三
拾
六
人
壱
分　

　
　
　

柚
木
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
百
石
五
拾
人
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　

松
岡
村
之
義
者
富
士
川
通
当
未
春
川
除
御
普
請
之
方
ニ
而
遣
切
候
ニ
付
除
之

八
百
七
人
三
分　

　
　
　
　

賃
米
人
足

　

此
米
八
石
七
升
三
合

　
　

代
永
五
拾
三
貫
九
百
三
拾
八
文
七
分 

去
午
十
月
中
旬
蒲
原
吉
原
原
三
ケ
宿

下
米
直
段
ヲ
以
金
壱
両
ニ
付
米
壱
斗

五
升
九
合
六
勺
七
勺

小
以
金
八
拾
両
三
分
永
弐
百
三
拾
八
文
七
分

右
者
私
共
村
方
外
弐
ケ
村
組
合
用
水
路
浚
当
未
春
村
請
仕
立
被　

命
当
二
月
ゟ
取
掛

私
共
日
々
御
場
所
ニ
附
居
請
御
差
図
相
仕
立
人
足
并
諸
色
遣
方
麁
末
之
儀
無
御
座
御

仕
様
帳
之
通
三
月
迄
ニ
入
念
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
出
来
栄
奉
請
御
見
分
村
中
一
同
難
有
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仕
合
ニ
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り
出
水
之
節
者
防
方
仕
大
破
不
相
成
様

可
仕
旨
被
渡
御
申
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
証
文
差
上
申
処
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
富
士
郡
岩
本
村

　
　
　

明
治
四
未
年
十
二
月 

百
姓
代　

米
山
政
吉
㊞

 

組
頭　

　

影
山
常
平
㊞

 

名
主　

山
崎
幸
作
㊞

 

松
岡
村

 

百
姓
代　

久
保
田
庄
作
㊞

 

組
頭　

藤
島
長
次
㊞

 

名
主　

久
保
田
佳
平
㊞

 

柚
木
村

 

組
頭　

佐
野
清
吉
㊞

 

名
主　

吉
沢
金
一
良
㊞

　
　
　

水
利

 

御
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
権
少
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
木
権
少
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浜
中
権
少
属

前
書
之
通
出
来
相
違
無
之
も
の
也

 

静
岡

 

辛
未　

　
　

水
利

　
　

十
二
月　

　

郡
方

 

御
役
所
﹇
印
﹈（
静
岡
水
利
路
程
局
証
章
）

史
料
53　

平
島
区
有
文
書
（
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「 

明
治
四
辛
未
年

　
　

字
荒
巻
橋

　
　

字
小
橋　

土
橋
当
未
春
御
普
請
出
来
形
帳

　
　

字
矢
田
橋

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村　

　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

高
七
百
八
拾
四
石
七
斗
三
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　

内

　

高
七
百
七
拾
七
石
弐
斗
四
合　

　

村
高

　

高
七
石
五
斗
三
升
三
合　

　
　
　

社
寺
領
除
地

元
御
成
道

字
荒
巻
橋

字
小
橋

字
矢
田
橋

一
土
橋　

長
壱
間
半　

横
七
尺　

　
　

掛
替
三
ケ
所

　
　

此
平
坪
五
坪
壱
合

　

是
者
前
々
本
多
紀
伊
守
領
分
ニ
而
領
主
出
金
を
以
度
々
掛
替
有
之
候
処
年
数
相
立

木
品
悉
朽
腐
相
成
候
付
当
未
春
掛
替
被　

命
候

　
　

右
入
用

杉
丸
太
九
本　

長
壱
丈
壱
尺　

　
　
　
　

桁
木

　
　
　
　
　
　

末
口
六
寸

　

代
永
壱
貫
四
百
三
文
壱
分　

但
壱
本
永
百
五
拾
五
文
九
分
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是
者
壱
ケ
所
三
本
ツ
ヽ
前
後
爪
掛
壱
尺
ツ
ヽ

　
　

三
ケ
所

同
丸
太
五
拾
本　

　

長
七
尺　

　
　
　
　

並
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　

代
永
壱
貫
五
百
六
拾
文
六
分　

但
同
永
弐
拾
八
文
九
分

　
　

是
者
三
ケ
所
延
長
四
間
半
之
処
間
ニ
拾
弐
本
ツ
ヽ

村
役

麁
朶
拾
五
束
三
分　

四
尺
打
違　

敷
麁
朶

　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　

是
者
三
ケ
所
平
坪
五
坪
壱
合
組
壱
坪
三
束
ツ
ヽ

人
足
拾
人
三
分

　
　

内

　

弐
人
七
分　

橋
上
置
土
出
延
長
四
間
半
巾
七
尺
厚
壱
尺
此
坪
九
合
芝
付
共
壱
坪
三

人

　

七
人
六
分　

桁
木
掛
渡
並
木
敷
麁
朶
共
仕
立
平
壱
坪
壱
人
五
分

　
　

右
寄

　

永
弐
貫
九
百
六
拾
三
文
七
分

　

人
足
拾
人
三
分　

高
百
石
五
十
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　

小
以
金
弐
両
三
分
永
弐
百
拾
三
文
七
分

右
者
当
村
元
御
成
道
字
荒
巻
橋
字
小
橋
字
矢
田
橋
当
未
春
御
普
請
一
式
村
請
仕
立
被

命
村
役
人
共
日
々
御
場
所
ニ
附
居
諸
事
御
差
図
を
請
相
仕
立
御
仕
様
帳
之
通
少
も
無

相
違
丈
夫
ニ
出
来
仕
小
前
末
々
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り

小
破
出
来
候
節
者
早
々
手
入
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
可
仕
且
又
出
水
等
之
節
者
早
速

小
前
召
連
大
破
不
相
成
様
可
仕
旨
被　

御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
印
形
奉
差

上
候
処
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　

明
治
四
辛
未
年
十
二
月　

　
　
　
　
　
　
　

堀
江
十
郎
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
上
勘
太
夫
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
江
平
五
郎
㊞

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
原
鈴
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
史
生

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
も
の
也

　
　
　
　
　
　
　

静
岡

割
印　

辛
未　

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

十
二
月　

　
　

御
役
所
﹇
印
﹈

史
料
54　

平
島
区
有
文
書（
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「　
（
付
箋
）「
村
方
へ
下
ケ
戻
し
候
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
四
辛
未
年

　
　
　

字
荒
巻
橋

　
　
　

字
小
橋　

土
橋
当
未
春
御
普
請
出
来
形
帳

　
　
　

字
矢
田
橋

　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村　

　

」
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駿
州
益
津
郡

高
七
百
八
拾
四
石
七
斗
三
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　

内

　

高
七
百
七
拾
七
石
弐
斗
四
合　

　
　
　
　
　
　
　
　

村
高

　

高
七
石
五
斗
三
升
三
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
寺
領
除
地

元
御
成
道

字
荒
巻
橋

字
小
橋

字
矢
田
橋

一
土
橋
長
壱
間
半
横
七
尺　

　
　
　
　
　
　

掛
替　

三
ケ
所

　
　

此
平
坪
五
坪
壱
合

是
者
前
々
本
多
紀
伊
守
領
分
ニ
而
領
主
出
金
を
以
度
々
掛
替
有
之
候
処
年
数
相

立
木
品
悉
朽
腐
相
成
候
付
当
未
春
掛
替
被　

命
候

　
　
　

右
入
用

杉
丸
太
九
本　

長
壱
丈
壱
尺　

　
　
　
　

桁
木

　
　
　
　
　
　

末
口
六
寸

　

代
永
壱
貫
四
百
三
文
壱
分　

但
壱
本
永
百
五
拾
五
文
九
分

　
　

是
者
壱
ケ
所
三
本
ツ
ヽ
前
後
爪
掛
壱
尺
ツ
ヽ

　
　

三
ケ
所

同
丸
太
五
拾
本　

　

長
七
尺　

　
　
　
　

並
木

　
　
　
　
　
　
　
　

末
口
三
寸

　

代
永
壱
貫
五
百
六
拾
文
六
分　

但
同
永
弐
拾
八
文
九
分

　
　

是
者
三
ケ
所
延
長
四
間
半
之
処
間
ニ
拾
弐
本
ツ
ヽ

村
役

麁
朶
拾
五
束
三
分　

四
尺
打
違　

敷
麁
朶

　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
縄
〆

　
　

是
者
三
ケ
所
平
坪
五
坪
壱
合
但
壱
坪
三
束
口

人
足
拾
人
五
分

　
　

内

　

弐
人
七
分　

橋
上
置
土
出
延
長
四
間
半
巾
七
尺
厚
壱
尺
此
坪
九
合
芝
付
共
壱
坪
三

人

　

七
人
六
分　

桁
木
掛
渡
並
木
敷
麁
朶
共
仕
立
平
壱
坪
壱
人
五
分

　

永
弐
貫
九
百
六
拾
三
文
七
分

　

人
足
拾
人
三
分　

　
　
　

高
百
石
五
拾
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
足

　

小
以
金
弐
両
三
分
永
弐
百
拾
三
文
七
分

右
者
当
村
元
御
成
道
字
荒
巻
橋
字
小
橋
字
矢
田
橋
当
未
春
御
普
請
一
式
村
請
仕
立
被

命
村
役
人
共
日
々
御
場
所
ニ
附
居
諸
事
御
差
図
を
請
相
仕
立
御
仕
様
帳
之
通
少
も
無

相
違
丈
夫
ニ
出
来
仕
小
前
末
々
迄
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
平
日
無
油
断
見
廻
り

小
破
出
来
候
節
者
早
々
手
入
村
繕
仕
大
破
不
相
成
様
可
仕
且
又
出
水
等
之
節
者
早
速

小
前
召
連
大
破
不
相
成
様
可
仕
旨
被　

御
申
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
出
来
形
印
形
奉
差

上
候
処
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　

明
治
四
辛
未
年
十
二
月　

　
　
　
　
　
　
　

堀
江
十
郎
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藁
科
孫
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藁
科
善
右
衛
門
㊞

　
　

水
利
郡
方

　
　
　
　

御
役
所
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史
料
55　

大
橋
正
隆
家
文
書（
旧
豊
田
町
、
磐
田
市
歴
史
文
書
館
複
写
）

  （
表
紙
）

  「　

明
治
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

高
弐
百
四
拾
八
石
九
斗
弐
升
弐
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
村

　
　

内　

高
弐
拾
壱
石　

　
　
　
　

元
社
寺
領

天
龍
川
通

一
大
菱
牛
七
組　

　
　
　
　
　

合
□
□
木
□
□
□

　
　
　

内

　
　

三
組　

　

六
兵
衛
地
先

　
　

弐
組　

　

彦
五
郎
地
先

　
　

弐
組　

　

八
五
郎
地
先

　
　
　

右
入
用

　

代
永
拾
弐
貫
八
百
三
拾
五
文
弐
分　

　

但
壱
組

永
壱
貫
八
百
三
拾
三
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
□
□
□
水
中
掛
増

一
沈
枠
弐
組　

　
　

内
法

□
四
尺
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
壱
丈
壱
尺
四
寸

　
　

此
石
四
坪
八
合

　
　
　

賃
永
四
貫
八
百
文　

　

但
石
船
取
壱
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
壱
貫
文

　
　
　
　

内

　
　
　

壱
組　

　

六
兵
衛
地
先
大
菱
牛
元
付

　
　
　

□
組　

　

八
五
郎
地
先
同　

元
付

　
　
　
　

右
入
用

　

代
永
四
貫
七
拾
弐
文
八
分　

　
　

但
壱
組

永
弐
貫
□
拾
六
文
□
□

　

人
足
拾
八
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
九
人
水
中
掛
増

一
蛇
籠
九
拾
壱
本
□
分　

　

長
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
渡
壱
尺
七
寸

　
　
　

此
石
弐
拾
九
坪

　
　
　
　

賃
永
弐
拾
九
貫
文　

　
　

但
石
□
□
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
壱
貫
文

　
　
　

代
永
拾
八
貫
三
百
弐
拾
文

　
　
　

賃
永
六
貫
八
百
六
文　

　
　
　
　

竹
代
目
縫
竹
共
永
弐
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
壱
本

籠
造
賃
永
六
拾
六
文
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
籠
目
縫
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
手
間
共
□
□
□

　
　
　

人
足
八
拾
弐
人
四
分

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
兵
衛
地
先
沈
枠
壱
組
堅
メ
壱
間
籠
四
本

　
　
　
　

弐
拾
本
壱
分　
　
　
　
　

九
尺
籠
五
本
弐
間
籠
弐
拾
壱
本
弐
間
半
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
本
三
間
籠
四
本
□
方
折
廻
し
枠
差
埋
籠
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
枠
蓋
弐
間
半
籠
七
本
襟
籠
弐
間
半
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
五
郎
地
先
沈
枠
壱
組
堅
メ
壱
間
籠
三
本

　
　
　
　

弐
拾
弐
本
弐
分　
　
　
　

九
尺
籠
四
本
弐
□
籠
弐
拾
三
本
弐
間
半
籠
六
本

三
間
籠
六
本
合
四
拾
弐
本
ニ
〆
三
方
折
廻
し
枠

元
共
ニ
□
枠
ふ
た
弐
間
籠
七
本
襟
籠
弐
間
籠
壱

本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
菱
牛
七
組
下
棚
重
り
弐
間
半
籠
弐
拾
八
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
〆
壱
組
四
本
ツ
ゝ
上
棚
重
り
弐
本
壱
本
弐
取
合

　
　
　
　

弐
拾
八
本
六
分　

　
　
　

共
延
長
三
継
五
分
六
兵
衛
地
先
元
取
合
弐
間
半

籠
弐
本
彦
五
郎
地
先
元
取
合
□
籠
□
□
籠
八
本

八
五
郎
地
先
元
取
合
三
間
半
籠
壱
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五
□
□
籠
土
□
□
堅
メ
三
間
半
籠
壱
本
三
間
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弐
拾
本
七
分　

　
　
　
　

籠
壱
本
弐
間
半
籠
七
本
弐
間
籠
弐
拾
壱
本
九
尺

籠
五
本
壱
間
籠
三
本
上
ふ
た
四
間
半
籠
六
本

　
　
　
　
　

右
寄

　
　

永
七
拾
五
貫
百
弐
拾
八
文
六
分

　
　

人
足
百
七
拾
人
四
分　

　
　
　
　

賃
米
人
足

　
　
　

此
米
弐
石
八
斗
九
升
六
合
八
勺　

　

但
壱
人
米
壱
升
七
合

　
　
　
　

代
永
拾
八
貫
弐
百
九
拾
六
文　

　
　

見
付
宿
池
田
村
浜
松
宿
当
未
四
月
中

但
旬
□
□
下
米
平
均
直
段
□
□
□
付
米

　

壱
斗
五
□
□
合
□
□
□
替

　
　
　
　
　

但
当
未
春
定
式
御
普
請
之
方
ニ
而
高
役
平

　
　
　
　
　
　

遣
切
候
ニ
付
□
賃
□
如
斯

　
　

小
以
金
□
拾
三
両
壱
分
永
百
七
拾
四
文
六
分

右
者
天
竜
川
通
私
共
村
方
地
内
当
未
秋
急
場
御
普
請
之
儀
村
請
仕
立
被
仰
付
私
共

日
々
御
場
所
ニ
□
居
諸
色
之
義
者
寸
間
□
通
相
違
無
之
品
差
出
其
時
々
御
愍
情
御
遣

方
仕
精
々
丈
夫
ニ
皆
出
来
仕
出
来
形
御
見
分
奉
請
村
中
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
上

諸
品
之
代
金
人
足
賃
之
義
者
夫
々
相
当
ニ
割
渡
請
取
□
□
□
□
□

右
勘
定
ニ
而
出
入
ケ
間
敷
義
無
御
座
御
普
請
一
件
ニ
付
何
ニ
而
も
御
願
筋
毛
頭
無
御

座
候
当
御
堤
通
之
義
平
日
無
油
断
見
廻
り
小
破
之
所
者
□
□
□
□
水
之
節
者
昼
夜
之

無
差
別
相
□
危
□
□
□
□
□
情
々
相
防
大
破
不
相
成
様
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
依
之
御

普
請
出
来
形
証
文
差
上
申
候
処
仍
如
件

　
　

明
治
四
辛
未
年
十
二
月　

　
　
　
　

豊
田
郡
池
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

松
田
八
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

大
橋
嘉
平
次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

大
橋
□
平
㊞

　
　

水
利

　
　

郡
方

　
　
　

御
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
普
請
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
山
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
卓
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
史
生

前
書
之
通
出
来
形
相
違
無
之
も
の
也

　
　
　

静
岡

未　
　
　

水
利
郡
方

十
二
月　

　
　

御
役
所
﹇
印
﹈

史
料
56　

東
間
門
田
中
家（
東
）文
書（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

  「　
「
印
」（
田
中
文
庫
）

　
　
　
　

明
治
四
辛
未
年
十
一
月
ゟ

　
　
　
　

同
五
壬
申
年
七
月
ニ
至
ル
迄

　
　

中
溝
用
水
路
一
件
并
書
類
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
四
ケ
村
役
人　

　
　
　
　

」

分
水
口
川
上
大
属
様
根
立
権
大
属
様
ゟ
五
分
五
分
之
御
利
解
ニ
付
松
岡
村
水
利
御
役

所
江
差
上
申
候
書
面
写　

未
十
一
月
十
三
日
認
メ

　
　
　

乍
恐
以
口
上
書
奉
申
上
候

御
支
配
所
駿
東
郡
中
沢
田
村
組
頭
八
蔵
平
四
郎
沢
田
新
田
名
主
平
次
郎
東
間
門
村
名

主
彦
十
郎
沼
津
本
町
組
頭
藤
平
百
姓
代
弥
六
奉
申
上
候
今
般
私
共
御
田
地
用
水
字
谷

津
沢
水
路
之
義
ニ
付
来
ル
申
年
ゟ
五
ケ
年
之
間
為
御
見
様
五
分
宛
之
分
水
可
致
旨
被

　

仰
聞
候
ニ
付
其
段
小
前
一
同
江
申
聞
候
処
何
分
承
伏
不
仕
其
外
品
々
御
利
解
被
仰

聞
奉
恐
入
候
ニ
付
種
々
御
趣
意
柄
説
諭
仕
候
得
共
愚
昧
之
百
姓
共
何
分
説
得
不
行
届

重
々
奉
恐
入
候
得
共
無
拠
次
第
右
之
段
松
岡
村
御
出
張
御
役
所
江
罷
出
其
段
奉
申
上

候
処
猶
再
応
厚
御
利
解
被
仰
聞
於
私
共
ニ
も
此
上
取
計
ひ
方
無
御
座
候
得
共
御
利
解

之
趣
難
黙
止
出
張
之
者
共
丈
之
取
計
ひ
ヲ
以
テ
従
前
一
ノ
堰
下
組
分
水
江
夜
分
ハ
堰
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留
昼
水
五
寸
七
分
之
小
舌
板
む
め
込
置
右
板
之
上
暁
七
ツ
時
ゟ
夕
七
ツ
時
迄
暁
八
ツ

時
ゟ
夕
七
ツ
時
迄
一
日
替
り
通
水
仕
候
処
以
来
右
一
日
替
り
候
処
平
日
夕
七
ツ
時
ゟ

暁
八
ツ
時
迄
并
平
日
む
め
置
候
五
寸
七
分
之
小
舌
板
五
日
目
ニ
壱
度
宛
暁
八
ツ
時
ゟ

夕
七
ツ
時
迄
相
は
づ
し
双
方
へ
通
水
可
仕
候
左
候
得
者
只
今
迄
之
処
ゟ
壱
時
早
々
落

水
并
五
日
目
一
度
ツ
ヽ
小
舌
板
相
外
し
候
水
下
郷
江
相
訳
可
仕
右
之
段
ハ
外
役
人
共

并
ニ
小
前
一
同
江
者
不
申
聞
候
得
共
再
応
之
御
利
解
難
黙
止
私
共
限
り
ニ
て
取
計
ひ

何
様
ニ
も
説
得
承
伏
可
為
仕
候
間
何
卒
右
之
段
御
採
用
被
成
下
置
候
様
乍
恐
此
段
以

口
上
書
ヲ
奉
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
東
郡

　

明
治
四
未
年
十
一
月　

　
　
　
　
　
　

中
沢
田
村　

組
頭　

八
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
田
新
田　

名
主　

平
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
間
門
村　

名
主　

彦
十
郎
㊞

　
　

水
利
郡
方　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
津
本
町　

組
頭　

藤
平

　
　
　
　

御
役
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

弥
六

　

典
事
相
原
様
ゟ
御
利
解
ニ
付
分
水
口
之
義
御
断
申
上
候
処
御
自
身
高
持
方
へ
御
廻

り
被
成
下
候
ニ
付
高
持
名
前
一
筆
限
り
書
可
出
旨
御
達
し
ニ
付
書
上
候
写

　
　

壬
申
三
月
四
日
認
メ

　
　
　
　
　
　

覚

一
高
百
五
拾
六
石
七
斗
壱
升　

　
　
　

中
溝
掛
り
高　

本
町
支
配

　
　

反
別
拾
四
町
五
反
相
成
申
候

　
　
　
　

此
訳

　

高
弐
十
七
石
四
斗
壱
升
六
合　

　
　
　

市
河
彦
七

　
　

反
別
弐
町
四
反
壱
畝
廿
八
歩

　

高
弐
十
四
石
六
斗
四
升
四
合　

　
　
　

和
田
伝
太
郎

　
　

反
別
弐
町
弐
反
弐
畝
六
歩

　

高
十
三
石
九
斗
八
升
八
合　

　
　
　
　

町
田
長
五
郎

　
　

同
壱
町
弐
反
六
畝
十
八
歩

　

高
六
石
八
升
壱
合　

　
　
　
　
　
　
　

和
田
長
三
郎

　
　

同
五
反
三
畝
歩

　

高
六
斗
三
升
六
合　

　
　
　
　
　
　
　

星
谷
善
平

　
　

同
七
畝
廿
八
歩

　

高
壱
石
三
斗
弐
升
七
合　

　
　
　
　
　

浅
井
三
四
郎

　
　

同
壱
反
三
畝
八
歩

　

高
壱
石
四
斗
八
升
五
合　

　
　
　
　
　

藤
井
金
十
郎

　
　

同
壱
反
六
畝
廿
壱
歩

　

高
壱
石
四
斗
九
升　

　
　
　
　
　
　
　

和
田
二
三
郎

　
　

同
壱
反
四
畝
廿
七
歩

　

高
拾
六
石
弐
十
四
升
九
合　

　
　
　
　

荻
生
居
十
郎

　
　

同
壱
町
弐
反
壱
畝
五
歩

　

高
弐
石
三
升
三
合　

　
　
　
　
　
　
　

中
山
半
平

　
　

同
弐
百
拾
歩

　

高
五
石
四
斗
四
升　

　
　
　
　
　
　
　

中
山
喜
平

　
　

同
五
反
四
畝
弐
歩

　

高
壱
石
壱
斗
九
升　

　
　
　
　
　
　
　

浅
野
作
平

　
　

同
七
畝
廿
八
歩

　

高
弐
石
八
斗
六
升
弐
合　

　
　
　
　
　

渡
辺
市
平

　
　

同
弐
反
六
畝
拾
六
歩

　

高
四
斗
六
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
三
郎

　
　

同
五
畝
廿
五
歩

　

高
九
石
弐
升
七
合　

　
　
　

東
間
門　

田
中
彦
十
郎

　
　

同
八
反
四
畝
廿
三
歩

　

高
六
石
八
斗
七
升
五
合　

　
　
　
　
　

宝
相
院
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同
四
反
八
畝
十
三
歩

　

高
八
斗
八
升　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
根
村
甚
右
衛
門

　
　

同
壱
反
壱
畝
歩

　

高
弐
石
七
升
五
合　

　
　
　
　
　
　
　

同
彦
五
郎

　
　

同
壱
反
三
畝
廿
五
歩

　

高
弐
石
六
升
七
合　

　
　
　
　
　
　
　

市
河
忠
右
衛
門

　
　

同
弐
反
七
畝
廿
歩

　

高
四
石
三
升
五
合　

　
　
　
　
　
　
　

田
中
喜
三
郎

　
　

同
三
反
七
畝
廿
五
歩

　

高
壱
石
七
升
七
合　

　
　
　

西
間
門　

半
平

　
　

同
壱
反
廿
三
歩

　

高
六
斗
八
升
五
合　

　
　
　
　
　
　
　

九
郎
平

　
　

同
八
畝
十
七
歩

　

高
拾
石
八
斗
七
升
六
合　

　
　
　
　
　

渡
辺
治
平

　
　

同
壱
町
三
反
拾
四
歩

　

高
壱
升
三
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
右
衛
門

　
　

同
四
歩

　

高
四
石
九
斗
四
升
八
合　

　
　
　
　
　

長
倉
源
吉

　
　

同
四
反
壱
畝
十
三
歩

　

高
三
石
七
斗
六
升
七
合　

　
　
　
　
　

長
倉
儀
助

　
　

同
三
反
九
畝
九
歩

　

高
五
石
八
升　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
寺

　
　

同
六
反
三
畝
拾
五
歩

　
　
　

〆

　
　

外
ニ

田
反
別
九
町
八
反
六
畝
廿
五
歩　

　

草
苅
川
用
水
掛
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廿
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名
主　

　

脇
田
七
郎
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

田
中
彦
十
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
津
本
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

藤
井
金
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

刑
部
弥
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

　

山
中
藤
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

清
水
太
郎
作

　
　

静
岡
県

　
　
　

沼
津
御
出
張
所

　
　
　

　
　
　

静
岡
県

書
附　

　

沼
津
御
出
張
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
津
本
町
始
メ

申
渡
義
有
之
候
間
明
廿
五
日
第
八
字
罷
出
可
相
届
も
の
也

　
　

壬
申　

　
　
　

静
岡
県

　
　
　

七
月
廿
四
日　

沼
津
出
張
所　

　
　
　
　

駿
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
津
宿
本
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
間
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　

右
同
様
御
書
付
中
沢
田
新
田
両
村
江
も
出
ル
事

済
口
被
仰
渡
之
趣　

七
月
廿
五
日
白
砂
ニ
て

　

右
ニ
付
本
町
清
水
太
郎
作
山
中
藤
平
東
間
門
村
脇
田
七
郎
平
此
日
彦
十
郎
外
公
用

出
仕
不
致
事
沢
田
新
田
西
山
平
次
郎
中
沢
田
村
佐
藤
縫
平
罷
出
候
処
御
頭
藤
沼
牧

夫
様
被
仰
渡
候
ニ
ハ
谷
津
沢
用
水
路
之
義
ニ
付
松
長
村
始
メ
外
四
ケ
村
水
不
足
難

渋
筋
出
願
致
し
候
ニ
付
御
普
請
差
遣
し
実
地
見
分
為
致
夫
々
利
解
申
聞
候
処
松
長

村
始
外
村
々
愚
民
共
ニ
て
何
分
不
相
分
数
千
年
之
後
迄
異
論
申
間
敷
之
書
付
差
出

し
か
た
く
尤
右
一
件
ニ
付
而
ハ
異
論
申
上
間
敷
別
ニ
水
路
潤
沢
之
見
込
相
附
可
申

候
間
願
書
御
下
ヲ
願
候
義
申
出
候
間
請
書
申
付
只
今
迄
之
願
書
下
ケ
渡
し
遣
し
候

間
其
方
共
先
般
差
出
し
候
書
類
不
残
下
ケ
遣
し
候
間
請
書
可
差
出
尤
此
末
下
郷
ニ

お
ゐ
て
外
用
水
目
論
見
も
相
附
候
上
ハ
兼
而
対
談
ニ
有
之
候
間
今
般
趣
意
ニ
相
立

候
水
其
節
規
定
受
取
差
遣
し
呉
候
様
被
仰
聞
依
之
請
書
左
ニ
差
上
申
候

御
頭
取
藤
沼
様
ゟ
被
仰
渡
ニ
付
済
口
御
請
印
之
写　

申
七
月
廿
五
日

　
　
　
　
　

奉
差
上
御
請
書
之
事

御
支
配
所
駿
東
郡
字
谷
津
沢
用
水
組
合
沼
津
本
町
東
間
門
村
沢
田
新
田
中
沢
田
村
役

人
共
奉
申
上
候
右
用
水
路
一
件
ニ
付
下
郷
松
長
村
初
メ
外
四
ケ
村
ゟ
水
不
足
難
渋
筋

奉
出
訴
候
ニ
付
被
召
出
御
取
調
之
上
双
方
江
御
利
解
被
仰
聞
承
知
畏
奉
恐
入
候
右
ハ

全
く
双
方
共
水
不
足
ニ
て
迚
も
谷
戸
沢
用
水
の
ミ
ニ
而
ハ
御
田
地
養
育
方
難
出
来
ニ

付
下
郷
組
合
ニ
お
ゐ
て
別
ニ
用
水
路
目
論
見
之
見
込
も
有
之
趣
右
一
件
ニ
付
以
来
中

溝
筋
へ
相
掛
り
異
論
ケ
間
敷
儀
奉
申
上
間
敷
候
旨
ヲ
以
テ
願
書
御
下
ケ
願
ひ
御
聞
届

相
成
候
段
被
仰
渡
就
而
ハ
私
共
先
般
奉
差
上
候
口
上
書
并
古
証
書
之
写
絵
図
面
等
御

下
ケ
相
成
慥
ニ
奉
請
取
候
処
相
違
無
御
座
候
依
之
此
段
乍
恐
御
請
書
奉
差
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
東
郡
東
間
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

三　

脇
地
七
郎
平

　
　

明
治
五
壬
申
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
津
本
町

　
　
　
　
　

七
月
廿
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

五　

清
水
太
郎
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

四　

山
中
藤
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
沢
田
村
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名
主　

一　

佐
藤
縫
平

　

静
岡
県　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
田
新
田

　
　

沼
津
御
出
張
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

二　

西
山
平
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
録

明
治
四
未
年
十
一
月
十
二
日
夕
木
セ
川
村
名
主
大
古
田
長
平
方
へ
水
利
方
御
頭
川
上

大
属
様
根
立
権
大
属
様
御
下
役
林
鐸
三
郎
様
小
林
蝶
太
郎
様
御
旅
宿
相
成
訴
答
村
々

一
同
ニ
被
召
出
御
利
解
有
之
候
ニ
ハ
谷
津
沢
用
水
之
義
下
郷
組
合
村
々
ゟ
難
渋
願
出

候
ニ
付
見
分
致
し
遣
し
候
処
不
相
当
之
分
水
ニ
て
改
て
五
分
五
分
之
通
水
可
致
旨
御

利
解
有
之
候
処
右
水
之
義
ハ
全
く
私
共
四
ケ
村
之
用
水
ニ
相
違
無
之
既
ニ
明
和
之
度

御
裁
許
状
且
元
文
之
度
熟
談
為
取
替
等
慥
成
証
書
も
有
之
候
趣
ヲ
以
テ
種
々
迷
惑
之

段
申
上
候
処
是
迄
ハ
給
々
之
義
ニ
有
之
ハ
右
様
之
義
も
可
有
之
候
得
共
今
般
御
一
新

之
折
柄
御
一
般
之
義
ニ
候
得
ハ
右
水
ヲ
以
テ
補
候
而
ハ
致
し
方
無
之
何
様
ニ
も
不
勝

勘
弁
致
し
五
分
五
分
之
自
愛
可
致
遣
達
而
不
承
知
ニ
お
ゐ
て
ハ
乍
気
毒
水
掛
り
高
割

ヲ
以
テ
分
水
申
付
候
ゟ
外
無
之
左
候
而
ハ
猶
々
迷
惑
ニ
可
有
之
候
間
篤
と
勘
考
致
し

五
分
五
分
の
分
水
可
致
様
被
仰
聞
何
分
迷
惑
筋
申
上
候
ニ
も
御
聞
入
無
之
ニ
付
夜
ニ

入
本
町
清
水
氏
宅
へ
外
役
人
長
百
姓
申
合
弥
以
御
聞
済
無
之
時
ハ
時
節
到
来
ニ
付
高

割
分
水
之
積
り
ニ
て
翌
十
三
日
役
人
高
持
一
同
罷
出
歎
願
候
得
共
更
ニ
御
聞
済
こ
れ

な
く
同
日
昼
時
御
役
々
様
松
岡
村
へ
御
出
立
相
成
い
つ
れ
松
岡
村
へ
可
罷
出
旨
被
仰

聞
候
間
為
惣
代
と
本
町
藤
平
弥
六
東
間
門
村
彦
十
郎
沢
田
新
田
平
二
郎
中
沢
田
八
蔵

平
二
郎
罷
越
夜
四
ツ
時
至
宿
夫
ゟ
御
白
砂
ニ
候
得
共
又
々
夜
更
迄
達
候
五
分
五
分
之

御
利
解
被
仰
聞
何
様
も
歎
願
不
行
届
無
是
非
惣
代
人
ニ
計
ひ
ニ
て
前
書
松
岡
村
水
利

役
所
へ
差
出
し
候
廉
ニ
御
座
候
猶
其
節
追
而
可
申
談
候
間
夫
迄
帰
村
可
致
と
の
御
沙

汰
ニ
て
引
取
申
候

明
治
五
壬
申
二
月
廿
九
日
沼
津
御
出
張
所
ゟ
中
沢
田
沢
田
新
田
両
村
役
人
御
差
紙
典

事
相
原
安
次
郎
様
ゟ
前
同
様
五
分
五
分
之
御
利
解
ニ
付
清
水
氏
へ
引
取
一
同
申
談
三

月
二
日
迷
惑
筋
奉
願
上
候
処
達
而
小
前
不
承
知
ニ
候
得
ハ
小
前
持
高
一
筆
限
り
可
書

出
旨
被
仰
聞
候
間
前
書
高
帳
書
出
し
申
候
然
ル
処
相
原
様
御
自
身
ニ
て
高
持
へ
水
貰

ひ
ニ
三
月
六
日
罷
越
宿
中
御
歩
行
相
成
東
間
門
へ
御
出
文
左
衛
門
方
へ
御
入
文
左
衛

門
と
御
談
判
有
之
夫
ゟ
彦
十
郎
宅
へ
御
入
被
成
候
処
折
節
留
守
仕
り
七
郎
平
方
へ
も

罷
越
候
処
右
同
様
ニ
付
い
つ
れ
今
夜
可
来
旨
御
申
残
し
御
帰
宅
相
成
同
日
夕
方
彦
十

郎
方
へ
珍
書
到
来
披
見
仕
候
別
紙
有
之
候
依
之
一
同
相
談
之
上
前
書
小
舌
板
壱
ケ
月

ニ
七
度
半
之
趣
意
ヲ
附
御
裏
印
願
ひ
之
書
面
差
上
申
候
夫
ゟ
松
長
村
外
四
ケ
村
御
呼

出
し
御
利
解
申
聞
候
得
共
松
長
村
増
山
半
平
達
而
不
承
知
ニ
付
相
原
様
御
立
腹
ニ
て

此
方
申
事
無
利
な
ら
ハ
我
首
デ
モ
ト
レ
抔
と
申
御
引
取
被
成
松
長
村
願
書
御
下
ケ
相

成
申
候
上
に
組
合
是
ゟ
段
々
首
尾
よ
く
相
成
申
候
先
水
之
義
ハ
従
前
之
通
り
可
相
心

得
旨
御
申
御
奥
へ
被
為
入
候

申
四
月
廿
四
日
相
原
様
御
替
り
御
跡
役
大
属
藤
沼
牧
夫
様
ゟ
訴
答
一
同
御
呼
出
し
前

書
御
披
見
之
上
双
方
へ
示
談
可
仕
旨
厚
キ
御
利
解
ニ
付
示
談
候
得
共
双
方
不
行
届
依

之
破
談
仕
候
破
談
書
藤
沼
様
へ
上
候
事

七
月
廿
五
日
御
呼
出
し
別
紙
之
通
り
下
先
済
口
相
成
申
候
事

　
　
　
　

田
中
彦
十
郎
と
の　

　
　
　
　

相
原
様
ゟ
彦
十
郎
江
書
簡
之
写

　
　

当
用　

　
　
　
　
　
　
　

申
三
月
六
日

今
日
御
留
守
江
罷
出
候
事
ハ
別
儀
ニ
ハ
無
之
例
之
中
溝
一
条
ニ
ハ
候
得
共
元
々
人
之

水
を
無
心
申
入
も
ら
い
度
願
ニ
付
い
や
と
い
へ
者
そ
れ
ま
て
之
事
な
り
去
な
か
ら
我

等
之
職
分
ニ
て
者
尽
力
い
た
し
不
申
候
て
者
不
相
済
義
ニ
付
其
村
江
罷
越
高
持
江
直

ニ
折
入
而
願
所
存
ニ
候
処
折
悪
敷
農
業
留
守
中
ニ
て
不
及
其
儀
残
念
な
り
唯
御
願
申

候
義
ニ
付
た
と
へ
我
等
申
分
不
相
立
候
共
我
等
ニ
於
て
少
も
無
理
と
ハ
存
不
申
其
村

方
沼
津
と
違
ひ
猶
更
面
倒
之
様
子
ニ
相
見
へ
気
之
毒
之
事
と
存
候
得
共
我
等
職
分
之

関
す
る
所
不
能
止
故
ニ
今
日
出
張
い
た
し
候
義
ニ
て
其
許
不
在
ハ
実
ニ
残
念
な
り
此

段
申
進
置
候
猶
委
細
ハ
口
上
ニ
て
可
談
候

　
　

六
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
原
安
次
郎
○
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  （
裏
表
紙
）

  「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
間
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
彦
十
郎
㊞　

　
　

」

史
料
57　
「
横
須
賀
惣
庄
屋
覚
帳（
御
用
留
）」
第
四
十
一
冊
」（
掛
川
市
教
育
委

員
会
所
蔵
）

　
　
　
　

御
先
触

一　

人
足
壱
人　

　

両
掛
壱
荷

右
者
川
々
堤
川
除
并
樋
橋
御
普
請
仕
立
為
御
用
別
帳
之
通
廻
村
い
た
し
候
条
得
其
意

間
竿
用
意
村
境
江
出
迎
場
所
案
内
可
致
候
此
先
触
早
々
順
達
留
村
ゟ
可
相
返
も
の
也

　
　
　
　

浜
松
県

　
　
　
　
　

堤
防
掛

　

壬
申
二
月　

　

荻
野
可
孝
印　

　
　
　

廻
村
先
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
人
中

史
料
58　
「
東
京
府
史
料　

三
十
六　

附
録
之
部　

履
歴
一
」（
国
立
公
文
書
館

所
蔵
）所
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浜
松
県
士
族　

元
静
岡
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡　

藤
原  

古
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
称　

萬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
年
十
二
月
三
十
七
年
一
月

一
御
一
新
後
於
旧
静
岡
藩
水
理
路
程
掛
相
勤
罷
在

明
治
二
年
六
月
廿
日

一
開
墾
方
之
頭
並
水
理
路
程
掛
兼
勤
申
付
候
事　

　

静
岡
藩

同
四
年
七
月
十
四
日

一
地
方
官
御
改
正
ニ
付
静
岡
藩
被
廃

同
日

一
今
般
静
岡
県
被
置
候
ニ
付
テ
ハ
追
テ

　

御
沙
汰
候
迄
大
参
事
以
下
是
迄
之
通
事
務
取
扱
可
致
事

同
十
一
月
十
四
日

一
地
方
官
御
改
正
ニ
付
静
岡
県
被
廃

同
日

一
今
般
廃
県
之
官
員
追
而

　

御
沙
汰
候
迄
新
置
県
令
并
参
事
之
差
図
ヲ
受
於
従
前
之
庁
事
務
可
取
扱
事

同
五
年
三
月
十
五
日

一
十
等
出
仕
申
付
候
事　

　

静
岡
県

同
九
月
十
四
日

一
八
等
出
仕
申
付
候
事　

　

東
京
府

同
八
年
六
月
十
三
日

一
任
大
属　

　

東
京
府

同
十
二
月
廿
六
日

一
警
視
庁
江
転
ス

史
料
59　
「
東
京
府
史
料　

三
十
六　

附
録
之
部　

履
歴
一
」（
国
立
公
文
書
館

所
蔵
）所
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上　

藤
原　

綏
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
称  

服
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
年
十
二
月
二
十
八
年
六
月

一
御
一
新
後
於
旧
静
岡
藩
目
附
役
兼
水
利
堤
防
掛
相
勤
罷
在

明
治
二
年
八
月
二
十
三
日

一
任
静
岡
藩
権
少
参
事

　

右
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宣
下
候
事　

　
　

太
政
官

同
三
年
閏
十
月
十
七
日

一
免
本
官

同
日

一
任
大
属　

　

静
岡
藩

同
四
年
七
月
十
四
日

一
地
方
官
御
改
正
ニ
付
静
岡
藩
被
廃

同
日

一
今
般
静
岡
県
更
ニ
被
置
候
ニ
付
テ
ハ
追
而

　

御
沙
汰
候
迄
大
参
事
以
下
是
迄
之
通
事
務
取
扱
可
致
事

同
十
一
月
十
四
日

一
地
方
官
御
改
正
ニ
付
静
岡
県
被
廃

同
日

一
今
般
廃
県
之
官
員
追
而

　

御
沙
汰
候
迄
新
置
県
令
并
参
事
之
差
図
ヲ
請
於
従
前
之
庁
事
務
可
取
扱
事

同
五
年
二
月
廿
三
日　

口
達

一
残
御
用
相
済
候
ニ
付
不
及
勤
務

同
七
月
十
二
日

一
任
大
属　

　

東
京
府

同
六
年
八
月
九
日

一
任
中
属　

　

東
京
府

　
　

但
府
県
官
等
御
改
正

同
九
月
廿
四
日

一
補
九
等
出
仕　

　

東
京
府

同
日

一
下
等
月
給
下
賜
候
事　

　

東
京
府

同
七
年
八
月
廿
三
日

一
任
権
大
属　

　

東
京
府

史
料
60　
「
太
政
類
典　

第
四
編　

明
治
十
三
年　

第
六
巻　

官
規
・
賞
典
恩

典
三
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）所
収

十
三
年
二
月
廿
四
日

故
大
蔵
五
等
属
上
條
俊
方
ヘ
祭
粢
料
ヲ
下
賜
ス

　
　
　

大
蔵
省
伺

大
蔵
五
等
属
上
條
俊
方
致
病
死
候
処
同
人
儀
ハ
別
紙
履
歴
書
ノ
通
明
治
五
年
正
月

十
九
日
静
岡
県
権
少
属
拝
命
ヨ
リ
本
年
迄
満
八
ケ
年
余
奉
職
其
中
明
治
六
年
八
月
当

省
出
仕
ノ
後
満
六
年
余
ノ
間
欠
勤
等
モ
僅
少
ニ
テ
平
素
誠
実
ニ
其
職
ヲ
奉
シ
諸
般
事

務
調
理
向
モ
行
届
勤
労
尠
ナ
カ
ラ
ス
候
ニ
付
テ
ハ
為
追
賞
祭
粢
料
金
七
拾
円
下
賜
候

様
致
度
省
員
死
亡
ノ
節
勤
労
者
ヘ
追
々
伺
ノ
上
下
賜
候
例
規
モ
有
之
候
間
右
俊
方
ニ

於
ケ
ル
モ
同
様
下
賜
候
様
致
度
此
段
相
伺
候
也　

十
三
年
二
月
十
八
日

伺
ノ
趣
聞
届
候
事　

十
三
年
二
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
條
俊
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
平

明
治
五
年
正
月
十
九
日

一
任
静
岡
県
権
少
属

同
年
四
月
十
五
日

一
任
静
岡
県
少
属

同
年
七
月
三
日

一
任
静
岡
県
権
大
属

明
治
六
年
八
月
三
日

一
補
租
税
寮
十
一
等
出
仕

明
治
七
年
十
二
月
廿
五
日

一
任
租
税
中
属
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明
治
十
年
一
月
十
一
日

一
諸
寮
被
廃

同
年
同
月
十
五
日

一
任
六
等
属

　
　

但
租
税
局
勤
務

明
治
十
一
年
八
月
八
日

一
任
五
等
属

　
　

但
勤
務
如
故

明
治
十
二
年
二
月
一
日

一
東
京
府
管
内
収
税
委
員
申
付
候
事

明
治
十
三
年
一
月
廿
五
日

一
病
死

　

太
政
官
書
記
官
議
按

別
紙
大
蔵
省
伺
故
五
等
属
上
條
俊
方
ヘ
祭
粢
料
下
賜
ノ
儀
審
按
候
処
右
ハ
明
治
五
年

以
来
満
八
年
奉
職
勉
励
候
者
ニ
テ
類
例
ニ
比
較
シ
不
相
当
無
之
ニ
付
稟
請
ノ
通
金
七

拾
円
可
下
賜
哉
相
伺
候
也　

十
三
年
二
月
二
十
日

史
料
61　
「
官
吏
進
退　

明
治
二
十
四
年　

官
吏
進
退
十
九　

内
閣
判
任
官
以

下
一
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）所
収

　
　
　
　
　
　
　

履
歴
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
池
久
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
保
十
三
年
四
月
六
日
生

明
治
三
年
十
月
十
五
日

一
任
静
岡
藩
権
少
属

同
四
年
七
月
十
五
日

一
廃
藩
置
県　

　
　
　

旧
藩
事
務
是
迄
之
通
可
取
扱
事

同
年
十
一
月
十
五
日

一
廃
静
岡
県
更
置
同
県　

　

旧
県
事
務
是
迄
之
通
可
取
扱
事

同
五
年
正
月
二
十
三
日

一
浜
松
県
十
三
等
出
仕
申
付
候
事

同
年
四
月
十
八
日

一
浜
松
県
十
二
等
出
仕
申
付
候
事

同
六
年
三
月
廿
二
日

一
任
浜
松
県
少
属

同
年
三
月
二
十
七
日

一
依
願
免
本
官

同
年
三
月
三
十
一
日

一
浜
松
県
奉
職
満
一
年
ニ
付
金
拾
弐
円
五
拾
銭
下
賜
候
事

同
年
四
月
廿
七
日

一
検
査
寮
十
二
等
出
仕
申
付
候
事

同
年
五
月
六
日

一
任
正
院
少
主
記

同
年
九
月
十
八
日

一
任
正
院
権
中
主
記

同
七
年
二
月
十
二
日

一
任
左
院
四
等
書
記
生

同
年
二
月
十
七
日

一
任
左
院
三
等
書
記
生

同
年
十
二
月
二
十
七
日

一
任
左
院
二
等
書
記
生

同
八
年
四
月
十
四
日

一
任
正
院
権
大
主
記

同
年
九
月
二
十
二
日
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一
廃
官

同
年
九
月
二
十
二
日

一
任
正
院
権
大
主
記

同
九
年
七
月
五
日

一
任
正
院
大
主
記

同
十
年
一
月
十
八
日

一
廃
官

同
十
年
一
月
十
八
日

一
任
太
政
官
二
等
属

同
十
三
年
三
月
二
十
二
日

一
会
計
部
勤
務
申
付
候
事

同
年
十
二
月
二
十
三
日

一
任
太
政
官
一
等
属

同
年
六
月
三
十
日

一
金
弐
拾
円
職
務
勉
励
ニ
付
下
賜
候
事

同
十
四
年
六
月
三
十
日

一
金
参
拾
円
職
務
勉
励
ニ
付
下
賜
候
事

同
年
十
月
廿
七
日

一
第
一
局
勤
務
申
付
候
事

同
年
十
一
月
廿
九
日

一
自
今
上
等
月
俸
給
与
候
事

同
十
六
年
十
二
月
十
九
日

一
依
願
免
本
官　

　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

同
日

一
御
用
掛
被
仰
付
候
事

　
　

但
取
扱
奏
任
ニ
準
シ
月
俸
九
拾
円
下
賜
候
事

同
日

一
第
一
局
勤
務
被
仰
付
候
事

同
十
八
年
六
月
十
六
日

一
除
服
出
仕

同
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
廃
官

同
日

一
従
前
之
通
事
務
可
取
扱
事　

　
　
　
　

内
閣

同
年
十
二
月
二
十
四
日

一
任
内
閣
属

同
日

一
内
閣
会
計
局
勤
務
ヲ
命
ス

同
十
九
年
五
月
十
八
日

一
叙
判
任
官
一
等
給
上
級
俸

同
二
十
年
五
月
三
十
日

一
恩
給
課
長
心
得
ヲ
以
テ
同
課
勤
務
ヲ
命
ス　

　
　

口
達

同
年
十
二
月
二
十
六
日

一
内
閣
会
計
局
恩
給
課
長
ヲ
命
ス

同
年
同
月
二
十
六
日

一
勉
励
ニ
付
金
三
拾
円
下
賜

同
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

一
為
慰
労
金
七
拾
五
円
下
賜

同
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日

一
特
ニ
月
俸
八
十
円
給
与
ス

同
二
十
三
年
七
月
一
日

一
恩
給
局
勤
務
ヲ
命
ス　

　
　
　
　
　
　
　

内
閣

同
年
十
二
月
十
八
日

一
為
慰
労
金
五
十
円
下
賜
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史
料
62　
「
叙
位
裁
可
書　

明
治
三
十
三
年　

叙
位
巻
三
」（
国
立
公
文
書
館
所

蔵
）所
収

位
勲
爵
□
□　

正
八
位
勲
七
等　

　
　

氏
名　

米
倉
可
直

府
県
族
籍　

東
京
府
士
族　

　
　

旧
藩　

　
　
　
　

旧
氏
名

生
年
月
日　

弘
化
三
年
七
月
廿
七
日　

産
地

原
籍

現
住
所

年
号　

月
日　

　
　
　

任
免
賞
罰
事
故　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

官
衙

　
　
　
　
　
　
　
　

土
木
監
督
署
技
手

明
治
廿
五
年
六
月
七
日　

叙
正
八
位　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
旨
ヲ
以
テ
位
記
ヲ
賜
フ

　
　
　
　
　

六
月
廿
九
日　

叙
勲
八
等
賜
瑞
宝
章　

　
　
　
　
　
　
　
　

賞
勲
局

　
　
　
　

十
二
月
廿
六
日　

職
務
格
別
勉
励
ニ
付
金
弐
拾
円
賞
与　

　
　

内
務
省

　
　
　
　

同
日　

　
　
　
　

常
願
寺
川
堤
防
工
事
監
督
嘱
托
中
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

労
不
少
候
ニ
付
為
慰
労
金
百
円
交
付
ス　

　
　

富
山
県

　
　

廿
六
年
一
月
十
日　

第
五
土
木
監
督
区
ヘ
出
張
ヲ
命
ス　

　
　
　
　
　

内
務
省

　
　

廿
六
年
四
月
十
九
日　

第
四
区
土
木
監
督
署
ヘ
出
張
ヲ
命
ス　

　
　
　

内
務
省

　
　
　
　

十
一
月
九
日　

職
務
格
別
勉
励
ニ
付
金
弐
拾
円
賞
与　

　
　
　
　

同
上

　
　
　
　

十
一
月
十
日　

官
制
改
正

　
　

廿
七
年
二
月
三
日　

二
級
俸
給
与　

俸
五
拾
円　

　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

　
　
　
　
　

十
月
一
日　

第
七
区
土
木
監
督
署
勤
務
ヲ
命
ス　

　
　
　
　
　

同
上

　
　
　
　
　

同
日　

　
　

監
督
部
兼
直
轄
工
事
部
勤
務
ヲ
命
ス　

　
　
　
　

監
督
署

　
　

廿
八
年
十
二
月
廿
八
日　

調
査
部
兼
勤
ヲ
命
ス　

　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

　
　

廿
九
年
二
月
十
九
日　

事
務
格
別
勉
励
ニ
付
金
弐
拾
五
円
給
与　

　
　

内
務
省

　
　
　
　
　

九
月
三
十
日　

第
四
第
五
土
木
監
督
区
ヘ
出
張
ヲ
命
ス　

　
　

同
上

　
　

三
十
年
十
二
月
十
五
日　

勉
励
賞
与
金
六
拾
円　

　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

　
　

三
十
一
年
六
月
廿
八
日　

叙
勲
七
等
授
瑞
宝
章　

　
　
　
　
　
　
　
　

賞
勲
局

　
　
　
　
　
　

十
一
月
一
日　

官
制
改
正
俸
給
令
改
正
三
級
俸
ト
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俸
五
拾
円

　
　
　
　
　
　

同
日　

　
　
　

監
督
部
兼
直
轄
工
事
部
勤
務
ヲ
命
ス　

第
七
区
土
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
督
署

　
　
　
　
　

十
二
月
十
七
日　

職
務
格
別
勉
励
ニ
付
金
弐
拾
五
円
賞
与　

内
務
省

　
　
　
　
　

同
日　

　
　
　
　

給
二
級
俸　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

　
　

三
十
二
年
六
月
三
十
日　

直
轄
工
事
部
兼
監
督
部
勤
務
ヲ
命
ス　

　

第
七
区
土

木
監
督
署

　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
日　

第
一
第
四
第
五
土
木
監
督
区
ヘ
出
張　

　

内
務
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヲ
命
ス

　
　
　
　
　

十
二
月
十
三
日　

職
務
格
別
勉
励
ニ
付
金
七
拾
円
賞
与　

　

同
上

史
料
63　
「
県
史
写
真
製
本
」
小
野
哲
男
氏
所
蔵（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
）

① 

  （
表
紙
）「　

　
　
　

由
緒
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門　

　
　
　

」

天
明
六
午
年
十
一
月
廿
日

　
　

惣
組
屋
敷
巣
鴨
大
原
町　

　

坪
数
百
六
十
五
坪
余

　

右
ハ
願
之
通
屋
敷
被
下
候
酒
井
飛
騨
守
殿
被
仰
渡
候
段
御
目
付
井
上
助
之
進
殿
被

仰
渡
候

　
　
　
　

由
緒
書

　
　
　
　
　
　
　
　

拝
領
屋
敷
無
御
座
候
ニ
付
当
時
下
谷
屏
風
坂
下
御
徒
頭
筒
井
内       

　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
組
与
頭
私
従
弟
違
福
岡
守
二
郎
同
居
仕
候
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高
百
五
拾
俵　

本
国
伊
勢　

　
　

御
徒
押

　
　
　
　
　
　

生
国
武
蔵　

　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
歳
弐
拾
九

　

私
父
福
岡
久
右
衛
門
儀
大
御
番
頭
稲
垣
長
門
守
与
力
之
節
安
永
六
酉
年
二
月
病
気

差
重
く
候
ニ
付
跡
式
私
江
被
下
置
候
様
頭
稲
垣
長
門
守
迄
奉
願
二
月
十
日
病
死
仕

候
所
同
年
五
月
七
日
父
福
岡
久
右
衛
門
願
之
通
跡
式
無
相
違
私
江
被
下
置
候
旨
板

倉
佐
渡
守
殿
被
仰
渡
候
段
頭
稲
垣
長
門
守
申
渡
小
普
請
組
戸
川
山
城
守
組
ニ
罷
成

候
処
安
永
九
子
年
十
月
五
日
御
徒
押
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
列
座

酒
井
石
見
守
殿
被
仰
渡
候

一
曾
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
一
梦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
久
右
衛
門

常
憲
院
様
御
代
天
和
三
亥
年
四
月
三
日
被　

召
出
二
丸
張
番
被　

仰
付
百
五
拾
俵
被

下
置
候
貞
享
三
寅
年
九
月
六
日
御
廊
下
番
被　

仰
付
弐
百
俵
被
下
置　

御
目
見
仕

御
側
近
奉
勤
仕
元
禄
四
未
年
四
月
廿
二
日
又
二
丸
張
番
被　

仰
付
元
高
ニ
相
成
二

丸
御
留
主
居
松
平
新
蔵
支
配
罷
成
相
勤
候
同
十
二
卯
年
御
救
金
弐
拾
両
拝
領
仕
正

徳
五
未
年
六
月
廿
五
日
病
気
ニ
付
願
之
通
小
普
請
入
被　

仰
付
松
前
伊
豆
守
組
江

入
老
衰
仕
候
付
隠
居
奉
願
候
処
享
保
元
申
年
十
一
月
五
日
於
躑
躅
之
間
隠
居
被　

仰
付
候
旨
阿
部
豊
後
守
殿
被
仰
渡
候
剃
髪
仕
度
旨
奉
願
候
所
願
之
通
被
仰
渡
直
ニ

剃
髪
仕
一
梦
と
名
改
申
候
享
保
十
七
年
十
二
月
病
死
仕
候

一
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
為
圭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
市
右
衛
門

有
徳
院
様
御
代
享
保
元
申
年
十
一
月
五
日
父
福
岡
久
右
衛
門
願
之
通
隠
居
被　

仰
付

家
督
被
下
置
候
旨
於
躑
躅
之
間
阿
部
豊
後
守
殿
被
仰
渡
小
普
請
松
前
伊
豆
守
組
江

入
同
十
巳
年
六
月
二
日
西
丸
新
規
御
書
院
番
頭
牧
野
播
磨
守
与
力
被　

仰
付
候
其

後
段
々
御
番
頭
替
戸
田
備
後
守
与
力
罷
成
相
勤
候
所
老
衰
仕
病
気
ニ
付
小
普
請
入

奉
願
候
処
寛
保
二
戌
年
三
月
廿
五
日
願
之
通
被　

仰
付
候
旨
本
多
伊
予
守
殿
被
仰

渡
候
段
戸
田
備
後
守
於
宅
被
申
渡
候
則
小
普
請
神
尾
大
和
守
組
江
入
寛
保
三
亥
年

閏
四
月
跡
御
役
酒
井
越
中
守
組
江
入
隠
居
仕
度
旨
奉
願
候
所
同
年
五
月
十
三
日
願

之
通
被　

仰
付
候
旨
本
多
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
被
申
渡
隠
居
仕

候
剃
髪
仕
度
旨
奉
願
候
処
願
之
通
被
仰
渡
則
剃
髪
仕
為
圭
と
名
改
申
候
延
享
三
寅

年
十
月
病
死
仕
候

一
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

有
徳
院
様
御
代
寛
保
三
亥
年
五
月
十
三
日
父
福
岡
市
右
衛
門
願
之
通
隠
居
被　

仰
付

家
督
被
下
置
候
旨
本
多
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
被
申
渡
如
父
時
小

普
請
酒
井
越
中
守
組
江
入
同
年
十
二
月
廿
四
日
御
書
院
番
頭
戸
田
備
後
守
与
力
被

仰
付
候
旨
西
尾
隠
岐
守
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
被
申
渡
相
勤
候
処
宝
暦
三
酉
年

六
月
十
五
日
大
御
番
頭
堀
田
若
狭
守
与
力
罷
成
同
八
寅
年
十
一
月
十
五
日
稲
垣
周

防
守
与
力
罷
成
相
勤
罷
在
候
処
安
永
六
酉
年
二
月
十
日
病
死
仕
候

一
曾
祖
父
祖
父
父
私
迄
閉
門
逼
塞
遠
慮
差
控
被　

仰
付
候
儀
無
御
座
候

　
　
　
　

以
上

　
　

安
永
九
子
年
十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

　
　
　

星
野
宇
右
衛
門
殿

　
　
　

杉
山
藤
蔵
殿

　
　
　

鈴
木
孫
四
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　

親
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
領
屋
敷
無
御
座
候
ニ
付
当
時
下
谷
屏
風
坂
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
頭
筒
井
内
蔵
組
与
頭
私
従
弟
違
福
岡
半
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郎
同
居
仕
候

高
百
五
拾
俵　

本
国
伊
勢　

　
　
　
　
　
　

御
徒
押

　
　
　
　
　
　

生
国
武
蔵　

　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
歳
弐
拾
九

私
父
福
岡
久
右
衛
門
儀
大
御
番
頭
稲
垣
長
門
守
与
力
之
節
安
永
六
酉
年
二
月
病
気
差

重
候
ニ
付
跡
式
私
江
被
下
置
候
様
頭
稲
垣
長
門
守
迄
奉
願
二
月
十
日
病
死
仕
候
所
同



［近世・近代移行期の治水行政と土木官僚］……樋口雄彦

275

年
五
月
七
日
父
福
岡
久
右
衛
門
願
之
通
跡
式
無
相
違
私
江
被
下
置
候
旨
板
倉
佐
渡
守

殿
被
仰
渡
候
段
頭
稲
垣
長
門
守
申
渡
小
普
請
組
戸
川
山
城
守
組
ニ
罷
成
候
処
安
永
九

子
年
十
月
五
日
御
徒
押
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
御
列
座
酒
井
石
見
守

殿
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　

親
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
方

一
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
為
圭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
市
右
衛
門

有
徳
院
様
御
代
享
保
元
申
年
十
一
月
五
日
父
福
岡
久
右
衛
門
願
之
通
隠
居
被　

仰
付

家
督
被
下
置
候
旨
於
躑
躅
之
間
阿
部
豊
後
守
殿
被
仰
渡
小
普
請
松
前
伊
豆
守
組
江
入

同
十
巳
年
六
月
二
日
西
丸
新
規
御
書
院
番
頭
牧
野
播
磨
守
与
力
被　

仰
付
候
其
後

段
々
御
番
頭
替
戸
田
備
後
守
与
力
罷
成
相
勤
候
処
老
衰
仕
病
気
ニ
付
小
普
請
入
奉
願

候
処
寛
保
二
戌
年
三
月
廿
五
日
願
之
通
被　

仰
付
候
旨
本
多
伊
予
守
殿
被
仰
渡
候
段

戸
田
備
後
守
於
宅
被
申
渡
候
則
剃
請
神
尾
大
和
守
組
江
入
寛
保
三
亥
年
閏
四
月
跡
御

役
酒
井
越
□
守
組
江
入
隠
居
仕
度
旨
奉
願
候
処
同
年
五
月
十
三
日
願
之
通
被　

仰
付

候
旨
本
多
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
被
申
渡
隠
居
仕
候
剃
髪
仕
度
旨
奉

願
候
所
願
之
通
被
仰
渡
則
剃
髪
仕
為
圭
と
名
改
申
候
延
享
三
寅
年
十
月
病
死
仕
候

一
祖
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
山
源
助
死
娘
死

一
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

有
徳
院
様
御
代
寛
保
三
亥
年
五
月
十
三
日
父
福
岡
市
右
衛
門
願
之
通
隠
居
被　

仰
付

家
督
被
下
置
候
旨
本
多
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
被
申
渡
如
父
時
小
普

請
酒
井
越
中
守
組
江
入
同
年
十
二
月
廿
四
日
西
尾
隠
岐
守
殿
被
仰
渡
候
旨
酒
井
越
中

守
被
申
渡
御
書
院
番
頭
戸
田
備
後
守
与
力
被　

仰
付
相
勤
候
処
宝
暦
三
酉
年
六
月
十

五
日
大
御
番
頭
堀
田
若
狭
守
与
力
罷
成
同
八
寅
年
十
一
月
十
五
日
稲
垣
周
防
守
与
力

罷
成
安
永
六
酉
年
迄
奉
勤
仕
病
気
差
重
く
候
ニ
付
跡
式
無
相
違
実
子
惣
領
福
岡
長
次

郎
江
被
下
置
小
普
請
入
仕
候
様
大
御
番
頭
稲
垣
長
門
守
江
奉
願
候
処
安
永
六
酉
年
□

月
病
死
仕
候

一
母　

　

元　

元
御
先
手
向
井
兵
庫
組　

　
　
　

樋
口
五
右
衛
門
死
娘

一
実
子
惣
領　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
見
喜
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妾
腹
出
生
仕
候　

　
　

子
歳
五

　
　
　
　
　
　
　
　

母
方

一
祖
父　

　

元
御
先
手
向
井
兵
庫
組　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
五
右
衛
門
死

一
祖
母　

　

元
御
本
丸
御
台
所
人
相
勤
申
候　

　
　
　
　
　
　

土
屋
左
七
郎
死
娘
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
父
池
田
無
敵
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
父
樋
口
五
右
衛
門
死
次
男

一
叔
父　

　

浪
人
仕
御
当
地
罷
在
候　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
小
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
父
池
田
小
十
郎
惣
領

一
従
弟　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
伯
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
□

一
従
弟
女　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
手
前
罷
在
候

　
　

右
之
外
親
類
無
御
座
候
以
上

　

安
永
九
子
年
十
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

　
　
　

星
野
宇
右
衛
門
殿

　
　
　

杉
山
藤
蔵
殿

　
　
　

児
島
平
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

遠
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
御
徒
頭
細
井
金
右
衛
門
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
半
平
死
惣
領

一
従
弟
違　

　
　
　

小
普
請
組
戸
川
山
城
守
組　

　
　
　
　
　

福
岡
半
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
父
竹
中
左
次
馬
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
父
福
岡
半
平
死
次
男

一
従
弟
違　

　
　
　

松
平
因
幡
守
家
来　

　
　
　
　
　
　
　
　

竹
中
十
左
衛
門
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元
御
徒
頭
細
井
金
右
衛
門
組
養
父
臼
井
忠
助
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
小
普
請
丹
羽
近
江
守
組
実
父
須
山
宗
右
衛
門
死
次
男

一
従
弟
違　

　

小
普
請
組
白
須
甲
斐
守
組　

　
　
　
　
　
　
　

臼
井
順
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
従
弟
違
福
岡
半
次
郎
惣
領

一
又
従
弟　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
半
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
次
男
養
父
元
西
丸
御
徒
頭
三
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

采
女
正
組
加
茂
軍
蔵
死
養
子

一
又
従
弟　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
茂
庄
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
三
男

一
又
従
弟　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
岩
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
手
前
罷
在
候

② 

  （
表
紙
）「 

由
緒
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
台
様
御
広
敷
添
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
軍
艦
操
練
教
授
方
出
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
金
吾　

　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

由
緒
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

波
多
野
鍋
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
台
様
御
広
敷
祖
父
江
孫
輔
組
添
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
清
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
軍
艦
操
練
教
授
方
出
役

　

高
百
五
拾
俵　

本
国
伊
勢　

　
　
　
　
　

養
子

　
　
　
　
　
　
　

生
国
武
蔵　

　
　
　
　
　
　

福
岡
金
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
歳
三
十
八

慎
徳
院
様
御
代
養
父
十
太
夫

　

一
位
様
御
広
敷
添
番
相
勤
候
節
男
子
無
御
座
候
ニ
付
続
者
無
御
座
候
得
共
養
子
仕

度
段
奉
願
候
処
天
保
十
三
寅
年
三
月
四
日
願
之
通
被　

仰
付
候
旨
水
野
越
前
守
殿

被
仰
渡
候
段
駒
木
根
大
内
記
申
渡
同
年
五
月
廿
七
日
天
文
方
渋
川
助
左
衛
門
於
御

役
所
暦
学
測
量
等
稽
古
伺
相
済
稽
古
仕
罷
在
候
処
同
年
十
二
月
廿
六
日
同
人
手
附

下
役
可
相
勤
御
用
相
勤
候
内
御
扶
持
方
三
人
扶
持
被
下
置
候
旨
堀
田
備
中
守
殿
被

仰
渡
候
段
於
焼
火
間
御
廊
下
土
屋
紀
伊
守
申
渡
弘
化
元
辰
年
七
月
十
六
日
寛
政
暦

書
暦
理
撰
述
取
調
之
儀
骨
折
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
美
白
銀
弐
枚
被
下
置
候
旨
大
岡

主
膳
正
殿
被
仰
渡
候
段
渋
川
助
左
衛
門
申
渡
頂
戴
仕
嘉
永
二
酉
年
十
一
月
十
九
日

新
法
暦
書
数
理
撰
述
取
調
之
儀
骨
折
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
白
銀
七
枚
被
下
置
候
旨

大
岡
主
膳
正
殿
被
仰
渡
候
段
渋
川
助
左
衛
門
申
渡
頂
戴
仕
安
政
元
寅
年
二
月
十
二

日
為
松
前
并
蝦
夷
地
見
分
御
用
彼
地
江
罷
越
可
申
旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段

石
河
土
佐
守
申
渡
同
年
十
月
十
日
右
御
用
相
済
帰
府
仕
同
年
十
二
月
晦
日
松
前
并

蝦
夷
地
見
分
其
外
御
用
格
別
入
精
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
美
金
拾
両
被
下
置
同
断
見

分
之
節
奥
地
東
西
海
岸
江
も
罷
越
別
而
骨
折
相
勤
候
ニ
付
別
段
金
三
両
被
下
置
候

旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段
石
河
土
佐
守
申
渡
頂
戴
仕
同
日
箱
館
表
御
役
宅
向

其
外
取
調
御
用
骨
折
相
勤
候
段
誉
置
候
様
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段
石
河
土
佐

守
申
渡
同
二
卯
年
五
月
十
五
日
右
御
用
追
々
済
寄
候
ニ
付
元
場
所
江
差
戻
候
様
伺

之
上
石
河
土
佐
守
申
渡
如
元
渋
川
助
左
衛
門
手
附
下
役
相
勤
罷
在
候
処
同
年
六
月

十
六
日
同
人
手
附
暦
作
測
量
御
用
手
伝
相
勤
可
申
勤
候
内
御
扶
持
方
五
人
扶
持
被

下
置
候
旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
焼
火
間
御
廊
下
曲
渕
出
羽
守
申
渡
同
年

八
月
十
一
日
長
崎
表
ニ
お
ゐ
て
蒸
気
船
運
用
其
外
伝
習
御
用
と
し
て
彼
地
江
相
越

可
申
旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
蘇
鉄
間
松
平
河
内
守
申
渡
同
年
九
月
八
日

出
立
仕
同
三
辰
年
六
月
晦
日
蒸
気
船
運
用
其
外
伝
習
之
儀
昨
年
以
来
格
別
出
精
之

趣
相
聞
候
猶
此
上
精
出
し
熟
達
可
致
候
依
之
御
褒
美
被
下
置
候
旨
阿
部
伊
勢
守
殿

被
仰
渡
候
段
長
崎
表
於
西
御
役
所
永
井
玄
蕃
頭
申
渡
小
判
拾
枚
頂
戴
仕
同
四
巳
年

正
月
八
日
伝
習
一
ト
通
相
済
候
ニ
付
支
度
次
第
陸
地
帰
府
可
致
旨
永
井
玄
蕃
頭
申
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渡
二
月
九
日
長
崎
表
出
立
三
月
十
八
日
帰
府
仕
同
年
閏
五
月
八
日
御
軍
艦
操
練
教

授
方
出
役
被　

仰
付
天
文
方
手
附　

御
免
被
成
候
旨
於
焼
火
間
御
廊
下
加
藤
伯
耆

守
申
渡
同
年
七
月
廿
七
日
養
父
十
太
夫
家
督
被
下
置
直
ニ　

御
台
様
御
広
敷
添
番

被
仰
付
候
旨
於
躑
躅
間
内
藤
紀
伊
守
殿
被
仰
渡
翌
廿
八
日
御
軍
艦
教
授
所
出
役
是

迄
之
通
可
相
勤
旨
堀
田
備
中
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
焼
火
間
御
廊
下
加
藤
伯
耆
守
申

渡
相
勤
罷
在
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
久
右
衛
門

一
先
祖　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
一
夢

常
憲
院
様
御
代
天
和
三
亥
年
四
月
三
日
被　

召
出
二
丸
張
番
被　

仰
付
百
五
拾
俵
被

下
置
貞
享
三
寅
年
九
月
六
日
御
廊
下
番
被　

仰
付
弐
百
俵
被
下
置　

御
目
見
仕
御

側
近
奉
勤
仕
元
禄
四
未
年
四
月
廿
二
日
又
候
二
丸
張
番
被　

仰
付
元
高
ニ
相
成
二

丸
御
留
守
居
松
平
新
蔵
支
配
罷
成
相
勤
同
十
二
卯
年
御
救
金
弐
拾
両
頂
戴
仕
正
徳

五
未
年
六
月
廿
五
日
病
気
ニ
付
願
之
通
小
普
請
入
被　

仰
付
松
前
伊
豆
守
組
ニ
入

老
衰
ニ
付
隠
居
奉
願
享
保
元
申
年
十
一
月
五
日
願
之
通
隠
居
被　

仰
付
候
旨
於
躑

躅
間
阿
部
豊
後
守
殿
被
仰
渡
剃
髪
仕
度
旨
奉
願
候
処
願
之
通
被
仰
渡
剃
髪
仕
一
夢

と
名
相
改
同
十
七
子
年
十
二
月
四
日
病
死
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
市
右
衛
門

一
高
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
為
圭

有
徳
院
様
御
代
享
保
元
申
年
十
一
月
五
日
父
久
右
衛
門
家
督
被
下
置
候
旨
於
躑
躅
間

阿
部
豊
後
守
殿
被
仰
渡
小
普
請
松
前
伊
豆
守
組
江
入
同
十
巳
年
六
月
二
日
西
丸
新

規
御
書
院
番
頭
牧
野
播
磨
守
与
力
被　

仰
付
其
後
段
々
頭
替
戸
田
備
後
守
与
力
之

節
老
衰
仕
其
上
病
気
ニ
付
小
普
請
入
奉
願
寛
保
二
戌
年
三
月
廿
五
日
願
之
通
被　

仰
付
候
旨
本
多
伊
予
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
戸
田
備
後
守
宅
申
渡
小
普
請
神
尾
大
和

守
組
江
入
酒
井
越
中
守
組
之
節
隠
居
奉
願
同
三
亥
年
五
月
十
三
日
願
之
通
被　

仰

付
候
旨
本
多
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
申
渡
剃
髪
仕
度
旨
奉
願
候
処

願
之
通
被
仰
渡
剃
髪
仕
為
圭
と
名
相
改
延
享
三
寅
年
十
月
九
日
病
死
仕
候

一
曾
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
右
衛
門

有
徳
院
様
御
代
寛
保
三
亥
年
五
月
十
三
日
父
市
右
衛
門
家
督
被
下
置
候
旨
本
多
中
務

大
輔
殿
被
仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
申
渡
如
父
時
小
普
請
酒
井
越
中
守
組
ニ
入
同
年

十
二
月
廿
四
日
御
書
院
番
頭
戸
田
備
後
守
与
力
被　

仰
付
候
旨
西
尾
隠
岐
守
殿
被

仰
渡
候
段
酒
井
越
中
守
申
渡
相
勤
宝
暦
三
酉
年
六
月
十
五
日
大
御
番
頭
堀
田
若
狭

守
与
力
罷
成
稲
垣
周
防
守
与
力
之
節
安
永
六
酉
年
二
月
十
日
病
死
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
久
右
衛
門

一
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
夢

浚
明
院
様
御
代
安
永
六
酉
年
五
月
七
日
父
久
右
衛
門
跡
式
被
下
置
候
旨
板
倉
佐
渡
守

殿
被
仰
渡
候
段
大
御
番
頭
稲
垣
長
門
守
申
渡
小
普
請
戸
川
山
城
守
組
ニ
罷
成
同
九

子
年
十
月
五
日
御
徒
押
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
間
若
年
寄
衆
御
出
座
酒
井
石
見
守

殿
被
仰
渡
寛
政
四
子
年
十
二
月
廿
四
日
御
徒
目
付
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
間
若
年

寄
衆
御
出
座
井
伊
兵
部
少
輔
殿
被
仰
渡
同
八
辰
年
十
二
月
琉
球
人
参
府
御
用
掛
相

勤
候
ニ
付
為
御
褒
美
白
銀
三
枚
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
井
伊
兵
部
少
輔
殿
被
仰
渡

頂
戴
仕
同
十
一
未
年
四
月
二
丸
御
殿
向
惣
御
修
復
御
用
掛
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
美

白
銀
拾
枚
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
京
極
備
前
守
殿
被
仰
渡
頂
戴
仕
文
化
元
子
年
七

月
廿
四
日
病
気
ニ
付
願
之
通
小
普
請
入
被　

仰
付
候
旨
堀
田
摂
津
守
殿
被
仰
渡
候

段
御
目
付
斎
藤
次
左
衛
門
申
渡
小
普
請
彦
坂
九
兵
衛
組
ニ
罷
成
其
後
段
々
頭
替
文

化
八
未
年
六
月
十
五
日
水
野
伯
耆
守
組
之
節
隠
居
奉
願
同
十
酉
年
七
月
廿
六
日
願

之
通
被　

仰
付
候
旨
於
躑
躅
間
松
平
伊
豆
守
殿
被
仰
渡
剃
髪
仕
度
旨
奉
願
候
処
願

之
通
被
仰
渡
剃
髪
仕
久
夢
と
名
相
改
文
政
七
申
年
十
月
十
四
日
病
死
仕
候

一
養
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
十
太
夫

文
恭
院
様
御
代
養
父
久
右
衛
門
小
普
請
松
平
孫
太
夫
組
之
節
男
子
無
御
座
候
ニ
付
続

者
無
御
座
候
得
共
養
子
奉
願
文
化
五
辰
年
二
月
廿
九
日
願
之
通
被　

仰
付
候
旨
牧

野
備
前
守
殿
被
仰
渡
候
段
松
平
孫
太
夫
申
渡
同
十
酉
年
七
月
廿
六
日
養
父
久
右
衛

門
家
督
被
下
置
候
旨
於
躑
躅
間
松
平
伊
豆
守
殿
被
仰
渡
如
養
父
時
水
野
伯
耆
守
組

ニ
罷
成
其
後
段
々
頭
替
佐
野
豊
前
守
組
之
節
文
政
九
戌
年
九
月
四
日　

御
台
様
御

広
敷
添
番
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
間
若
年
寄
衆
御
出
座
増
山
河
内
守
殿
被
仰
渡
天
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保
七
申
年
十
一
月
十
七
日
来
酉
年
西
丸
江　

御
移
替
之
節
被　

召
連
候
旨
大
久
保

加
賀
守
殿
被
仰
渡
候
段
松
平
内
匠
頭
駒
木
根
大
内
記
申
渡
同
八
酉
年
四
月
二
日
西

丸
江
被　

召
連
即
日　

大
御
台
様
と
可
奉
称
旨
被　

仰
出
同
九
戌
年
三
月
十
日
西

丸
炎
上
ニ
付　

御
本
丸
江　

御
逗
留
被　

仰
出
同
十
亥
年
三
月
西
丸
御
新
調
御
道

具
出
来
御
用
掛
骨
折
出
精
相
勤
候
ニ
付
御
褒
美
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
林
肥
後
守

殿
被
仰
渡
白
銀
拾
枚
頂
戴
仕
且
従　

大
御
所
様
も
右
同
様
被
下
置
候
旨
於
同
席
大

岡
主
膳
正
殿
被
仰
渡
頂
戴
仕
同
十
一
子
年
五
月
西
丸
江　

御
移
捗
御
用
掛
骨
折
出

精
相
勤
候
ニ
付
御
褒
美
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
林
肥
後
守
殿
被
仰
渡
白
銀
七
枚
頂

戴
仕
同
年
十
二
月
御
新
調
御
道
具
出
来
残
御
用
相
勤
候
ニ
付
御
褒
美
被
下
置
候
旨

於
焼
火
間
御
同
人
被
仰
渡
白
銀
三
枚
頂
戴
仕
同
十
二
丑
年
二
月　

広
大
院
様
と
可

奉　

称
旨
被　

仰
出
同
年
六
月　

御
本
丸
江　

御
移
捗
ニ
付
被　

召
連
候
旨
同
月

十
三
日
水
野
越
前
守
殿
被
仰
渡
候
段
松
平
内
匠
頭
申
渡
御
供
仕
同
十
三
寅
年
二
月

一
位
様
と
可
奉
称
旨
被　

仰
出
同
十
四
卯
年
二
月
御
広
敷
御
改
革
以
来
格
別
骨
折

相
勤
候
ニ
付
御
褒
美
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
堀
田
摂
津
守
殿
被
仰
渡
白
銀
弐
枚
頂

戴
仕
弘
化
元
辰
年
四
月
二
日
睦
宮
御
方
下
向
御
迎
幸
江
附
添
被　

仰
付
候
旨
土
井

大
炊
頭
殿
被
仰
渡
候
段
蜷
川
能
登
守
申
渡
同
年
十
一
月
十
日　

一
位
様
薨
去
ニ
付

同
年
十
二
月
廿
八
日
御
広
敷
添
番
被　

仰
付
候
様
牧
野
備
前
守
殿
被
仰
渡
候
段
石

河
美
濃
守
申
渡
同
三
午
年
正
月
十
九
日
京
都
江
出
立
ニ
付
為
御
手
当
白
銀
弐
拾
枚

被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
大
岡
主
膳
正
殿
被
仰
渡
頂
戴
仕
同
年
八
月
廿
一
日
京
都
江

出
立
下
向
之
節
御
供
兼
相
勤
候
ニ
付
同
年
十
二
月
十
四
日
為
御
褒
美
白
銀
弐
枚
被

下
置
候
旨
於
焼
火
間
遠
藤
但
馬
守
殿
被
仰
渡
頂
戴
仕
嘉
永
二
酉
年
二
月
六
日
寿
明

君
御
方
御
下
向
ニ
付
御
迎
御
用
御
供
被　

仰
付
候
旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段

渡
辺
甲
斐
守
申
渡
同
年
七
月
朔
日
京
都
江
出
立
ニ
付
銀
子
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間

本
庄
安
芸
守
殿
被
仰
渡
白
銀
拾
五
枚
頂
戴
仕
別
段
為
御
手
当
金
拾
両
被
下
置
同
年

十
月
廿
日
右
御
迎
御
用
御
供
仕
候
ニ
付
為
御
褒
美
白
銀
壱
枚
格
別
骨
折
候
ニ
付
別

段
金
子
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
御
同
人
被
仰
渡
頂
戴
仕
安
政
三
辰
年
十
二
月　

姫

君
様
御
附
被　

仰
付
候
旨
於
焼
火
間
鳥
居
丹
波
守
殿
被
仰
渡
同
月
十
八
日　

御
台

様
と
可
奉　

称
旨
被　

仰
出
同
四
巳
年
七
月
廿
七
日
老
衰
ニ
付
願
之
通
隠
居
被　

仰
付
候
旨
於
躑
躅
間
内
藤
紀
伊
守
殿
被
仰
渡
且
年
寄
候
迄
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
美

銀
子
被
下
置
候
旨
於
焼
火
間
若
年
寄
衆
御
出
座
本
多
越
中
守
殿
被
仰
渡
白
銀
拾
枚

頂
戴
仕
隠
居
仕
罷
在
候

一
祖
父
養
父
私
遠
慮
逼
塞
閉
門
等
都
而
御
咎
之
儀
無
御
座
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

　
　
　

安
政
五
午
年
十
二
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
金
吾
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

波
多
野
鍋
之
助
殿

　
　
　
　
　
　
　

祖
父
江
孫
輔
殿

　
　
　
　
　
　
　

山
田
清
之
助
殿

　
　
　
　

親
類
書

　
　
　
　
　
　

親
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

波
多
野
鍋
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
台
様
御
広
敷
祖
父
江
孫
輔
組
添
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
清
之
助

　

高
百
五
拾
俵　

本
国
伊
勢　

　
　

御
軍
艦
操
練
教
授
方
出
役

　
　
　
　
　
　
　

生
国
武
蔵　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
金
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
歳
三
十
八

拝
領
屋
敷
四
ツ
谷
内
藤
新
宿
内
藤
大
和
守
上
ケ
地
地
守
附
置
当
時
下
谷
仲

御
徒
町
加
藤
喜
左
衛
門
組
御
徒
吉
田
久
次
郎
地
面
内
借
地
住
宅
仕
候

慎
徳
院
様
御
代
養
父
十
太
夫　

一
位
様
御
広
敷
添
番
相
勤
候
節
男
子
無
御
座
候
ニ
付

続
者
無
御
座
候
得
共
養
子
仕
度
段
奉
願
候
処
天
保
十
三
寅
年
三
月
四
日
願
之
通
被

仰
付
候
旨
水
野
越
前
守
殿
被
仰
渡
候
段
駒
木
根
大
内
記
申
渡
同
年
五
月
廿
七
日
天

文
方
渋
川
助
左
衛
門
於
御
役
所
暦
学
測
量
等
稽
古
伺
相
済
稽
古
仕
罷
在
候
処
同
年

十
二
月
廿
六
日
同
人
手
附
下
役
可
相
勤
勤
候
内
御
扶
持
方
三
人
扶
持
被
下
置
候
旨
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堀
田
備
中
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
焼
火
間
御
廊
下
土
屋
紀
伊
守
申
渡
安
政
二
卯
年
六

月
十
六
日
同
人
手
附
暦
作
測
量
御
用
手
伝
相
勤
可
申
勤
候
内
御
扶
持
五
人
扶
持
被

下
置
候
旨
阿
部
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
段
於
焼
火
間
御
廊
下
曲
渕
出
羽
守
申
渡
同
四

巳
年
閏
六
月
八
日
御
軍
艦
操
練
教
授
方
出
役
被
仰
付
天
文
方
手
附　

御
免
被
成
候

旨
加
藤
伯
耆
守
申
渡
同
年
七
月
廿
七
日
養
父
十
太
夫
家
督
被
下
置
直
ニ　

御
台
様

御
広
敷
添
番
被　

仰
付
候
旨
於
躑
躅
間
内
藤
紀
伊
守
殿
被
仰
渡
翌
廿
八
日
御
軍
艦

教
授
所
出
役
是
迄
之
通
可
相
勤
旨
堀
田
備
中
守
殿
被
仰
渡
候
段
加
藤
伯
耆
守
申
渡

同
五
午
年
八
月
天
璋
院
様
と
可
奉　

称
旨
被　

仰
出
相
勤
罷
在
候

　
　
　
　
　

養
父
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
名
久
右
衛
門

一
祖
父　

　

御
徒
目
付
之
節　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
久
夢
死

一
祖
母　

　

御
書
院
番
与
力
之
節　

　
　
　
　
　
　
　

須
田
郡
左
衛
門
死
娘
死

一
養
父　

　

御
台
様
御
広
敷
添
番
之
節
奉
願　

　
　
　

福
岡
十
太
夫

　
　
　
　
　

隠
居
仕
罷
在
候

一
養
母　

　

御
徒
之
節　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
武
兵
衛
死
娘
死

一
妻　

　
　

御
台
様
御
広
敷
添
番
相
勤
申
候　

　
　
　

福
岡
十
太
夫
養
女

一
実
子
惣
領　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
辰
一
郎

一
次
男　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
攫
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
手
前
ニ
罷
在
候

一
三
男　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
鈕
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

一
娘　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
祖
父
福
岡
久
右
衛
門
死
娘

一
伯
母　

　

御
広
敷
添
番
之
節　

　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
新
十
郎
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
父
私
伯
母
聟
山
本
新
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
父
波
川
兵
四
郎
私
続
無
御
座

一
従
弟　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
富
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
伯
母
聟
山
本
新
十
郎
娘

一
従
弟
妻　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
妻

　
　
　
　
　

養
母
方

一
祖
父　

　
　

御
徒
相
勤
申
候　

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
武
兵
衛
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
医
師

一
祖
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
賀
拙
翁
死
娘
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
祖
父
長
谷
川
武
兵
衛
死
伜

一
叔
父　

　

元
御
徒　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
宗
兵
衛

一
叔
母　

　

元
町
奉
行
組
与
力
之
節　

　
　
　
　
　
　

藤
田
助
十
郎
死
後
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
父
長
谷
川
宗
兵
衛
伜

一
従
弟　

　

元
御
徒
相
勤
当
時
引
込
罷
在
候　

　
　
　

長
谷
川
武
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伜
長
谷
川
信
吉
方
罷
在
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
父
河
野
六
郎
右
衛
門
死
伜

一
従
弟　

　

御
徒　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
伝
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
母
聟
藤
田
助
十
郎
死
伜

一
従
弟　

　

町
奉
行
組
与
力　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
六
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
母
死
聟
保
田
茂
左
衛
門
死
伜

一
従
弟　

　

御
先
手
与
力　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
父
河
野
六
郎
右
衛
門
死
娘

一
従
弟
女　

　

御
徒　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
勇
次
郎
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
叔
母
聟
藤
田
助
十
郎
死
娘

一
従
弟
女　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兄
藤
田
六
郎
右
衛
門
手
前
ニ
罷
在
候

　
　
　
　
　

実
父
方

一
祖
父　

　

御
留
守
番
与
力　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
田
小
右
衛
門
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
讃
岐
守
家
来
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一
祖
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斎
藤
伊
右
衛
門
死
娘
死

一
実
父　

　

御
留
守
居
番
与
力　

　
　
　
　
　
　
　
　

春
田
与
五
郎
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
丸
御
小
納
戸
頭
取
之
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
名
佐
渡
守
家
来

一
実
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
継
右
衛
門
死
娘
死

一
兄　

　

表
火
之
番　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
田
与
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
娘

一
妹　

　

火
消
与
力　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筒
井
良
左
衛
門
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
兄
春
日
与
五
郎
惣
領

一
甥　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
田
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
次
男

一
甥　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
田
亥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
春
田
与
五
郎
手
前
ニ
罷
在
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
娘

一
姪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　

実
母
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
丸
御
小
納
戸
頭
取
之
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
名
佐
渡
守
家
来

一
祖
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
継
右
衛
門
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
田
備
中
守
家
来

一
祖
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
内
実
右
衛
門
死
娘
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
姓
頭
取
山
名
壱
岐
守
家
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
祖
父
□
□
□
□
□
□

一
叔
父　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
継
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
次
男

一
叔
父　

　

御
先
手
同
心　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

園
部
信
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
娘

一
叔
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兄
中
村
継
右
衛
門
手
前
ニ
罷
在
候

　

右
之
外
親
類
無
御
座
候
以
上

　
　
　
　
　
　

遠
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　

養
父
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
大
叔
父
須
田
祐
右
衛
門
死
伜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
野
国
小
暮
村
郷
士

一
従
弟
違　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
田
伊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
大
叔
父
平
井
英
八
郎
死
三
男

一
従
弟
違　

　
　

御
先
手
与
力　

　
　
　
　
　
　
　

手
島
久
太
夫

　

右
之
外
遠
類
無
御
座
候
以
上

　
　
　

安
政
五
午
年
十
二
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
金
吾
（
花
押
）

　
　
　
　
　

波
多
野
鍋
之
助
殿

　
　
　
　
　

祖
父
江
孫
輔
殿

　
　
　
　
　

山
田
清
之
助
殿

史
料
64　

大
川
通
久
関
係
文
書（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
）

  （
表
紙
）

 

「 

明
治
六
年
四
月

　

官
途
日
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
水
課　

　

」

　
　
　
　

四
月
十
五
日

一
本
日
午
後
第
四
時
愛
知
岐
阜
三
重
三
県
測
量
御
用
と
し
て
出
張
可
致
旨
示
令
各
通

小
野
頭
よ
り
受
取
候
也

　
　
　
　

同
十
六
日　

休
暇
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同
十
七
日

一
本
日
御
用
金
并
旅
費
其
外
仕
出
差
出
候
事

　
　
　
　

同
廿
三
日

一
本
日
旅
費
内
金
手
形
ヲ
以
テ
請
取
候
事

　
　
　
　

同
廿
四
日

　
　
　
　

三
十
日　

雨　

晴
雨
二
十
九
、四
十
六　

3

一
午
後
第
三
時
蒔
田
氏
着
浜
い
タ
ス

一
午
後
過
船
問
屋
来
翰
有
之
右
者
昨
夜
よ
り
雨
天
ニ
付
本
日
品
川
出
帆
不
致
候
間
横

浜
達
港
も
一
日
延
引
可
致
旨
断
来
ル
也

　
　
　
　

五
月
一
日　

4　

昨
夜
よ
り
□
晴　

晴
□
鍼
同
廿
日

一
本
日
横
浜
滞
在

　
　
　
　

同
二
日　

5

一
夕
六
時
石
川
や
よ
り
ハ
シ
ケ
船
ニ
而
知
多
丸
本
船
へ
乗
込
候
所
船
中
上
等
室
無
之

最
前
秋
元
氏
東
京
ニ
而
回
漕
会
社
へ
引
合
た
る
ニ
相
違
い
た
し
候
ニ
付
秋
元
大
川

等
陸
石
川
や
出
張
之
会
社
手
代
召
連
本
船
江
参
り
夫
是
請
合
候
得
共
何
分
別
室
難

差
操
候
間
乗
合
ニ
而
勘
弁
い
た
ス

　
　
　
　

同
三
日　

晴　

6

一
本
日
午
後
一
時
下
田
江
入
港
碇
泊
候
事

（
1
） 

1　
　

同
九
日　

晴　

12

一
本
日
午
前
第
十
時
頃
浅
野
矢
橋
三
重
県
庁
へ
出
頭
云
々
対
話
い
た
し
桑
名
宿
綿
屋

綿
屋
孫
右
衛
門
方
へ
止
宿
直
ニ
浅
野
よ
り
福
岡
氏
へ
着
勢
書
状
差
出
候
事

一
長
持
四
棹
両
掛
六
荷
四
ケ
市
陸
運
会
社
よ
り
綿
屋
へ
為
持
込
候
事

一
夕
四
時
頃
当
所
区
戸
呼
出
旅
館
之
儀
相
談
し
候
事

一
浅
野
矢
橋
蒔
田
小
泉
鎌
田
五
名
測
量
川
岸
見
分
と
し
て
巡
回
ニ
出
行
候
事

2　
　
　

1　

十
日　

昨
夜
ヨ
リ
雨
天　

午
後
晴　

13

一
朝
小
宰
村
戸
長
来
ル

一
秋
元
大
川
矢
橋
同
行
船
馬
町
村
木
屋
へ
参
り
御
用
木
竹
類
申
付
候
事

一
午
後
二
時
よ
り
船
ヲ
命
し
川
岸
土
手
通
り
岡
地
村
迄
巡
回
致
ス
矢
橋
蒔
田
大
川
三

名
第
五
時
帰
館
候
事

一
本
日
辰
巳
や
半
右
衛
門
方
へ
転
宿
之
事

△
舟
行
程
二
里
半
程

3　
　
　

2　

十
一
日　

雨
十
時
頃
ゟ
晴　

午
後
風　

　

14

一
午
後
十
二
時
過
巡
回
十
万
山
迄
舟
行
福
地
村
へ
上
陸

△
舟
行
程

4　
　
　

3　

十
二
日　

晴　

15

一
午
前
八
時
半
よ
り
出
張
矢
橋
篠
原
大
川
人
足
三
人
召
連
陸
路
蒔
田
半
吉
外
人
足
壱

人
召
連
舟
行
白
鶏
新
田
川
岸
へ
検
点
旗
を
建タ

テ
午
後
一
時
福
本
新
田
へ
上
陸
夫
よ
り

距
離
測
量
矢
橋
角
度
測
福
や
新
田
距
り
午
後
第
五
時
半
乗
船
帰
館
之
事

一
昨
夜
出
来
居
候
竹
木
今
朝
へ
旅
館
へ
取
寄
候
事

一
朝
左
之
名
面
之
者
御
用
聞
と
し
て
来
ル

　
　
　

第
三
大
区
二
ノ
小
区
赤
須
賀
新
田
副
戸
長　

　
　
　
　

同
上
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
栄
三
郎　

　
　
　
　

後
藤
新
七

一
本
日
右
後
藤
栄
三
郎
附
添
巡
回
候
事

　
　
　
　

十
三
日　

雨　

16

一
滞
在
無
事

一
角
度
算

之
事

5　
　
　

4　

十
四
日　

雨
第
十
時
頃
よ
り
晴　

17

一
今
朝
絵
図
板
出
来
職
方
持
参
候
事

一
第
十
一
時
出
張
福
地
新
田
始
り
大
貝
浜
辺
迄
測
量
但
県
官
橋
本
氏
同
道
矢
橋
角
蒔

田
距
線
夕
第
六
時
過
帰
館
候
事

一
本
日
午
前
浅
野
頬
不
残
立
退
候
事

6　
　
　

5　

十
五
日　

晴　

18

一
朝
第
七
時
半
頃
出
張
大
貝
浜
辺
よ
り
始
り
猟
師
町
迄
今
朝
矢
橋
前
岸
へ
渡
舟
測
標

取
建
候
事
矢
橋
蒔
田
角
大
川
線
夕
五
時
半
帰
館
之
事
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一
本
日
猟
師
町
ニ
而
舟
相
雇
候
事

一
晩
来
龍
ケ
浜
輪
中
戸
長
大
橋
宇
右
衛
門
来
ル

一
本
日
水
陸
運
会
社
へ
賃
銭
と
し
て
二
円
相
渡
候
事

一
夕
刻
戸
長
源
助
来
ル

7　
　
　

6　

十
六
日　

晴　

19

一
朝
八
時
半
乗
舟
前
岸
へ
渡
り
福
田
新
田
都
鑼
新
田
赤
地
新
田
等
測
量
夕
三
時
半
帰

館
候
事

8　
　
　

7　

十
七
日　

晴　

20

一
本
日
第
八
時
乗
船
白
鶏
新
田
へ
上
陸
第
十
一
時
迄
測
量
第
十
二
時
三
十
分
頃
帰
館

夫
よ
り
図
ニ
取
掛
り
候
事

一
午
後
半
吉
并
人
足
ハ
一
昨
日
建
置
候
大
貝
浜
辺
よ
り
猟
師
町
辺
ま
て
へ
之
測
旗
為

抜
取
候
事

一
小
皿
丼
紅
か
ら
買
上
候
事

一
本
日
諸
橋
氏
同
行
い
た
し
候
事

一
東
京
よ
り
矢
橋
小
泉
書
翰
来
ル
小
泉
書
翰
ハ
日
原
村
へ
送
ル

9　
　
　

8　

十
八
日　

21　

曇　

午
後
四
時
頃
雨
又
晴

一
本
日
八
時
乗
船
白
鶏
新
田
へ
上
陸
一
所
ニ
測
角
午
後
二
時
頃
よ
り
猟
師
町
并
ニ
城

中
等
測
角
夕
四
時
三
十
分
過
帰
館
之
事

一
朝
諸
橋
氏
来
ル
同
人
四
日
市
へ
帰
途
之
よ
し

　
　
　
　
　

十
九
日　

午
前
陰
雨
午
後
小
晴　

22

一
本
日
朝
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
終
日
製
図

一
晩
来
区
長
西
田
源
蔵
来
ル

10　
　
　

9　

廿
日　

晴　

23

一
朝
八
時
出
張
横
間
蔵
量
水
杭
控
杭
へ
移
点
い
た
ス
同
村
戸
長
宅
ニ
而
中
食
午
後
同

村
并
ニ
近
傍
測
量
夕
五
時
頃
帰
館

　
　

但
本
日
西
田
源
蔵
同
行
い
タ
ス

11　
　
　

10　

同
廿
一
日　

晴　

24

一
朝
九
時
頃
出
張
横
枕
へ
大
旗
建
夫
よ
り
福
井
福
田
辺
測
量
夕
七
時
頃
帰
館　

但
西

田
源
蔵
同
行
之
事　

福
田
新
田
総
代
宅
ニ
而
中
食
い
タ
ス

　
　
　
　

同
廿
二
日　

25　

陰

一
本
日
曇
天
ニ
付
滞
在
製
図

12　
　
　

11　

同
廿
三
日　

26　

朝
晴
暮
雨
午
後
四
時
ヨ
リ
大
雷
雨
雹
七
時
止

一
福
田
葭
ケ
浜
小
路
戸
輪
中
測
量
□
夕
八
時
帰
館
但
右
雷
雨
中
福
田
新
田
ニ
而
見
分

之
事

13　
　
　
　
　

同
廿
四
日　

陰　

27

一
午
前
よ
り
人
足
二
人
遣
し
旧
不
用
旗
為
抜
取
候
事

一
雨
天
催
ニ
付
出
張
不
致
終
製
図
候
事

14　
　
　

12　

同
廿
五
日　

晴
風　

28

一
朝
九
時
出
張
田
代
辺
測
量
夕
六
時
帰
館　

人
足
三
人
舟
壱
艘
他
無
事

15　
　
　

14　

廿
六
日　

午
前
陰
午
後
晴　

29

一
朝
八
時
半
出
張
逢
江
新
田
辺
測
量
夕
四
時
過
帰
館
候
事

一
本
日
陸
運
会
社
よ
り
人
足
船
賃
前
金
請
取
度
旨
申
来
五
円
相
渡
ス

16　
　
　

15　

廿
七
日　

晴　

30

一
本
日
蒔
田
壱
人
出
張
并
不
用
換
旗
抜
取
候
事
人
足
三
人
船
壱
艘
夕
四
時
過
帰
館
他

人
者
在
館
製
図

17　
　
　

16　

廿
八
日　

晴　

31

一
本
日
九
時
十
万
山
測
量
高
午
一
度
帰
館
午
後
一
時
よ
り
出
張
矢
橋
篠
原
前
同
所
へ

蒔
田
製
図
大
川
城
中
へ
行
測
角
四
時
帰
館
候
事　

人
足
三
人
船
壱
艘

一
夕
六
時
頃
小
泉
鎌
田
日
原
よ
り
来
る
綿
屋
へ
旅
宿
候
よ
し

18　
　
　
　

廿
九
日　

晴　

32

一
本
日
出
張
不
致

一
今
夕
浅
野
秋
元
綿
屋
へ
着
い
タ
ス

　
　

17　

卅
日　

晴　

33

一
矢
橋
篠
原
小
路
戸
之
方
蒔
田
大
川
福
田
辺
へ
出
張
二
組
者
夕
七
時
頃
帰
館　

蒔
田
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大
川
別
船
相
雇
ひ
帰
ル

20　
　
　

18　

三
十
一
日　

晴　

34

一
矢
橋
篠
原
両
人
浅
野
小
泉
鎌
田
同
船
人
足
壱
人
召
連
細
島
其
外
へ
巡
回
い
タ
ス

一
蒔
田
大
川
人
足
四
人
従
へ
赤
地
へ
測
量
い
た
ス

一
本
日
旅
宿
代
払
方
い
タ
ス

一
本
木
屋
へ
旗
竹
相
命
鳥
羽
屋
呉
服
や
へ
紅
白
旗
二
十
四
命
シ
候
事

　
　

19　

六
月
第
一
日　

雨　

35

一
本
日
製
図
人
足
弐
人
旗
抜
取
候
事

　
　
　
　

同
第
二
日　

雨　

36

一
本
日
雨
天
ニ
付
製
図
午
後
浅
野
頬
綿
屋
よ
り
油
島
之
方
へ
開
行
登
舟
ス

一
鳥
羽
屋
よ
り
旗
出
来
払
相
渡
候
事

21　
　
　

20　

同
三
日　

小
晴　

37

一
第
九
時
出
船
矢
橋
篠
原
長
島
之
方
蒔
田
大
川
福
居
之
方
午
後
四
時
同
舟
帰
館

一
今
朝
元
木
や
よ
り
棹
竹
十
本
取
寄
候
事

22　
　
　

21　

同
四
日　

晴　

38

一
矢
橋
蒔
田
篠
原
出
張
長
島
辺
測
量
大
川
製
図

23　
　
　

22　

同
五
日　

晴　

39

一
矢
橋
篠
原
大
川
出
張
蒔
田
製
図
夕
四
時
半
帰
館
候
事　

人
足
四
人
也

24　
　
　

23　

同
六
日　

晴　

40

一
本
日
人
足
二
人
贅
旗
為
抜
取
候
事

25　
　
　

24　

同
七
日　

晴　

41

一
本
日
船
壱
艘
人
足
四
人
長
島
輪
中
測
量
夕
五
時
半
帰
館
候
事　

但
午
飯
ニ
帰
館
シ

テ
又
出
行
セ
リ

一
本
日
日
々
新
聞
八
十
号
ゟ
八
十
五
号
迄
来
ル
此
郵
信
税
一
銭
五
厘
也　

大
川
出
ス

　

夕
七
時
過
上
郷
村
へ
送
駅
ス

　
　
　

同
八
日　

陰
雨　

42

一
滞
在
無
事

26　
　

25　

同
九
日　

晴　

43

一
矢
橋
製
図
蒔
田
篠
原
大
川
船
馬
町
よ
り
福
島
辺
迄
測
量
陸
行
人
足
四
人

一
元
木
屋
よ
り
杭
五
本
取
寄
候
事

27　
　

26　

同
十
日　

晴　

44

一
第
七
時
開
行
登
舟
宮
辺
巡
回
と
し
て
壱
艘
ニ
而
午
前
第
十
一
時
過
宮
へ
着
夫
ゟ
名

古
屋
へ
行
泊
ス

一
本
日
□
□
□
長
持
出
来
候
事

△
27　

同
十
一
日　

晴　

45

一
午
後
四
時
名
古
屋
よ
り
宮
江
至
り
乗
舟
夜
十
一
時
帰
館
候
事

一
於
名
古
屋
尾
図
買
上
候
事

28　
　

28　

同
十
二
日　

46　

晴

一
舟
壱
艘
半
吉
并
人
足
壱
人
小
路
戸
辺
旗
被
抜
取
候

一
陸
行
上
ノ
輪
境
迄
測
量
午
後
二
時
頃
帰
館
候
事　

矢
橋
篠
原
東
形
山
下
通
巡
見
三

時
頃
帰
館
候
事

一
秋
元
氏
上
ノ
郷
よ
り
来
り
綿
屋
へ
旅
宿
之
よ
し

29　
　
　

29　

同
十
三
日　

陰　

47

一
矢
橋
篠
原
上
ノ
輪
辺
測
量
大
川
午
前
長
島
へ
行
午
後
休
蒔
田
所
労
ニ
付
休
業
候
事

　

船
壱
艘
人
足
五
人
内
壱
人
者
半
日
遣
申
候

30　
　
　

30　

同
十
四
日　

陰　

48

一
終
日
製
図
午
後
十
万
山
へ
一
点
測
角

一
午
前
五
時
頃
日
々
新
聞
到
来
午
後
七
時
過
浅
野
氏
方
へ
出
ス
○
八
十
六
号
ゟ
九
十

二
号
迄
七
枚
便
税
一
銭
五
厘
篠
原
出
ス

31　
　

30　

十
五
日　

晴　

50　

49

一
矢
橋
篠
原
午
前
小
路
戸
辺
出
張
午
後
上
ノ
輪
辺
并
ニ
蛇
ノ
宮
迄
出
張
大
川
製
図
人

足
三
人
舟
壱
艘

32　
　

31　

十
六
日　

晴　

51　

50

一
長
島
西
外
面
辺
迄
測
量
人
足
四
人
舟
壱
艘
蒔
田
所
労
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一
元
木
屋
よ
り
竹
十
本
取
寄
候
事

一
夜
ニ
入
外
面
村
副
戸
長
伊
藤
駒
次
申
来
ル

33　
　

32　

十
七
日　

晴　

午
後
風　

52　

51

一
第
八
時
開
行
午
後
第
五
時
陸
路
帰
館　

人
足
五
人
舟
壱
艘
汰
上
村
辺
上
測
量

一
元
木
屋
へ
三
尺
杭
五
十
本
小
杭
二
十
本
取
寄
候
事

一
浅
野
宅
状
来
り
直
ニ
上
郷
村
江
達
ス
○
名
古
屋
写
真
工
へ
文
通
出
ス

　
　

33　

十
八
日　

53　

52

一
午
前
第
十
時
過
西
外
面
村
戸
長
ゟ
目
的
之
旗
傾
キ
候
間
如
何
可
仕
哉
之
届
書
差
出

ス
○
其
侭
差
置
候
様
答
ヲ
遣
ス　

　
　
　
　
　
　

第
三
大
区
五
小
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長　

堀
直
矢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
外
面
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
葉
善
十
郎

一
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
製
図

　
　

34　

十
九
日　

54　

陰
雨　

53

一
終
日
製
図
此
他
無
事

　
　

35　

廿
日　

55　

雨　

54

一
終
日
製
図
他
無
事

　
　

36　

廿
一
日　

56　

雨　

55

一
終
日
製
図
上
ノ
郷
村
浅
野
先
生
氏
ゟ
書
状
并
別
紙
来
ル
右
者
補
下
工
生
ニ
任
矢
橋

先
生
等
中
議
生
ニ
任
篠
原
返
書
并
ニ
本
寮
江
差
出
候
書
面
江
認
印
之
上
御
使
之
者

江
相
渡
ス

34　
　

33　

廿
二
日　

晴　

56

一
矢
橋
大
川
出
張
千
倉
村
辺
測
量　

人
二　

舟
一

一
日
々
新
聞
第
百
九
十
三
号
よ
り
九
十
九
号
迄
来
ル

35　
　
　

34　

廿
三
日　

晴　

57

一
本
日
長
島
城
江
枝
流
両
岸
測
量　

人
三　

舟
一

一
新
聞
七
枚
上
ノ
郷
江
出
ス

36　
　
　

35　

廿
四
日　

薄
暮
午
後
ゟ
雨　

58

一
矢
橋
大
川
篠
原
出
張
千
倉
村
ゟ
下
深
谷
部
村
辺　

人
三　

舟
一

37　
　
　

36　

廿
五
日　

晴　

59

一
午
前
桑
名
市
中
測
量　

半
日
人
三

一
下
深
谷
部
村
ゟ
目
印
旗
印
折
レ
有
之
候
ニ
付
届
差
出
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

下
深
谷
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
戸
長　

館
常
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸　

長　

黒
田
兵
吾

38　
　
　

37　

廿
六
日　

晴　

60　

人
三
舟

一
矢
橋
篠
原
長
島
城
下
よ
り
千
倉
辺
へ
廻
り
蒔
田
大
川
直
ニ
千
倉
へ
行
午
飯
木
坂
田

村
八
郎
兵
衛
方
ニ
致
ス

一
本
日
上
坂
田
村
平
野
官
六
方
相
越
先
触
相
渡
廿
九
日
よ
り
旅
館
申
付
候
事

39　
　
　

38　

廿
七
日　

晴　

61　

人
一
舟

一
半
吉
人
足
遣
し
白
鶏
□
地
望
表
為
抜
取
候
事

一
浅
野
秋
元
小
泉
来
ル
濃
州
日
原
村
水
谷
善
右
衛
門
方
転
宅
之
よ
し

一
晩
来
上
坂
手
村
戸
長
并
官
六
手
代
両
相
越
旅
宿
不
都
合
断
度
旨
申
述
候
間
篤
と
説

諭
い
た
し
可
否
明
朝
迄
ニ
挨
拶
可
致
旨
申
談
候

一
元
木
屋
へ
三
尺
杭
小
杭
五
十
本
宛
申
付
間
大
工
へ
絵
図
板
壱
枚
注
文
い
タ
ス

40　
　
　

39　

廿
八
日　

晴　

62

一
製
図
午
後
諸
荷
物
等
取
片
付
い
タ
ス

一
是
迄
遣
払
候
人
舟
賃
取
調
水
陸
運
会
社
へ
右
賃
銭
相
渡
し
候
事　

但
明
日
分
迄

一
上
坂
手
村
加
藤
常
吉
来
り
□
官
六
方
旅
宿
差
支
無
之
旨
申
述
候
事

一
元
木
屋
へ
渡
い
タ
ス

41　
　
　

40　

廿
九
日　

陰
午
後
雨　

63　

人
二　

舟
二　

⑴

一
朝
第
八
時
辰
巳
屋
開
行
舟
二
艘
直
ニ
官
六
方
へ
達
ス

一
矢
橋
篠
原
両
人
山
手
之
方
巡
回
他
者
深
谷
部
辺
測
量　

但
第
十
二
時
官
六
方
へ
達

シ
午
飯
ス
此
□
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
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三
十
日　

雨　

64　

⑵

一
昨
夜
よ
り
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
終
日
製
図

一
本
日
今
費
成
算
を
遂
余
金
七
十
三
円
二
十
八
銭
三
厘
三
毛
矢
橋
ゟ
大
川
請
取

42　
　
　

41　

第
七
月
一
日　

晴　

人
三
舟　

65　

⑶

一
第
六
時
出
行
千
倉
今
島
両
岸
測
量
午
後
大
川
壱
人
帰
館　

午
飯
所
上
坂
手
村
八
郎

兵
衛
方　

上
坂
手
迄
今
島
迄

一
新
聞
七
枚
第
四
百
号
ゟ
第
四
百
七
号
迄
来
ル

　
　
　
　
　

同
二
日　

雨　

66　

⑷　

舟
一

一
矢
橋
蒔
田
桑
名
へ
相
越
雨
中
午
前
十
時
頃
出
開
夕
六
時
過
帰
館

一
終
日
製
図
他
無
事

43　
　
　

42　

同
三
日　

小
晴　

午
後
雨
又
陰　

67　

⑸　
（
人
三
舟
）　

1 

／ 

2

一
矢
橋
蒔
田
篠
原
出
行
大
川
在
館
午
飯
帰
館
之
事　

午
後
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
人
足

舟
共
半
日
之
事

一
絵
図
板
出
来
大
工
壱
人
付
添
来
ル
在
来
之
絵
図
板
改
正
携
エ
為
致
新
板
壱
枚
受
取

候
事

一
内
一
枚
を
直
ニ
日
原
村
へ
遣
し
幸
便
新
聞
紙
七
枚
相
送
候
事

　

右
工
料
并
舟
賃
共
一
紙
請
取
を
以
両
頬
分
相
払
候
事

一
本
日
測
量
西
岸
南
ノ
郷
東
岸
松
之
木
船
渡
場
辺
迄

44　
　
　

43　

同
四
日　

晴　

午
後
陰
微
雨　

68　

⑹　

人
三

一
朝
第
七
時
開
行
蒔
田
西
岸
へ
越
南
ノ
郷
辺
チ
ヤ
イ
ン
午
後
松
ノ
木
渡
場
迄
同
断
他

測
角
東
岸
渡
舟
所
迄
正
午
帰
館
夕
四
時
半
終
業
之
事

一
浅
の
君
よ
り
代
微
積
差
越
候
事

45　
　
　

44　

七
月
五
日　

晴　

69　

⑺　

人
三　

舟
一

一
六
時
開
行
矢
橋
篠
原
南
ノ
郷
辺
よ
り
舟
路
松
ノ
木
辺
へ
来
ル
他
二
人
陸
行
新
所
渡

場
ニ
而
中
食
夕
五
時
卒
業

46　
　
　

45　

同
六
日　

十
時
ヨ
リ
雨　

70　

⑻　

人
四
舟

一
第
五
時
開
行
又
右
衛
門
新
田
よ
り
梶
島
辺
迄
十
時
頃
雨
依
而
卒
業
帰
館
〆
切
際
迄

乗
舟

　

時
下
在
館
製
図

一
夕
四
時
よ
り
蒔
田
大
川
桑
名
へ
舟
行
ス
帰
路
本
吉
代
人
差
出
候
事

47　
　
　

46　

同
七
日　

晴　

71　

⑼　

人
三
舟

一
第
五
時
開
行
梶
島
辺
測
量
十
時
終
業
帰
館
候
事

　

本
吉
代
人
望
表
為
返
候
事

48　
　
　

47　

同
八
日　

晴　

72　

⑽　

人
一
舟
一

一
再
行
前
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
半
吉
平
吉
両
人
望
表
抜
取
正
午
帰
館
之
事

一
蒔
田
篠
原
大
川
半
吉
平
吉
佐
屋
川
通
り
巡
回
と
し
て
午
後
再
行
津
島
へ
泊
ス

49　
　
　
　
　

同
九
日　

晴　

73　

⑾　

土
人
無
雇　

舟

一
滞
在
無
事
尤
矢
橋
桑
名
迄
舟
行
巡
回
候
事

50　
　
　

48　

同
十
日　

晴　

74　

⑿　

舟

一
矢
橋
篠
原
半
、
平
両
人
召
連
南
ノ
郷
辺
改
測
之
事
午
後
製
図

一
日
原
村
へ
鎌
田
書
翰
相
届
候
事

51　
　

49　

同
十
一
日　

75　

⒀　

人
一
舟　

午
後
雨

一
矢
橋
篠
原
大
川
朝
七
時
出
張
高
野
平
川
辺
測
量
第
十
二
時
終
業
舟
行
帰
館
蒔
田
製

図
一
四
日
市
県
庁
よ
り
上
ノ
郷
宛
之
封
物
一
巻
夜
九
時
頃
届
来
ル

　
　
　

同
十
二
日　

76　

⒁　

雨

一
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
終
日
製
図

一
午
後
よ
り
平
吉
壱
人
桑
名
へ
遣
し
表
具
師
払
入
并
ニ
元
木
屋
へ
杭
□
測
点
杭
請
取

と
し
て
金
三
円
相
渡
候
事

一
昨
夜
差
越
候
封
物
并
矢
橋
よ
り
之
文
通
日
原
村
迄
主
人
相
届
候
事

　
　
　
　
　

同
十
三
日　

77　

⒂　

雨

一
雨
天
ニ
付
製
図
但
午
前
十
時
半
吉
平
吉
両
人
を
従
へ
松
ノ
木
村
迄
一
時
間
程
雨
中

出
張
候
事

一
午
後
四
時
半
東
京
本
局
よ
り
浅
野
君
宛
書
状
并
ニ
日
新
真
事
記
来
ル
又
日
々
新
聞
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第
四
百
十
二
号
ゟ
第
四
百
十
八
号
来
ル

一
本
日
朝
平
吉
杭
木
二
百
本
持
来
候
事

52　
　
　

50　

同
十
四
日　

午
前
晴　

午
後
雨　

78　

⒂　

人
二　

舟
一

一
第
六
時
出
行
佐
屋
川
通
り
古
川
村
辺
測
量

一
日
原
村
へ
本
局
ゟ
之
文
通
并
ニ
日
新
真
事
誌
十
枚
日
々
新
聞
七
枚
立
人
を
以
遣
し

候
処
秋
元
氏
ゟ
返
翰
来
ル

一
三
重
県
官
諸
橋
外
壱
人
来
ル

53　
　
　
　

十
五
日　

78　

⒃　

人
〇
陰

一
本
日
出
張
無
之
但
午
後
篠
原
大
川
前
ケ
須
駅
佐
藤
七
三
郎
方
へ
旅
宿
見
分
と
し
て

罷
越
候
事

54　
　
　
　

十
六
日　

80　

⒄

一
本
日
滞
在　

尾
張
国
前
須
之
駅
転
宿
用
意　

製
図

55　
　
　
　

十
七
日　

晴　

81　

⑴

一
本
日
午
後
前
ケ
須
駅
佐
藤
七
三
郎
方
へ
転
宿
い
た
し
候
事

一
矢
橋
壱
人
旗
抜
取
と
し
て
人
足
壱
人
召
連
候
事

一
是
迄
遣
払
候
人
足
賃
戸
長
加
藤
常
吉
へ
相
渡
候
事

56　
　
　

51　

十
八
日　

82　

⑵　

晴　

人
二
卒
二

一
朝
第
五
時
開
行
乗
舟
西
保
村
川
平
新
田
辺
測
量
第
十
時
卒
業
之
事　

午
後
製
図

一
篠
原
氏
昨
日
東
京
よ
り
御
実
母
避
去
之
趣
申
来
候
ニ
付
本
日
□
休
業
之
事

一
日
原
之
方
よ
り
御
用
状
官
六
方
へ
来
候
ニ
付
同
所
よ
り
届
来
ル　

右
者
東
京
小
出

氏
よ
り
之
書
翰
并
浅
野
氏
頬
本
日
瀬
古
村
へ
引
移
候
旨
申
来

57　
　
　

52　

十
九
日　

83　

⑶　

晴　

人
二
卒
二

一
朝
四
時
五
十
分
開
行
西
保
村
辺
第
十
時
帰
館
之
事

一
夜
十
時
過
新
聞
紙
来
ル
四
百
八
号
よ
り
十
一
号
迄

58　
　
　

53　

廿
日　

84　

⑷　

人
三　

午
後
一　

卒

一
朝
第
五
時
乗
舟
五
明
村
測
第
十
一
時
帰
館
午
後
人
足
壱
人
雇
半
吉
同
舟
又
右
衛
門

新
田
よ
り
梶
島
辺
迄
望
表
為
抜
取
候
事

一
平
吉
不
快
ニ
付
相
休
舟
の
ミ
相
雇
候
事

59　
　
　

54　

廿
一
日　

晴　

85　

⑸　

人
二　

卒
二

一
五
時
再
行
五
明
村
ウ
ゴ
ヒ
辺
よ
り
前
ケ
須
迄
測
量

60　
　
　

55　

廿
二
日　

晴　

86　

⑹　

人
二　

卒
二　

午
後
二

一
第
五
時
開
行
長
島
殿
名
辺
測
量
矢
橋
所
労
休
行

一
新
聞
浅
野
氏
へ
届
ル
四
百
八
号
よ
り
十
一
号
迄
東
京
よ
り
新
聞
来
ル　

第
十
九
号

ゟ
二
十
六
号
迄
八
枚
并
ニ
浅
野
氏
書
翰
来

一
平
吉
官
六
方
迄
遣
し
并
ニ
旗
為
抜
取
候
事

61　
　
　

56　

廿
三
日　

87　

⑺　

人
二　

午
後　

卒

一
第
五
時
開
行
蒔
田
篠
原
長
島
殿
名
辺
測
量
半
吉
ウ
ゴ
ヒ
辺
旗
為
抜
取
矢
橋
大
川
平

吉
を
従
へ
桑
名
迄
相
越
候
事

一
平
吉
へ
表
旗
製
作
相
命
候
ニ
付
金
三
円
相
渡
候
事

62　
　
　

57　

廿
四
日　

88　

⑻　

晴　

人
二　

卒
二　

午
後
出
張

一
五
時
半
出
張
前
ケ
須
よ
り
平
島
迄
測
第
十
時
畢
業
午
後
四
時
過
前
岸
殿
名
辺
半
吉

平
吉
召
連
矢
橋
篠
原
製
図

一
浅
野
君
へ
新
聞
諸
橋
書
翰
并
同
人
宅
状
瀬
古
村
へ
差
出
候
事

63　
　
　

58　

廿
五
日　

89　

⑼　

晴　

人
二　

卒
二　

午
後
出
張

一
第
六
時
開
行
平
島
よ
り
六
條
島
ケ
地
新
田
迄
測
量
夕
四
時
出
張
殿
名
辺
測
蒔
田
製

図
64　

　
　

59　

廿
六
日　

90　

⑽　

晴　

人
二　

卒
二　

午
後
旗
抜

一
第
五
時
過
乗
舟
中
山
加
路
戸
辺
測
量
夕
半
吉
平
吉
旗
為
抜
取
候
事

一
下
坂
手
友
野
よ
り
手
代
壱
人
来
ル

65　
　
　

60　

廿
七
日　

91　

晴　

人
二　

卒
二　

⑾

一
第
五
時
三
十
分
乗
舟
長
島
殿
名
よ
り
古
点
迄
測
量

66　
　
　

61　

廿
八
日　

92　

晴　

人
二　

卒
二　

⑿　

人
一　

午
後
出
張

一
第
六
時
乗
舟
加
路
戸
測
量
同
所
区
長
白
木
へ
参
り
旅
宿
之
儀
申
談
候
事

一
夕
刻
矢
橋
蒔
田
五
明
村
へ
改
量
ニ
罷
越
候
事
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一
東
京
本
局
よ
り
篠
原
氏
一
週
間
ニ
而
除
服
候
旨
大
隈
参
議
達
ニ
付
小
野
土
木
頭
申

達
書
并
小
出
氏
よ
り
右
請
書
可
差
出
趣
申
来
ル
速
日
右
請
書
投
函

一
四
日
前
土
木
掛
諸
橋
よ
り
東
京
本
寮
逓
送
之
別
封
送
来
ル　

右
者
七
月
廿
日
土
木

権
助
正
七
位
今
井
兼
利
被
任
土
木
助
之
旨
達
書
な
り

67　
　
　
　

62　

廿
九
日　

93　

⒀　

人
二　

卒
二　

晴

一
加
路
戸
川
原
欠
両
岸
測
量
第
十
時
よ
り
森
津
戸
長
案
内
相
頼
松
名
へ
罷
越
同
村
旅

宿
差
支
候
ニ
付
帰
後
先
触
へ
別
紙
相
添
平
島
村
戸
長
へ
遣
し
旅
宿
用
意
為
致
候
事

一
晩
来
平
島
副
戸
長
来
ル
大
室
村
治
右
衛
門
方
へ
旅
宿
申
付
候
事

68　
　
　
　

卅
日　

94　

⒁　

晴　

平
二

一
本
日
出
張
無
之
製
図
午
前
半
吉
平
吉
両
人
旗
為
抜
取
候
事

一
矢
橋
愛
知
県
名
古
屋
へ
出
張
候
事

一
午
前
九
時
頃
浅
野
氏
始
四
人
来
ル
右
者
東
京
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
四
日
市
港
波
戸

場
へ
測
量
ニ
罷
越
候
也

一
福
岡
君
よ
り
極
寒
之
向
再
応
出
張
之
心
得
ニ
而
一
度
引
揚
候
様
申
来
依
而
可
相
成

伊
尾
川
の
方
へ
速
ニ
測
量
ニ
取
掛
候
様
浅
の
氏
演
説
候
間
大
室
村
へ
移
転
之
儀
者

見
合
候
事　

達
書
并
福
岡
君
書
翰
ハ
別
紙
ニ
有
之

一
日
々
新
聞
来
ル

69　
　
　
　

63　

三
十
一
日　

95　

⒂　

晴　

人
三
舟

一
筏
川
鍋
田
川
両
岸
へ
大
測
点
打
込
候
事
且
同
所
残
点
測
量

一
昨
日
大
室
村
へ
先
触
遣
し
候
所
模
様
変
深
縁
新
田
へ
移
転
之
筈
ニ
付
別
紙
相
添
平

島
よ
り
直
ニ
深
縁
へ
達
遣
ス

70　
　
　
　
　

第
八
月
一
日　

晴　

96　

⑴　

晴

一
本
日
午
後
藤
里
新
田
よ
り
案
内
船
二
艘
来
ル
依
而
荷
物
積
送
り
第
三
時
乗
舟
前
所

藤
井
清
兵
衛
方
へ
移
転
い
た
し
候
事

71　
　
　
　

64
同
二
日　

晴　

97　

⑵

一
第
五
時
出
張
藤
里
新
田
旅
宿
前
よ
り
両
岸
古
点
迄
旗
ヲ
建
ル

一
浅
野
氏
よ
り
四
日
前
港
測
量
と
し
て
早
々
同
所
へ
出
張
候
様
書
翰
来
ル
依
而
明
日

此
川
筋
古
点
迄
測
済
し
む
明
後
日
即
チ
四
日
ニ
出
張
可
致
旨
返
翰
遣
ス

一
本
日
平
吉
よ
り
旗
四
十
八
葉
請
取
候
事

72　
　
　

65　

同
三
日　

晴　

98　

⑵

一
第
五
時
出
張

一
両
長
持
片
付
出
立
用
意

73　
　
　

○
△
67
四
日　

晴　

99　

⑴

一
朝
第
四
時
乗
舟
桑
名
へ
着
岸
夫
ゟ
直
ニ
四
日
市
へ
着
ス　

速
波
戸
場
巡
廻
浜
田
屋

へ
止
宿
ス

一
荷
物
ハ
半
吉
乗
込
平
吉
召
連
来
候
事

74　
　
　

⑴　

○
68　

五
日　

晴　

100　

⑵

一
第
四
時
出
張
波
戸
場
高
低
測
量
第
十
時
帰
館

　
　
　
　
　
　

○　
　

六
日　

朝
雨
時
下
晴　

101　

⑶

一
第
四
時
開
行
前
雨
降
ル
故
ニ
滞
在

一
頭
君
江
請
書
并
福
岡
先
生
へ
返
翰
差
出
候
事

75　
　
　

⑵　

○
69　

七
日　

晴　

102　

⑷

一
第
五
時
出
行
大
旗
建
候
事

76　
　
　

⑶　

○
70　

八
日　

晴　

103　

⑸

一
朝
五
時
乗
舟
大
橋
新
田
辺
測
量
但
大
点
第
十
一
時
過
帰
館
候
事

77　
　
　

⑷　

○
71　

九
日　

晴　

104　

⑹

一
朝
第
五
時
半
乗
船
大
橋
新
田
結
点
迄
測
量
第
十
時
半
帰
館
候
事

78　
　
　

⑸　

○
72　

十
日　

晴　

午
後
少
雨　

105　

⑺

一
矢
橋
大
川
波
戸
場
海
岸
深
浅
測
量
他
人
製
図

79　
　
　

⑹　

○
73　

十
一
日　

晴　

106　

⑻

一
大
橋
辺
よ
り
浅
野
氏
合
点
迄
測
量

80　
　
　

⑺　

○
74　

十
二
日　

雨　

107　

⑼　

午
後
晴

一
朝
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
夕
四
時
出
張
浅
野
合
点
迄
測
量
澄

81　
　
　
　
　
　
　

○
74　

十
三
日　

108　

⑽　

晴
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一
本
日
出
張
不
致
製
図
亦
成
ル

82　
　
　
　
　

⑻　

○
75　

十
四
日　

109　

⑾　

朝
数
時
雨
降
暫
シ
テ
晴

一
朝
篠
原
氏
出
張
い
タ
ス
原
図
よ
り
成
図
へ
摸
点
ス

83　
　
　
　
　
　
　

○
76　

十
五
日　

110　

⑿　

朝
雨

一
朝
五
時
出
張
□
被
致
候
所
海
波
不
穏
ニ
付
延
行

一
当
県
庁
よ
り
頼
来
り
木
曽
川
摸
図
為
致
候
積
也

84　
　
　
　
　

⑼　

○
77　

十
六
日　

111　

⒀　

晴

一
朝
五
時
出
張
午
後
三
時
過
帰
館
候
事
但
中
食
於
回
漕
会
社

一
測
深
并
杭
打
込
等
ニ
付
絵
図
方
之
外
不
残
出
張
候
事

85　
　
　
　
　
　
　

○　
　

十
七
日　

112　

⒁　

晴

一
終
日
滞
在
製
図
○
半
吉
平
吉
旗
為
抜
取
候
事

一
本
日
平
吉
帰
帆
為
致
且
前
金
壱
円
相
渡
候
事

86　
　
　
　
　
　
　

○　
　

十
八
日　

113　

⒂　

晴

一
滞
在
無
事

87　
　
　
　
　
　
　

○　
　

十
九
日　

114　

⒃　

晴

一
滞
在
矢
橋
大
川
西
京
へ
出
発
製
図

88　
　
　
　
　
　
　

○　
　

廿
日　

115　

⒄

一
滞
在
製
図

89　
　
　
　
　
　
　

○　
　

廿
一
日　

116　

⒅

一
製
図
出
来
ニ
付
秋
元
江
万
事
相
託
ス

90　
　
　
　
　
　
　

○　
　

廿
二
日　

117　

⒆

一
蒔
田
篠
原
港
御
用
済
ニ
付
午
前
九
時
四
日
市
出
発　

源
縁
輪
中
藤
里
村
会
所
江
転

宿
ス

91　
　
　
　
　
　
　

77　
　

廿
三
日　

118　

晴　

暮
雨　

⑸

一
午
後
源
縁
村
惣
代
白
木
只
次
郎
方
江
旅
宿
い
タ
ス
午
後
ゟ
蒔
田
岸
西
山
長
島
大
は

た
取
抜
と
し
て
半
吉
ヲ
連
れ
参
り
桑
名
宿
江
泊
ス

92　
　
　
　
　
　
　

78　
　

廿
四
日　

119　

⑹

一
午
後
四
時
蒔
田
帰
館

93　
　
　
　
　
　
　

79　
　

廿
五
日　

120

一
源
縁
村
江
蒔
田
出
張　

人
足

94　
　
　
　
　
　
　

80　
　

廿
六
日　

121　

晴

一
松
影
新
田
横
間
蔵
江
蒔
田
出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
七
日　

122　

午
前
雨

一
滞
在

95　
　
　
　
　
　
　

81　
　

廿
八
日　

123　

晴

一
蒔
田
源
縁
其
他
へ
出
張
矢
橋
早
天
四
日
市
ゟ
来
着　

右
者
港
図
面
之
儀
ニ
付
問
合

有
之
即
刻
猶
又
同
宿
江
出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
九
日　

124　

暴
風
雨

一
滞
在

96　
　
　
　
　
　
　

82　
　

三
十
日　

125　

晴

一
蒔
田
篠
原
横
枕
松
蔭
新
田
測
量

一
午
後
二
時
半
矢
橋
大
川
四
日
市
よ
り
帰
来

一
人
足
賃
二
十
四
人
分
則
三
円
拾
二
銭
壱
人
ニ
付
拾
三
銭
ツ
ヽ
右
ハ
小
泉
よ
り
請
取

此
内
訳
半
吉
分
百
十
七
銭
平
吉
分
百
九
十
五
銭
右
両
人
共
本
日
相
渡
候
事
最
平
吉

去
ル
十
七
日
相
渡
候
壱
円
ヲ
引
残
九
拾
五
銭
渡
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
一
日　

126　

雨

一
出
張
無
之
四
日
市
港
摸
点
い
タ
ス

97　
　
　
　
　
　
　

83　

九
月
一
日　

127　

晴

一
朝
八
時
出
張
源
緑
新
田
并
向
岸
測
量
十
二
時
帰
館
夕
三
時
出
張
矢
大
松
蔭
横
満
蔵

辺
測
量

98　
　
　
　
　
　
　

84　

九
月
二
日　

晴　

128

一
朝
八
時
出
張
横
満
蔵
松
蔭
辺
測
量
午
後
三
時
松
蔭
源
緑
測
量
但
午
後
人
足
二
人
相

備
壱
人
者
不
用
ニ
付
相
戻
し
候
事

99　
　
　
　
　

85　

同
三
日　

陰
午
後
雨　

129
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一
朝
八
時
出
張
松
蔭
辺
測
量

100　
　
　
　
　

86　

同
四
日　

晴　

130

一
朝
出
張
不
致
午
後
半
平
二
人
旗
取
ニ
遣
し
□
人
足
二
人
傭
ひ
改
正
測
量
ニ
出
張
候

事
一
桑
名
綿
屋
よ
り
旗
棹
相
届
候
ニ
付
右
送
方
如
何
ヲ
問
ニ
来
ル
明
日
返
答
可
致
旨
報

知
ス

101　
　
　
　
　
　
　

同
五
日　

晴　

131

一
明
日
転
宿
ニ
付
用
意
公
私
会
計
ヲ
為
ス

一
帆
引
村
江
向
先
触
ヲ
出
ス
帰
り
報
テ
云
ク
移
転
ノ
宿
ハ
太
田
村
ナ
リ
ト

一
前
ケ
須
ニ
於
テ
傭
フ
人
足
賃
ヲ
平
吉
ニ
渡
ス

102　
　
　
　
　
　
　

同
六
日　

晴　

132　

⑴

一
朝
平
吉
桑
名
ヨ
リ
帰
来
ル
午
後
第
一
時
四
十
分
源
緑
ヲ
発
シ
夕
六
時
大
里
村
戸
長

伊
藤
藤
右
衛
門
方
へ
着
シ
止
宿
ス
但
船
壱
艘
桑
名
よ
り
雇
ヒ
上
ケ
移
転
荷
物
ヲ
積

送
ル　

此
日
大
藪
村
ヨ
リ
第
一
第
二
号
書
翰
到
着
ス

103　
　
　
　
　

87　

同
七
日　

晴　

133　

⑵

一
朝
七
時
半
出
行
大
里
村
ヨ
リ
下
境
村
浅
野
氏
遺
旗
合
点
マ
テ
一
里
余
建
旗
シ
午
後

一
時
帰
館
ス

104　
　
　
　
　

88　

同
八
日　

晴　

134　

⑶

一
朝
八
時
乗
舟
七
右
衛
門
新
田
合
点
マ
テ
棹
下
斯
ニ
上
陸
シ
帆
引
村
マ
テ
建
旗
且
ツ

鎖
測
シ
同
村
戸
長
與
四
郎
宅
ニ
憩
ヒ
第
十
二
時
渡
船
ニ
乗
シ
帰
来
ス
○
第
十
一
時

過
キ
平
吉
ヲ
桑
名
江
遣
り
大
旗
ノ
布
ヲ
買
ワ
シ
ム

一
大
藪
村
江
節
ヲ
送
り
疇
昔
来
翰
之
意
趣
ヲ
報
シ
又
当
社
移
転
ノ
事
ヲ
告
知
ス
此
使

節
浅
野
氏
方
四
日
市
測
成
図
二
枚
波
止
場
湾
端
平
面
及
ヒ
高
低
第
三
号
四
号
書
翰

ヲ
添
ユ
来
ル　

本
日
岐
阜
県
下
高
須
村
堤
防
締
役
吉
田
耕
平
代
水
谷
杢
右
衛
門
来
ル

105　
　
　
　
　

89　

同
九
日　

135　

⑸　

朝
八
時
半
ヨ
リ
雨　

⑷

一
朝
七
時
四
十
分
開
行
帆
引
村
ニ
着
岸
シ
與
四
郎
宅
へ
憩
ヒ
須
叟
ニ
シ
テ
雨
降
ル
故

ニ
業
ヲ
創
メ
ス
シ
テ
直
ニ
帰
館
ス
篠
原
氏
太
田
新
田
ヨ
リ
陸
続
帰
来
ス

106　
　
　
　
　
　

90　

同
十
日　

136　

微
雨
時
ニ
来　

⑸

一
朝
八
時
乗
舟
帆
引
ヘ
達
ス
雨
微
ニ
暫
ク
與
四
郎
宅
ニ
休
ス
第
九
時
七
右
衛
門
新
田

合
点
よ
り
創
業
第
十
二
時
帰
ル
篠
原
氏
モ
開
行
ス
○
大
旗
二

桑
名
ヨ
リ
成
工
シ

来
ル

107　
　
　
　
　
　

91　

同
十
一
日　

137　

陰　

⑹

一
朝
尋
常
時
限
出
行
帆
引
村
ヨ
リ
始
ム
安
田
新
田
ニ
畢
ル
本
日
安
田
ニ
於
テ
望
表
塗

棒
ヲ
折
リ
シ
コ
ト
ヲ
訴
ス　

午
後
半
吉
平
吉
ヲ
発
シ
テ
望
表
ヲ
抜
取
セ
シ
ム
但
東

岸
二
拾
本
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
二
日　

138　

⑺　

雨

一
雨
天
ニ
付
出
張
不
致
。
夕
源
緑
よ
り
帆
引
村
へ
向
ケ
故
旅
宿
へ
遺
棄
セ
シ
残
杭
ヲ

唯
四
郎
ヨ
リ
駅
送
セ
シ
ニ
ヨ
リ
戸
長
與
四
郎
ヨ
リ
送
り
来
ル

108　
　
　
　
　
　

92　

同
十
三
日　

139　

⑻　

晴

一
第
七
時
半
乗
舟
香
取
川
両
岸
測
シ
終
り
直
ニ
下
境
村
辺
抜
旗
十
二
時
太
田
新
田
戸

長
森
口
彦
右
衛
門
宅
ニ
於
テ
喫
飯
蒔
鎖
測
シ
テ
帰
り
篠
午
前
帰
り
矢
大
山
麗
ヲ
巡

行
建
旗
シ
テ
帰
館
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
四
日　

140　

⑼　

雨

一
本
日
出
張
不
致
○
四
日
市
港
図
漸
ク
成
ル

109　
　
　
　
　
　

93　

同
十
五
日　

141　

⑽　

十
時
過
晴

一
午
前
四
日
市
港
全
図
成
ル
午
後
河
戸
山
腹
へ
登
ル
矢
蒔
建
旗
鎖
測
ス
大
度
測
於
太

田
新
田

110　
　
　
　
　
　

94　

同
十
六
日　

142　

⑾　

晴

一
例
刻
出
張
安
田
新
田
辺
矢
鎖
測
大
度
測
正
午
帰
館
午
後
亦
開
行
ス

一
蒔
田
氏
今
朝
四
日
市
県
庁
へ
成
図
持
参
平
吉
船
ニ
而
出
行

一
浅
野
氏
方
二
枚
当
方
全
図
共
三
葉
東
京
且
福
岡
先
生
へ
向
書
翰
添
ル
是
者
県
官
諸

橋
よ
り
送
逓
ス
ヘ
キ
約
定
ナ
リ
依
今
日
県
ニ
持
齎
セ
シ
ナ
リ

一
新
聞
并
添
翰
浅
野
氏
添
書
ヲ
以
テ
今
尾
よ
り
来
ル

111　
　
　
　
　
　

95　

同
十
七
日　

午
後
晴　

143　

⑿



国立歴史民俗博物館研究報告
第 203集　2016年 12月

290

一
午
後
第
一
時
三
十
分
乗
舟
矢
高
須
辺
迄
建
旗
并
宮
地
梶
家
辺
鎖
測
度
角
篠
両
岸
ヲ

巡
歩
ス

一
平
吉
不
在
ニ
付
戸
長
ニ
命
シ
傭
船
ス

112　
　
　
　
　
　

96　

同
十
八
日　

144　

⒀

一
午
前
半
吉
及
傭
夫
一
人
ヲ
発
シ
太
田
新
田
辺
及
ヒ
山
麗
ノ
望
表
ヲ
抜
取
ラ
シ
ム
午

後
一
時
半
矢
河
戸
西
尾
辺
江
建
旗
鎖
測
ス
篠
出
張
大
柳
湊
マ
テ
度
測
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
九
日　

145　

⒁　

雨

一
終
日
雨
滞
在
製
図

113　
　
　
　
　
　

97　

同
廿
日　

146　

⒂　

午
後
晴

一
午
前
第
十
時
舟
ヲ
雇
ヒ
半
吉
ヲ
桑
名
江
遣
ル
是
ハ
蒔
田
氏
ノ
迎
ヒ
ナ
リ
午
後
第
一

時
蒔
田
氏
四
日
市
ヨ
リ
帰
り
旧
四
日
市
港
図
ヲ
持
来
ル
再
成
図
ハ
如
約
県
官
諸
橋

へ
托
シ
東
京
へ
送
逓
セ
シ
ト
也

一
東
京
ヨ
リ
矢
橋
氏
へ
至
急
便
来
レ
リ
是
ハ
同
人
淀
川
測
量
出
張
ノ
示
命
降
り
代
り

ト
シ
テ
伊
藤
氏
ヲ
遣
達
セ
ル
云
々
ヲ
福
岡
先
生
ヨ
リ
申
来
リ
シ
也

114　
　
　
　
　
　
　
　

同
廿
一
日　

147　

⒃　

陰

一
終
日
製
図
午
前
抜
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
廿
二
日　

148　

⒄　

雨

一
終
日
製
図
○
明
日
移
転
ス
ヘ
キ
ニ
付
高
柳
村
江
先
触
ヲ
送
ル
○
大
藪
村
浅
野
氏
ノ

方
へ
書
翰
ヲ
贈
ル　

矢
橋
氏
淀
川
行
云
々
明
日
高
柳
移
転
云

　々

及
ヒ
新
聞
二
十

七
枚
ヲ
附
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
廿
三
日　

149　

⒅　

午
前
雨　

午
後
風

一
午
後
第
二
時
半
乗
舟
大
里
ヲ
発
シ
柳
湊
江
上
陸
シ
高
須
今
尾
ヲ
巡
行
シ
第
六
時
高

柳
新
田
戸
長
山
田
運
四
郎
宅
江
達
ス
荷
物
ハ
大
小
二
船
ヲ
以
テ
送
り
右
同
時
達
ス

115　
　
　
　
　
　

98　

同
廿
四
日　

晴　

150　

⑴

一
朝
第
八
時
出
行
東
西
駒
野
村
建
旗
鎖
度
測
ス
於
西
駒
野
戸
長
宅
喫
午
飯
夕
第
五
時

帰
館
ス

116　
　
　
　
　
　

99　

同
廿
五
日　

陰　

151　

⑵

一
第
十
時
乗
舟
津
屋
川
ニ
遡
棹
シ
鷲
ノ
巣
ニ
上
陸
ス
夕
七
時
帰
館
ス

一
浅
野
秋
元
二
氏
空
館
ニ
到
ル
帰
後
矢
橋
氏
両
氏
旅
宿
今
尾
戸
長
ノ
宅
ニ
訪
フ
テ
泊

ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
廿
六
日　

雨　

152　

⑶

一
朝
八
時
出
行
三
氏
浅
野
氏
ノ
旅
館
ニ
訪
ス
直
チ
ニ
測
量
セ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
雨
方
ニ

降
ラ
ン
ト
ス
ル
故
帰
館
ス
時
下
尽
日
製
図

117　
　
　
　
　
　

100　

同
廿
七
日　

陰　

153　

⑷

一
矢
蒔
岐
阜
県
庁
へ
出
行
ス
大
駒
埜
両
岸
測
量
午
後
二
時
半
帰
館
ス

118　
　
　
　
　
　

101　

同
廿
八
日　

晴　

154　

⑸

一
第
七
時
半
出
張
夕
六
時
帰
館

一
本
寮
よ
り
小
野
頭
達
書
第
二
号
大
川
江
来
ル
○
四
日
市
県
庁
よ
り
摸
図
共
二
名
来

ル
119　

　
　
　
　
　

102　

同
廿
九
日　

陰　

155　

⑹

一
第
八
時
出
張
揖
尾
川
通
り
大
点
建
旗
シ
川
西
舟
付
村
戸
長
ノ
宅
ニ
於
テ
喫
食
午
後

豊
食
ニ
憩
ヒ
夕
第
五
時
帰
館
ス
○
篠
製
図
鎮
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
三
十
日　

雨　

156　

⑺

一
雨
天
ニ
付
尽
日
在
館
製
図　

1/6000

之
図
全
成
ス

120　
　
　
　
　
　

103　

十
月
一
日　

陰　

157　

⑻

一
午
前
半
吉
及
傭
夫
ヲ
遣
テ
抜
旗
セ
シ
ム
午
後
矢
大
樽
川
ニ
旗
ヲ
建
ツ
蒔
大
牧
辺
鎖

測
及
ヒ
建
旗
ス

　
　
　
　
　
　
　

104　

十
月
二
日　

雨　

158　

⑼　

夜
暴
風
雨

一
雨
天
ニ
付
尽
日
在
館
製
図

121　
　
　
　
　
　

105　

十
月
三
日　

159　

烈
風
伊
尾
川
大
漲　

⑽

一
在
館
製
図

122　
　
　
　
　
　

104　

106　

十
月
四
日　

160　

晴　

⑾

一
午
後
出
行
矢
蒔
大
樽
川
ニ
測
量
ス

123　
　
　
　
　
　

105　

十
月
五
日　

161　

晴　

⑿



［近世・近代移行期の治水行政と土木官僚］……樋口雄彦

291

一
朝
八
時
半
出
張
矢
橋
大
川
豊
食
辺
迄
大
点
測
量
蒔
駒
埜
よ
り
已
北
度
測
ス

一
伊
藤
氏
到
着
ス
矢
橋
示
命
并
百
日
分
各
員
巡
回
滞
在
高
仕
出
金
持
参
候
事

124　
　
　
　
　
　

106　

同
六
日　

162　

晴　

⒀

一
例
刻
出
行
津
屋
川
測
成
ス
矢
在
館
伊
本
郷
村
浅
野
旅
館
へ
訪
フ

125　
　
　
　
　
　

107　

同
七
日　

163　

晴　

⒁

一
矢
伊
大
点
測
量
蒔
大
東
駒
野　

高
柳
迄
両
岸
測
量
ス
ム

　
　
　
　
　
　
　

108　

同
八
日　

雨
夕
晴　

164　

⒂

一
夕
第
四
時
東
駒
埜
ゟ
今
尾
小
堀
村
辺
鎖
測
ス
大
凡
一
里
半

　
　
　
　
　
　
　

109　

同
九
日　

晴　

165　

⒂

一
伊
藤
氏
豊
食
辺
迄
巡
回
大
駒
野
ゟ
今
尾
垣
内
村
辺
建
旗
篠
西
駒
野
ゟ
東
駒
野
脇
の

村
ゟ
今
尾
村
迄
篠
三
里
半
大
二
里
半
蒔
製
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
日　

雨　

166　

⒃

一
滞
在
製
図

　
　
　
　
　
　
　
　

110　

同
十
一
日　

晴　

167　

⒄

一
伊
藤
大
川
出
張
今
尾
測
量
終
日　

高
柳
ヨ
リ
今
尾
ヲ
経
テ
垣
内
村
迄
壱
里　

同
所

ヨ
リ
旅
宿
迄
二
十
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
二
日　

168　

⒅　

陰

一
朝
第
十
時
乗
舟
高
柳
ヲ
発
シ
午
後
三
時
大
垣
ニ
達
ス
矢
橋
氏
ノ
浪
華
ニ
行
ク
ヲ
送

レ
ル
ナ
リ
五
人
共
此
地
ニ
泊
ス
高
柳
ヨ
リ
大
垣
迄
四
里

　
　
　
　
　
　
　
　

111　

同
十
三
日　

169　

⒆　

晴

一
本
日
第
八
時
矢
橋
氏
大
垣
ヲ
発
ス
第
十
時
伊
藤
氏
外
三
人
共
竹
鼻
江
巡
回
シ
テ
夕

五
時
高
柳
ニ
帰
着
ス
大
垣
ヨ
リ
竹
ハ
ナ
江
三
里
同
所
ヨ
リ
高
柳
マ
テ
四
里

一
本
日
平
吉
へ
金
四
円
ヲ
渡
ス

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
六
年
一
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
六
年
五
月
三
〇
日
審
査
終
了
）



293

A Study of Flood Control Administration and Civil Engineering Bureaucrats 
in the Transitional Period from Early Modern to Modern Times : 
The Department of Water Resources Management of the Shizuoka Domain 
and Other Relevant Organizations

HIGUCHI Takehiko

In the Edo Shogunate Government, the Kanj -sho （Treasury Department）, led by the Kanj -

bugy  （Chief Treasurer）, was responsible for flood control administration in the shogunal demesnes. 

Under the control of the Department, the low-ranking government officials called Fushin-yaku 

were in charge of construction works for disaster prevention and rehabilitation. They seem to have 

consisted not only of engineers but also of administrative officials who only supervised farmers 

engaged in construction works.

After the Meiji Restoration, the Government of Japan set up departments in charge of civil 

engineering and construction, such as Chika-shi, Doboku-shi, Doboku-ry , and Doboku-kyoku, under 

the supervision of the Kaikei-kan （Ministry of Accountant）, Minbu-sh  （Ministry of Public Affairs）, 

K bu-sh  （Ministry of Public Works）, kura-sh  （Ministry of Finance）, and Naimu-sh  （Ministry 

of Home Affairs） to enhance flood control. Moreover, the Meiji Government strived to adopt new 

technologies from the West. In the meantime, some of the low-ranking government officials who had 

worked as Fushin-yaku in the Edo period continued to engage in flood control projects in prefectures 

under the direct control of the new Meiji Government, which indicates the retention of human 

resources at the field level even after the regime change.

The Shizuoka Domain, established for the ex-shogun who was demoted to a daimyo with 

revenues of 700,000 koku, set up the department of water resources management （originally 

named as Suiri-rotei-kakari, later renamed as Suiri-gunsei-kakari, and then renamed again as Suiri-

koorikata-kakari） under the local government to enhance f lood control since there were large 

rivers within the territory, such as the Fuji, Abe, i, and Tenry  Rivers. Though in the domain, 

technocrats only built simple wood, bamboo and/or stone structures for flood prevention, such as 

those called jakago, daiseigy , and ushiwaku, by using traditional techniques similar to those used in 

early modern times, and seem to have strived for modernization. This is also illustrated by the fact 

that the department of water resources management not only consisted of government officials who 

had engaged in public affairs for years under the Edo Shogunate Government, such as Fushin-yaku 

and other officials of the Kanj -sho, but also hired as senior officials those who had learned Western 

scientific knowledge and skills to become naval officers.
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Around at the time of haihan-chiken （the abolition of feudal domains and the establishment of 

prefectures）, most officials of the Shizuoka Domain were assimilated into the Meiji Government. 

Some of those who had worked for the department of water resources management were appointed 

as civil engineering/flood control administrators at the central and prefectural governments. 

Meanwhile, among the ex-shogunate officials and the Shizuoka Government who had learned 

Western arithmetic knowledge and measurement skills in the Numazu Military Academy 

established by the Shizuoka Domain, some young officials served as engineers at the Doboku-ry  

（Department of Civil Engineering）, working with foreign specialists employed by the Government 

of Japan. Moreover, some of the students graduating from the academy and going on to the Imperial 

College of Engineering to further their education became professional civil engineers.

Thus, the shogunate f lood control administrators equipped with traditional engineering 

techniques and the shogunate naval officers armed with modern Western scientific knowledge 

were merged together in the Shizuoka Domain. After working for the department of water 

resources management or studying in the Numazu Military Academy, they were assimilated into 

the Meiji Government. Then, despite the change of generations and the turnover of personnel, their 

knowledge and skills were transferred to civil engineering bureaucrats and engineers in charge of 

truly modern flood control.

Key words: Fushin-yaku, Western science, ex-shogunate officials, bureaucracy, technocrat




